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8本原子力産業会議
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科学技術庁原子力安全局核燃料規制課

　　　〃　　　〃　　　放射線安全課　監修

運輸省大臣官房技術安全管理官

放射性物質等の輸送法令集

　　　　　（改訂版）

1　核燃料物質等の運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

II　放射性同位元素等の：運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

m　関連法令及び定義等

○薬事法　（抄）

○放射性医薬品製造

○原子力基本法等

日本原子力産業会議



も
　
　
く
　
　
じ

放
射
性
物
質
等
の
輸
送
法
令
集

墨
b
　
　
　
く

じ

正
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
関
係
法
令
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
；
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
：
：
…
・
：
・
：
・
：
・
…
：

　
図
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
基
本
体
系
…
…
：
：
…
…
：
：
：
：
・
：
・
：
…
…
…
…
…
：
・
…
・
：
…
：
：
：
…
…
…
・
：
：
：
・
：
：
・
…
：
…
・
…
：
：
・
…
・
：
：
：
：
：
…

　
　
A
　
陸
上
輪
送
関
係
法
令
…
・
：
・
：
・
：
：
…
：
：
：
：
：
．
：
：
：
．
：
：
：
：
：
…
…
．
：
…
…
：
…
…
：
…
：
…
：
．
…
．
：
：
：
：
…
．
…
：
：
…
：
：
…
…
．
…
：
：
：
：
．
：
…
…
：
：
：

　
　
　
A
の
一
　
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
関
係
…
…
…
…
・
…
・
：
：
：
：
…
：
…
：
…
：
：
：
：
：
…
■
：
…
：
：
：
．
：
…
．
…
…
：
…
…
：
：
：
’
…
：
：
…
：
：
…
…
…
…
婚
：

　
　
　
図
　
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
内
運
搬
関
係
法
令
と
体
系
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
：
…
．
…
…
…
…
…
：
…
．

　
　
　
　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
：
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
…
…
…
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・

　
　
　
　
○
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
期
（
抄
）
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…

　
　
　
　
○
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
・
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
：
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
－
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…

　
　
　
　
　
・
別
記
（
第
六
条
関
係
）
事
業
所
内
運
搬
標
識
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…

　
　
　
　
○
実
用
発
電
嗣
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…

　
　
　
　
○
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
自
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・

　
　
　
　
　
・
別
記
（
笈
二
一
条
二
二
係
）
事
業
ハ
所
乱
門
運
搬
標
識
・
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：

　
　
　
　
○
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…

　
　
　
　
○
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…

　
　
　
　
　
。
別
記
様
ナ
ハ
　
（
雪
山
ハ
条
関
係
）
事
業
所
内
運
搬
標
識
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

匹遷四＝死毛亜西三δ九六四二〇八五四



A
の
二
　
工
場
又
は
事
業
所
外
の
運
搬
関
係
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…

図
　
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
関
係
法
令
と
体
系
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
：
：
…
：
・
…
…
：
…
：
：
一
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・

　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
監
獄
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
　
　
　
〔
科
学
技
術
庁
関
係
〕
…
…
…
…
…
：
：
・
・
…
…
…
・
…
…
…
・
・
…

　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
糊
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…

　
○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
：
…
…
…
…
…

　
　
。
別
記
様
式
第
　
　
（
第
十
轟
二
条
関
係
）
車
両
運
搬
確
二
二
申
告
二
三
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：

　
　
・
別
記
様
式
鮪
三
二
　
（
第
十
六
条
関
係
）
簡
易
運
搬
確
蜘
船
三
熱
繭
書
【
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：

　
　
・
別
記
様
式
第
三
（
第
二
十
条
関
係
）
原
子
炉
等
規
欄
法
第
六
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書
…
…
…
…
：
…
：
・
・
…
…
…
…
・
…
…
・
・
…

　
○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
差
響
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
綱
目
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…

。
別
表
第
｛

・
別
衷
第
二

。
別
表
第
三

・
別
表
第
四

・
別
表
第
五

。
別
表
第
六

・
別
表
第
七

・
別
記
第
一

・
別
記
第
二

・
別
記
第
三

・
別
記
第
四

・
別
記
第
五

・
別
記
第
六

・
驕
記
第
七

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
十
条
関
係
）

五四四四三三三三三〇八七六八五一〇〇

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
寵
六
～
左

（
第
二
条
関
係
）
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
試
験
…
：
：
：
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
：
：
・
：
…
…
…
…
…
…
：
・
…
七
二

（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）
A
型
輪
止
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
七
二

（
第
六
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
薫
一
一

（
第
七
条
、
第
十
四
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
七
竺

（
第
九
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
竺
一
一

（
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
・
…
…
…
…
…
…
・
：
：
・
…
：
…
…
・
…
・
：
：
…
…
…
…
…
・
・
…
…
：
…
…
：
…
七
四

（
第
十
九
条
関
係
）
第
一
類
白
標
識
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
七
五

も
　
　
く
　
　
じ



」
も
　
　
く
　
　
じ

　
・
別
記
第
八
（
第
十
九
条
関
係
）
第
二
三
三
標
識
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…

　
。
別
記
第
九
（
第
十
九
条
関
係
）
第
三
類
黄
標
識
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
：
…
…
…
…

　
・
別
記
第
十
（
第
十
九
条
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
’
…
：
…
…
…
…
…
■
…

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
等
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

・
別
記
第
一

・
別
記
第
二

・
別
記
第
　
二

・
甥
記
第
四

・
別
記
第
五

。
別
記
第
六

・
別
記
第
七

・
鋼
記
第
八

・
別
記
第
九

・
別
記
第
十

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
…
…
…
…
…
：
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
：

核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
講
書
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
・
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
：
…

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
更
新
申
請
書
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
－
：
・
：
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
納
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
仕
様
等
の
説
明
書
…
…
…
…
：
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：

　
　
　
　
　
（
規
則
第
十
六
条
第
　
項
関
係
）
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
解
析
等
の
説
明
書
…
…
…
：
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
：
…
…
：

・
別
記
第
十
一
　
（
規
則
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）
輸
送
容
器
の
製
作
時
検
査
等
の
説
明
書
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

・
別
記
第
十
二
（
規
則
第
十
六
条
第
　
項
関
係
）
核
燃
料
輪
…
送
物
の
発
送
前
検
査
等
の
説
明
書
…
…
…
…
：
：
・
：
：
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
…
…
…
…
九
一
二

。
励
記
第
十
三
（
規
則
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）
運
搬
機
器
及
び
積
載
方
法
等
の
説
明
書
…
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
九
四

輸
送
容
器
承
認
申
請
書
…
…
…
：
：
：
…
：
・
…
…
…
…
…
：

輸
送
容
器
検
査
立
会
申
請
書
…
…
…
…
：
：
…
・
：
：
…
…
…

輸
送
容
器
承
認
更
薪
申
講
書
・
…
…
…
…
…
…
・
：
：
…
…
…

輸
送
容
器
登
録
票
（
記
載
例
）
：
：
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…

輸
送
容
器
登
録
廃
止
届
…
…
…
…
…
：
：
・
・
…
…
…
…
…
…
．

（
規
…
二
二
↓
1
六
久
不
籠
二
項
関
係
）

・
別
記
第
十
四

・
別
記
第
十
五

。
別
記
第
十
六

・
別
記
第
十
七

・
別
記
第
十
八

・
別
記
第
十
九

　
　
　
　
七
六

　
：
・
：
：
　
七
七

：
・
：
：
：
：
　
七
八

…
…
…
…
七
九

：
：
：
：
：
：
　
八
三

…
…
…
：
八
五

・
：
：
：
・
：
・
　
八
六

　
　
　
…
八
七

　
　
：
：
：
　
八
八

　
　
　
　
八
九

・
：
：
：
：
：
　
九
〇

・
：
：
：
：
：
九
一

：
・
：
：
：
：
九
二

　
：
…
…
：
九
二

　
　
　
　
九
王

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
申
請
書
…
…
…
…
…
：
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
・
…
：
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
：
…
…
…
九
五

核
燃
料
輪
三
物
設
計
承
認
英
文
証
明
願
…
…
…
…
：
：
…
・
…
：
：
…
・
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
・
：
：
…
…
…
…
九
六

核
燃
料
輪
三
物
設
計
届
…
…
…
…
：
：
…
・
…
：
：
…
…
…
…

核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
届
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…

核
燃
料
輸
送
物
設
計
更
新
届
…
…
…
…
…
－
：
・
・
…
…
…
…

輸
送
容
器
届
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…

：
：
：
・
：
：
・
：
・
：
　
　
・
：
・
：
：
・
：
。
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
九
九

…
…
…
…
…
：
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
嘔
…
…
…
…
：
一
9

…
…
…
…
…
：
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
δ
二

…
…
…
…
…
：
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
；
三



　
・
別
記
第
二
十
　
輸
送
容
器
検
査
立
会
要
請
書
…
…
…
…
…
…
：

　
・
別
記
第
二
十
一
　
輪
送
容
器
更
新
届
…
…
…
…
…
…
・
・
…
・
…
－

　
・
別
記
第
二
十
二
　
輸
送
容
器
廃
止
届
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：

　
・
三
三
第
二
十
三
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
届
…
…
…
…
：

　
・
別
記
第
二
十
四
　
核
燃
料
輸
送
物
確
認
届
…
…
…
…
…
…

　
・
別
表
　
輸
送
容
器
検
査
要
領
…
…
…
…
…
：
：
・
：
…
…
：
…
…
…
：

○
核
燃
料
物
質
等
量
二
物
設
計
承
認
申
請
書
記
載
要
綱

　
イ
章
　
輪
二
物
の
説
明
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：

　
ロ
‘
章
　
輸
送
物
の
安
全
解
析
…
…
：
…
：
・
：
：
…
…
…
…
：
：
・
・
：

　
　
蓑
一
一

　
一
章
　
輸
送
容
器
の
製
侮
・
h
：
：
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：

　
二
章
　
輪
…
三
物
の
取
扱
い
方
法
及
び
保
守
灸
件
…
…
…
…
：
：
…

　
ホ
章
　
安
全
設
計
、
安
全
輸
送
に
関
す
る
特
記
事
項
：
：
：
：
：
…
…
：
；
：

　
へ
血
単
　
⊥
甲
二
二
書
一
二
環
式
・
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
…
・

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
　
　
　
〔
運
輸
省
関
係
〕
…
…
：

　
・
第
一
号
様
式
（
第
九
条
、
第
十
八
条
蘭
係
）
第
一
類
白
標
識
：
：

　
。
第
二
号
様
式
（
第
九
条
、
第
十
八
条
関
係
）
第
一
…
類
黄
標
識
…

　
・
第
三
号
様
式
（
第
九
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
関
係
）

　
・
三
四
号
様
式
（
第
九
条
闘
係
）
三
葉
マ
ー
ク
：
：
：
…
：
：
…
…
・

　
・
第
五
号
様
式
（
第
九
条
、
第
十
八
条
関
係
）

　
・
三
二
ハ
昌
v
様
。
式
　
（
第
十
｝
一
条
関
件
）
　
車
両
標
軸
醐
・
：
・
：
：
・
：
・
：
：
：
：

三物二等
理のの輸
府安二二
令二二三
子解i毅
禁i霧
学…i当
技i：藏　　　貢目術ii書
庁ii記
告ii載
示ii要
にii綱
定ii（
めii原
るii子技ii力術ii安
基ii全
準ii局
へii核
のii燃適ii料
合ii雌
性ii制
のii課評ii内
価ii規
iii集　辱　　噛　）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
類
黄
標
識
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
テ
ナ
標
識
．
：
：
：
：
：
．
；
：
，
：
，
：
．
：
：
：
：
：
：
：
：
－
：

　
○
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
；
・
…

　
○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
、
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
等
の
制
定
等
に
つ
い
て
（
運
輸
省
鉄
道

も
　
　
く
　
　
じ

■
　
●
　
幽
　
◎
　
●
　
，
　
●
　
電
　
●
　
．
　
●
　
．

0
　
，
　
0
　
●
　
●
　
○
　
「
　
，
　
，

．
　
幽
　
●
　
，
　
，
　
，
　
■
　
O
　
■
　
．
　
幽

…
：
　
：
：
…
…
…
…
δ
四

：
：
…
…
…
：
：
…
・
・
δ
薫

…
…
：
…
…
…
…
…
δ
六

：
…
…
…
…
…
…
・
：
：
6
七

：
・
：
・
　
・
：
：
：
：
・
：
・
：
一
〇
八

：
…
：
　
…
…
：
…
：
・
・
二
〇

…
：
：
　
…
…
…
…
…
二
三

　
　
　
・
：
：
：
：
・
：
：
・
一
一
八

　
　
　
・
：
：
：
…
…
：
二
く

　
　
　
：
…
…
・
…
：
；
δ

　
　
　
：
…
…
…
：
；
二

　
　
　
…
：
…
…
・
：
一
三
五

　
　
　
　
：
…
：
…
一
三
七

　
　
　
…
…
…
…
－
一
三
七

　
　
　
・
・
：
・
：
：
：
：
・
一
三
九

　
　
　
：
：
・
：
：
：
・
；
一
四
八

　
　
　
・
　
：
：
：
：
：
・
一
四
九

　
　
　
…
…
…
…
：
藍
O

　
　
　
　
　
　
…
…
一
竺

　
　
　
　
　
　
　
－
一
五
二

　
　
　
…
：
…
…
・
：
蓋
黒

　
　
・
…
…
…
…
…
一
五
㈱



3
も
　
　
く
　
　
じ

　
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
　
）
　
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
…
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
…
…
一
五
五

〇
「
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施
行
に

　
伴
う
関
係
上
省
令
の
改
正
等
に
つ
い
て
（
運
輪
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
箪
・
局
長
通
達
i
そ
の
二
）
　
…
：
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
一
五
八

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領

　
に
つ
い
て
（
三
輪
…
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
1
一
そ
の
三
）
　
…
…
…
…
：
：
・
：
：
…
…
…
…
：
：
・
・
…
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
…
…
…
：
：
・
・
一
六
〇

　
・
別
添
一
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
：
…
…
・
・
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
一
六
〇

　
・
別
表
第
一
　
運
搬
計
画
書
等
記
載
事
項
等
…
…
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
：
二
六
四

　
・
別
表
第
二
　
指
定
申
請
書
の
記
載
　
二
項
等
…
…
…
：
：
・
：
：
…
…
…
：
…
：
・
：
：
…
…
…
…
…
…
…
・
：
：
：

　
・
別
表
第
三
　
申
請
先
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
：
：
…
…
：
…
・

　
・
第
一
号
様
式
（
確
認
申
請
書
）
：
…
…
・
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
：

　
・
第
二
号
様
式
（
指
定
申
講
書
）
…
：
：
…
：
…
…
：
・
…
…
：
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
・

　
・
第
三
号
様
式
（
承
認
申
請
書
）
…
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
：
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
：
…
…
：
：
…
・
・

○
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
；
・
…

○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
・
；

○
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
幽
等
に
関
す
る
総
理
府
令
一
〔
警
察
庁
関
係
〕
・
…

　
・
別
記
様
式
第
一
（
第
二
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
毘
書
…
…
…
…
：
：
　
　
　
…
・
…
…

　
。
別
記
様
式
第
二
（
第
二
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
変
更
届
出
書
：
…
；
－
…
…
：
：

　
　
・
別
記
様
式
第
三
（
第
四
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
指
示
書
…
－

表
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
法
令
の
概
要
（
説
明
）
…
…
：
…
・

國
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
作
業
図
（
警
察
庁
）
…
…
・

　
　
　
　
、
運
搬
届
出
関
係
（
法
第
五
九
条
の
二
第
四
、
第
五
項
）
…
…
…
・

　
　
　
一
，
一
、
甜
二
二
口
徴
収
閲
四
係
　
（
法
第
六
七
条
）
　
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：

　
○
核
燃
…
料
物
質
等
運
澱
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
）
…
…
…
…
・
：
：

　
○
核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
例
（
警
察
庁
保
安
部
公
害
課
）
・

　
　
，
　
　
■
　
e
　
●
　
　
■
　
　
　
　
「

…
…
：
…
・
　
　
　
…
：
一
六
八

　
　
　
　
…
　
　
…
…
｝
六
九

　
　
　
　
　
　
　
…
…
一
七
〇

　
　
　
　
　
…
…
…
：
一
空

　
　
　
　
　
　
…
：
：
毛
二

　
　
　
　
　
　
…
…
二
煽
三

　
　
　
　
　
　
；
：
：
・
　
七
四

　
　
　
　
　
　
　
…
：
　
七
六

　
　
　
　
　
　
　
：
：
：
一
七
九

　
　
　
　
　
　
　
：
・
：
・
一
八
一

・
：
：
・
：
・
：
・
一
八
一

…
…
…
…
天
二

…
：
…
；
：
天
三

・
：
・
：
・
：
・
：
・
一
八
三

…
…
…
…
…
…
：
・
…
天
鴎

…
…
…
…
…
…
：
・
：
二
く
五

…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
　
八
七



　
　
　
　
そ
の
一
、
低
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
場
A
口
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
；
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
　
　
　
　
：
・
…
…
…
　
八
七

　
　
　
　
　
　
　
運
搬
経
路
及
び
通
過
予
定
時
刻
（
例
）
…
…
…
…
…
…
・
：
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
一
八
八

　
　
　
　
　
　
　
核
燃
料
物
質
等
積
載
車
両
及
び
運
転
者
（
例
）
…
…
…
…
…
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
…
…
…
　
…
…
…
…
一
八
八

　
　
　
　
　
　
　
携
行
資
器
材
の
名
称
及
び
手
数
（
例
）
　
：
…
：
…
…
…
：
：
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
・
：
：
…
一
く
九

　
　
　
　
　
　
　
運
搬
要
領
／
警
察
機
関
へ
の
連
絡
要
領
／
応
急
措
置
要
領
…
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
一
八
九
～
一
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
積
載
車
両
外
観
國
／
車
列
編
成
図
…
：
…
：
…
…
…
「
：
：
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
空

　
　
　
　
そ
の
二
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
、
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
場
A
口
…
…
…
…
…
…
：
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二

　
　
　
　
　
　
　
運
搬
経
路
及
び
通
過
予
定
時
刻
（
例
）
・
・
F
・
…
…
…
㍉
…
：
・
：
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
換
ユ

　
　
　
　
　
　
　
核
燃
粒
物
質
等
積
載
車
尚
友
び
運
転
者
（
例
）
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
蕊

　
　
　
　
　
　
　
携
行
資
器
材
の
名
称
及
び
個
数
（
例
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
照

　
　
　
　
　
　
　
運
搬
要
領
／
警
察
機
関
へ
の
連
絡
要
領
／
応
急
措
置
要
領
：
：
：
：
・
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
…
：
：
・
：
・
：
：
・
：
…
…
：
：
：
…
：
・
：
：
・
：
…
　
一
九
四
～
一
九
六

　
　
　
　
　
　
　
積
載
車
両
外
観
図
／
車
三
編
三
図
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
・
…
…
　
一
九
六
～
一
九
七

　
　
衰
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
事
務
担
当
者
一
覧
表
（
警
察
庁
保
安
部
公
害
課
）
…
・
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
：
…
：
　
究
八

B
　
海
上
輸
送
関
係
法
令
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
．
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
．
…
…
…
…
…
：
…
．
…
…
…
…
…
：
二
〇
〇

　
函
　
核
燃
料
物
質
等
の
船
蜘
運
送
関
係
法
令
と
体
系
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
二
〇
〇

　
　
〇
船
舶
安
全
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
！
エ
9

　
　
0
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
二
9
　

　
　
　
。
第
一
号
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）
放
射
性
物
質
等
運
送
届
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
　
ニ
ニ
五

　
　
　
・
第
一
号
の
二
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
…
…
…
：
：
・
：
・
：
：
…
…
…
…
…
・
・
：
：
：
：
：
：
：
…
・
：
：
・
…
：
　
ニ
ニ
五

　
　
〇
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
璽
等
を
定
め
る
皆
示
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
…
：
・
…
・
…
：
・
：
…
…
；
：
：
…
…
・
：
：
…
：
：
…
…
：
…
一
三
六

　
　
　
・
別
記
第
一
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
；
・
…
・
：
：
：
：
…
…
・
ξ
＝

　
　
　
・
別
謳
二
曹
弟
｝
一
　
（
晶
弟
一
二
条
、
　
簿
叩
ふ
1
一
二
条
、
　
第
十
悶
一
条
麗
係
）
　
A
刑
土
輪
…
送
物
に
係
｝
Φ
条
…
件
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
・
：
：
：
：
：
　
二
冨
＝

　
　
　
．
別
記
第
三
（
第
七
条
関
係
）
B
二
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
・
…
・
：
：
…
…
…
：
…
：
・
：
：
…
…
…
…
：
：
・
・
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
…
：
二
三
瓢

も
　
　
く
　
　
じ



も
　
　
く
　
　
じ

　
・
別
記
第
四
（
第
八
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
：
：
　
　
　
　
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
…
：
：
…
…
二
三
二

　
・
別
記
第
五
（
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
；
：
…
　
　
　
　
　
：
・
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
二
三
聾
一

　
・
別
記
第
六
（
第
十
一
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
：
：
…
…
・
・
　
　
　
　
　
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
二
三
　
篇

　
・
第
一
号
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）
第
一
類
白
標
札
、
第
二
類
黄
標
札
、
第
三
類
黄
標
札
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
・
・
三
盟
西
～
二
三
五

　
・
第
一
一
号
様
。
武
　
（
第
L
T
幽
幽
条
閲
囚
係
）
　
一
一
一
葉
マ
ー
ク
・
：
：
：
：
：
；
：
：
・
・
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
；
：
：
：
　
　
　
　
　
：
・
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
・
：
・
：
：
・
：
；
：
二
王
六

　
・
第
三
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
標
識
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
・
：
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
…
…
…
…
…
二
三
六

〇
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
：
二
皿
七

　
・
別
表
第
十
四
（
第
十
五
条
関
係
）
危
険
物
枳
互
の
隔
離
表
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
…
…
…
…
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
：
…
…
：
；
：
一
葦
八

　
・
別
表
第
十
六
（
第
十
六
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
相
互
の
積
載
関
係
表
…
…
…
…
：
・
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
・
…
…
…
一
憲
九

○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
に
基
づ
く
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
及
び
運
送
の
安
全
に
係
る
運
輸
大
臣
の

　
確
認
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
運
輸
省
船
舶
局
長
通
達
i
そ
の
一
）
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…

　
・
別
紙
様
式
｝
（
規
則
第
九
十
一
条
の
九
関
係
）
放
射
性
輸
送
物
安
全
確
認
申
請
書
…
…
…
・
－
…
…
：
・
…
　
…
：

　
・
放
射
性
輸
送
物
安
全
確
認
申
請
書
記
載
要
領
…
…
・
…
…
：
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…

　
・
別
紙
様
式
二
（
規
則
第
九
十
～
条
の
十
五
関
係
）
放
射
性
輸
送
物
運
送
計
画
書
安
全
確
認
申
請
書
…
：
…

　
・
放
射
性
輸
送
物
運
送
計
画
書
記
載
要
領
…
…
…
…
…
：
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
：
：
・
：
：
…
：
・

○
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
運
輸
省
船
舶
局
長
通
達
1
そ
の
二
）
…
…
…
：

・
別
記
一

・
鋼
記
二

・
別
記
三

・
別
記
四

・
別
記
五

。
別
記
六

・
別
記
七

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
…
…

核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書
：

輸
送
容
器
登
録
申
請
書
…
：
…
…
・
…
…

輸
送
容
器
登
録
票
（
記
載
例
）
…
…
…

輸
送
容
器
の
使
用
廃
止
届
…
…
…
…
…
：

核
燃
料
輪
三
物
設
計
承
認
更
薮
申
請
書
：

輸
送
容
器
登
録
更
新
申
請
書
…
…
…
・
…

　
　
　
・
…
茜
O

…
：
　
…
三
四
三

　
　
　
　
：
　
西
四

　
　
　
　
：
茜
六

　
・
：
・
・
：
・
二
四
七

　
　
　
…
二
男

…
…
・
－
…
一
一
笹

…
：
…
…
－
霊
三

…
…
・
－
…
二
五
照

　
・
：
：
：
；
：
二
五
五

：
…
…
…
…
二
五
六

…
…
…
…
二
五
七

：
・
：
：
：
・
：
二
五
八



　
　
　
・
別
記
八
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
英
文
証
明
願
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
二
五
九

　
　
〇
放
射
性
物
質
等
の
船
舶
運
送
に
伴
う
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に
対
す
る
放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
行
政

　
　
　
指
導
文
書
一
そ
の
一
）
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
．
：
…
…
…
…
…
…
．
…
…
：
…
…
…
…
，
：
…
…
…
…
二
六
〇

　
　
　
・
別
紙
一
管
区
海
上
保
安
本
部
に
お
け
る
担
当
課
一
覧
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
◆
…
…
…
…
…
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
二
六
｝

　
　
　
・
別
紙
二
　
運
送
船
舶
の
行
う
連
絡
要
領
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
●
：
…
…
…
…
…
…
曾
：
…
…
…
…
…
…
●
：
…
…
…
…
…
…
．
：
…
…
…
…
…
二
六
二

　
　
〇
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
九
十
一
条
の
二
十
｝
の
規
定
に
基
づ
く
放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
行
政

　
　
　
指
導
文
書
一
そ
の
二
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
：
…
．
…
…
…
…
…
…
：
曾
…
…
…
…
二
六
三

　
　
　
・
二
二
様
式
（
規
則
第
九
十
　
条
の
二
十
一
関
係
）
放
射
性
物
質
等
運
送
櫓
示
書
：
：
：
…
・
：
…
…
…
・
：
…
…
…
：
．
…
：
：
：
：
：
：
…
…
…
…
：
．
：
．
：
●
二
六
九

　
　
　
・
参
考
資
料
一
（
規
則
第
九
十
…
条
の
二
十
～
関
係
）
運
送
属
の
提
出
を
要
す
る
放
射
性
輸
送
物
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
◆
…
…
…
…
二
七
〇

　
　
　
・
参
考
資
料
二
（
規
則
書
九
十
一
条
の
二
十
　
関
係
）
運
送
形
態
別
の
適
用
状
況
表
…
…
…
：
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・
二
虫

　
　
○
港
則
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
’
…
…
…
…
…
：
…
幽
…
…
…
：
…
…
…
■
…
…
…
…
…
…
：
■
…
…
…
…
：
…
…
．
二
七
四

　
　
〇
港
則
法
施
行
令
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
：
匿
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
二
七
五

　
　
〇
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
〉
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
二
七
七

　
　
〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
二
七
九

　
　
〇
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
二
企

　
　
○
原
子
炉
等
規
三
法
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
読
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
二
八
二

C
　
航
空
輸
送
関
係
法
令
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
二
八
媚

　
図
　
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
三
三
関
係
法
令
と
体
系
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
9
…
…
…
：
一
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
　
天
四

　
　
〇
航
空
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
二
八
五

　
　
〇
航
空
法
施
行
三
期
（
抄
）
…
…
：
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
r
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
：
…
…
二
八
六

　
　
〇
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
二
八
八

　
　
　
。
別
表
第
一
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

・
別
表
第
二
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

も
　
　
く
　
　
じ



も
　
　
く
　
　
じ蝋丁

噤@
潤
p
ー
ー
ー
－
一
…

・
別
記
第
一
　
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
鋤
性
物
質
等
に
係
る
試
験
：
・
：
…
：

・
別
記
第
二
（
第
六
条
、
第
十
条
関
係
）
A
型
輪
送
物
に
係
る
条
件
…
：
…
…
：

・
鋼
記
第
一
二
　
（
三
山
二
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
・

。
別
記
第
四
（
第
六
条
、
第
幸
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
：
…
…
：

・
別
記
第
五
（
第
六
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…

・
別
記
第
六
（
第
六
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
：
…
…
・
・

・
第
一
号
様
式
（
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
関
係
）
第
一
類
白
標
識
…
…
…
：

・
第
二
号
様
式
（
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
関
係
）
第
二
類
黄
標
識
：
：
…
：

・
第
三
号
様
式
（
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
関
係
）

・
第
四
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
　
：
…
…
…
…
…
…
・
：
：
：
…

・
第
五
号
様
式
（
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
関
係
）

　
　
，
　
，
　
．
　
●
　
●
　
●
　
．
　
．
　
幽
　
　
，
　
，
　
，
　
・
　
，
　
幽
　
■
　
■
　
0
　
◆
　
◎
　
，
　
　
「
　
●
　
■
　
■
　
「
　
■
　
．
　
●
　
●
　
　
，

－
…
三
9
～
三
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
類
黄
漂
識
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
・
…
…
：
：
…
…
・
…
・
…
…
…
…
：
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
三
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
γ
テ
ナ
標
識
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
三
｝
δ

○
放
躬
性
物
質
及
び
放
衆
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
の
輸
送
規
制
に
つ
い
て
（
運
輸
省
航
空
局
長
通
達
一
そ
の
一
）
…
…
…
…
…
…
・
…
…
芸
＝

　
・
別
紙
　
核
分
裂
性
輸
送
物
発
送
時
検
査
要
領
　
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
響
三
七

　
・
様
式
第
一
（
規
則
第
一
九
四
条
第
二
項
関
係
）
放
射
性
輸
送
物
確
認
申
請
書
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
三
二
八

　
・
様
式
第
二
（
告
示
第
十
二
条
関
係
）
放
射
性
輸
送
物
輪
送
者
指
定
申
請
書
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
三
冨
δ

　
。
様
式
第
三
（
規
則
第
～
九
四
条
第
二
項
関
係
）
放
射
性
輸
送
物
輸
送
確
認
申
請
書
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
垂
二

　
・
様
式
第
四
　
輸
送
計
画
書
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
「
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
・
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
三
三
二

　
・
別
記
第
一
　
放
射
性
輸
送
物
確
認
申
請
書
記
載
要
領
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
去
一
罵
西

　
・
別
記
第
二
　
放
射
性
輸
送
物
輸
送
者
指
定
申
講
憲
記
載
要
領
：
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
…
…
…
…
．
：
：
…
…
…
：
…
：
．
．
…
…
…
三
蕊
遣

八七六五四四四黒三



　
。
別
記
第
三
　
輸
送
計
画
書
記
載
要
領
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
：
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
三
暫
［
六

〇
放
射
性
輸
送
物
輸
送
確
認
申
請
書
に
添
付
す
る
「
輸
送
計
画
書
」
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
（
運
輪
…
省
航

　
空
局
通
達
一
そ
の
一
一
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
：
・
：
：
…
…
三
露
八

　
・
別
添
一
　
「
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
」
の
記
載
事
項
…
…
…
…
：
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
：
三
四
四

　
・
別
添
二
　
放
射
性
輪
…
送
三
等
を
輪
…
送
中
の
事
故
時
の
措
置
…
…
…
：
：
・
：
：
…
…
…
…
：
：
・
：
：
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
…
…
…
：
：
・
：
：
…
…
…
…
：
∴
一
西
五

〇
放
射
性
輪
送
物
確
認
申
請
書
に
添
付
す
る
「
安
全
解
析
書
」
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
（
運
輸
省
航
空
局

　
通
達
一
そ
の
三
）
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
－
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
二
茜
八

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
：
：
…
…
…
・
：
…
・
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
：
…
…
…
…
・
三
一
豆
六

〇
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
…
：
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
三
　
　
五
く

虹
　
放
射
線
闘
位
元
素
等
の
運
搬
関
係
法
令
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
E
五
九

　
図
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
関
す
る
基
本
体
系
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
◆
…
…
…
…
竺
杢

　
図
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
輸
送
に
関
す
る
規
制
法
令
…
…
…
：
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
…
：
…
三
六
二

　
　
A
　
陸
上
輸
送
関
係
法
令
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
一
業
三

　
　
　
A
の
　
　
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
関
係
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
三
さ
一
一

　
　
　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
雪
一
六
三

　
　
　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
　
　
…
…
…
…
…
…
謂
一
六
六

　
　
　
　
　
。
様
式
第
二
十
二
（
第
四
十
一
条
関
係
）
放
射
線
検
査
官
身
分
証
明
書
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
　
　
　
…
…
…
…
…
三
六
九

　
　
　
　
〇
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
運
搬

　
　
　
　
　
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
自
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
　
…
…
…
三
七
〇

　
　
　
　
　
・
別
記
（
第
六
条
関
係
）
事
業
所
内
二
一
撒
二
丁
両
…
漂
識
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
　
　
　
　
・
：
・
：
・
：
黒
七
二

　
　
　
A
の
二
　
工
場
又
は
事
業
所
外
の
運
搬
関
係
…
…
…
…
…
…
：
・
：
：
：
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
　
　
　
　
…
：
…
・
薦
七
忌

　
　
　
　
○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
三
王
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
　
　
　
　
：
…
・
：
…
薦
七
三

も
　
　
く
　
　
じ



も
　
　
く
　
　
じ

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）
…
：

　
・
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
・
様
式
第
二
十
二
条
（
第
四
十
一
条
関
係
）
放
射
線
検
査
官
身
分
証
明
書
…
：
：
…
…

○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…

　
・
別
表
第
五
（
第
十
六
条
関
係
）
　
一
ミ
リ
レ
ム
に
三
二
す
る
粒
子
フ
ル
ェ
ン
ス
…
…

○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
関
す
る
技
衛
上
の
基
準
に
係
る
細
自
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：

・
別
表
第
～

・
別
表
第
二

。
別
表
第
三

・
別
表
第
四

・
別
表
第
五

・
別
表
第
六

・
別
表
第
七

・
別
記
第
…

・
別
記
第
二

・
別
記
第
三

・
別
記
第
四

・
別
記
第
五

・
甥
記
第
六

。
別
記
第
七

・
別
記
第
八

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

（
第
三
条
関
係
）

　
　
：
：
・
：
・
：
：
：
鼠
八
O

…
…
…
…
…
…
貫
一
八
O

　
　
：
：
：
：
：
：
三
八
一

　
　
：
・
：
：
：
・
：
蕊
八
七

　
　
：
：
：
：
：
：
：
三
八
八

　
　
：
・
：
：
：
：
・
三
八
八

：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
三
八
九

放
生
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
最
等
を
定
め
る
件
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
三
九
四
～
四
〇
四

（
第
二
十
一
条
関
係
）
一

（
第
一
二
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
試
験
…
…
…
…

（
第
六
条
関
係
）
A
二
輪
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：

（
第
七
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
：
…
・
…
：
・

（
第
八
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
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…
…
…
…
…
…
・
：
…
…

（
第
十
条
闘
係
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B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
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…
：
…
－
…
：

（
第
十
一
条
関
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B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
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…
：
：
…
…
…
…
・
…
・

（
第
十
六
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関
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第
一
類
白
標
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…
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（
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十
六
条
闘
係
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二
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黄
標
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・
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…
…
：

ミ
リ
レ
ム
に
相
当
す
る
粒
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フ
ル
エ
ソ
ス
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図　核燃料物質等の運搬に関する基本体系

核燃料物質等の運搬

工場又は事業所の内

加工事業所内

　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　｝

一…
W輸送

　　　　　　　　　L航空輸送

再処理事業所内

使用事業所内

幽幽，
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「輸送物

L輸送方法

一一一一一輸送経路、輸送日時等の指示一都道府県公安委員会

L一一一一運送中の保安対策等の指示一一海上保安庁

科学技術庁

通　産　省

運輸省（船宿白局）

科学技術庁

同　上

同　上

同　上

同　上

　　　自動車局
運輸省（　　　　　　　　）
　　　鉄道監督局

運輸省（船舶局）

運輸省（航空局）

（注）　危険時の措鐙については、工場又は事業所内の輸送にあっては、事業所の区分に応じ各主務大臣が、工場又

　　は事業所外の輸送にあっては、内閣総理大臣又は運輸大臣が、それぞれ応急措置を定めるとともに、必要な措

　　置命令を発することとなっている。

副
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図　核燃料物質等の纂業所内運搬関係法令と体系

（第35条第1項）

　　　　　規　制　法

lii欝i擁縦講
　　　　　　　　　…
第59条……………！運搬の基準

第64条　　　　　　危険時の描置

（第35条第1項）

（第21条の2）

〈通産省令〉｝　　　　　　　i実用発電炉規則

@（第13条）

｝、響燃，（第7条の6）

1〈通産省告示〉

実。発電銅

（第59条）

（第48条）

〈運輸省令〉

実用舶用炉規則

　（第25条）

〈運輸省告示〉

実用原子力船内

運　搬　告　示

塵第・項）
　　　　…

｝〈総理府令＞
1試験研究炉規則

（第12条）

運搬　告　示

〈総理府令〉

再処理規則
　（第14条）

〈総理府令〉

使　用　規　則

　（第5条）

〈科技庁告示〉

事業所内の運搬

β二　　　　　　　　　一
q　　　　　　　ホ

㊧　第6二条の危険時の措置については各省府令に各々牢められている。
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使
用
の
停
止
、
改
造
、
修
理
又
は
移
転
、
加
工
設
備
の
操

　
作
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
　
ω
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六

（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
三
十
五
条
　
原
子
炉
設
置
春
及
び
外
国
原
子
力
船
運
航
奢
は
、
次
の
事
項
に

　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
つ
い
て
、
主
務
省
負
（
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
あ
っ
て
は
、
運
輸
省
令
）

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
（
　
原
子
炉
施
設
の
保
全

　
二
　
原
子
炉
の
運
転

　
三
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
、
貯

　
　
蔵
又
は
廃
棄
（
運
搬
及
び
廃
棄
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た

　
　
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

　
　
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
又
は
廃
蘂
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

2
（
略
）

五



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鯛
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
（
施
設
の
使
用
の
停
止
等
）

第
三
十
六
条
　
主
務
大
臣
（
外
国
原
子
力
船
運
航
潜
に
つ
い
て
は
、
運
輸
大
臣
）

　
は
、
凍
子
炉
施
設
の
性
能
が
第
二
十
九
条
第
二
項
の
一
技
術
上
の
基
準
に
適
合

　
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
陳
子
炉
施
設
の
保
全
、
原
子
炉
の
運
転

　
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
運
搬
、
貯
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る
措
置
が
前
条
第
　
項
の
規
定
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
つ

　
く
主
務
省
令
み
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
三
子
炉
設
置

　
者
又
は
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
対
し
、
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
、
改

　
造
、
修
理
叉
は
移
転
、
原
子
炉
の
運
転
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
（
略
）

　
　
ω
実
用
発
電
用
炉
規
則
第
＋
三
条

　
　
　
　
実
用
舶
用
顔
規
則
第
二
十
五
条

　
　
　
　
試
験
研
究
海
曹
規
則
第
十
二
条

　
　
ω
　
実
用
舶
用
炉
規
則
第
二
十
五
条

　
（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
、
き
措
置
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

第
四
十
八
条
　
再
処
理
事
業
老
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
総
理
府
拳
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
　
　
再
処
理
施
設
の
保
全

　
二
　
再
処
理
設
備
の
操
作
目

　
一
二
　
使
用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ

　
　
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
（
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

六

　
　
内
の
運
搬
に
限
る
Q
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
貯
蔵
又
は
廃
棄

　
（
施
…
設
の
使
用
の
櫨
汀
・
止
唱
酬
）

第
四
十
九
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
再
処
理
施
設
の
保
全
若
し
く
は
再
処
理
設

　
備
の
操
作
又
は
使
用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
若
し
く
は

　
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
、
貯
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
措
置
が
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
総
理
府
庵
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認

　
め
る
と
き
は
、
再
処
理
事
業
者
に
対
し
、
再
処
理
施
設
の
停
止
、
改
造
、
修

　
消
息
は
移
転
、
再
処
理
設
備
…
の
操
作
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に

　
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
再
処
理
規
則
第
十
四
条

　
（
運
搬
の
基
準
）

第
五
十
九
条
　
使
用
老
は
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
れ
た
物
の
運
搬
（
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
総
理
府
苓
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て

　
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ω
使
用
規
則
第
五
条

第
七
十
九
条
　
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
一
（
略
）

　
二
（
略
）

　
三
　
第
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
　
条
の
三
、
第
三
十
六
条
第
一
項
若

　
　
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第

　
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
舎
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
の
二



第
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
命
令
▽
ハ
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

七



核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る

　
規
則
（
抄
）

〔
鱗
瞭
舞
比
隷
諮
〕

　
　
　
　
　
　
　
最
終
一
改
．
正
　
　
昭
和
五
一
二
年
一
　
一
月
山
ハ
R
門
総
理
府
A
澗
第
四
・
九
口
写

　
（
工
場
又
は
事
業
所
内
一
の
運
搬
）

第
七
条
の
六
　
法
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は
、
加
工

　
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い

　
う
。
）
の
「
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め

　
　
　
　
　
②

　
　
　
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
藍
屋
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
函
難
な
も
の
を
長
宮
の
承
認
を

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

三
　
醜
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
G

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
海
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等

　
　
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
薄
墨
イ
又
は
p
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
Q
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
鮒
線
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
宜
の
定
め
る
放
射
線
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
七
条
の
二
第
一
号
ロ
の

　
許
容
表
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
嗣
｝
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
思
及
び
運
搬
に
使
用
す
る



　
　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

　
八
　
飼
料
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
駝
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
輝
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
周
讃
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
す
る
車
簡
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
訳
忽
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
一
　
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
第
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
許
容
被
ば
く

　
　
線
量
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
囲
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
｝
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
囲
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
ラ

　
長
官
の
承
認
郵
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
顧
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
…
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
鼠
へ

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

核
燃
料
物
暫
ハ
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
加
工
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工

　
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理

　
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両

　
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九

　
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要

　
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
　
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃

　
料
物
質
等
を
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
町
に
お
い
て
運
搬
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2＞　（1）

核
燃
料
物
質
等
事
業
所
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

同同同項同同同

第
二
条
第
二
項

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
悉

曇
七
条

第
八
条

九



試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
九
臼
総
理
府
令
第
八
十
三
号
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
＝
一
月
二
八
日
総
理
府
令
第
五
〇
号

　
（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
則
に
関

　
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
質
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

　
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　
（
略
）

　
（
工
場
又
は
事
叢
小
所
内
の
運
鵬
倣
）

第
十
二
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
騨
設
置
春
は
、

　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
駈
（
原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
こ

　
の
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は

　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核
燃
料

　
物
質
等
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
～
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
O

　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
の
定
め
る
限
畢
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
防
止
そ
の
他
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の

　
　
　
の

　
　
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
函
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
受
け
た
障
害
防
正
の
た
め
の
二
輪
講
じ
て
運
澱
す
る
場
合

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
様
が
十
七
ソ
チ
メ
…
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
っ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損

　
　
等
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
◎
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
鼠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
富
の
定
め
る
放
射
線
量
残
乞
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
七
条
二
第
一
号
ロ
の

　
許
容
装
面
密
度
の
十
分
頃
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。



　
五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
筆
機
器
に
地
勢
の
定
め
る
危
険
物
ぴ
混

　
　
遣
し
な
い
こ
と
〇

　
七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
棚
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
概
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
す
る
車
澗
の
適
当
な
簡
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
一
　
従
事
老
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
許
容
被
ば
く
線
量
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
，
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
　
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
厘
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

　
に
掲
げ
る
解
発
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
⑦

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
白
丁
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
率

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
原
子
炉
設
置
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総

　
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

　
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
牽
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

　
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必

　
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核

　
燃
料
物
質
等
を
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運

　
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
9

（
抄
）

（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1）

「
加
工
規
則
」
の
場
合
に
同
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

＝



使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る

規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

k㎜順

摯
{
令
第
十
号
〕

　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
十
二
月
二
八
露
総
理
府
令
第
五
二
号

　
（
工
場
又
は
審
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
四
条
　
置
銭
腿
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再
処
理
施

　
設
を
設
羅
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ

　
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
し
と
い
う
。
）

　
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
Q

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
の
定
め
る
限
鹿
－
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た

　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
揮
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
論
難
な
も
の
を
長
窟
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
受
け
た
障
害
防
比
の
た
め
の
措
置
ぎ
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

三

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
二
ン
チ
メ
…
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
p
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等

　
　
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
瞬
号
イ
又
は
p
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
叉
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
し
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
丁
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
鞠
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
剤
射
性
物
質
の
密
度
が
第
九
条
第
一
号
ロ
の
許
容

　
表
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
置
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
富
の
定
め
る
危
険
鶴
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
〇

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
漂
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
春
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
n
ソ
を
制
限
す
る
こ
と
。



　
八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
．
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
國
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
知
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
Q
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
江
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頓

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
窟
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
一
　
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
鳳
黒
が
第
十
条
第
｝
項
鵜
弟
三
号
の
許
容
被
ば
く
線
量
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
…
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
の

　
長
窟
の
承
靭
蓼
受
け
た
措
麗
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
鍛
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
景
嗣

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
　
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
罵
し
な
い
Q

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
醐
（
抄
）

4
　
再
処
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
鍛
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総

　
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

　
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

　
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必

　
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核

　
燃
料
物
質
等
を
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運

　
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　〈2）　（1

「
加
工
規
則
」
の
場
合
に
同
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

一
三



核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@
　
〔
専
業
能
書
早
戸
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
総
理
府
令
第
五
三
号

　
（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条
　
法
第
五
十
九
条
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の

　
　
条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
し
と
い
う
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ

　
　
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

　
　
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
の
定
め
る
限
度
」
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
ヌ
憶
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た

　
　
　
　
　
　
ぐ
2

　
　
　
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
。

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
藷
趣
く
困
難
な
も
の
を
長
窟
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

　
　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合
。

茜

三
　
前
項
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等

　
　
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
鼻
綱
イ
叉
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
門
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
蛇
の
顕
離
に
お
け
る
放
射
線
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侮

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
三
条
第
四
号
ロ
の
許
容

　
表
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
宮
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
〇

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。



　
八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
巌
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
ざ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
澗
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
獺
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
奢

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
囎
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
す
る
車
両
の
適
当
藷
所
に
書
の
定
め
る
標
弓
取
り
付
け
る
ト
」
と
・

　
十
一
　
従
事
者
の
集
穰
線
箪
及
び
被
ば
く
放
射
線
量
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
第

　
　
六
号
イ
の
許
容
集
積
線
量
及
び
許
容
被
ば
く
線
量
を
超
え
な
い
よ
う
に
す

　
　
る
こ
と
。

　
十
二
　
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
最
が
第
三
条
驚
六
号
ハ
の
許
容
被
ば
く
線
簸
を
超
え

　
　
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
｝
二
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
長
宮
の
承
認
を
受
け
た
措
襲
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
蓑
繭
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
率

核
燃
料
物
質
の
使
馬
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
与
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
は
、

　
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
0

4
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
近
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及

　
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輪
省
令
第
七
十
二
号
）

　
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ

　
の
項
に
お
い
て
「
事
業
所
外
運
搬
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
保
安
の
た

　
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合
の
法
第
五
十
九
条
（
法
第
六
十

　
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
の
技
術
上
の
基

　
準
は
、
第
～
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
所
外
運
搬
基
準
と
す
る
。

　
）（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1）

　　　　　　　コ
　　　　　　　加

　　　　　　　工
　　　　　　　規
　　　　　　　則
　　　　　　　一

　　　　　　　の
　　　　　　　場
　　　　　　　合

　　　　　　　に
　　　　　　　同
　　　　　　　じ

　　　　　　　　
　　　　　　　本
　　　　　　　書
　　　　　　　八
　　　　　　　べ

　　　　　　　…
　　　　　　　ジ
　　　　　　　参
　　　　　　　照
　　　　　　　）

　
五



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に

　
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告

　
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

k
灘
鍵
盤
禰
戦
評

　
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第

三
十
七
号
）
第
七
条
の
六
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
十
一
一
条
、

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
講
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
肩
令
第
十
号
）

第
十
四
条
及
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府

令
第
八
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
則
を
実
施

す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等

に
係
る
技
術
的
細
昌
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
五
十
四
年

置
［
月
四
霞
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
概
に
係
る
技
術
的
遡
江
等
を
定
め
る
告

示
（
昭
和
五
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技

術
的
細
演
等
を
定
め
る
告
示

　
　
（
用
語
）

第
【
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事

　
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
六
、
試
験

　
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下

六

　
「
試
験
研
究
炉
規
則
篇
と
い
う
。
）
第
十
二
条
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の

　
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
及
び

　
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
使
用
規
則
」
と
い
う
Q
）

　
第
五
条
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
工
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
、
試
験
研
究
炉
一
規
恥
第
十

　
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
再
処
理
規
即
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
使

　
用
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
限
度
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当

　
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技

　
盤
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
A
値
の
一
万
分
の
一
と
す
る
。

2
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二
条

　
第
｝
項
第
二
号
イ
、
再
処
理
秘
露
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
使
用
規

　
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
長
窟
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え
い

　
　
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
Q

　
一
二
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
王
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
申
請
書
）



第
三
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
器
一
項
鵜
弟
一
欝
万
ロ
、
試
験
研
究
緬
”
規
則
第
十

　
二
条
第
一
項
第
二
号
p
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
使

　
用
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
～
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
一
一
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
｝
二
　
運
搬
す
る
n
口
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
放
射
線
最
率
）

第
四
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
　
項
鮪
弟
四
口
写
、
試
験
研
究
一
炉
規
則
第
十
二

　
条
第
一
項
第
四
号
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
～
項
第
四
号
及
び
使
用
規
則

　
第
五
弾
倉
一
項
第
四
号
の
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と

　
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
颪
に
お
け
る
放
射
線
最
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ
ム

　
　
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
蓑
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
三
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
に
お
け
る
放
置
線
最
率
に
つ
い
て
は
、
二
百

　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
吐
吋

　
四
　
車
丙
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ

　
　
ム
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
暁

　
（
危
険
物
）

第
五
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
晶
弟
｝
卍
狽
第
六
聞
万
、
軌
試
験
研
究
囲
炉
規
則
紬
弟
十
二

　
条
箪
〃
　
項
第
山
ハ
号
、
　
習
冊
処
狸
粛
祝
酬
川
筆
州
十
四
条
第
一
野
口
黒
山
ハ
四
写
及
び
使
用
㎞
規
則

　
第
五
条
第
＝
狽
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

　
｝
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
湘
一
一
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
ハ
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

　
（
標
識
）

榮
六
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
｝
項
第
十
号
、
試
験
研
究
筆
規
則
第
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
管
等
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天

　
条
第
一
項
第
十
号
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
十
号
及
び
使
用
規
則

　
第
五
条
第
～
項
第
十
号
の
長
富
の
定
め
る
標
識
は
、
別
記
に
掲
げ
る
標
識
と

　
す
る
。

　
（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
露
）

第
七
条
　
加
工
規
則
鮪
第
七
条
の
六
第
二
項
〔
、
試
験
研
究
炉
炉
規
則
第
十
二
条
楠
弟
二

　
項
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
二
項
及
び
使
用
規
熊
襲
五
条
第
二
項
の
規
定

　
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
褐
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

　
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
で
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
一
二
　
運
搬
物
の
裏
面
並
び
に
表
面
か
ら
｝
メ
…
ト
ル
の
距
離
及
び
ニ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
蚤
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

九
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
障
害
防
止
の
た
め
に
講
ず

　
る
措
置

二
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
使

用
規
則
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
長
喜
の
定
め
る
放
射
線
量
率
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
千
ミ
リ
レ
ム
毎

　
時

二
　
運
撮
物
の
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
工
率
に
つ

　
い
て
は
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
放
射
線
景
率
）

第
八
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
二
項
た
だ
し
書
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十



別記（第6条関係）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
霞
等
を
定
め
る
告
示

＼転

5

轟紬／
＼》／

注　1　乙は、α5センチメートル以上とする。

　　2　最は、0．2センチメートル以上とする。

　　3　車両に取り付ける標識については、その

　　各辺は、15センチメートル以上とする。

　　4　色彩は、次蓑によること。

部　　　　　分 色彩

　　　地
O　葉　マ　一　ク

鴛ｶ　　　　　　宇iふ　ち　の　部　分

ﾓちの内側の線

白
黒
黒
白
黒

5　「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視

区域内運搬」の文字で代えることができる。

一
九



実
用
発
電
罵
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
関
す
る
規
則
（
抄
）

運
転
等
に

〔
騨
趣
駐
舞
射
望
＋
船
〕

　
（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
蓮
搬
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉
設
置
者
は
、
原

　
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
堤
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質

　
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核

　
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

　
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
Q

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
Q

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
通
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
産
業
大
臣
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

　
　
　
放
射
性
物
質
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
通
商
産
業
大
臣
の
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
麟
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
大
型
機
械
等
容

　
　
　
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
通
商
産
業
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
臣
の
承
認
を
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
掛
講
じ
て
運
搬
す
る
場

一
δ

　
　
合

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
蓬
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想
さ

　
　
れ
る
濃
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等
が

　
　
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
Q
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
吏
－
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
◎
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
｝
メ
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量

率
が
そ
れ
ぞ
建
投
棄
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
量
筆
超
え
な
い
よ
う

　
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
八
条
第
一
号

　
ロ
の
許
容
表
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
聖
典
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
問
　
の
運
搬
機
器
に
通
商
産
業
大
隠
の
定
め
る
危

　
　
の

　
険
物
脚
ど
混
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
運

　
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る
車
両
以
外
の
車
両
の



　
　
立
入
り
を
翻
亡
し
、
か
っ
、
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
両
に
積
載
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
徐
行
す
る
と
と
も
に
、
運
搬
行

　
　
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ

　
　
と
〇

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
、
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
巻
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
上
灘

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
蒋
に
固
定
す
る
た
め
の
装
麗
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
為
を
運
搬
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦

　
　
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
標
識
一
を
皿
取
り
付
け
る

　
　
こ
と
。

　
十
一
　
従
事
者
以
外
の
餐
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
窮
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
許
容
被
ば
く
線
最
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
甥
の
理
由
に
よ
り
周
項
第
一
工
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
羅
の
全
部
叉
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
囲
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
通
商
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
措
置
都
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら

　
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
Q
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
簡
及
び
表
顧
か
ら

　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
難
に
お
け
る
放
射
線
最
率
が
そ
れ
ぞ
れ
通
商
産
業
大
臣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
定
め
る
放
射
線
蚤
率
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

実
罵
発
電
罵
原
子
類
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
σ

4
　
第
｝
項
の
規
定
は
、
核
燃
料
物
質
的
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か

　
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運

　
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技

　
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
工
場
又
は
事

　
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　、（2）　（1）

実
用
発
電
所
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

同同額同同紙同

仁
二
条
第
二
項

第
三
条

第
四
田

平
五
条

第
六
条

第
七
条

第
八
条

三



工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
里
馬
を
定
め
る
告
示

○
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

〔昭

a
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
通
商
産
業
か
官
此
口
一
が
第
六
百
六
十
六
購
万
〕

　
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通

商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
嗣
規
定
を
実

施
す
る
た
め
、
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る

措
置
に
係
る
技
衛
的
細
下
等
を
定
め
る
舎
示
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る

技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
（
用
語
）

第
【
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設

　
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
臨
と
い
う
。
）
第
十
三
条
に
お

　
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
二
条
　
規
則
第
十
三
条
第
　
項
第
二
号
イ
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
限
度

　
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
麗
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
綱
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

　
三
年
十
二
月
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
　
号
に
定
め
る
A
値

　
の
　
万
分
の
　
と
す
る
。

瓢
二

2
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
障
害
防
止

　
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材
料
に
よ
っ
て
三
型
化
す
る
こ
と
等

　
　
に
よ
り
、
放
射
性
物
質
の
飛
散
又
は
漏
え
い
を
防
止
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
聡
慧
醐
書
）

第
三
条
　
規
則
第
十
三
条
第
「
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
講
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
羅
一
搬
の
日
時
．
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線

　
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ
ム

　
　
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ



　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
三
　
車
両
の
蓑
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
下
面
）
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百

　
　
ミ
リ
レ
ム
」
毎
時

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
錐
直
面
）
か
ら
い
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
膨
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ

　
　
ム
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
衰
面
か
ら
～
メ
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
劉
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
危
険
物

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
紹
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
憩
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
粟
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

　
（
標
識
）

第
六
条
　
…
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
漂
識
は
、

　
別
記
の
も
の
と
す
る
Q

　
（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
七
条
　
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
物
の
表
面
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
及
び
ニ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
顕
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
醸
時
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

九
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

十
　
二
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
障
害
防
止
の
た
め
に
講
ず

　
る
措
置

　
（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
八
条
　
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
量
率
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
Q

工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
衛
的
細
昌
等
を
定
め
る
告
示

二
三



時

工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
観
に
係
る
技
術
的
綱
子
等
を
定
め
る
告
示

二
四

運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
景
率
に
つ
い
て
は
、
千
ミ
リ
レ
ム
毎

　
二
　
運
搬
物
の
表
薦
か
ら
ニ
メ
…
ト
ル
の
路
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
十
．
ミ
リ
レ
ム
毎
晴

　
　
　
↓
讐
　
　
　
睡

　
　
　
町
　
　
貝

　
こ
の
告
示
は
、
突
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
五
十
　
二
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

男麺　　言己　（第6条関係　）

注　1　豊は、2ミリメートル以上とする。

　　2　Rは、0．5センチメートル以上とする。

　　3　車両に取り付ける標識については、その

　　各辺は、15センチメートル以上とする。

　　4　色彩は、次表によること。

び

色彩分部

白
黒
黒
白
黒

ク
字
分
線

　地
葉　マ

ちの部
ちの内側の

三
文
ふ
ふ

　ニリコ　　　　　　　　　　　も

轟紬／
＼／

5　「事：業所内運搬」の文字は、　「周辺監視

区域内運搬」の文字で代えることができるQ



○
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
関
す
る
規
則
（
抄
）

運
転
等
に

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

ﾙ
礼
祉
二
擁
輩
膏
工
臨

　
（
原
子
力
三
等
内
の
運
上
）

第
二
十
五
条
　
法
第
雛
二
十
五
条
繁
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉
設
置
者
等
は
、

　
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
．
、
核
燃
料
物

　
　
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
運
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
大
臨
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性

　
　
　
物
質
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
庄
そ
の
他
の
運
輪
大
臣
の
定
め
る
放
射

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
　
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
巌
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
叛
も
の
を
運
輸
大
臣
の
承

　
　
　
認
を
受
け
た
放
封
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
目
盛
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等

　
　
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
封
線
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
墨
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、

　
か
つ
、
運
搬
物
の
蓑
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
十
条
第
一
号
p
の

　
許
容
裏
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
難
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

六
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
　
の
運
搬
機
器
に
運
輸
大
臣
の
定
め
る
危
険
物

　
と
混
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
巻
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
舗
限
す
る
こ
と
。

八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

霊



実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
〇

　
九
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
出
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
っ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
事
両
に
圃
饗
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
曲
輪
大
臣
の
定
め
る
標
聾
取
り
付
け
る
こ

　
　
と
。

　
十
一
　
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
麟
線
量
が
第
二
十
よ
条
第
一
項
第
三
号
の
許
｛
谷
被
ば
く
線

　
　
景
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
や

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
一
二
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
贋
の
全
部
又
は
～
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
措
撃
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代

　
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
颪
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ

　
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放

　
　
　
　
　

　
射
線
墨
庶
蓼
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
｛
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

柔

4
　
原
子
炉
設
置
春
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
巌
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等

　
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年

総
理
府
令
第
五
ナ
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等

車
両
運
撮
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第

十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
夢
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
船
等
に
お
い
て
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1＞

実
用
原
子
力
船
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

係員同同同同同

量
二
条
第
二
項

第
三
条

第
暇
条

第
五
条

第
六
条

第
七
条

第
八
条



○
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
撮
に
関

　
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
〔
溺
難
舞
バ
塑
什
鉛
〕

　
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸

省
令
第
七
十
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た

め
、
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
等
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技

術
的
細
昌
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
　
条
第
三
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
覇
（
昭
和
五
十
四
年
　
月
四
目
）
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的

細
筆
等
を
定
め
る
告
示

　
（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
。
以
下
「
規

　
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
二
条
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
隈
度
は
、

　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
撮

　
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
一
工
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
　
号
に
定
め
る
A
値
の
一
万
分
の

　
　
と
す
る
。

2
　
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
障
害

　
防
止
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
Q

　
｝
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え
い

　
　
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
番
謡
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
ば
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
姓
状

　
三
　
運
巌
す
る
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
放
射
線
障
害
防
正
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
撮
機
器
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
四
条
　
規
亀
節
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
量

　
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ
ム

核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
醗
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

毛



核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
農
等
を
定
め
る
告
示

　
　
毎
時

　
二
　
運
毒
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
一
二
　
車
両
の
表
函
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
事
体
の
底
面
）
に
お
け
る
放
射
線
夏
干
に
つ
い
て
は
、
二
百

　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
颪
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
L
T
ミ
ジ
レ
ム
」
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
工
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ

　
　
ム
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
～
メ
…
ト
ル
の
躇
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
　
（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
［
項
第
六
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
危
険
物
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

・
　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
滴
、
ア
ル
コ
…
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

二
八

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

　
（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
｝
項
第
十
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
標
識
の
様

　
式
は
、
別
記
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
特
翔
措
置
に
係
る
承
蜘
瞼
の
由
遜
硝
書
［
）

第
七
条
　
㎞
規
則
書
二
十
・
五
条
第
二
項
（
の
…
規
定
に
よ
る
承
靭
晦
の
由
議
硝
は
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
物
の
表
面
並
び
に
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
及
び
ニ
メ
i
ト

　
　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
録
晴
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

九
繭
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め

　
に
講
ず
る
措
置

（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
放
射
線
量
率
）



核
燃
料
物
質
等
の
漂
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
九

別記様式（第6条関係）

　
運
搬
物
の
蓑
面
に
お
け
る
放
射
線
最
率
に
つ
い
て
は
、
千
ミ
リ
レ
ム
毎

時　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ

い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

一量
　率
　岐

　次
　の
　　と

　お
　　り

　　と

　す
　る
　　o

第
八
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射
線

び

注

、轟愚／
＼》／

1　Zは、0．5センチメートル以上とする。

2　nは、0．2センチメートル以上とする。

3　車雨に取9付ける標識については、その各辺

は、15センチメートル以上とする。

嘆　色彩は、次表によること。

部　　　分 色彩

地 自

三　葉　マ　一　ク 黒

文　　　　　　　字： 黒

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線

5　「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視区域

内運搬」の文字でかえることができる。
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くQll　H鱒以蛭蹄鞍題蔵賜牽認曝

図核燃料物質等の事業所外運搬関係法令と体系

　　　　規　　制　　法
第59条の2…運搬に関する確認等
第64条第1項・危険時の措置

、（第59条の2）

（第64条第1項）

（第59条の2）

　規制法施行令
第17条の3（確認）
第ユ7丁目4（届出）

〉令
外
則

甲
所
規

理
蓋
置

総
事
運

く

（第17条の4）

〈総理府令〉

届　出　規　則

（第17条の3）

〈運輸省令〉

㊧車両運搬規則

〉示
外
示

告
所
告

庁技
業
搬

科
事
運

く

鰯駆
難1劉

〈運輸省令〉

危険時措澱規則

原子力安全

局長通達

鉄道監督

　　　　局長通達

自動車



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@〔

妤
齡
P
浄
庵
輪
鮪
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
六
号

（
舅
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利
屠
が

　
平
和
の
囲
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
用
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
こ

　
と
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を

　
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及

　
び
運
転
等
に
関
し
て
必
要
な
規
捌
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

　
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
國
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
国
際
規

　
舗
物
資
の
使
用
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
等
）

第
五
十
九
条
の
二
　
使
用
者
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
漂
子
炉
設
置
者
、

　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
及
び
再
処
理
事
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬

　
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
使
用
潜
等
」
と
い
う
。
）
は
、

　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
工
場
又
は
事
業

　
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
合
を
除
く
Q
）
に
お
い
て
は
、
総
理
府
斜
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条

　
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
物
に
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

　
い
て
の
措
置
を
除
き
、
運
輸
省
鬼
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
麗
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的

　
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
黛

　
で
定
め
る
場
合
に
該
妾
す
る
と
き
は
、
使
用
者
等
は
、
そ
の
運
鍛
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
措
置
が
同
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
総
理
府
噺
で

　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

3
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
核
燃
料

　
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が

　
同
項
の
技
術
上
の
基
進
・
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
等

　
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

4
　
第
｝
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的

　
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
翠
黛
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

使
用
寒
雲
は
、
総
理
府
噺
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県

公
安
委
員
会
に
属
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
災

　
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

…



　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

運
搬
の
日
時
、
経
路
そ
の
他
総
理
府
令
－
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な

指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（4）　（3）　（2｝　（1）（7）　（6）　（5｝

事
業
所
外
運
搬
規
則
　
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

（
核
）
車
両
運
上
規
則
　
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

…
規
翻
法
施
｝
行
令
　
第
十
七
条
の
皿
二

事
業
所
外
運
搬
規
則
　
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条

（
核
）
車
両
運
澱
規
則
第
二
十
一
条

規
勧
法
施
行
令
　
第
十
七
条
の
四

届
出
規
則
　
第
二
条

届
出
規
則
　
第
四
条

（
事
故
届
）

第
六
十
三
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
腰
巻
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
春
、
再
処
理
事
業
潜
及
び
使
用
者
（
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

　
る
者
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
岡
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
に
つ
い

　
て
盗
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

　
旨
を
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
六
十
四
条
　
製
錬
事
業
奢
、
加
工
事
業
港
、
原
子
炉
設
置
春
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
岩
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業

　
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た

　
巻
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ

　
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
又
は
凍
子
炉
に
よ
る

三
二

　
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
薩

　
　
　
　
　
　
　
D

　
ち
に
、
主
務
省
斜
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
第
｝
項
の
場
合
に

　
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の

　
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施

　
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
の
使
用
の
阻
止
、
核
燃
料
物
質
の
所
在
場

　
所
の
変
更
そ
の
他
核
燃
料
物
質
又
は
漂
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
製
錬
事
業
春
　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
（
第
五
十
八
条
の

　
二
に
規
定
す
る
廃
棄
（
以
下
「
事
業
所
外
廃
棄
」
と
い
う
。
）
に
係
る
場

　
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
第
五
乎
九
条
の
二
黒
一
項
に
規
定
す
る

　
運
搬
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と

　
い
う
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

二
　
伽
工
事
業
者
　
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
巻
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
核

　
燃
料
物
質
の
保
管
又
は
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
、
内
閣
総
理
大
臣
（
事
業

　
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

三
　
原
子
炉
設
置
者
　
第
ニ
ナ
一
二
条
第
～
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の
区
分

　
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輪
大
臣
（
事
業
所
外

　
廃
棄
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る



　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輪
大
臣
）

　
四
　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
　
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外
廃
棄
に
係
る
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
内
顯
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内

　
　
閣
総
理
大
毘
又
は
運
輸
大
臣
）

　
　
　
ω
　
事
業
所
外
運
搬
規
則
第
十
八
条

　
　
　
　
　
危
険
搭
置
規
則
第
｛
条
第
一
項

（
指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
措
置
）

第
六
十
六
条
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
製
錬
事
業
者
、

　
第
二
十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
五
十
六
条
若
し
く
は
第
六
十
一
条
の
六
の
規

　
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
加
工
審
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原

　
子
力
船
運
航
奢
、
使
用
春
若
し
く
は
国
際
規
制
物
資
使
用
者
又
は
前
条
第
皿

　
項
、
第
三
獲
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
P
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
者
（
核
原
料
物
質
薬
毒
春
及
び
核
原
料
物
質
使
罵
者
に
係
る
前
条
第
四
項

　
の
春
を
除
く
。
）
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質

　
を
譲
り
渡
し
、
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
、
若
し
く
は
核
燃
料
物

　
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
し
、
又
は
国
際

　
規
制
物
資
（
核
燃
料
物
質
を
除
く
。
）
を
譲
り
渡
す
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2
　
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
が

　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
す
る
場
合

　
に
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
周
項
に
規
定
す
る
者
及

　
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
が
核
燃
料
物
質
を
運

　
搬
し
、
又
は
保
管
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
報
告
微
収
）

第
六
十
七
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
宥
県

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
第
五

　
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
製
錬
事

　
業
春
、
加
工
事
業
者
、
原
子
煩
設
置
者
、
外
留
原
子
力
船
運
航
轡
、
再
処
理

　
事
業
者
、
使
期
者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
又
は
削
際
規
制
物
資
を
使
用
し
て

　
い
る
者
に
対
し
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分

　
（
同
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
十
一
条
の
二
の
二
十
一
項

　
第
一
　
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
製
錬
事
業
者
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用

　
者
及
び
国
際
規
制
物
資
を
桑
海
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣

　
と
し
、
第
五
十
九
条
の
二
割
四
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
都
道
瘤
県
公
安
委
員
会
と
す
る
。
）
に
応
じ
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
規
鰯
法
施
行
令
第
二
十
二
条

（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分

　
（
第
六
十
一
条
の
二
の
縦
距
～
項
第
一
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
製
錬

　
事
業
巻
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
便
用
者
及
び
第
六
十
一
条

　
の
三
第
一
項
各
号
の
～
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣

　
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

三
巴



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鰯
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
黒
五
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

　
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
察
職
員
）

　
に
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
港
、
原
子
煩
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航

　
者
、
再
処
理
事
業
者
、
使
用
者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
又
は
国
際
規
制
物
資

　
使
用
者
若
し
く
は
第
六
十
一
条
の
三
野
｝
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に

　
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
老
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所

　
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
舶
）
に
立

　
ち
入
り
、
そ
の
著
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係

　
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
墨
に
限
り
、
核
原

　
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
講
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
～
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
　
～
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
十
　
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
七
十
九
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
三
　
第
十
一
条
の
二
第
二
項
（
第
六
十
｝
条
の
こ
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

　
　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
～
条
の
三
、
第
三
十
六
条
第
一
項
若

茜

　
　
し
く
は
第
二
顔
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第

　
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
の
二

　
　
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

　
　
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た

　
五
の
三
　
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

　
　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
第
五
十
九

　
　
条
の
二
第
四
項
（
第
六
十
六
条
第
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
核
燃
料
物

　
　
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
た
春

第
八
十
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
奢
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

　
る
。

　
五
　
第
六
十
七
条
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

　
六
　
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し

　
　
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
紺
し
て
陳

　
　
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者



　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
　
　
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

k
騨
二
斯
！
詳
甫
難
訓

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
三
九
六
号

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
三
　
法
第
五
十
九
条
の
二
割
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

　
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

　
一
　
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
核
燃
料
レ
物
質
又
は
核

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
　
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
（
運
輸
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
の
確
認
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運
輸
省
触
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
で
定
め
る
も
の

　
二
　
臨
界
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
核
燃
料
物
質
で
あ
っ
て
、
総

　
　
　
　
鋤

　
　
理
府
碕
で
定
め
る
も
の

　
　
　
ω
　
事
業
所
外
運
搬
規
則
第
十
五
条
第
一
項

　
　
　
翻
　
　
（
核
）
車
両
運
搬
規
期
第
二
十
条
第
一
項

　
　
　
㈹
　
事
業
所
外
運
搬
規
則
第
十
五
条
第
二
項

　
　
　
　
　
（
核
）
車
両
運
搬
規
則
第
二
十
条
第
二
項

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
十
七
条
の
四
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
九
条
の
二
第
四
項
（
第
六
十
六

　
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

　
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
報
告
）

第
二
十
＝
条
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業

　
大
臣
が
製
錬
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に

　
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

　
二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

　
三
　
製
錬
施
設
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
（
人
の
障
害
が
発
生
す

　
　
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状

　
　
況

　
四
　
製
錬
施
設
の
故
障
（
生
産
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

　
　
の
状
況

2
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
製
錬
事
業
者
等
に
対
し

　
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
氏
の
下
欄
に
掲
げ
る
事

　
項
と
す
る
。

製
錬
事
業
春

（
抄
）

一
　
製
錬
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃

料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核

紐
解



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
捌
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

燃
料
物
質
等
」
と
い
う
Q
）
の
廃
棄
又
は
運
搬

の
状
況

二
　
製
錬
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄

又
は
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故

の
状
況

加
工
事
業
者
、
再
処

一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
一
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

理
事
業
者
及
び
使
用

二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

港

三
　
脇
窯
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

（
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
及
び
廃
棄
施
設
を
い

う
。
以
下
岡
じ
。
）
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生

し
た
事
故
の
状
況

四
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

の
故
障
（
生
産
一
、
再
処
理
又
は
核
燃
料
物
質
ハ
の

使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

の
状
況

五
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て

行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄
又
は
運
搬
の

状
況

実
用
発
電
用
原
子
炉

一
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

等
設
置
奢
（
法
第
二

（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
三
条
第
一
項
第
一

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

一
業

号
又
は
第
二
号
に
規

棄
又
は
運
搬
の
状
況

定
す
る
原
子
炉
に
係

二
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

る
原
子
炉
設
置
者
を

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
ハ
等
の
遇

い
う
。
）

棄
又
は
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事

故
の
状
況

試
験
研
究
用
原
子
炉

　
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

等
設
置
者
（
法
第
二

二
　
燃
料
と
し
て
そ
う
入
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の

十
三
条
第
一
項
第
三

量
及
び
そ
の
取
出
量

号
又
は
第
四
号
に
規

三
　
　
核
燃
料
物
唇
ハ
の
燃
焼
度

定
す
る
原
子
炉
に
係

四
　
原
子
炉
の
運
転
時
間
及
び
熱
出
力

る
原
子
炉
設
置
者
を

五
　
放
射
線
管
理
の
状
況

い
う
。
以
下
こ
の
条

六
　
原
子
炉
施
設
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た

に
お
い
て
同
じ
。
）

事
故
の
状
況

七
　
原
子
炉
施
設
（
原
子
力
船
に
あ
っ
て
は
、
当

該
施
設
以
外
の
施
設
を
含
む
。
）
の
故
障
（
原

子
炉
の
運
転
又
は
船
舶
の
航
行
に
及
ぼ
す
支
障

が
軽
微
な
も
の
を
険
…
く
。
）
　
の
状
況

八
　
原
子
力
船
の
位
置
の
状
況

九
　
織
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

棄
又
は
運
搬
の
状
況

十
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所



の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

棄
又
は
運
搬
に
…
潤
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事

故
の
状
況

核
漂
料
物
質
使
用
春

一
　
核
原
料
物
質
の
窪
鷹
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

三
　
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
に
関
し
人
の
障
害

が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

四
　
核
原
料
物
質
の
使
絹
施
設
の
故
障
（
核
原
料

物
質
の
使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を

除
く
。
）
の
状
況

五
　
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
を
設
置
し
た
工
場

又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
凍
料

物
質
又
は
核
原
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
の
廃
棄
叉
は
運
搬
の
状
況

麺
際
規
制
物
資
悪
罵

一
　
放
射
線
管
理
の
状
況

者
（
第
十
九
条
に
定

二
　
国
際
規
制
物
資
の
使
用
施
設
に
関
し
人
の
障

め
る
放
射
能
濃
度
等

害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

の
限
度
を
超
え
る
核

三
　
　
国
際
規
制
物
資
の
使
用
施
設
の
故
障
（
逃
避

原
料
物
質
で
あ
る
麟

料
物
質
の
使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の

際
規
鋼
物
資
を
使
用

を
除
く
。
）
の
状
況

す
る
港
に
限
る
。
）

四
　
国
際
規
制
物
資
の
使
用
施
設
を
設
置
し
た
工

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国
際

懸
鯛
物
資
で
あ
る
核
原
料
物
質
又
は
国
際
規
麟

物
資
で
あ
る
核
原
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

5
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
が
製
錬
事
業
春
曇
に
対
し
報
出
口

　
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉

　
設
置
春
（
法
嗣
二
十
三
条
第
一
項
第
一
　
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
に
係
る
原
子

　
炉
設
置
老
を
除
く
。
）
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
に
つ
い
て
は
製
錬
施

　
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
を
設
置
し

　
た
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
）
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核

　
燃
料
物
質
等
の
運
搬
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
事
業
所
外
運
搬
」

　
と
い
う
。
）
の
状
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事

　
故
の
状
況
と
し
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
に
係

　
る
原
子
炉
設
置
者
に
つ
い
て
は
第
二
項
の
表
試
験
研
究
用
原
子
炉
等
設
置
者

　
の
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
事
業
所
外
運
搬
の
状

　
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
し
、

　
外
燭
原
子
力
船
運
航
潜
に
つ
い
て
は
岡
表
試
験
研
究
嗣
原
子
炉
等
設
置
者
の

　
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
事
業
所
外
運
搬
の
状
況

　
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
す
る
。

6
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
法
第
五
十
九
条

　
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子

炉
設
置
者
、
外
國
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
便
用
者
に
対
し

　
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
事
業
所
外
運
搬
の
状
況
及
び
事
業

　
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
す
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
髄
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

三
七



核
燃
料
物
質
等
の
エ
場
又
は
事
業
所
の
外
に
診
け
る
運
撮
に
関
す
る
規
則

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

　
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　
@
〔
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
総
理
府
熱
暑
五
十
七
号
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
漂
子
炉
の
規
舗
に
冠
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
六

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
牽
四
条
第

一
項
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
引
子
炉
の
規
棚
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
一
二
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に

基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業

所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
劉
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
核
燃
料
物
暫
ハ
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
拾
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
墨
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
～
　
塵
・
両
運
搬
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
鉄
道
、
鋤
鉱
遣
、
索
道
、

　
　
無
軌
条
電
吏
－
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
を
い
う
。

　
二
　
簡
易
運
搬
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
車
両
運
搬
以
外
の
運
搬

　
　
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

　
　
二
　
核
燃
料
輸
送
物
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
　
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
扁
と
い
う
。
）
が
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い

三
八

　
る
も
の
を
い
う
。

四
　
専
用
積
載
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
丙
、
索
道
の
鍛

　
器
、
自
動
車
又
は
軽
車
丙
が
一
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、

　
運
搬
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ

　
つ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

五
　
従
事
着
　
核
漂
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規

　
則
（
昭
和
三
十
こ
年
総
理
府
・
通
商
産
業
雀
令
第
｝
号
）
第
一
条
第
五
号
、

　
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
剣
（
昭
和
四
ナ
一
年
総
理
府
令

　
第
三
十
七
号
）
第
一
条
第
五
号
、
試
験
厨
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

　
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）

　
第
一
条
の
二
第
八
号
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る

　
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
第

　
八
号
、
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

　
三
年
運
輸
憲
令
第
七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
第
八
号
、
使
用
済
燃
料
の

　
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
期
（
昭
稲
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
第

　
　
条
第
六
号
又
は
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
劉
（
昭
和
三
十
二

　
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
従
事
者

　
を
い
う
。

六
　
集
積
線
量
　
人
が
そ
の
時
ま
で
に
被
ば
く
（
診
療
を
受
け
る
た
め
の
被

　
ば
く
及
び
皮
ふ
又
は
手
、
前
ば
く
、
足
若
し
く
は
足
関
節
の
み
に
対
す
る

　
被
ば
く
を
除
く
。
）
し
た
放
射
線
（
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ

　
一
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
を
含
み
、
自
然
放
射
線
を
除
く
。

　
以
下
同
じ
。
）
の
放
射
線
量
を
い
う
。



　
七
　
被
ば
く
放
射
線
量
　
一
定
期
間
に
お
い
て
人
の
被
ば
く
（
診
療
を
受
け

　
　
る
た
め
の
被
ば
く
を
除
く
。
）
す
る
放
射
線
の
放
射
線
星
を
い
う
。

（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
扁
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
種
違
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第

　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上

　
の
基
準
（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次

　
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
）

第
三
条
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
種
類
の
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
鍛
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
　
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物
質
等
と
し
て
科
学
技
術
庁
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蛉

　
　
（
以
下
「
長
宮
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
も
費
し
型
輸
送
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
勃

　
二
　
長
官
の
定
め
る
鳳
警
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物
質
等

　
　
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物

　
　
質
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
厳
型
輸
送
物
又
は
B
U

　
　
型
輸
送
物

2
　
前
項
に
掲
げ
る
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U

　
型
輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基

　
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

　
　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
金
浦
第
十
一
号
第
二
条

　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
②
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
条

　
（
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
進
・
）

第
四
条
　
L
型
輪
…
春
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
｝
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
三
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き

　
　
れ
つ
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
み
だ
り
に
囎
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
開
封

　
　
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は

　
　
り
付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
五
　
表
面
の
放
　
射
線
量
率
が
○
．
五
ミ
リ
レ
ム
舗
毎
時
を
超
塊
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
六
　
函
嶺
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
長
官
の
定
め
る
密
隣
（
以
下
「
許
容
表

　
　
面
密
度
し
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
四
条

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
粂
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
｝
　
煎
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
定
め
る
基
準

　
二
　
表
面
の
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面

　
　
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
最
率
が
十
ミ
リ
レ
ム
毎

　
　
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
核
燃
料
　
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
核
燃
料
輸

三
九



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
鍛
に
麗
す
る
規
則

　
　
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の

　
　
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
四
　
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
琢
下
に
置
く
こ

　
　
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
◎

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
の
放
射
線
量
率
が
二
百
、
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
｝
号
第
五
条

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
進
・
）

第
六
条
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

　
の
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
　
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
二
　
長
宮
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
　
般
の
試
験
条
件
の
下
に
澱
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
Q

　
　
イ
前
条
第
四
号
ロ
の
要
件
　
　
　
　
　
　
　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
景
が
長
官
の
定
め
る
最
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
顔
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
五
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て
運
搬
す

　
　
　
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が

　
　
　
で
き
る
表
面
（
そ
の
蓑
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
核
燃
料
輸
送
物
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
比
枠
の
表
醸
）
に
お
い
て
八
十
二
度
）
を
超

　
　
え
な
い
こ
と
Q

　
　
二
　
裏
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
三
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
穿
下
に
置
く

四
〇

之
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
表
臓
か
ら
　
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
千
ミ

　
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
量
を

超
え
な
い
こ
と
。

（4）　（3）　（2）　（1）

昭
和
｝
血
三
年
科
学
技
術
庁
出
口
一
が
筆
下
十
一
号
第
六
条

同同同

（
B
U
型
輪
…
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、

　
の
と
す
る
Q

　
｝

　
二

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、

　
　
合
す
る
こ
と
。

　
三

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、

　
　
イ
　
前
条
第
三
号
イ
の
要
件

　
　
P

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
〇

　
四

第
八
条
第
1
項

第
七
条

第
八
条
第
2
項

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

長
富
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
卑
下
に
置
く

　
　
　
　
　
　
　
前
条
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
み
下
に
置
く

　
　
　
　
　
　
　
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
鳳
鞍
を

　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
馬
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

王
妃
は
核
燃
料
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。



五
　
最
高
使
用
圧
力
（
核
燃
料
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
別
な
措
置
を
採
ら
な
い
場
合
に
当
該
核
燃
料
輸
送
再
拝
に
生
じ
る
気
体
の

　
最
大
圧
力
（
ゲ
…
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

　
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
Q

　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
下
下
庁
告
示
第
十
一
号
第
九
条

　
　
②
　
　
　
同
　
　
第
十
条

　
　
③
　
　
　
同
　
　
第
＋
一
条

（
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

第
八
条
　
核
分
割
裂
性
物
暫
ハ
（
ワ
ラ
ン
ニ
三
　
二
、
ウ
ラ
ン
ニ
㎝
二
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ

　
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
主
動
　
及
び
こ
れ
ら
の
化
合
物

　
並
び
に
こ
れ
ら
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
核
燃
料
物
質
（
長
官
の
定
め
る
も

　
ω

　
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
と
し

　
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
（
以

　
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な
い

　
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
次
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
第
一
種
核
分
裂
性

　
輸
送
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て

　
の
技
術
上
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
衛
庁
告
示
第
十
一
号
第
十
二
条

（
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
）

第
九
条
　
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
は
、
当
該
核
分

　
裂
性
輸
送
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
と
と
す
る
。

　
…
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
岡
一
の
も
の
で
あ
っ
て
長
官
の
定
め
る
核
分

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配

　
．
列
方
法
で
任
意
の
欄
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
捕
～
の
祐
の
で
あ
っ
て
長
官
の
定
め
る
核
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
落
勢
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配

　
　
列
方
法
で
任
意
の
偲
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
｝
号
第
十
三
条

　
　
　
勃
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
四
条

（
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
条
　
第
二
種
核
分
裂
性
輪
…
当
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
は
、
当
該
核
分

　
裂
性
輸
送
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
と
と
す
る
。

　
　
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
｝
号
の
試
験

　
　
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
の
輸
送
制
限
個
数
（
｝
個
所
に
集
合
積
載
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
の
個
数

　
　
の
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
五
倍
に
桐
当

　
　
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
詞
一
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
二
号
の
試
験

　
　
条
件
の
下
に
率
い
た
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
の
輸
送
制
限
個
数
の
二
倍
に
糊
当
す
る
偶
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
A
口

（
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
一
条
　
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
は
、
当
該
核

　
分
裂
性
輸
送
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る

　
こ
と
と
す
る
。

鐙



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
　
嚢
滋
養
分
裂
性
輸
送
物
と
同
｝
の
も
の
で
あ
っ
て
第
九
条
第
一
号
の
試

　
　
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輪
…
送

　
　
物
の
輸
送
制
限
乱
数
に
等
し
い
慨
数
並
べ
た
集
合
積
載
と
し
、
当
該
集
合

　
　
積
載
を
二
組
近
接
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
第
九
条
第
二
号
の
試

　
　
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
真
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送

　
　
物
の
輪
送
制
限
個
数
に
等
し
い
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

（
核
燃
料
輪
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
運
搬
）

第
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
は
、
第
三
条

　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
　
項
各
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
と
し

　
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

一　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
第
五
号

　
に
お
い
て
「
空
容
器
」
と
い
う
。
）

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
許
容
衰
面
密
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
内
部
の
放
射
性
物
質
ハ
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
の
百
倍
を
超
え
な
い

　
　
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
の
放
射
線
釜
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
へ
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
し
た
際
に
付
さ
れ
た
漂
二
又
は
そ
の
際
に
行

　
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

翌

　
二
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
空
容
器
を
除
く
。
）
で
あ
っ

　
　
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
誌
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
当
該
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
　
質
の
放
射
能
濃
度
が
長
官
の
定
め
る
値
畢
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

　
　
二
　
通
常
の
運
搬
状
態
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又

　
　
　
は
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ホ
　
表
面
の
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表

　
　
　
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ

　
　
　
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ト
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
ω
　
昭
和
五
輪
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
ナ
一
号
第
十
五
条

（
特
別
措
置
に
よ
る
運
搬
）

第
十
三
条
　
第
三
条
又
は
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困

　
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採

　
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な

　
い
旨
の
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運

　
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
搬
す
る
物
の
放
射

　
線
量
率
は
、
表
面
に
お
い
て
千
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か

　
ら
一
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら

　
な
い
。



（
簡
易
運
搬
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
衛
上
の
基
準
（
簡
易

　
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の

　
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
三
条
、
第
十
二
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物

　
質
等
（
以
下
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
運
搬

　
機
械
又
は
器
具
（
簡
易
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
運
搬
機
器
篇

　
と
い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る

　
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
及
び
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を

　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
構
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

三
　
運
搬
物
は
、
同
～
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な

　
い
こ
と
。

四
　
二
以
上
の
運
搬
物
（
そ
の
表
面
の
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎

　
時
を
超
え
る
も
の
及
び
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
基
準
に
適
合
す
る
核
分

　
裂
性
輸
送
物
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
一
の
運
搬
機

　
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
放
射
線
障
審
防
止
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
び
臨
界
防
止
の
た
め
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
積
載
し
、

　
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
（
第
三
条
第
｝
項
第
一
号
の
」
型
輸
送
物
及
び
空
容
器
を
除
く
。

　
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
運
搬
物
の
取
扱
方
法
、
事

　
　
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項

　
　
を
記
載
し
た
書
面
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
消
火
器
、
放
射
線
測
定
器
、

　
　
保
護
具
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
器
具
、
装
置
等
を

　
　
携
行
す
る
こ
と
Q

　
ハ
　
人
の
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
は
、
運
搬
物
又
は
運
搬
機
器
を

　
　
置
き
、
又
は
運
搬
物
の
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ

　
　
と
。
た
だ
し
、
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

　
　
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
第
三
条
第
　
項
第
三
号
の
B
M
型
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に

　
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
法
第
二
十
二
条
の
芝
第
一
項
の
核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
若
し
く
は

　
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
原
子
煩
主
任
技
術
老
免
状
を
有
す
る
春
又
は

　
　
こ
れ
ら
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
及
び
積

　
　
込
み
、
取
卸
し
等
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
　
放
射
線
管
理
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
ぐ
管
理

　
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ

　
　
と
Q

　
ロ
　
交
通
が
混
雑
す
る
時
間
及
び
経
路
を
避
け
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

雑
　
運
搬
物
に
は
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
急
よ
り
、
標
識
の
取
付
け
又
は

　
表
示
を
す
る
こ
と
。

瞬
三



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

八
　
従
事
者
の
集
積
線
量
及
び
被
ば
く
放
謝
線
量
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

　
る
許
容
集
積
線
量
及
び
許
容
被
ば
く
線
鼠
警
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

九
従
事
者
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
簡
易
運
搬
蒋
従
事
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
る
も
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
長
官
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
鳳
響
を
超
え

　
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（5）　（の　　（3）　（2）　（1）

昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十

　
　
同

　
　
同

　
　
同

　
　
同

一
号
第
十
七
条

　
第
十
八
条

　
第
十
九
条

　
第
二
十
条
、
第
二
十
　
条

　
第
二
十
二
条

（
確
認
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
十
五
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
簡
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
令
篇
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
三
第
一
号
の
総

　
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
は
、
第
三
譜
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

　
核
燃
料
物
質
等
（
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
」
と
す
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
三
第
二
号
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
第
八

　
条
の
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
六
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
法
馬
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
舎
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
運
搬

　
に
闘
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
毒
は
、
登
記
様
式
第
一
（
簡
易
運
搬
に

　
係
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
二
）
に
よ

　
る
確
認
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
長
官
に
提
出
し

瞬
瞬

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
前
号
の
核
燃
料
物
質
等
を
収
納
す
る
容
器
（
以
下
「
輸
送
容
器
」
と
い

　
　
う
Q
）
の
構
造
、
材
質
及
び
製
作
の
方
法
（
以
下
「
輸
送
容
器
の
設
計
」

　
　
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
し
た

　
　
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
輸
送
容
器
が
前
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
を
示
す
説
明
書

　
四
　
核
燃
料
輪
送
物
の
発
送
前
の
点
検
に
関
す
る
説
明
書

　
五
　
簡
易
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
運
搬
方
法
及
び
そ
の
安
全

　
　
性
に
関
す
る
説
明
書

2
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
長
官
の
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
　
項
の
確
認
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
翻
本
署
一
通
と
す
る
Q

（
運
澱
確
認
証
の
交
付
）

第
十
七
条
　
長
宮
は
、
法
幣
五
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
を
し
た

　
と
き
は
、
運
搬
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
｛
厄
除
…
時
の
措
置
）

第
十
八
条
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
纂

　
業
潜
、
原
子
炉
設
置
着
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使

　
用
者
（
以
下
「
事
業
春
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
の
委

　
託
を
受
け
た
潜
は
、
核
燃
料
物
質
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

　
に
噛
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
一
　
核
燃
料
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
核
燃
料
輸
送
物
に
延
焼
す
る

　
　
お
そ
れ
の
あ
る
火
災
が
起
こ
っ
た
場
合
は
、
火
災
の
消
火
又
は
延
焼
の
防

　
　
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
輸
送
物
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に

　
　
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
を
張

　
　
り
、
漂
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
　
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
運
搬

　
　
に
従
事
す
る
者
及
び
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
製
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の

　
　
広
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
老
苦
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
春
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
撫
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を

　
　
講
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
四
条
第
八
号
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
子
ρ
従
事
者
を
そ
の
被
ば
く
す
る
放
射
線
鍵
が
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
宮
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
蚤
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
緊
急
作
業
に

　
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
［
号
第
二
四
条

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
九
条
　
事
業
者
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の

　
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
る
処
撮
を
十
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
三
　
前
二
号
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線

　
　
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は

　
　
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
十
条
　
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第

　
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
す
　
　
　
月
弓

　
　
　
附
　
　
員

　
こ
の
府
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
　
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
譲
）
か
ら
施
行
す
る
。

匹
五



（別記）

様式第1（第16条関係）

科学技衛糊目窟
殿

廓両運搬確認申講書
番　　　　　号

年　　月　　日

住所

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）⑳

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規舗に揺する法律簗59条の2第2項及び核燃料物質等の工場又は事業
所の外における運搬に関する規写糊16条第1項の規定により車両運搬の確認を申請します。

事　業　の　区　分（注1＞

運搬をしょうとする核燃料物質等の種

n，性状及び猛　　　　　　　（注2）

運　　搬　　の　　麟　　的　（注3）

運　　搬　　予　　定　　時　　期

核燃料輪送物の名称（注4）

核燃料繍送物の種類及び核分裂｛生

ﾖ送物にあっては、その種類

核燃料輸送物の総重量（注5）

敢　　　　　　　墳（注6）

核
燃
科
輸
送
物
に
関
す
る
説
曝

収燃

[経
ｷ物
骼ｿ
j等

放　射　能　の　儀（注7）

外　　形　　寸　　法（注9）
（注8）

ﾖ
遂
容
器

重　　　　　　　蹴（注監。＞

核二

ｪ物
�ﾌ
ｫ場
�

輪　送　舗　隈　欄　数

飼　　列　　方　　法（注11）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

注1　使用者、製錬事業巻、加1．工事業者、原子炉設鷺者、外陶凛子力船運航者若しくは再処理壌業者又はこれ

　　らの者から運搬を委託された者の溺を記載すること。運搬を委託された肴にあっては、委託者の名称及び

　　事業の区分を餅記すること0

　2　種類については酸化ウラン粉宋、軽水煙嵐新燃料集合体、軽水が使用済燃料等に区別して、性状につい

　　ては物理的’化学的形態を、鑓についてはトン、キログラム父はグラム単位（盤効数字2けた）で記載す

　　ること。

3
4
5
6
7
8
9
0
1

　
　
　
　
　
　
　
1
　
一

当該運搬に係る出発地及び図的地の．1二場又は事業所の名称及び所在地を併せて記載すること。

核燃料輸送物の通称を詑載すること。

トン、キログラム又はグラム単位（有効数字2けた）で記載すること。

注5の例によウ記載すること。
総鍛及び主要な核種ごとσ～量をキュリー単位（唇効数字2けた）で記載すること。

輪送容路の概路を示す鮮明で複写醒能な霞面を添付すること。

センチメートル父はメートル単位（有効数字2けた）で記鞍すること。

注5の倒により記繊すること。

任意の配列方法又は特定の配列方法の別を記載し、特定の単列方法の場合には、当該運搬する核分裂性

輸送物相互間の艶聞を明記した凹凹方法についての鋭明園を添付すること。

四
六

吊革　この用緩の大きさは、霞本工業規格A4とすること。



様式第2（第16条関係）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

科学技術庁長官
殿

簡　　易　　運　　搬　　確　　認　　申　　講　　霞

番　　　　　穆

年　　月　　舞

住所

氏名（法人に’あっては、その名称及び代表暑の民名）④

　核原料物質、目貼料物質及び原則炉の規渕に腿する法曽第59条の2第2項及び核燃料物質等の工場又は事

業所の外における運撮に関する規聡第互6条第1項の規建によワ簡易運搬の確認を申請します。

事　業　の　区　分　　（注1）

還搬をしょうとする核燃料物質等の

嵭ﾞ、性状及び量　　　　　　（ε1三2）

運　　搬　　の　　昌　　的　　（注3）

運　澱　予　定　時　間

核燃料繍送物の名称（注4）

核燃料輪送物の種類及び核分裂四

ﾖ出物にあっては、その種類

核燃料鹸送物の総重昂：（注5）

煎　　　　　　最（注6）

核
燃
料
繍
送
物
に
関
す
る
説
明

収燃

[越
ｷ物
骼ｿ
j等

放　射　鮨　の　議（注7）

タト　　　形　　　　重　　　　法（εセ9　）
（注8）

ﾖ
送
容
罷

重　　　　　　　　冷（注正。）

備　送　制　隈　催　教
核蝕

ｪ洞
Aの
ｫ脳
ﾖ差

配　　ダ彗　方　　法（注i監〉

使用する運搬機器の種贋（注12）運関

ﾀす
福髢

@説
ﾉ明

．運搬機器への彼付け方法（注監3）

携行する山畠及び携行器共等

四
七

注二　使規巌、製錬事業潜、脚£事業者、線子炉設置考、外簿原予力船運麟者若しくは再処理慕業者又はこれらの者から

　　運搬を委託された者の別を記薮すること。運搬を委託された老にあっては、委託港の名称及び事業の区分を併記する

　　こと。

　2　種願については酸化ウラノ粉末、軽水炉用薮燃料集合体、軽水炉使山山燃出山に区別して、性状については物理的

　　　化学的形態を、議についてはトン、キPグラム叉はグラム単位（有効数宇2けた）で紀載すること。

3
4
5
6
7
8
9
0
1

　
　
　
　
　
　
　
正
　1

当該運搬に係る繊発地及び駐的地の蕊場又は箏桑所の名称及び所在地を併せて記蔵すること。

核燃料目送物の通称を記載すること。

卜γ、キログラム父はグラム単位（有効数字2けた）で記載すること。

注5の例により記載すること。

総量及び憲要な核種ごとの量をキュリー単鼓（有効数字2けた）で記載すること。

輸送容器の概路を示す鮮明で覆写酵能な麟面を添倖すること。

セァチメートル又はメートん単故（有効数字2けた〉で記載すること。

注5の例により記載すること。

僅意の酎列方法又は特定の配ダ肪法の別を1紀載し、特建の配列方法の場合には、当該運搬する核分裂性繍送物据互

間の跨錐を明詑した配殉方法についての説明麟を添倖すること。

12　自転車、台車等具体的に詑載すること。

13　隈f・ナけ後の状態を示す説明図を添倖すること。

傭考　この用紙の大きさは踊日本工業規箔A4とすること。



様式第3（第20条関係）

表 面

第 号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条第2項の規定に

よる

身 分 証 明 書

職名及び氏名

出、

タンプノ

年　　月

日　　月

日生

日交付

＿Lコ

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
購

四
八

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格B7とする。



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
羅

裏 颪

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

第68条　内閣総鯉大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律

　（内閣総理大駆、通商産業大臣又は運輸大臣にあっては第64条第3項各号に

　掲げる事業者等の区分（核原料物質使用者並びに国際規制物資使用者及び第61

　条の3第1項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者について

　は、第64条第3項各号の当該区分にかかわらず、内閣総理大臣とするQ）に

　応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあっては第59条の2第5項の規

　定）の施行に必要な限度において、その職貴（都道府県公安委員会にあっては、

　警察職員）に製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、

　再処理事業者、使用港、核原料物質使用者又は踵際規制物資使用者若しくは第

　61条の3第1項各号の一に該臆する場合における当該各号に規定する者の事

　務所又は工場若しくは事業所（船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、

　その船舶）に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関

　係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の貴に限り、核原料物質、核

　燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

2　前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、

　かっ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3　第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな

　らない。

第80条　次の各号の一に該均する者は、1G万円以下の罰金に処する。

　六　第68条第1項又は第4項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、

　　妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述

　　をした者

樋
口



○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
　
事
業
所
の
外

　
　
け
る
運
搬
　
関
す
る
技
術
上
の
基
準
　
係
る
細

　
　
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
〔
難
論
艦
飛
騨
酔
臥
〕

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
澱
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
規
則

を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

岡
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

　
の
基
準
に
係
る
細
爵
等
を
定
め
る
此
口
示

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
L
型
輪
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
二
条
　
規
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物

　
質
等
と
し
て
長
官
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
核
燃
料

　
物
質
等
と
す
る
G
た
だ
し
、
爆
発
性
又
は
自
然
発
火
性
の
核
燃
料
物
質
等
並

　
び
に
第
　
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
そ
の

　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は
一
　
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ

　
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
衛
基
準
を
定
め
る
比
口
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
に
お
　
　
　
　
｝
　
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
　
　
　
に
　
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

核
歓
…
料
物
質
等
の
区
分

体固

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
核
燃
料
物

質
幽
門
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た
核
燃

料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
別
形
核
燃

料
物
質
等
」
と
い
う
。
）

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も
　

　
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

　
あ
る
こ
と
。

口
　
別
記
第
　
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
衝
馨
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

　
セ
γ
チ
メ
…
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

　
長
さ
の
編
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

　
あ
る
核
燃
料
物
軽
軽
に
あ
っ
て
は
、
璽

　
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ
試
験
）

　
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
加
熱
試

　
験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ

　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

　
に
水
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
量

　
が
、
○
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
を

放
射
能
の
量

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量

（
以
下
「
へ
値
」
と
い

う
。
）
の
千
分
の
一



超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
罰
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の

別
表
第
｝
か
ら
鋼
重
繁

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
妾
該
各
表
の

第
三
欄
（
溺
表
第
五
に

あ
っ
て
は
、
第
二
欄
）

に
掲
げ
る
数
量
（
以
下

「
食
値
」
と
い
う
。
）

の
千
分
の
一

体

特
置
形
核
燃
料
物
質
等
又
は
特
別
形
核
燃

凸
値
の
一
万
分
の
一

液

料
物
質
等
以
外
の
も
の

体

特
雛
形
核
燃
料
物
質
等

馬
値
の
千
分
の
　

気

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の

現
値
の
千
分
の
一

特
鋼
形
核
燃
料
物
質
等

特
別
…
形
核
燃
料
物
暫
ハ
等
以
外
の
も
の

齢

（
許
容
蓑
面
密
度
）

第
四
条
　
規
則
第
四
条
第
六
号
の
長
宮
の
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
‘
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密

　
度
と
す
る
。

物　ア 質ア
質ル
@フ

㌻

ア
線
を
放

ア
線
を
放

出
し

出
す

な
い

る
放

放 射
射 性
性 物

毎一 毎十
平　万 平万
方分 方分
セ　　の セ　の
ン　　『　 ソ　　　

チ　マ チ　マ
メ　イ メ　イ

i　ク 1　ク
ト　ロ ト　ロ

ル　キ ル　キ

サ サ
1 …

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
型
輸
送
物
に
係
る
…
般
の
試
験
条
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
条
　
規
則
第
五
条
第
四
号
の
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
試
験
条
件
は
、
別
記
第
二
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
M
型
舗
輌
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
　
　
第
六
条
　
規
則
第
六
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般

　
　
化
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
が
容
易
に
腐
食
し
な
い
金
属
等
で
被
覆
さ
　
　
　
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
三
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
◎

　
　
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

　
　
（
A
型
輪
竪
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
の
放
射
能
の
量
の
限
度
）
　
　
　
第
七
条
　
規
則
第
六
条
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
B
孟
夏
輸
送
物
に
係
る
特
別

第
三
条
　
規
則
第
一
二
条
第
一
項
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
最
は
、
次
の
表
の
上
　
　
　
の
試
験
条
件
は
、
励
記
第
四
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

　
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
製
表
の
下
欄
に
掲
　
　
　
（
B
M
半
輪
送
物
に
係
る
漏
え
い
鐙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

　
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
条
　
規
則
第
六
条
第
二
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
A
値
の
百
万
分
の

　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駐



2
　
規
則
第
六
条
第
三
号
p
の
長
官
の
定
め
る
蚤
は
、
A
値
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
　
一
万
キ
ュ
リ
ー
と
す
る
。

3
　
漏
え
い
す
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
つ
て
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
A
値
は
、
非
圧
縮
状
態
に

　
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
毅
の
試
験
条
件
）

第
九
条
　
規
則
第
七
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
誓
型
輸
送
物
に
係
る
一
般

　
の
試
験
条
件
は
、
燐
記
第
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
Q

（
B
U
型
翻
輔
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
条
　
規
則
第
七
条
第
　
二
号
の
長
宮
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別

　
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
「
条
　
規
則
第
七
条
第
三
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
最
は
、
A
値
の
千
分
の

　
一
と
す
る
。

2
　
第
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
量
に
つ
い
て
準
零
す
る
。

（
核
分
裂
性
物
質
と
な
ら
な
い
核
燃
料
物
質
）

第
十
二
条
　
規
則
第
八
条
の
長
郷
の
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
次
の
各
号
の
｝

　
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
Q

　
｝
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
｝
の
量
又
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
の
量
の
合
計
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
核
燃
料
物
質
ハ

　
ニ
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

一
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
含
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

垂

　
　
　
　
）

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
三
条
　
規
則
第
九
条
第
一
号
の
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る

　
一
号
の
試
験
条
件
は
、
鋼
記
第
二
第
一
号
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
輪
…
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
四
条
　
規
則
第
九
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る

　
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
条
件

　
と
す
る
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
放
射
能
｝
濃
度
）

第
十
五
条
　
細
鱗
第
十
二
条
第
二
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
値
は
、
　
｝
グ
ラ
ム
当

　
　
　
ヨ

　
た
り
A
値
の
一
万
分
の
一
と
す
る
。

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
十
六
条
　
規
則
第
十
一
二
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
港
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
物
の
表
面
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
及
び

　
　
ニ
メ
：
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

（
危
険
物
）



第
十
七
条
　
規
鋼
第
十
四
条
第
三
号
の
長
宮
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
一
一
　
｛
局
削
に
ガ
ス
取
餉
憲
法
（
昭
和
二
十
六
｛
ヰ
三
徳
　
第
二
百
四
口
写
）
晶
弟
一
…
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
コ
　
揮
発
漉
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
一
　
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
恐
れ
の
あ
る
物

（
運
搬
物
の
日
数
の
制
限
）

第
十
八
条
　
規
則
第
十
四
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運
搬
物
を
皿

　
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
運
搬
機

　
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
指
数
（
運
搬
物

　
の
表
面
か
ら
一
難
！
ト
ル
離
れ
た
位
蹟
に
お
け
る
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム

　
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
の
最
大
値
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸

　
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
漫
該
値
と
当
該
核
分
裂

　
性
輪
送
物
の
輸
送
鋼
限
窩
数
で
鷺
十
を
除
し
て
得
ら
れ
た
値
の
う
ち
、
い
ず

　
れ
か
大
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
岡
じ
。
）
を
合
計
し
た
値
が
五
十
以
下
と

　
な
る
よ
う
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
鰯
数
を
制
限
す
る
も
の

　
と
す
る
Q

（
標
識
又
は
表
示
）

第
十
九
条
　
規
則
第
十
四
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
取
付
け
又
は
表
示

　
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
辞
表
の
中
欄

　
　
に
掲
げ
る
漂
識
又
は
表
示
を
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に

　
　
取
り
付
け
、
又
は
行
う
こ
と
。

一
　
L
型
輸
送
物

「
放
射
性
」

核
燃
料
輸
送

の
文
字
の
表

物
の
表
面

示

二
　
　
核
分
裂
雪
輪
…
送
物
…
以
外
の
核
…
燃
料
輸

第
　
類
白
檀

核
燃
料
輸
送

送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
又
は

識
（
別
記
第

物
の
表
面
の

第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

七
に
掲
げ
る

二
箇
所

そ
の
表
面
の
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ

も
の
）

リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

三
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物

第
二
類
黄
標

核
燃
料
輸
送

イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核
燃
料

識
（
溺
記
第

物
の
表
面
の

輸
送
物
又
は
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送

八
に
掲
げ
る

二
箇
所

物
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
の
放
射
線

も
の
）

量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超

え
五
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
っ
、
そ
の
輸
送
櫃
数
が
一
を
超
え

な
い
も
の

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

五
三



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

四
外 口

の　薗 い　つ　十　て

核三 も　’ミ　’第
燃号 の　そ　り　そ　二

二に の　レの種
輸掲 輸　ム表核
送げ 送毎面分
物　る 半時の裂核 数以放性

腺 が下多輸
料 一で線送
輸 を　あ　懸物
送 超　り率で
物 え　　’が　あ
以 な　か　五　つ

も　九式第
の　に　（　三

）掲別丁
げ記臆
る　第標

二物核
箇の燃
所表料

面輸
の　送

　
二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
鮮
明

　
　
に
表
示
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
イ
総
重
墨
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
核
燃
料
輪
…
怪
物
総
重
量

　
　
ロ
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
」
の
交
字

　
　
ハ
　
B
祖
型
輸
送
物
及
び
B
ひ
型
輪
…
星
斗
　
　
「
B
型
篇
の
交
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
容

　
　
器
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
醸
に
、
耐
火
性
及
び

　
　
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
…
ク
（
別
記
第
十
に
掲
げ
る
も
の
）
を
明
確
に

　
　
表
示
す
る
こ
と
。

（
従
事
者
に
係
る
許
容
集
積
線
量
）

第
二
十
条
　
規
則
第
十
四
条
第
八
号
の
長
坐
の
定
め
る
許
容
集
積
線
量
は
、
次

　
の
式
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
数
値
（
単
位
レ
ム
）
と
す
る
Q

五
四

　
O
ほ
⊆
臼
　
（
劉
1
一
Q
。
）

　
こ
の
式
に
お
い
て
、
D
は
許
容
集
積
線
量
を
、
N
は
年
令
の
数
を
表
わ
す
も

　
の
と
す
る
。

2
　
放
射
線
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
二
十
五
レ
ム
未
満
の
被
ば
く
を
受
け
、
又

　
は
緊
急
伶
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
ば
く
し
た
結
果
、
そ
の
集
積
線

　
鑓
が
前
項
の
式
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
数
値
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
被

　
ば
く
し
た
日
か
ら
そ
の
超
過
し
た
被
ば
く
放
射
線
量
を
ニ
レ
ム
で
除
し
て
得

　
た
数
の
年
数
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
に
限
り
、
前
項
の
式
に
よ
っ
て
算
出

　
さ
れ
る
数
値
に
そ
の
超
過
し
た
被
ば
く
放
射
線
量
を
加
え
た
数
値
を
も
つ
て

　
許
容
集
積
線
量
と
す
る
。

3
　
従
事
者
の
過
去
の
被
ば
く
が
萌
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
そ
の
明
ら
か
で
な

　
い
期
間
に
つ
い
て
は
、
　
一
年
間
に
つ
き
五
レ
ム
の
割
合
で
被
ば
く
し
た
も
の

　
と
み
な
し
て
集
積
線
量
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
従
事
春
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
量
）

第
工
十
一
条
　
規
則
第
十
四
条
第
八
号
の
細
見
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
貴
は
、

　
三
月
間
に
つ
き
三
レ
ム
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
皮
ふ
の
み
に
対
す
る
被
ば
く
の
場
合
　
一
二
月
間
に
つ
き
ハ
レ
ム

　
一
一
手
、
前
ば
く
、
陰
干
は
足
開
節
の
み
に
対
す
る
被
ば
く
の
場
合
　
三
月

　
　
閤
四
に
つ
曹
さ
二
L
T
レ
ム

　
三
　
女
子
（
妊
娠
可
能
年
令
で
な
い
女
子
、
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
女
子

　
　
及
び
次
号
に
規
定
す
る
春
を
除
く
。
）
の
腹
部
に
対
す
る
被
ば
く
の
場
合

　
　
　
三
月
間
に
つ
き
一
二
ニ
レ
ム



　
四
　
妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
に
対
す
る
被
ば
く
の
場
合
　
妊
娠
と
診
断

　
　
さ
れ
た
と
き
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
つ
き
一
レ
ム

2
　
前
項
の
従
事
者
の
被
ば
く
す
る
放
射
線
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
合
に
は
、

　
鋼
表
第
七
の
左
の
欄
に
掲
げ
る
中
性
子
エ
ネ
ル
ギ
…
の
強
さ
に
応
じ
て
そ
れ

　
ぞ
れ
の
右
の
欄
に
掲
げ
る
粒
子
フ
ル
エ
ン
ス
が
一
ミ
リ
レ
ム
の
放
射
線
量
に

　
相
当
す
る
も
の
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
従
事
者
以
外
の
春
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
墨
）

第
二
十
二
条
　
規
則
第
十
四
条
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
星
は
、

　
一
年
間
に
つ
き
一
・
五
レ
ム
と
す
る
。
た
だ
し
、
皮
ふ
の
み
に
対
す
る
被
ば

　
く
に
つ
い
て
は
、
三
レ
ム
と
す
る
。

（
確
認
の
申
講
に
係
る
提
出
書
類
の
省
略
）

第
二
十
三
条
　
規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
運
搬
に
関
す
る
確
認

　
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
設
計
（
輪
送
容
器
の
設
計
及

　
び
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
仕
様
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
に
つ
い
て
長
官
の
承
認
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
承
認
を
受
け
た
設
計
に
従
つ

　
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
長
富
の
承
認
を
受
け
た
輸
送
容
器
を
用

　
い
て
当
該
承
認
を
受
け
た
設
計
に
係
る
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
と
き
は
、

　
同
条
第
｝
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
誰
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

（
緊
急
作
業
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
董
）

第
二
十
四
条
　
規
則
第
十
八
条
第
二
項
の
長
官
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、

　
十
ニ
レ
ム
と
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

蓋



別蓑第で（第2条関係）

　種類が明らかであり、かっ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

原 特鋼形核燃料物質等であ 特別形核燃料物質等以外

子
番

放射性物質の種類
る場合の数量（Al値） の核燃料物質等である場

№ﾌ数簸（A2値）
号

単位　Ci 単位　C1

1 3H 気体状のもの、 1，000 1，000

放躬線発光塗料

であるもの、固

体に吸収された

形状のもの、ト

リチウム水であ

るもの

1 8H （その他のもの） 20 20

4 7Be 300 300

6 14 b LOOO 100

9 18@F 20 20

11 22 ﾝa 8 8

11 24Na 5 5

12 28Mg 6 6

14 31Si 100 100

15 32P 30 30

16 35S 1，000 300

17 36Cl 30G 30

17 38Cl 10 10

18 37Ar 1，000 1，000

18 41 Ar 嵯雛裁摩）21 20
@1

19 42K 10 10

20 蛋5Ca 1，000 40

20 4？Ca 20 20
辱

21 46Sc 8 8

21 47Sc 200 20G

21 48Sc 5 5

23 48V 6 6

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

美



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
慕
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
葵
準
を
定
め
る
告
示

五
七

第　～ 欄 第　：二 欄 第 三 欄

24 5三@Cr 6GO 600

25 52

@む1n
5 5

25 5峯

@醒職 20 20

25 56

@鍛n
5 5

26 52@Fe 6 6

26 55@Fe 1，000 1，000

26 59@Fe 10 10

27 56．@Co 5 5

27 57@Co 90 90

27 58mCo LOOO 1，00G

27 58@Co 20 20

27 60@Co 7 7

28 59@Ni 1，000 900

28 63 mi 1，000 100

28 65
m丘 10 エ0

29 64@Cu 8G 80

30 65@Zn 3G 30

30 69m
@　Zn

40 4G

30 69　Zn 300 300

31 72 fa 7 7

32 7…Ge 1，000 1，000

33 73As 1，000 400

33 74As 2G 20

33 76As 10 10

33 77As 300 300

34 75Se 40 40

35 82Br 6 6

36 85m
@　Kr

（非圧縮状態）｛（圧縮状態） 100

@3
100

@3
36 85@Kr

（非圧縮状態）1，000｛（圧縮状態）

5

1，000

@　5
36 87

@Kr ｛欝欝1．、評1 　　20
Ux10－1

37 86@Rb 30 30



第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

37 87Rb 鯛限なし 制限なし

38 85n｝Sr 80 80

38 85 rr 3G 30

38 87mSr 50 50

38 89 rr 100 40

38 90 rr 10 4×10－

38 91 rr 10 10

38 92 rr 10 10

39 90@Y 10 10

39 9圭m
@　Y

30 30

39 91@Y 30 30

39 92Y 10 10

39 93Y 10 10

嘆。 93
@　Zr 1，GOO 200

40 95 yr 20 20

40 97Zr 20 20

41 93mNb 1，000 200

41 95 mb 20 20

41 97Nb 20 20

42 99瓶。 100 100

43 96mTc 1，000 1，000

43 96Tc 6 6

43 97mTc 1，000 200

43 97τc 1，000 400

43 99櫛@　　τc
100 100

43 99
]。 1，000 80

44 97@Ru 80 80

44 王03

@　Ru
30 3G

44 lo5　Ru 20 20

44 106Ru 10 7

45 103m　Rh 1，000 1，000

45 105
@　Rh

200 200

46 103
@　Pd

1，000 700
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第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

46 109

@　Pb 100 100

47 105

@　Ag
40 40

47 110m
@　　Ag

7 7

47 Ul
@　Ag

100 100

48 109

@　Cd
LOOO 70

48 115m
@　　Cd

30 30

48 115

@　Cd
80 80

49 1ま3コ
禔@　王n 60 60

49 l14コ
禔@　In

30 2G

49 115m
@　　In 王00 100

50 113

@　Sn
60 6G

50 125

@　Sn
10 10

51 122
@　Sb

30 30

51 124

@　Sb
5 5

5王 125

@　Sb
40 30

52 125m
@　　Te 1，000 1GO

52 127m
@　　孚e 300 40

52 127

@　Te
300 3GO

52 129m
@　　里e 30 3G

52 129
@　里e 100 100

52 131m
@　　τe

10 10

52 132
@　Te

7 7

53 125
@　1 1，000 70

53 ！26

@　1
40 10

53 129
@　1 1，0GO 2

53 王3玉

@　王 40 10

53 132
@　1

7 7

53 133
@　1

30 30

53 134
@　1

9 8

53 135 P 10 10

54 13三m
@　　Xe

（非圧縮状態）100｛（圧縮状態）　　10 100
@10

54 王33

@　Xe
高峯讐）1・OGl 1，000

@　5
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〇

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

54 135
@　Xe 礁欝ul

70
@2

55 131

@　Cs 王，000 1，000

55 134m
@　　Cs

1，000 LOOO

55 134

@　Cs
10 10

55 135
@　Cs 1，000 100

55 136

@　Cs
7 7

55 ｝3？

@　Cs
30 20

56 131

@　Ba
40 40

56 133
@　B註 40 10

56 140

@　Ba
20 2G

57 140

@　La
30 30

58 139
@　Ce 100 100

58 141

@　Ce 300 200

58 1峯3

@　Ce
60 60

58 144

@　Ce
10 7

59 142
@　Pr

10 10

59 董43

@　Pr 3GO 200

60 i47
@　Nd

100 100

60 149
@　Nd

30 30

61 147

@　Pm
LOGO 80

61 ！49

@　Pm
1GO ioO

62 三47
@　S且1 制限なし 糊限なし

62 ま51

@　Sm LOGO 9G

62 153
@　Sm

300 30G

63 152m
@　　Eu 30 30

物理的半減期が9．2
（　　　　　　　　　）　時間のもの

63 152
@　Eu 20 20

　物理的半減期が13（　　　　　　　　　）

年のもの

63 15産

@　Eu 10 5

63 155
@　Eu 400 90

64 153
@　Gd 200 100
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杢

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

64 159
@　Gd 300 300

65 160
@　τb 20 20

66 165
@　Dア 100 100

66 ！66
@　Dア 1，000 200

67 i66
@　Ho 30 3G

68 169
@　Er 1，0GO 300

68 171

@　Er 50 50

69 韮70

@　Tm 300 40

69 17i

@　Tm 1，0GO 100
70 175 xb 400 40G
71 177 ku 3GO 300
72 181 gf 30 30

73 ま82孚a 20 20

74 181W 200 100
74 185W 1，000 100
74 187

@　W 40 40

75 186
@　Re 1Go 100

75 187
@　Re 制限なし 制限なし

75 188 qe 1G 10

76 綿5 Os 20 20

76 三91m　Os 200 200
76 19三 Zs 6GO 4GO
76 193 Os 1GO 100
77 190

@　1r 10 10

77 正92　1r 2G 20

77 19楼@lr 1G 10

78 191 ot 100 100
78 193 ot 200 200
78 三97m　Pt 30G 300
78 197

@　Pt 300 300
79 193

@　Au 2GO 200
79 196

@　Au 30 30

79 198
@　Au 40 40



第　一　欄 第　二　欄 第　…　欄

79 199

@　Au 200 200
80 197鵬

@　　Hg 200 200
80 197

@　Hg 200 2GO
8G 203

@　Hg 80 80

81 200
@　TI 20 2G

81 201

@　Tl 200 200
81 202

@　71 40 40

81 204
@　Tl 300 30

82 2工。

@　Pb 100 2×10一1

82 212

@　Pb
6 5

83 2◎6

@　Bi 5 5

83 2◎7

@　8i ユ0 10

83 210
@　Bi 100 4

83 212

@　Bi
6 6

84 2三〇

@　Po 200 2×10　1

85 211
@　Aも 200 7

86 222
@　Rn 正0 2

88 223
@　Ra 5G 2×10噂

88 22些

@　Ra
6 5x10『1

88 226
@　Ra 10 5×10一2

88 228
@　Ra 10 5×1G一2

89 227
@　Ac 1，000 3x10－3

89 228
@　Ac 10 4

90 227
@　Th 200 2x10－1

90 228
@　Th 6 8xユ0昭

90 230
@　Th

3 3×10－3

90 231

@　Th 1，000 1，000

90 232
@　孚h 制限なし 制限なし

90 234
@　Th 10 10

9G Th 制限なし 制限なし

（天然の混合比のもの）

91 230

@　Pa 2G 8x1G一ユ

91 231

@　Pa
2 2×1G－3
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第　一　欄 第　二　欄 第　i三　欄

9正 233
@　P践

100 エGO

92 230
@　u

100 1x10一三

92 232
@　u

30 3x1G一盆

92 233
@　u

100 1×10｝1

92 234
@　u

100 1x10一1

92 235
@　u

1QO 2x1G一1

92 236
@　u

200 2×10一工

92 238
@　u

制限なし 糊限なし

92 u 制限なし 制限なし

（天然の混合比のもの）

92 u 制限なし 簡限なし

天然の混合比を超え

るものであって濃縮

度が20％未満のも

の

92 u 100 1xエ0一ユ

天然の混合比を超え

るものであって濃縮

度が20％以上のも

の

92 u 制限なし 制限なし

天然の混居腰に達し（　　　　　　　　）

ないもの

93 23？

@　Np
5 5×10－3

93 239
@　Np

200　　脚 200

94 238
@　Pu

3 3x10｝3

94 239

@　Pu
2 2x10－3

94 240

@　Pu
2 2x10－3

94 2些l

@　Pu
LOOO 1×10－1

94 2些2

@　Pu
3 3x10－3

95 24正

@　Am
8 8x10昭

95 243

@　Am
8 8x10『3

96 24a
@　Cm

200 2x10』三

96 243
@　Cm

9 9×10一3
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六
四

第　一 欄 第 二 欄 第 三 欄

96 244
@　C田

10 1×10－2

96 245

@　Cm
6 6×10一3

96 246

@　Cm
6 6×10…3

97 249

@　Bk 1，000 1

98 249
@　Cf

2 2×10－3

98 250

@　Cf
7 7×10－3

98 252

@　Cf
2 9×10｝3
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六
五

別表第2（第2条関係）

　種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第1に掲げる放射性物質以外の放

　射性物質の場合の数董の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形核燃料物質等である 特鋼形核燃料物質等以外の

区　　　　　　　分 場合の数量（A1値） 核燃料物質等である場合の

単位Ci 数量（A2値）　単位Ci

1．放出する放射線が一種

類の場合（2に該嶺する

場合を除く。）

イ　アルファ線を放出す

，る放射性物質の場合

（1＞半減期が千日未満 1，000（原子番号が82以 3（原子番号が82以上の

である場合 上のものである場合は、2） ものである場合は、

2x10略）
（2）半減期が千日以上 50（原子番号が82以上 5x10｝2　　（原子番号力弐82

百万年以下である場 のものである場合は、2） 以上のものである場合は、

合 2×王0　3）

（3）半減期が百万年を 1，000 3

超える場合

ロ　ベータ線を放出する 半減期が千醸未満である場

放射性物質の場合 合は3（原子番号が82以

（1）最大エネルギーが 1，000 上のものである場合は、2

0．5MeV未満であ x10－3）、半減期が千日以

る場合 上百万年以下である場合は

（2）最大エネルギーが 300 5　×　10扁2（原子番号；うミ82

0．5MeV以上1MeV 以上のものである場合は，

未満である場合 2×10廟3）、半減期が百

（3）最大エネルギーが 100 万年を超える場合は3

1MeV以上1．5臨V

未満である場合

（4＞最大エネルギーが 30

1．5MeV以上2MeV

未満である場合



（5）最大エネルギーが 10

2MeV以上である場

合

ハ　ガンマ線を放出する 9邦1・ooo副えるものに 多と・の発欄・掲げ磁

　放射性物質の場合

j　エックス線を放出す

あっては、LOOO）

P，000（原子番号が56以

量のうちいずれか小さいも

ﾌ半減期が千臼未満である場

る放射性物質の場合 上のものである場合は、 合は3（原子番弩が82以

200） 上の協のである場合は、

2×10昭）、半減期が千日

以上百万年以下である場合

は5×10　2（原子番号が

82以上のものである場合

は、　2x王0－3　）、半減其月カヨ

百万年を超える場合は3

2，放出する放射線が一種 親核種及び娘核種に対する 親核種及び娘核種に対する

類であり、当該放射性物 1の第一欄の区分に応じて 1の第一欄の区分に応じて

質が原子核の崩壊連鎖を それぞれ第二欄に掲げる数 それぞれ第三欄に掲げる数

生ずるもの（以下「親核 巌のうち最小のもの 鍛のうち最小のもの

種」というG）であって、

その半減期がその原子核

の崩壊によって生ずる放

射性物質（以下「娘核種！

という。）の半減期よりも長

く、かつ、娘核種の半減

期が十日以内である場合

3．放出する放射線が二種 それぞれの放射線に対する それぞれの放射線に対する

類以上の場合（4に該墨 1の第一欄の区分に応じて 1の第一欄の区分に応じて

する場合を除く。） それぞれ第二欄に掲げる数 それぞれ第三欄に掲げる数

量のうち最小のもの 量のうち最小のもの
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4．放出する放射線が二種

　類以上あり、当該放射性

　物質の半減期が娘核種の

　半減期よりも長く、かつ

　娘核種の半減期が十日以

　内の場合

それぞれの放射線に係る親

核種及び娘核種に紺する1

の第一欄の区分に応じてそ

れぞれ第二欄に掲げる数量

のうち酸小のもの

それぞれの放射線に係る親

核種及び娘核種に対する1

の第一欄の区分に応じてそ

れぞれ第三欄に掲げる数量

のうち最小のもの

備考　ハま、当該放射性物質が1キュリーの場合において、当該放射性物質から1メ

　　ートル離れた位置における最大放射線壁率をレントゲン毎時で表した値を示すざ

別表第3（第2条関係）

種類が一種類であり、かっ、種類が明らかでない放射性物質の一会の数量の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

区　　　　　　　分

特別形核燃料物質等である

鼾№ﾌ数量（A匡値）

@　　　　　単位　C三

特別形核燃料物質等以外の

j燃料物質等である場合の

迫ﾊ（A2値）単位　Ci

原子番号82以上の放射性

ｨ質：が含まれていない場合
10 4x10－1

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれている場合
2 2×10－3

六
七



別蓑第4（第2条関係）

　種類が二種類以上であり、かっ、種類の全部が明らかでない放射性物質の場合又は種

　類の一部が明らかであって種類鋼の数鍛の全部が明らかでない放射性物質の場合の数

　量の限度

第　一　瀾 第　二　欄 第　三　欄

特別形核燃料物質等である 特別形核燃料物質等以外の

区　　　　　　　分 場合の数量（AI値） 核燃料物質等である場合の

単位Ci 数貴（A2値）　単位Ci

1，　アルファ線を放出する

放射性物質が含まれてい 2 2×10唱
る場合

2．アルファ線を放出する

放射性物質が含まれてい
2 4×10『三

ない場合（3に該当する

場合を除く。）

3．核分裂生成物である場

合（1に該当する場合を 10 4x10－1
除く。）
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別表第5（第2条闘係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数鍛の全部又は一部が明らかであ

　る放麟性物質の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数景の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄

区　　　　　　　分 数　　　　　量　　単位Ci

放射性物質の種類の全部叉は一部が明ら

ｩであって種類別の数量の一部が明らか

ﾅない場合

次の簑式を満たす設じp口ρ2，…，Za及び

凾撃ﾌ数量

m＋璽一＋，．，＋坐＋x＝エXI　　　　　　　　　　　Y　　　X2　　　　　　　　Xn

放射性物質の種類及び種類別の数量の全

狽ｪ明らかである場合

次の算式を満たす銑，晦，…，隔の数量

備考　鈎，晦・…，街iは種類及び種類燐の数董が明らかな各放射性物質の数量

　　（キコ・り一）を、Xp　X2，…，Xnはそれぞれ飾，晦，…，¢nに係る

　　各放射盤物質に対する男r俵第1又は別表第2に掲げる数最（キュリー）を、yは種

　　類叉は種類甥の数最が明らかでない放射性物質の数量（キュリー）を、Yは、　yに係

　　る放射性物質の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表

　　第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）のうち最小のものを、yに係る放射

　　性物質の種類の全部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係る放射性物質

　　に押する別表第3に掲げる数量（キュリー）を示す。

六
九



別表第6（第2条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等

　しい放射性物質の場合の数爆：の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形核燃料物質等である 特溺形核燃料物質等以外の

区　　　　　分 場合の数量（A1値） 核燃料物質等である場合の

単位　Ci 数壁（A2値）単位Ci

その系列のすべての放射性 親核種に対する別衷第1又 親核種に対する別表第1又

物質（親核種を除く。）の は別表第2の第二欄に掲げ は別表第2の第三欄に掲げ

半減期が十日を超えず、か る数：量 る数量　噛

つ、親核種の半減期よりも

短い場合

その系列の娘核種のうち、 次の算式を満たす銑，晦 次の算式を満たす銑，gじ2，

その半減期が十艮を超え、 ㍉コσnの数量 ㍉館nの数量

又は親核種の半減期よりも

ｷいものがある場合

－＋璽＋…＋血＝1　　　　　　　XnXl　　X2 逃＋勉＋＿＋迦算1XI　　X2　　　　　　　Xn

備考　351，り二2，…，り5nはその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性物質の数

　　量（キュリー）をXp　X2，…，　XI1はそれぞれ銑，範，…，劣nに係る各放

　　射性物質に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）を示す。
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け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

別表第7（第20条関係）

1ミリレムに相当する粒子フルエンス

中性子エネルギー

0．025eV

　O．1eV

　　leV
　10eV
　100eV
　　lKev
　10KeV
　100KeV
　500KeV
　　lMeV
　　2MeV
　　3MeV
　　5髭［eV

　lGMeV
　20MeV
　50MeV
　100MeV
200酸eV

　500MeV
1，000MeV
2，000雌eV

3、00GMeV

粒子フルエソス（n／む涜）

936，000

　864，000

792，000

828，000

864．000

972，0GO

1，008，000

　172，800

　50，40G

　30，600

　25，200

　25，20G

　24、480

　24，480

　23，400

　21，960

　20ほ6G
　18，360

　12，960
　　7，920

　　5，760

　　5，040

備考　該当値がないときは、内そう法によって謙算する。

七
一



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

別
記
第
「
　
（
第
二
条
関
係
）
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
試
験

　
　
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
讃
き
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
古
同
さ

　
　
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
恥
部
の
平
端
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
戒
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
半
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
γ
チ

　
　
メ
；
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
芝
草
ン
チ
メ
…
ト
ル

　
　
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
．
二
分
の
｝
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
隠
し
、
　
一
二
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
｝
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
捧
の
煮
端
癒
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
男
面
の
薩
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
温
度
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
羅
く
こ
と
Q

　
　
　
せ
き

　
五
　
浸
漬
試
験

盤

　
　
イ
　
置
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
0

　
　
　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
頗
序
で

　
　
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
②
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
Q

　
　
㈹
　
温
度
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
ω
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
p
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
　
　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
ω
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
温
度
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
③
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
盟
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
二
（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
　
　
条
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。

　
　
p
　
イ
の
条
件
の
下
に
思
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
　
ω
　
そ
の
重
鍛
が
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・

　
　
　
　
・
篭
写
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
キ
ロ

　
　
　
　
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
…
ト
ル
の
古
同
さ
が
ら
、

　
　
　
　
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ

　
　
　
　
つ
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
　
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を



　
　
　
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
れ
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
妾
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
○
・

　
　
　
～
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
絹

　
　
　
罰
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
十
四
三
間
加
え

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
織
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
三
・
ニ
セ
ソ
チ
メ
…
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
［
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
琶
る
こ
と
。

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ

　
　
つ
て
は
、
龍
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
ω
及
び
②
の
条
件
の

　
　
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
容
器
に
収
納

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
の
量
の
一
　
倍
以
上
の
量
の
核
燃
料

　
　
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
備
え
て
い
る
核
燃
料
輸

　
　
送
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い
材
の
内
側
に
あ
る

　
　
も
の
又
は
当
該
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
を
す
べ
て
吸

　
　
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
表
面
の
放
射
線
鑓
率
が
二
百
ミ

　
　
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
葡
号
ロ
㈹
に
規
定
す
る
俸
を
一
・
七
山
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
　
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
p
　
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ

　
　
　
つ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ
ω
及
び
②
の
条
件
の
下

　
　
　
に
置
く
こ
と
。

溺
記
第
三
（
第
六
条
腿
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
　
般
の
試
験
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環

　
　
箋
に
｝
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
七
条
、
第
十
四
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試

　
験
条
件

　
一
　
第
一
一
号
の
条
件
の
下
で
核
燃
料
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
顧
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
Q

　
　
p
　
垂
直
に
固
定
し
た
難
壁
が
十
五
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
ひ
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
繭
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
温
度
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
三
　
深
さ
十
五
メ
f
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
四
　
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

　
備
考
　
第
～
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
九
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
［
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
Q

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

壷



　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
　
週
間
放
置
す
る
こ
と
Q

別
記
第
六
（
第
十
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件

　
｝
　
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
置
く

　
　
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
、
こ
と
。

七
四

，

一尭



別記窮7（第19条関係）第一類白標識

叱

〆

＼
陶

歯

絶
＼

倉⑧盒

畠
、
． ．

簾
霧

性
匪

　
㎝識　

0
1

儒誌
／

ヤ

，

“

　　

ﾊ
罐

．
賄
攣
、
＼ミ．4
　　　「

ン、．

蟻叢蕪蕊諏帥e8懇臥楚瀦蝶終e《坦㌶匁・Q鰻騒e撚縷醐羅細製奮燗曝

注1　三葉マークは、別記第10のとおりとする。

　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納

　　されている核燃料物質等の名称及び放射能を記

　　入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を削ることができる。

　4　色彩は、次表によること◎

部　分 色　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒

糊



　　箪蓑蕪鼻凱締e目墾以楚瀞継終e宏三2興匁ゆ塑肇e超鞍堀糾細製愈｝Q超酬冬

別記第8（第19条関係）第二類黄標識

　
　
〆

　
＼

　
．
㌦

％
・
．
＼

》
＼

幽㊥盒

蕊

＼
　　　　／0
　　　　　凶、

撫鰭1》／
＼

〆

　セ

　鯉　三薫　指　数
TRANSPORT「ND彫X

＼．／／
ル

“

／

腎

猟

注1　三葉マークは、別記第10のとおりとする。

　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　射能及び輸送指数を記入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を削ることができる。

　4　色彩は、次表によること。

部　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



別記第9（第19条関係）第三類黄標識

＼・ら亭

　、＼　　　黛

　　　　申
　　　　＼　　　　　κ

心
ム
畠

／
／

墨．綴幽鋼1％
　ACTiv韮TY　　　　　，．、＿，　、，　CURlES　　　　　　　ぐ♂

　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　輪　送　指　薮
　　　TKANSPORT　IND£X＼

？＼／

箪養蕪撃甑雛QH黙以楚蹄蝋塩e芯羅興匁ゆ繭麺Q螂鞍網斜如製鎗ゆミロ懸

注1　三葉マークは、別記第10のとおりとする。

　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　射能及び輸送指数を記入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を削ることができる。

　4　色彩は、次表によること。

部　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒

稗



　　箪蓑蕪蕊蟹恥e目螺以楚嬢蝋港e蜜慧翼匁ゆ期蝋e螂趨増轡細製怠燗ロ1旨

別記第鴇（第エ9条関係）三葉マーク

2∠，

択

注1　君は、0．2センチメートル以上とする。

　2　色彩は、黒とする。



○原子力安全局長通達

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
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殿

　　　54安局第55号
　　　昭和54年2月22日

改正　56安静第34号
　　　昭和56年2月　9　日

科学技術庁原子力安全局長

　核燃料物質等の濡場又は事業所の外における運搬に

関する科学技術庁長槍の確認等について　（通達）

　核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年総理府令

第57号。以下「規則」という。）第16条及び核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける運搬に関する技術上の基準に係る細霞等を定める告示（昭和53年科学技術庁告

示第11号。以下「告示」という。）第23条の規定の実施細霞等について、科学技術庁

長官（以下「長官」という。）の命により、下記のとおり定めたので通知します。

　なお、「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12

月8日付け52安興趣405号。以下「旧通達」という。）は、本日をもつて廃iししま

すが、昭和54年3月4日までに行う運搬については、なお従前の例により核燃料輸送

物の確認を受けて下さい。

己一
＝
ロ

1．核燃料輸送物の設計の承認の申請

α）告示第23条の核燃料輸送物の設計についての長官の承認を受けようとする者は

　　別記第王の様式による申請書を提出すること。

（2）（1）の承認を受けた核燃料輸送物の設計の一部を変更しようとする者は、別記第2

　　の様式による申請書を提出すること。

（3）（1）の承認の有効期間を更新しようとする者は、有効期限の一月前までに、別記第

　　3の様式による申請書を提出すること。

七
九

2　輸送容器の承認の申講

ω　告示第23条の輸送容器についての長官の承認を受けようとする港は、別表の要

　　領により、当該輸送容器の検査を実施し、その結果を添付して、別記第4の様式に

　　よる申請書を提出すること。

（2）（1）の承認を受けようとする者は、科学技術庁原子力安全局核燃料規制課長あて、



　別記第5の様式による申請書により、輸送容器の検査の立会いを申請することがで

　きる。

（3）（1）の承認の有効期間を更新しようとする者は、有効期限の1月前までに、別記第

　6の様式による申請書を提出すること。

3，輸送容器の承認に伴う措置

（1）輪送容器の承認を受けた者は、運搬の前に、別記第7の様式による輸送容器登録

　票をそれぞれの輸送容器に取り付けること。

　　ただし、外国から輸入されるA型核分裂性輸送物（A型輸送物であって核分裂性

　輸送物であるもの）であって引き続き国内で使用されるもの以外のものを運搬する

　場合であって、輸送容器登録票を携行して運搬するときは、輸送容器への取付けを

　要しない。

②　輸送容器の承認を受けた者は、当該承認の有効期間中、核燃料輸送物設計承認申

　請書に記載した方法により、1年に1回以上（年間の使用回数が10回を超えるも

　のにあっては、使用圓数10回ごとに1圓以上）、それぞれの輸送容器について定

　期自主検査を実施するとともに、その性能を健全に保持することQ輸送容器の定期

　検査の記録は、製作時検奄の記録と併せて、当該輸送容器の承認の有効期間中、こ

　れを保存すること。

（3）輸送容器の承認を受けた者は、輸送容器の承認の有効期間途中において、当該輸

　送容器の使用を廃止した場合、又は当該輸送容器の性能が承認を受けた核燃料輸送

　物の設計の性能に合致しないこととなった場合には、速やかに、別記第8の様式に

　　よる輸送容器登録廃止届を堤出することσ

4．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166

号。以下ゼ法」という。）第59条の2第2項（法第66条第2項において準用する場合

　を含む。以下同じ。）の運搬に関する長宮の確認の申請

（11法肩59条の2の規定は、使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外

　国原子力船運航餐及び再処理事業者並びにこれらの者から運綴を委託された春のう

　　ち、運搬に関しすべての保安の責任を負うことになっている者が、規則に定める技

　術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならないという主旨で

　　あるので、同条第2項に規定する確認の申請は上記責任を有する奢でなければ行え

　ないことに留意すること。

（2）規則第16条第1項各号に掲げる書類の記載事項は、別記第9から別記第13ま

　でによるものとする。

（3）期則第16条第2項の規定により、岡条第1項第2号及び第3号に掲げる書類の

　堤出を省略しようとする港は、長官の交付した核燃料輸送物設計承認書及グ輸送容
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登

器承認書の写しを同条第1項に規定する確認申請書に添付すること。

5，原子力安全局長の設計承認等

α）　旧通達に基づく原子力安全局長の設計の承認を受け、又はこれと岡等の原：子力安

　全局長の設計証明を受けた核燃料輸送物を運搬する場合には、その有効期間内にお

　いて、長官が適当と認めるときは、当該設計承認譲叉は証明書の写しをもって、4．

　（2）の長官の核燃料輸送物設計承認書の写しに代えることができる。

②　i日通達と基づく原子力安全局長の登録証の交付を受けた輪送容器を用いて運搬す

　る場合には、その有効期間内において、当該輸送容器の性能が健全に保持されてい

　　ると長官が認めるときは、当該登録証の写しをもって、4．（2）の長官の輸送容器承認

　書の写しに代えることができる。また、この場合、旧通達に基づく輪送容器登録票

　　をもって、3．（1＞の輸送容器登録票に代えることができる。

6，特別形核燃料物質等の設計の承認

　告示第2条第1号に定めるA2値を超える放射能を有する特別形核燃料物質等をA

型輸送物（核分裂性輪送物であるものを除く。）として運搬しようとする場合は、あ

　らかじめ、別記第14の様式による申請書により、当該特別形核燃料物質等の設計が

告示第2条第1号に定める特別形核燃料物質等の基準に適合することについて、原子

　力安全局長の承認を受けること。

7．　IAEAの油送基準に適合することの証明

　告示第23条に掲げる長官の設計の承認を受けた核燃料輸送物の国際輸送にあって

は、当該核燃料輸送物の設計がIAEAの輸送基準に適合することについて、別記第

　15の様式による願いにより、原子力安全局長の証明書の交付を願い出ることができ

　る。

8．塩煎59条の2第1項に規定する運搬を伴わない運搬に係る核燃料輸送物（以下、

輸送物という。）の設計の届出等

　偏心物については、その設計等について、下記のく1）から（4）までの規定により、科学

技術庁原子力安全局核燃料規欄課長あて届け出ること。



（1）輸送物の設計の届出

　σ）運輸省に輸送物の設計承認申請をする者は、別記第16の様式により届け出る

　　こと○

　（ロ）ωの届出を提出した輸送物の設計の一部を変更しようとする者は、別記第17

　　の様式により届け出ること。

　の　運輸省に輸送物の設計承認更新申講をする者は、別記第18の様式により届け

　　出ること。

（2）　輸送容器の届出

　㈲運輸省に輸送容器登録申請をする巻は、別表の要領による当該輸送容器の検査

　　の結果を添付して、別記第igの様式により届け出ること。

　（ロ）ωの届出を提出しようとする者は、別記第20の様式による要講書により、輸

　　送容器の検査の立会いを要請することができる。

　の　運輸省に輸送容器登録更新申請をする奢は、別記第21の様式により届け出る

　　こと。

　（→　輸送容器の登録の有効期間途中において、当該輸送容器の使矯を廃止した場合、

　　又は当該輸送容器の性能が承認を受けた輸送物の設計の性能に合致しなくなった

　　場合には、速やかに、別記第22の様式により届け出ること。

（3）特鋼形核燃料物質等の設計の届出

　　「船舶による放射姓物質等の運送基準の細目等を定める告示」（昭和52年11

　月17日、運輸省告示第585号）に定めるA2値を超える放射能を有する特別形核

　燃料物質等をA型輸送物（核分裂性伝送物であるものを除く。）として運搬しよう

　とする場合は、あらかじめ、劉記第23の様式による特別形核燃料物質等設計届を

　提出すること。

（4）輸送物の運搬の届出

　　法第59条の2第1項に規定する運搬を伴わない運搬を行おうとする者は、別記

　第24の様式により届け出ることQ
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○別記第1

科学技術庁長官

核燃料輸送物設計承認申請書

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　代表者の氏名）　　　　　　④

下記の核燃料輸送物について設計の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

己工＝
口

1．核燃料輪弾物の名称

2．核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあっては、その種類

3，核燃料輸送物に関する説明

（1）輸送容器の材料の種類

（2）核燃料輸送物の総重量

（3）外形寸法

（4）外　　観

（5）収納する核燃料物質等の設計仕様

イ
ロ
ハ

ホ
ヘ
ト
チ
リ

種　　類

重　　量

放射能の量（主要な核種ごとの値及び合計値）

性　　状

濃縮度

燃焼度

発熱量
冷却日数

その他

4．輸送制限個数及び配列方法

5，臨界計算における水密性に関する事項

6．BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

　の説明



7．核燃料輸送物の取扱い及び保守に関する事項

（別紙記載事項）

噌
1
り
9
3
4
F
D

核燃料輸送物の説明

核燃料輸送物の安全解析

輸送容器の製作方法

核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

安全設計、安全輸送に関する特記事項

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○別記第2

科学技術庁長官

核燃料輸送物設計変更承認申請書

殿

号
日

　
月

番
年

割　所

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代表者の氏名）　　　　㊥

下記の核燃料輸送物について設計変更の承認を受けたく、別紙のとおり申諸します。

1．既に交付された設計承認番号

2　核燃料輸送物の名称

3．変更内容

4　変更理由

記

（男弓紙言己載事項）　（注　）

　1．核燃料輸送物の説明

　2，核燃料輪送物の安全解析

　a　輪送容器の製作方法

　4．核燃料輪送物の取扱方法及び保守の方法

　5．安全設計、安全輸送に関する特記事項

注　　劉紙記載事項は変更に係る部分について記載すること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
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○溺記第3

　　　　　　　　　　　核燃料輸送物設計承認更新申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　科学技術庁長官

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　⑳

　核燃料輸送物の設計承認の更新を受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

韮．核燃料輸送物の名称

2，設計承認番号

3．更新の理由

備考　1　本申請書には、既に交付を受けている核燃料輸送物設計承認書の写しを添付

　　　　すること。

　　　2　この用紙の大きさは、臼本工業規格A4とすること。
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○別記第4

日
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　　　　　　　　　　　　　　輸送容器承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

科学技術庁長宮

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　⑳

　下記の輸送容器について承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の名称

2　輸送容器の煽数

3．核燃料輸送物の設計承認番号

（別紙記載事項）

　1．輸送容器の製作時検査結果に関する説明（注1）

　2。輪送容器の性能維持に関する説明（注2）

　注1　別表の検査要領による検査結果を記載すること。

　　2　輸送容器の完成後輸送容器の承認申講時まで、当該輸送容器が健全に保守され

　　　ていることを示す事項を記載すること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○別記第5

　　　　　　　　　　　　　輸送容器検査立会申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　厨

科学技術庁原子力安全局

核燃料規制課長
　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　㊧

　輸送容器検査の立会いを受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，輸送容器の名称

a　輸送容器の個数

3　核燃料輸送物の設計承認番号

4　製作工程表

5、検査の立会いを受けようとする期瞬及び場所

備考　この馬紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○別記第6
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　　　　　　　　　　　　　輸送容器承認更新申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

科学技術庁長官

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代裏者の氏名）　　　　㊥

　輸送容器の承認の更新を受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の名称

2，設計承認番号

a　輸送容器登録番号

4　輸送容器の性能維持に関する説明

備考1　本申請書には、定期検査記録を添付すること。

　　2　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

八
九



○別記第7
輸送容器登録票

輸送容器登録票（記載例）

Registratlon　Label　of　Packaging

輸送容器登録番号

SerlaI　Number　of Packaglng NO．　A－20

有　効　期　限　　　　　　　　　　　　　　　　昭和55年9月16日

This　Registra£io鍛　Shall　be　va韮id　tlII　　Sep．16，1980

核燃料輸送物の名称

Name　of　Packaglng

設計承認番号

Compete駐t　Authority
Marks

Identif歪cation

GAK－5288

」／51／AF

トー一一一一一1・㎝以上一
備考1　目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。

　　2　輸送容器登録票は、本邦内においてのみ運搬されるものにあっては英語の部分

　　　を削ることができる。

§
O
囲
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○鋼記第8

工
場
又
は
事
業
所
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に
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け
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搬
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す
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術
庁
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の
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に
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て
（
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長
通
達
）

科学技術庁長官

輸送容器登録廃止届

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代表青の馬名）　　　　塗

輪送容器の登録を廃止したく、下記のとおり届け出ます。

1．輸送容器の名称

2　輸送容器の登録番号

3．廃止の理由

記

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

空



○男IJ言己第9

規則第16条第1項第1号の説明書の記載事項

1．収納する核燃料物質等の仕様（注1）

2．仕様の決定方法（注2）

3，設計仕様との比較（注3）

注王　輸送容器ごとに記載すること。

　2　燃焼度、放射能の量、発熱燈等計算により算出した仕様の計算方法について記載

　　すること。実測による場合は、測定方法について記載すること。

　3　核燃料輸送物の設計承認を受けている場合、承認を受けた設計に係る核燃料物質

　　等の設計仕様と収納する核燃料物質等の仕様との比較について記載すること。

○易弓言己第10

規則第16条第1項第2号の説明書の記載事項

核燃料輸送物の説明

核燃料輸送物の安全解析

輸送容器の製作方法

核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

安全設計、安全輸送に関する特記事：項
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○男1」言腐刑11

工
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事
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お
け
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運
搬
に
関
す
る
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技
衛
庁
長
官
の
確
認
に
つ
い
て
（
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子
力
安
全
局
長
通
達
）

規則第16条第正項第3号の説明書の記載事項

浬　輸送容器の製作時の検査に関する説明（注1）

2　輸送容器の性能維持に関する説明（注2）

注1　別表の検査要領による検査結果を記載すること。

　2　輸送容器の完成後運搬の確認申請時まで、当該輸送容器が健全に保守されている

　　ことを示す事項を記載すること。

0別記第↑2

規則第16条第1項第4号の説明書の記載事項

1．核燃料輪送物の発送前検査に関する説明（注）

2　発送前検査を行う予定時期

3，発送前検査を行う場所

　　　注　　発送前に行う検査の具体的方法及び合格基準を記載すること。

藍

　　備考　核燃料輸送物の表面及び表面から1メートルの鐙離における放射線量率の合格基

　　　　準値を核燃料輸送物ごとに記載した書類を添付すること。



○男1」言己第13

規則第エ6条第1項第5号の説明書の記載事項

1，運搬機器及び積載方法

（1）　運搬機器の概要

（2）積載方法及び固縛方法

（3）運搬機器の放射線景率

　（4＞運搬物の個数

⑤　運搬物の輸送指数及びその合計値

2．　運搬実施体制

（1）運搬責任者、運搬実施者、運搬従事者及び岡行ずる専門家

（2）　放射線管理要領

（3）運　搬　要　領

（4）応急措置要領

3．規則第14条各号に掲げる基準に適合することについての説明

工
場
又
は
事
業
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け
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○男嘩言己第歪4
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長
通
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　　　　　　　　　　　特別形核燃料物質等設計承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　科学技術庁原子力安全局長：

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　㊧

　下記の特別形核燃料物質等について設計の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，特別形核燃料物質等の名称

2．特別形核燃料物質等に関する説明

　（1）重　　量

　（2）外形寸法

　③　外　　観

　（4）核燃料物質等の設計仕様

（　1ヨ目紙言己載事項　）

　特別形核燃料物質等の設計が告示第2条第1号の技術基準に適合することについての

説明

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

九
五



○男11言己第15

核燃料輸送物設計承認英文証明願

科学技術庁原子力安全局長

殿

号
臼

　
月

番
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表港の氏名）　　　　㊥

　下記の核燃料輸送物の設計が「IAEA放射性物質安全輸送規則（1973年版）」

の技術基準に適合していることについて英文により証明していただきたく、別添により

申請します。

正．核燃料輸送物の名称

2．設計承認番号

己
二一

ﾑ

備考　この用紙の大きさは、日本エ業規格A4とすること。
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○別記第15の英文

　　　　　　　SCI£NCE　ANI）　TECHNOLOGY　AGENCY

　　　　2－2一玉　Kasumigasek圭　Chlyoda－ku，　Tokyo　Japan

　CERTIFICATE　OF　APPROVAL　OF　PACKAGE　DESIGN
　FOR　THE　TRANSPORT　OF　RADIACTIVE　MATER　IALS

Thls　is　£o　certify，　in　response　to　the　apPIicat重on　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on　　　　　　　．　　　　　　．

that　the　Design　of　Package　described　hereln　satlsfies

the　design　requireme眠s　of　Type　Flssile　ClassPackage
speci圭ied　孟n　Regulations　重or　the　Safe　Transpor匙　of

Radioactive　Materia正s（夏nternationa歪　Ato癬ic　Energy

Agency，　Sa｛ety　Series　NO．6，王973　Editlon）

COMPETENT　AUTHOR蓋TY
IDENTIFICATION　MARK　J／／

Date Nobαy唾孟Makimura
Dlrector　General，

Nuclear　Safety　Burea縫

Sc孟ence　and　Technology　Agency

Competent　Authority　of　Japan　for

Packages　of　Nuclear　Materlals

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



(ecxntg)

1 NAME OF PACKAGING 1
2 SPECIFICATION OF CONTENT
 (l) DESCRIPTION OF CONTENTS
  (DMaterialofNuclearFuet :
  (ii) IRitial Enrichment
 (2) RESTRICTIONS ON CONTENTS
  (i)TotalWeightofNuclearFuel :
  (ii) Totai Activity 1
  Cii) Total Heat Generation Rate

  (iv) Burn Up Rate :
  (v) Cooli'ng Time :
3 SPECIFICATION OF PACKAGING
 (1)TOTALWEIGHTOFPACKAGE :
 (2) OUTER DIMENSION OF PACKAGING..

 (3) MATERIALS OF PACKAGING
  (i)
 (li)

 (4) PACKAGE ILLUSTRATION :(See the atta-
4 TERMS OF CRITICALITY CLEARANCE : chedfigure)
5 ASSUMED AMBIENT CONDITIONS
(i) Ambient Temperature

(D Inselation Data :
6 RESTRICTIONS ON TRANSPOR.T
7 INSTRUCTIONS ON USE AND MAINTENANCE OF
  PACKAGING
(i)

(li)

8 ACTIONS PRIOR TO SHIPMENT
  Each package shail be checked for the following
  items before shipment
(i)

(ii)

9. TffIS CERTIFICATE IS VALID T.ILL                            h10. THIS CERTIFICATE DOES NOT RELIEVE THE CON--
  SIGNOR FROM COMPLIANCE WITH ANY REQUIREME-
  NT OF THE GOVERNMENT OF ANY COUNTRY THROU-
  GH OR INTO WHICH THE PACKAGE WILL BE TRAN-
  SPORTED.
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○刃1圭下妻第雀6

科学技術庁原子力安全：局

核燃料規鵠課長

核燃料輸送物設計届

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　代表者の氏名）　　　　　　（⑩

　下記の核燃料輸送物の設計について、別紙のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1　核燃料輸送物の名称

2　核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあっては、その種類

3　核燃料輸送物に関する説明

　（1）輸送容器の材料の種類

　（2）核燃料輸送物の総重燈

　（3）外形寸法

　（4）外　　　観

　（5）収納する核燃料物質等の設計仕様

　　イ　種　　類

　　ロ　重　　量

　　ハ　放射能の量（主要な核種ごとの値及び合計値）

　　二　性　　状

　　ホ　濃縮度

　へ　燃焼度

　　ト　発熱最

　　チ　冷却日数

　　り　その他

4．輸送制限偶数及び配列方法

5．臨界計算における水密性に麗する事項

6．　BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

の説明



7．核燃料輸送物の取扱い及び保守に麗する事項

（別紙記載事項）

　1．　核燃料輸送物の説明

　2．核燃料輸送物の安全解析

　3，輸送容器の製作方法

　4．核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

　5，安全設計、安全輸送に関する特記事項

備考　この用紙の大きさは、欝本工業規格A4とすること。
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○雰」言己第17
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達
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科学技術庁漂子力安全局

核燃料規制課長

核燃料輸送物設計変更届

殿

番　　　号

年　　月　　日

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　代表者の氏名）　　　　　　磁

下記の核燃料輸送物の設計変更について、別紙のとおり属け出ます。

1，既に交付された設計承認番号

2．核燃料輸送物の名称

3，変更内容

4．変更理由

記

（別紙記載事項）（注）

　1．核燃料輸送物の説明

　2．核燃料輸送物の安全解析

　3．輸送容器の製作方法

　4，核燃料輸送物の取扱方法及び保守の方法

　5．安全設計、安全輸送に関する特記事項

i

注　　別紙記載事項は変更に係る部分について記載すること。

備考　この用紙の大きさは、昌本工業規格A4とすること。

δ



○易IJ言己第歪　8

科学技術庁原子力安全局

核燃料規制課長

核燃料輸送物設計更新届

殿

　核燃料輸送物の設計の更新について、

1，核燃料輸送物の名称

2．設計承認番号

3，更薪の理由

号
日

　
月

番
年

　　注　所

　　氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　　代表者の氏名）　　　　　　㊥

下記のとおり届け出ます。

　記

備考　エ　本申請書には、既に交付を受けている核燃料輸送物設計承認書の写しを添付

　　　すること。

　　　2　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○男1」言己第1　9

1
9
勲
3

科学技術庁原子力安全局

核燃料規制諜長

輸　送　容　器　届

殿

口
写
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　び代表者の氏名）　　　印

下記の輸送容器について、別紙のとおり届け掴ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

輸送容器の名称

輸送容器の個数

核燃料輸送物の設計承認番号

（　男lj紙言己載事項　）

　1，輸送容器の製作時検査結果に関する説明（注1）

　2。輸送容器の性能維持に関する説明（注2）

注1　別表の検査要領による検査結果を記載すること。

　2　輸送容器の完成後輸送容器の届出まで、藪該輸送容器が健全に録守されている

　　ことを示す事項を記載することQ

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



○男q言己第20

　　　　　　　　　　　　輸送容器検査立会要講書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　科学技術庁原子力安全局

　核燃料規制課長
　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人につあては、その名称及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名）　　　　　　⑳

　輸送容器検査の立会いを受けたく，下記のとおり要請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

．1．輸送容器の名称

2．輸送容器の個数

3．核燃料輸送物の設計承認番号

4．製作工程表

5．検査の立会いを受けようとする期録及び場所

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○男1」言己第2葉
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科学技術庁原子力安全局

核燃料規制課長

輸　送　容　器　更　新　届

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　代表者の氏名）　　　　　　⑲

輸送容器の更新について、下記のとおり届け出ます。

輸送容器の名称

設計承認番号

輸送容器登録番号

輸送容器の性能維持に関する説明

更新の理由

己二＝
口

備考　1　本申請書には、定期検査記録を添付すること。

　　　2　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすることQ

δ
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科学技術庁原子力安全局

核燃料規制課長

輸　送容　器廃　止　属

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　代表春の氏名）　　　　　　（㊥

輸送容器を廃⊥としたので、下記のとおり届け出ます。

1，輸送容器の名称

2．輸送容器の登録番号

3．廃止の理由

記

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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て
（
原
子
力
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局
長
通
達
）
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工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
に
つ
い
て
（
漂
子
力
安
全
局
長
通
達
）

科学技術庁原子力安全局

核燃料規欄課長

特別形核燃料物質等設計届

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあって・は、その名称及び

　　　代袋者の氏名）　　　　　　⑳

下記の特別形核燃料物質等の設計について、別紙のとおり届け出ますQ

1．特別形核燃料物質等の名称

2．特別形核燃料物質等に闘する説明

（1）重　　量

（2）外形寸法

（3）外　　観

（4）核燃料物質等の設計仕様

己冨口

（　男｛」紙言己載事項　）

　特別形核燃料物質等の設計が船舶による放射性物質等の運送基準の細絹等を定める告示

（昭和52年運輸省告示第585号）第4条第1号の技術基縷に適合することについての

説明

備考　この用紙の大きさは、躍本工業規格A4とすることQ

δ
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　　　　　　　　　核燃料輸送物確認届
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
科学技術庁漂子力安全局

核燃料規制課長
　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　建　所

　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表巻の氏名）　　　　　　⑭

核燃料輸送物について、別紙の書類を添えて、下記のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　記

事　　業　　の　　区　　分（注1）

運搬をしょうとする核燃料物質等の
嵭ﾞ、性状及び量　　　　　　（注2）

運　　　搬　　　の　　　目　　的（注3）

運　　搬　　予　　定　　時　　期

核燃料輸送物の名称（注4）

核燃料輸送物の種類及び核分裂

ｫ輸送物にあっては、その種類

核燃料輸送物の総重最（注5）

収燃
[料
ｷ物
骼ｿ
j等

重　　　　量（注6）

核
燃
料
輸
送
物
に
関
す
る
説
明

放射能の量（注7）

（注8）

A
送
容
器

外形寸法（注9）

重　　　　量（注10）

輸　送捌限　個数
核送
ｪ物
�ﾌ
ｫ場
ｷ合

配列方法（注11）

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
沼
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）
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（別紙書類）

1．運搬する核燃料物質等に関する説明書（注12）

2．設計承認書の写し

a　輸送容器承認書の写：し

4　核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書（注13）

注1　使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外臨原子力船運航者若しくは

　　再処理事業春又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を

　　委託された者にあっては、委託者の名称及び事業の区分を併記すること。

　2　種類については酸化ウラン粉末、軽水炉用新燃料集合体、軽水炉使用済燃料等に

　　区別して、性状については物理的・化学的形態を、鼠についてはトソ、キログラム

　　叉はグラム単位（有効数字2けた）で記載すること。

　3　当該運搬に係る出発地及び目的地のエ場又は事業翫の名称及び所在地を併せて記

　　載すること。

4
5
6
7
8
9
0
玉

　
　
　
　
　
　
圭
　
－

核燃料野送物の通称を記載すること。

トソ、キPグラム又はグラム単位（有効数字2けた）で記載すること。

注5の例により記載すること。

総桜及び主要な核種ごとの量をキュリー単位（有効数量2けた）で記載すること。

輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な騒面を添付すること。

センチメートル又はメートル単位（有効数字2けた）で記載すること。

注5の例により記載すること。

任意の配列方法又は特定の配列方法の別を記載し、特定の配列方法の場合には、

　当該運搬する核分裂性輸送物相互間の躇離を明記した配列方法についての説明を添

　付すること。

12　記載事項は、別記第9によること。

13　記載事項は、別記第12によること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

δ
九
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○別表　輸送容器検査要領

目0

検　査　項　農 検　査　対　象 検　査　　方　法 合　格　基　　準

外　観　検　査 BM，　BU，　AF 容器の外観を醸視で検査する。 蕩、割れ、塗装及び形状等に異常のないこと。

材　料　検　査 BM，BU

容器に用いられた材料について、

~ルシート等により照食するか又

ﾍ引張試験等により降伏応力、引

｣強度等の材料特性を検査する。

設計承認雪叩認（以下「申請露」という。）に記載された

ﾝ計条件を満足していること。

寸　法　検　査 BM，　BU
主要寸法を計測器を用いて検査す

驕B

申請書に記載された図示公差内にあること。

溶　接　検　査 BM，BU

1）外観　2）開先寸法　3）液

ﾌ浸透探傷試験　4）放射線透過

詞ｱ等により溶接の健全性を検査

ｷる。

申請書に記載された設計条件を満足していること。

吊上げ荷重検査 BM，　BU
トラニオソに油圧等により荷馬を

t加し、異常の有無を検査する。

吊上げ荷重の2倍の荷重に耐えること。

重　墨　検　査 BM，　BU
完成容器の重澱又は各部分の総重

iを検査する。

申請書に記載された重量以下であること。



検　査　項　目 検　査　対　象 検　査　方　法 合　格　基　準

バスケット等の寸法及び外観を検 申請書に記載された設計条件を満足すること。

思し、中性子吸収材を使用してい
未．臨界検査 BM，　BU，　AF

る場合はその含有物、分布等を検

査する。

しゃへい寸法 γ線、中性子線しゃへい用に用い 申請書に記載された設計条件を満足すること。

検査
BM，　BU，　AF

られる部分の寸法を検査する。

弁及び非常用安全装置等が装備さ 申請書に記載された設計条件を満足すること。

作動確認検査 BM，BU，　AF れた容器にあっては、当該装置が

正常に作動するか否かを検査する。

バスケット、蓋井守の脱着、取出 申請露に記載された取扱いを行っても異常のないこと。

取　扱　検　査 BM，　BU，　AF し、吊上げ等の取扱いについて異

常の有無を検査する。

気圧又は水圧を加え、容器の変形 異常な変形、ひび、翻れ等がないこと。
耐　圧　検　査 BM，BU の有無等を検査する。

ヘリウムリークテスト、加圧漏洩試験又 漏洩率が申請書に記載された値以下であること。
気密漏洩検査 BM，　BU

は真空試験等により漏洩率を検査する。

H螺以楚膝蝋瞳e《ま2講匁ゆ鰯懸ま2睡墾｝Q菰卦鰹塚蚤螺加e鰻離上203ト・（瞳串・R懲姻艇蝋晒遡） ｝1｝
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検　査　項　目 検　i査　対　象 検　査　方　法 合　格　基　準

伝　熱　検　i奮 BM，　BU

収納燃料の崩壊熱に相墨する電熱

qーター等の熱源を容器内に装墳

ｵ、容器各部の最高温度、温度分

zを検査する。

外気条件を補正したのち、申請書に記載された温度以下で

?ること。

しゃへい性能
氓我ﾑ

BM，　BU
容器内に60Co等の線源を装填

ｵ、しゃへい性能を検査する。

（玉〉しゃへい上の欠陥部分が存在しないこと。

i2）その他申請書に詑載された条件を満昆すること。

注　BM，　BU：BM型輸送物及びBU型輸送物に係る輸送容器を示す。

　　AF：核分裂性物質を封入するA型核分裂性輸送物に係る輸送容器を示す。



○原子力安全局核燃料規制課内規集
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核燃料物質等輸送物設計承認申請書
　　　　　　　記　載　要　綱

核燃料物質等輸送物設計承認申請書記載要綱（改訂第2版）について

1．本要綱については、初版が昭和51年2月、改訂第1版が昭和53年i2月、当課より発

行されているが、今般その後の審査の経験等を勘案し、新たに内容を見直すとともに、

昭和54年初頭より「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づ

き新しい運搬規制が実施されるので、改訂第2版を発行することとした。

2．本要綱は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基

準に係る細霞等を定める告示」（昭和53年科学技術庁告示第11号）第22条の科学技術

庁長官の核燃料輸送物の設計承認申請書の記載事項及び記載内容であるとともに、

　「核燃料物質等の」二場又は事業所の外における運鍛に関する規則」（昭和53年総理府

令第57号）第16条第1項第2号の説明書の記載にあたって参考とすることができる。

3．申請書又は説明書の記載にあたって、基準は上記府令・告示によるが、その他「放

射性物質等の輸送に関する安全基準」（昭和50年1月原子力委員会決定）及び「IAEA

放鮒性物質安全輸送規則（1973年版）」も参考とされたい。

科学技術庁原子力安全局　核燃料規制課
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（イ）

輸送物の説明

㈲一A 霞約及び条件 輸送物の使用目的、輸送容器の型名、核分裂

性物質の場合はその種別、及び輸送指数等の総

括的事項について記述する。

軽〉一B 輸送物の種類 A型、BM型、　BU型の別及び核分裂性輸送

物にあっては、その区分を記述する。

｛イ｝一C 輪送容器 総重量、構造材料、中性子吸収材、減速材、

主要部分の寸法及び構造、容器、弁、試料採取

口、熱除去の方法、冷却材の燈及び種類、内部

及び外部の突嵐物、吊り上げ用具及び締め付け

装置、しゃへい材及びその構造、圧力逃がし弁、

密封装置等の輸送物の解析に必要な基本設計に

ついて外形網、断面図、材料表、溶接法等を周

いて説明するQ複雑な輪虫物の場合には、輸送

物のすべての弁、接続部、配管、孔、パッキン

グ、密封境界等の線図を添付し構造及び使嗣法

について説明を行う。

㈲一1） 輸送容器の収納物 主要な核種の放射性物質の量（放射性強度）、

1 物理的形状、化学的性質、材料密度、減速比、

核的安全の評価に必要な形状、最大崩壊熱量、

密封容器最大灰力、他の装荷日限及び全体の放

射能強度等について説明を行う。

（ロ） 輸送物の安全解析

（ロ）一A 構造解析

A、1 構造設計

A．1、1 概　要 密封容器、機械的衝撃の吸収装蟹（緩衝体）、

ふた、バスケット及び弁等の輸送物の安全な取

扱いに必要な基本的構造及びシステムについて

記述し、これらを図示した上、構造設計等につ

いて説明を行う。

A．1．2 設計基準 設計基準として用いられる負荷（荷重等）の

組合せ、最大許容応力、（降伏応力文は引張強

さの100分率として記述する。）、容器各部の

種々の条件における応力及び歪、衝撃に用いら
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九

項 目 内　　　　　　　　　容

れる基準、材料性質、設計財界並びに負荷及び

応力の組合せ方法等に用いられる計算コードの

概要及び基準を記述する。

A．2 重最及び重心 輸送容器及び収納物の総重心、各構成機器の

重量の一覧及び輸送物等の重心について記述す

る。

A3 材料の機械的性質 構造評晒に滅いられる主要部の材料の通常輸

送条件および高無下における機械的性質（降伏

点、引張強さ、弾性率、最大盃、密度及び熱膨

張率等）、緩衝体の圧縮応カー歪の曲線、並

びに材料の性質の決定方法（試験条件、測定方

法等）を記述する。

A．4 輸送物の基準

A。4．1 化学的及び電気的反 輸送容器内及び輸送内容と収納物の間での化

応 学的、電気的及びその他の類似の反応について

説明を行う。接触する異鍾材料の一覧を記嚇す

る。

接触による危険な反応を防Iしするために講じ

　　　．、轤黷ｽ特別な対策とその効果について説明を行

戸

つo

A．4．2 密封装置 通常の輸送時には閉放されてはならない輸送

物の部分（ふた及び弁等）が誤操作等により開

かれないように講じられた措置について説明を

行う。

A。4、3 吊上用具 輸送物の吊り上げ用具（トラニオソ等）及び

その付属韻の解析父は試験について説明を行う。

またそれらの位置及び構造を示す國面を添付す

る。それらの設計基準として降伏応力（下部降

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、囀_）を買いる。輸送物表面における昂り上げ

用具の位置について説明を行う。

A．4．4 締め付け装置 輸送物の締め付けに係る全装置の解析又は試

験について説明を行う。それらの位羅及び構造

を示す図爾を添付する。設計基準として降伏応

カを用いる。輸送物表面における締め付け装置



項 饅 内　　　　　　　　容

について説明を行う。

A．5 一般の試験条件（通 本節では輸送物が基準によるものであること

常時試験条件） を記述する。試験方法は府令及び告示に定める

ところによる。

A．5，1 熱的試験 熱的試験の評価はB．4参照o

A，5．1．1 圧力及び温度の要約 A・5．1．2～A・5．1．4に要求される計算を行う

ため用いられる全厩力、全温度を要約して記述

する。

A．5．1．2 熱膨脹 定常状態に至るまでの熱膨脹の結果から円周

及び軸方向の変形並びに応力を計算により説明

する。

A．5，1．3 応力計算 温度勾配、圧力及び荷重による応力を計算に

より算定説明する◎形状及び寸法を示す線図並

びに計算による説明、並びに熱負荷の繰返し

（他の負荷も共存するとして評価を行う。）に

よる疲労及び変形の解析を記述する。

A．5．1．4 許容応力の比較 応力の組合せ、A．L2での設計基準と応力の

比較を行う。

A，5．玉．51 低温強度 外気温を仮定した場合（BU型においては

一40℃）について説明を行う。この場合、材料

性質及び液体の凍結について考慮する。

輸送物の重要部の温度及び取扱いによる影響

について説明を行う。

A，5，2 圧　力 輸送物の外気圧による影響について説明を行

h
つo

A．5．3 振　動 通常時の振動の輸送物に対する影響について

説i鍔を行う。

A．5．4 水噴霧 水の吹きつけ試験の輸送物に対する影響につ

いて説明を行う。

A．5．5 自由落下 自由落下試験の輸送物に対する影響について

説明を行う。落下試験台の材質、塑造、仕上げ

等について詳細に説明する。本試験は水の吹き

つけに引き続き行う。

A．5．5．1 コーナー落下 A．5．5の試験の上更にコーナー落下の影響に
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ついて説明を行う。

A．5．6 貫　通 貫通試験の輸送物に対する影響について説明

を行う。

A．5．7 圧　縮 輸送物の圧縮に対する影響について説明するQ

設計基準として降伏応力を用いる。

A．6 特別の試験条件（事 本節では輪送物が基準によるものであること

故時試験条件） を述べるQ試験の方法は府令及び告示に定める

ところによる。

A．6．王 強度試験・落下試験 解折、原型試験及び（または）モデル試験等

1（9飛落下時） について説明を行う。落下試験台の材質、構造、

仕．上げ等について詳細な説明を行う。

（a） 解　析 結果を証明する計算、落下エネルギーの消滅、

衝撃時の局部変形及び衝撃力、機器、強度部材

に対する応力及び歪に対する輸送物の対応性、

温度勾配、熱膨脹並びに灰白及びその他の負荷

の組合せの衝撃による応同等について説明を行

，

つ。

（b＞ 原型試験 方法、手順、落下試験台衝撃時の輸送物落下

方向を記述する。内容物の代替物について説明

を行う。衝撃による内部及び外部の破損を説明

するQこの試験によって破損した輸送物の写真

を添付する。

（c＞ モデル試験 寸法及び材料を示した詳細な日面を添付する。

モデルと原型について違いを田田に比較し、そ

れについて説明を行う。縮尺率、楊似則、衝撃

速度、落下エネルギー、最：高衝撃加速度、（9

値）、最大変形量等について説明する。

A．6．1．1 垂直落下 垂直落下の輸送物に対する影響について述べ

るo

A，6．1．2 水平落下 側面落下の　　　　　　〃

A．6，1，3 コーナー落下 コーナ｝蔭下の　　　　　”

（落下点が重心を通る直線上を通るものに限る。

A．6．1．4 傾斜落下 試験叉は上記A．6，1，1～A．6．玉．3の結果によ

り闇闇を行う。長尺の輸送物の場合は転倒によ
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る二次衝撃について説明すること。

A，6，1．5 結果の要約と検討 各落下試験後の輪送物の状態について説明を

行う。各方向での破損を要約して記述し、最大

破損の状態と最大破損をうける条件について評

価する。

A、6．2 強度試験・落下試験 落下試験の輸送物に対する影響（局部、全体）

fr（1尻落下時） について説明を行う。落下試験台の材質、構造、

仕上げ等について詳細な説明を行う。特に密封

に必要な弁等の装置については詳細に説明を行

う。試験条件はA．6．1に述べられる。

A，6．2．1 結果の要約と検討 各落下試験後の輸送物の状態について説明を

行う。各方向での破損を要約して記述し、最大

破損の状態と最大破損をうける条件について評

価する。

A．6．3 熱的試験 熱的試験は落下試験に続いて行う。

A．6．3．エ 圧力及び混度の要約 A．6．3．2、A．6．3を要約して記述する。

A．6．3．2 熱膨脹 熱膨脹による円周及び軸の方向の変形並びに

応力、最大応力並びに火災による温度勾配、膨

馬

三差、圧力並びにその他の機械的負荷による応

力等を定常状態及び非定常状態について計算に

よって説明する。寸法・形状を示した麟面及び

応力計算の結果を示した図面を添付する。

A．6．3．3 許容応力の比較 A，1，2の設計基準による応力と計算による応

力との比較及び妥当な応力の組合せについて説

明を行う。

A．6．4 浸　漬 輸送物が基準で定められた水頭下または基準

で定められた外圧をうけても内容物の損失がな

いことを試験叉は解析によD示して、それにつ

いて説明を行う。

A．6，5 破損の要約 事故等試験後の輸送物の安全性について説明

を行う。特に安全装置及び機器の破損について

明記する。　　　　　　　脊

A．7 特別形 輸送物が基準における特台形によるものであ

ることを記述する。試験の方法等は基準に定め
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るところによる。

A．71 概　要 化学的性質及び物理約形状等について記述し、

製作の寸法、材料並びに製作方法を詳細な麟緬

を添付して説明する。

A．7．2 衝　撃 衝撃試験の条件により試験を行い、結果を解

析すること。

A．73 打　撃 打撃試験　　　　　〃

A．74 加　熱 加熱試験　　　　　〃

A，75 曲　げ 曲げ試験　　　　　〃

A．76 浸　漬 浸潰試験　　　　〃

A．77 要　約 上詑の解析の結果を要約する。

A．8． 放射性収納物 放射性収納物の構造設計について記述する。

必要に応じ燃料棒解析5こは模擬試験（ペレット、

ガスの密封に係る構造）について記述する。解

析は被覆管の厚さ、内径及び外径、支持自問ス

パソ長、燃料の密度変化、スプリングの体積変

化、半径方向のギャップ、内部圧力、燃料及び

被覆管の機械的及び照射効果並びに積み込み時

の被覆管の機械的性質等のパラメーターを用い

て行う。通常時試験条件．ドでは被覆管が降伏応

力をこえない負荷に耐え得ることを説明する。

事故時試験条件下における被覆管の塑性及び弾

性解析を行う。クリープラプチャー及び疲労試

験についても考慮する。

A．9 付属書類 仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プロ

グラムの概要並びにその入力及び出力、参考文

献の一覧、その他の記録等について記述する。

（口1－B 熱解析

B．1 概　要 輸送物の熱設計及びその取扱いの方法につい

て説明を行う。補助冷却システム及び膨脹タソ

ク等の取扱方法を記述する。

熱解析及び試験の結果の要約並びに最大崩壊

熱について説明を行う。

B．2 材料の熱的性質 材料の熱的性質の一覧について記述する。



項 罎 内　　　　　　　　　容

B．3 構成要素の仕様 弁、安全弁の最大使用圧力及び最高使用温度

並びに熱絶縁及び塗装等の仕様について説明を

行う。

B4 一般の試験条件（通 輸送物が府令及び告示に示す通常時試験条件

常時試験条件） 下において、府令及び告示に示す技術基準を満

足することについて説明を行うQ

B．4．1 熱解析モデル

B．4．1．1 解析モデル 熱解析モデル、ガスケット、弁、燃料、集合

体及びモデル全体について説明を行う。実物と

モデルの違いを説明し、解析にあたって妥当な

モデルであることを説明する。

B．4．豆．2 試験モデル 試験の項翻及び方法、試験結果及び熱的環境

について記述する。

ガスケット及び弁等の密封装置の温度記録も

あわせて記載する。

B．4．2 最高温度 収納物、密釣装置、しゃへい材、ガスケット

を含む通常時試験条件下の最高温度、温度分布

等を記述する。

B．4．3 ・最低温度 通常時試験条件下で、輸送物の最低温度につ

いて記述する。本評価において輸送される収納

物の最低崩壊熱量を考慮する。

ガスケット及びバルブ等の主要機器の温度を

記述する。

もし、安全のため、崩壊熱量が必要な場合は

その崩壊熱量を記述する。

B．4．4 最大内圧 通常時試験条件で最大の内圧、又は最大崩壊

熱量との関係を記述する。

これらの条件での内圧を記述する。本評価に

おいては、相変化、気体の発生、化学的分解、

液体の膨脹、圧縮の効果を考慮する。輸送中に

燃料棒の破損が生じる可能性のある場合にはそ

れによる圧力の上昇を考慮する。

B．4、5 最大熱応力 通常時試験条件下の最大熱応力と、その条件

を記述する。温度分布の一覧もあわせて記載す

核
燃
料
物
質
等
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
記
載
要
綱

四



核
燃
料
物
質
等
輸
送
物
設
計
題
認
申
請
書
記
載
要
綱

五

項 目 内　　　　　　　　容

る。

B．4．6 一般の試験条件（通 熱的野病父は試験結果に基づいて、通常時切

常時試験条件）下に 験条件下における輸送物の性能を補助冷却系を

おける輸送物性能の 含めて評価する。本評価においては、最高から

総合的な評価 最低に至る環境温度、崩壊熱量の逗子を考慮す

る。それらの結果を容器の許容条件と比較して

記述する。

評価の結果を要約して記述するQ

B，5 特別の試験条件（事 輸送機が府令及び告示に示す事故時試験条件

故時試験条件） 下において府令及び告示に示す技術基準を満足

することについて説明を行う。

B．5．1 熱解析モデル

B．5．1．1 解析モデル 熱解析のモデルを詳細に記述する。

実物とモデルの違いを説明し、解析にあたっ

て妥薮なモデルであることを説明する。

B．5．1．2 試験モデル 試験項翻及び方法、試験結果及び熱的環境に

ついて記述する。

ガスケット及び弁等の密封装置の灘度記録も

あわせて記載する。

B．5．2 輸送物の評価条件 強度試験により生ずる輸送物の主要な破損に

ついて記述する。これによる輸送物の熱的性能

に対する影響を評価する。本評価においては熱

的観点から輸送物が最大破損を受ける条件を考

上する。

B．5，3 輸送物温度 熱的解析叉は試験における温度変化を記述す

る。収納物、中性子吸収材、ガスケット、弁及

び鉛のしゃへい材等の輸送物の安全評価に重要

な部分の温度を記述する。温度変化の計算は、

温度が最高値に達し、低下し始めるまでの温度

を明示する。

B．5．4 最大内圧 耐火試験中及び冷却中での最大内圧を記述す

る。（輸送船の燃料棒の破損による圧力の増加

を考慮する。）

圧力計算の詳細を記述する。あわせて液体の



項 目 内　　　　　　　　　容

量、温度、及び体積を記載するbもし化学反応

又は相変化が起る可能性のある場合においては、

その反応の機構、反応物及び生成物についても

記述する。本評価においては燃料棒の破損によ

る内厩の増加を考慮する。実際の試験条件がキ

ヤビティ内に最大の内圧を発生させる条件を適．

正に模擬できるならば、内圧の計算を行う必要

はないが、ただし模擬の方法は試験の項昌とキ

ヤビティ内の流体、構成機器、内部の形状及び

環境との間の関係がそれぞれ説明できること。

B，5．5 最大熱応力 耐火試験及びその後の冷却中における温度変

化を記述する。

最高温度に対応する最：大熱応力を記述する。

B，5．6 特別の試験条件（事 熱解析または試験結果に基づいて、事故晴試

故時試験条件）下に 験条件下における輸送物の性能を補助冷却系を

おける輸送物の性能 含めて評価する。その結果と輸送物構成機器の

の総合的評1亜 許容温度、圧力を比較する。熱的解析又は試験

結果に基づいて輸送物の破損を評価する。この

評価においては構造の破損、密封装置の破損、

しゃへい能力の低下も考慮する。

B6 付鵬書類 仮定、解析方法、試験結果、橋守、計算プロ

グラムの概要並びにその入力及び出力、参考文

献の一覧、その他の記録等について記述する。

（ロ〉一C 密封解析 通常時試験条件下及び事故脚韻験条件下等に

おける回送容器の密鉗性について説明を行う。

C．1 密封装置

C，1，1 密封装置 密封装置の設計仕様の概要を記述する。

C．1，2 密封装置の貫通部 密封装置の貫通部及びその機能的仕様をすべ

て記述する。

C．1．3 密封装置パッキング 密封装置に影響を及ぼすパッキング及び溶接

及び溶接部 部並びにこれらの密封性について温度、圧力等

を考慮の上記述する。

C．1．4 ふ　た 密封容器に用いられるふたについて記述する。

通常時試験条件下及び事故時試験条件下におい
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項 自 内　　　　　　　　　容

て、密封性を維持するのに必要な構造を記述す

る。

C2 一般の試験条件（通 通常時試験条件下における密封装綴の性能に

常時試験条件） ついて説明を行うために、回一A、（ロ1－Bにお

いて解析又は試験された結果を要約して記述す

るo

C．2、1 放射性物質の漏洩 密封装置等から放射性物質の漏洩が基準値以

下であることを説明する。

C．2．2 密封装握の加鷹 密封装置内で発生する可能性のあるすべての

気体の混合物を記述する。これらが輸送物の密

封性を損わないことを説明する。

C．2．3 冷却材汚染 放射性物質による冷却材の汚染について評価

する。

C2．4 冷却材損失 冷却材の損失がないことを示す。

密封装置から蔽接大気へ気体を放出するベソ

卜（通気孔）がないことを示すQ

G3 特別の試験条件（串： 事故時試験条件下における密封性を説明する

故時試験条件） ために、（ロ｝一A、回一Bで解析父は試験された

結果を要約して記述する。

C，3，1 核分裂生成ガス 事故時試験条件…ドにおいて、密封装置から放

出される可能性のある核分裂生成ガスの最大量

を記述する。

G3．2 放射性物質の漏洩 密封装置等から放射性物質の漏洩が基準値以

下’であることを説明するQ

C．4 付属書類 補足資料及び解析等を記述する。

回一D しゃへい解析 しゃへい設計について説明を行い、通常時条

件下及び事故時試験条件下におけるしゃへい解

析結果について述べる。

D．1 検討と結果 輸送容器の重要なしゃへい設計の特性及びし

やへい評価の解析結果を各試験条件ごとに整理

して表で記述する。燃料の燃焼度、出力密度、

冷却銅数等についても記述する。実測による放

射線量率を記載する場合は、測定条件について

も記述する。



項 目 内　　　　　　　　容

D．2 線源仕様 しゃへい解析で使用される収納物のγ線源、

中性子源について説明を行う。

D．2．1 γ線源 破納物に含まれる放射性物質について主な核

種ごとの放射能の量及び放射能の合計値を述べ、

γ線源強度をエネルギーの関数（エネルギース

ベクトル）として表にする。エネルギースペク

トルを求めるために用いた手法、条件について

詳細に記述する。照射履歴に関する説明を行う。

D．2．2 中性子源 中性子を発生する反応について述べ、中性子

のエネルギースペクトルを表にする。エネルギ

一スペクトルを求めるために用いた手法、条件

について詳細に記述するQ照射履歴に関する説

明を行う。中性子実効増倍係数の計算方法、条

件についても説明する。

D．3 モデル仕様

D．3．1 解析モデル 通常状態及び各試験後の輸送船について、実

物と解析モデルの違いを比較し、（モデル図を

添付する。）、モデルが妥遇であることを説明

するQ各試験条件のモデルの差異を記述する。

モデルに含まれない空孔及び不規則な形状につ

いて説明を行い、これらの影響について評緬を

行う。

D．3．2 しゃへい解析モデル 各解析モデルについて、領域ごとにしゃへい

各領域の個数密度 材の密度、綱目密度及び領域の体積比を表に示

す。解析する場合の温度を考慮する。

D、4 しゃへい評価 通常状態及び各試験後の輸送物について、各

解析モデルごとにγ線量率及び中性子線量率を

評価するために用いられた手法、条件（計算コ

一ド、エネルギー群数等）について詳細に記述

する。線量変換係数等のデータは表にして説明

すると共に出典を明らかにするQ評髄にあたっ

て考慮している余裕率について整理して説明す

るo

D．5 付属書類 補足資料、計箪コードの説明、参考文献等に
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項 願 内　　　　　　　　　容

ついて記述する。

（ロ）一E 臨界解析

E．1 検討と結果 輸送容器の重要な臨界安全上の設計の特性及

び臨界解析結果を各試験条件ごとに整理して記

目する。

E．2 燃料装荷 臨界解析に幼いる燃料の最大装荷鼠及び燃焼

度、構造、中性子毒物の脊無等の仕様について

記述する。最大装荷量を世銀する際、実効増倍

係数を明記すること。

E．3 モデル仕様

E．3．1 解析モデル 通常状態及び各試験後の輸送物について、実

物と解析モデルの違いを比較し（モデル図を添

付するQ）、モデルが妥当であることを説明する

各試験条件のモデルの差異を記述する。

E㌔3．2 臨界解析モデル各領 各解析モデルについて、領域ごとに思料の密

域の偲数密度 度、個数密度及び領域の体積比を表に示す。解

秘する場合の温度を考慮する。

E．4 臨界評価

距ン4，1 計算、試験方法 通常状態及び各試験条件後の輸送物について

実効増倍係数の計算に用いられた方法、条件

（完全水没か否か等）を記述する。計算コード

の概要と選択基準、中性子断面積と運択基準を

記述する。

未臨界を決定するために試験が行われた場合

は、それについて記述する。

中性子毒物の存在及び分布を確認するための

試験について記述するQ

E。4．2 燃料装荷量の評価 通常状態及び各試験後の輸送物について、単

一叉は複数飼の配列状態でそれぞれについて最

大反応度を検討し適切な燃料装荷量を評価する

£．4．3 計算結果 通常状態及び各試験後の輸送物について、単

一叉は複数個の配列状態での未臨界牲を表又は

グラフで示すQ

E．4．4 中性子吸収材等 中性子吸収材又は中性子減速材の効力がそう



項 目 内　　　　　　　　　容

失しない措置が施されていることを説明する。

£。4．5 輸送物への水の浸入 輸送物への水の浸入、輸送物の配列変化、接

等 近、水（雪）中の浸漬、温度変化等の核的安全

に与える影響について記述する。

E．5 臨界試験 必要に応じ臨界試験（ベンチマーク試験）に

ついて記述する。

E．5．1 ベンチマーク試験 E．4．1で用いた計葬方法及び中性子断面積を

用いて解析するベンチマーク試験の概要を記述

する。

E。5，2 ベンチマーク試験の 当該試験対象について入力核データ及び幾何

詳細 学的入力データについて表叉は図を用いて記述

する。

E．5、3 ベンチマーク試験の ベンチマーク試験の結果に基づいて、計算の

結果 偏差について説明を行う。

E．6 付属書類 仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プロ

グラムの概要並びに入力及び出力、参考文献の

一覧、．その他の記録等について記述する。

｛ロ）一F 総理府令及び科学技 輸送物の設計が府令及び告示に定める技術基

術庁告示に対する適 準に合致していることを確認するため、各条文

合性の評価 ごとに表（表一1参照）を作成する。また、該

為しない場合については「該当なし」と明記す

1 ること。
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表一1　総理府令及び科学技術庁告示に定める技術基準への適合性の評価

総理府令の項目 科学技術庁
錘ｦの項目．

説　　　　　　　　　　明
申請書記載

ﾎ応項落

第7条の6

第1項第1号 第9条及び第 輸送中の予想されているいかなる条件

10条第1項第 下においても臨界に達することのないよ

1号及び第2 う以下の条件下で梱包を行なう。

号 L　臨界安全上は輸送容器内への水の漫 （ロ）一E．4．5

● … 水を許しても問題はない。 （口）一E．4．3

． … … ：

，

o
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項 目 内　　　　　　　　　　容

レ9 輸送容器の製作 （ロ障で記載された設計条件通り製作されるこ

とを説明する。

←→一A 輸送容器の製作法

A．1 概　要 製作方法について全体のフP｝シートにより

概括的に記述し、製作内容を分解した上、それ

それの内容について製作工程、手順を説明し、

次項以下に述べられる内容について詳細に記述

する。

A．2 材料の説明

A．2．1 板材料 適用規格（JIS、ASTM等）について述べ、

かつ材料に要求される強度腐蝕性等について記

侍し、材料が使用状態を十分満足するものであ

ること、材料が溶接、曲げ、穴あけ等の製作法

に対しても特性を失うことなく加工可能である

ことを説明する。

A．2．2 管材類 同　上

A，2．3 鍛造品、ボルト、ナ 適用規格（JIS、ASTM等）について述べ、

ツト類 かつ材料に要求される強度腐蝕性等について記

冷して、材料が使用状態にト分満足するもので

あることを説明する。

A．2．4 溶接用電極、棒、線 適胴規格（JIS、ASTM等）について記述

類 し、かつ、材料に要求される強度、腐蝕｛生直に

ついて記述して、材料が使用状態に矛’分満足す

るものであることを、かつ母材との溶接性が良

好であることを説明する。

A．2，5 特殊材料 鉛およびその合金、ウランおよびその含金等

のしゃへい材料、カドミニゥム、ボロンおよび

それらの合金の臨界捌御材料、各種複合材料等

その他の特殊材料について説明する。

A．2．6 ミルシート 材料のミルシートの記載内容等について説明

するG

A．2．7 材料の欠陥部の修理 規格等で規定される範囲内での小欠陥の修理

およびその基準について説明するQ

A．2，8 材料の切断 酸素アセチレン、アーク、酸水素等による材



璽 自 内　　　　　　　　　容

料切断方法および切断部の処置方法について記

課する。

A．2，9 材料の成型 プレス等材’料成型に召する各種方法について

説明する。

A．3 溶　接

A，3．1 溶接方法および材料 不銃鋼一拳銃鋼、不銃鋼一軟鋼、軟鋸一軟鋼

等の各種材料の組合せにおける溶接法を分類の

上、それらの溶接法、溶接材料について説明す

る。

A．3．2 溶接機の管理および 適用規格および資格等を引用の上、溶接機の

作業員資格 管理お．よび作業員の資格を説明する。

A，3，3 溶接の主要事項に関 a）最高許容温度、b）開先等の主要寸法、形

する説明 状、c）溶接表面の洗浄、　d）溶接後の溶接位

置の許容範囲、e）溶接部の仕上げ（事後）等

の溶接の主要事項について説明する。

A．3，4 溶接欠陥の修理 クラック、ピンホール、溶け込み不良等の溶

接欠陥に関して許容される修理方法について記

述する。

A．3．5 溶接後の熱処理 溶接後の熱処理について記述する。

A，3，6 特殊溶接 特殊溶接（鷹接、ろう付け等）の方法を記述

し、実績等を引用の上その妥当性を説明する。

A3．7 溶接の品質保証計画 溶接の品質保証計画について適用規格等を引

その他 屠の上説明する外、溶接に関する特記事項があ

れば記述する。

ん4 しゃへい体の製作法

A．4，1 鉛しゃへい材の鋳込 鉛しゃへい体の製作法について図等を用いて

み 詳細に記載する。1）全体の概括的製作工程図、

2）鉛（またはその合金）の純度（または組成）、

3）予備メッキ材の組成または純度、4）加熱

方法、5）冷却方法、6）鋳込方法および速度、

7）鋳込作業の順序、8）予備メッキ材又は予

備洗浄、9）予備煽熱および冷却の制御方法、

10）温度翻御および測定、11）鋳込み一ベント

の結舎。

核
燃
料
物
質
等
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
記
載
要
綱



核
燃
料
物
質
等
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
記
載
要
綱

項 目 内　　　　　　　　　容

A．4．2 ウランしゃへい材の ウランしゃへい材の鋳造法、溶接法、組立法

製作法 等の製作方法について詳細に説明する。

A．4．3 その他のしゃへい材 鉛、ウラン以外のしゃへい材（ポリエチレン、

料の製作法 コンクリート等）の製作方法について記述する。

A．5 弁、バルブ等付属機 弁、バルブ、ゲージ、その他の容器に付属し

器の製作法 て取付けられる機器の製作法について記述する。

A。6 組立等その他の製作 ボルト締め、組立ておよび材料の削り出し、

法 研磨、仕上げ等の一般的製作法その他主要な製

作法について記述する。

（・トB 試験、検査方法等 製作中および製作完了時を明示の上、容器の

試験検査項屠、方法、判定基準について記述す

る。

B．王 材料検査 材料に関する検査について記述する。

B．2 寸法検査 寸法に関する検査について記述する。

B，3 溶接検査 外観、開先寸法、液体浸透探傷検査、放射線

透過試験等について記述する。

B．4 外観検査 外観検査について記述する。

B．5 耐圧検査 耐圧検査について記述するQ

B．6 気密漏洩検査 密封装置及びしゃへいタンク等の付属装置を

含めた漏洩検査について記述する。

B．7 しゃへい性能検査 ガンマ線、中性子線に関するしゃへい検査に

ついて記述する。

B．8 しゃへい寸法検査 ガンマ線、中性子線しゃへいに期いられる部

分の寸法検査について記述する。

B．9 俵熱検査 容器各部の温度分布を確認する検査について

記述する。

B．10 編上荷重検査 トラニオソ等に荷重を付加し異常の有無を確

認する検査について記述する。

B．11 重：量検査 輸送容器の総重量を確認する検査について記

賀する。

B．12 未臨界検査 中性子吸収材について、中性子毒物の含有量、

分布等に関する検査及び臨界安全上の必要な寸

法検査について記述する。

B13 作動確認検査 弁、非常用安全装置等について、当該装置が



項 屡 内　　　　　　　　　容

蕉常に作動するか否かを確認する検査について

記述する。

B．i4 取扱検査 収納物を装荷し輸送物を作製する場合を模擬

した輸送容器の取扱に関する検査について記述

する。

←→一C 容器の製作スケジユ 容器の製作工程を部材単位等の製作内容によ

一ノレ り各署程に分解の上、各工程（含む試験、検査

項目）を時間軸（大略、月単位）に従い作調す

る◎この際、製作、試験、検査する場所につい

ても付記すること。

←→一D 品質管理 の一A、B、　C各項に記載された輸送容器の

製作に関する品質管理方法を具体的に記述する。

D．1 組　織 品質保証計画遂行に係る申講者及び関係者

（講負業者、エイジェント・コンサルタント）

等の組織について責任体制を明らかにした図を

用いて記述する。

D．2 品質保証計画 品質保証計画の実施要領に関して、次の項目

について記述する（カッコ内、主眼点を示す。）

1）機器の機能障害または故障（重要性）

2）設計と製作の関連（詩続性）

3）プロセスと装置に解する管理と監視（必要
｝

性）

4）検査と試験によって実証iされる機能的適用

度合

5）基準の程度、品質履歴及び漂準化の程度

6）その他品質を保証するために必要な事項

D．3 設計管理 安全解析書に記述された贔質に係る項目が発

注仕様書、図面などに正しく記述されているか

を設計の実施者以外の者が確認する体制につい

て記述する。

D，4 指示およびその方法 加エ、使罵及び保守において晶質に影響を与

えるものについて、文書等による指示の方法を

記述する。且つ、これに基づいて遂行されるこ

とを記述する。
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五

項 昌 内　　　　　　　　　容

D．5 文書管理 晶質に関するすべての指示、要領及び図面等

の文書の管理に関する措置について記述するQ

D．6 材料、機器、役務調 購入される材料、機器、役務調達に関する事

達 項が調達文書に合致することを確認する措置を

記述する。

D．7 材料、部品及び機器 熱処理番号及び部品番号等の記録の方法を記

の確認に関する管理 通する。

D．8 特殊工程の管理 溶接、熱処理及び非破壊試験等の特殊工程に

ついて適切な規格、仕様、基準及びその他の要

件に従って管理される方法を記述する。

D．9 検査管理 品質に関係するデーターシート、検査方法、

検査者の資格、機器の較蕉、検査要領霧、並び

に修理、改良及び取替に関しての検査管理（再

検査を含む）について記述する。

D．10 測定機器、試験機器 ゲージ、装澱並びにその他の測定装置及び試

の管理 験装置が適切に管理、較正及び調整されている

ことを示す。

D．工1 取扱い、保管 物品の取扱い、保管等の管理が適切であるこ

とを示す。

D．ユ2 検査および製造の進 製作中の製造および検査の進捗状況を管理す

捗状況の管理 る要領について記述する。

D．13 是正管理 不具含項目の表示・処置および記録の管理に

ついて記述する。

D．14 品質管理記録 製作・検査に関する要領書などの文書、作業

者の資格、記録及び材料証明書を含む検査記録

等の昴質管理記鎌のとりまとめと保存について

記述する。

D．15 昂質管理監査 品質保証計画の実施状態を確認するため行う

監査の要領について記述する。

（二〉 輸送物の取扱い方法 輸送物の安全設計に合致した漂準的な取扱い

および保守条件 方法について記述するとともに保守条件を明記

卵 する。

（→一A 輸送物取扱い方法

A．1 装荷方法 燃料装荷の検査、試験及び特別な準備を記述



項 目 内　　　　　　　　　容

する。またクレーン等の操作機器についても記

関する。しゃへい水、冷却材等の液体が仕様に

したがって容器に充爆されることを記述する。

dryに設計されている輸送容器内空間の残留

蒸気の除去の方法及びその有効性について説明

を行う。

A．2 取出し方法 燃料等の取り出しの方法及び安全上必要な措

置等について記述する。

A．3 空容器の準備 検査、試験及び特別な準備（密封、不注意な

汚染の拡大防止等、次の輸送にさしつかえない

ような準舗、残留蒸気の凍結などの考慮）を記

述する。

A。4 付屈書類 付属資料、図などを用いた方法の説明を行う。

A．5 輸送容器完成時検査 ←→一Bの記載事項を要約の上さらに輸送物の

最初の使用前の試験検査を記述する。

A．6 暗躍物発送前検査 輸送物の輸送の毎園発送する都度行う試験・

検査について記述する。

（二）一B 保守条件 輪送容器の仕様を長期にわたって保証できる

保守条件について記述する。定期検査、部品取

替えの頻度、容器の補助系の取替え、修理基準

及び保守記録の各項目について説明を行う。

B，1 外観及び耐圧検査 検査の頻度、計装及び精度について説明を行

うQ

B．2 気密漏洩検査 同　　上

B，3 補磁器の保守 付属冷却システム、中性子しゃへいタンク及

びその他全体に影響を与える補助系の検査及び

取替え計画について記述する。

B．4 密封容器の弁、ガス 構成機器の取替計画とその検査の方法を記述

ケット等の保守 する。実証テスト及び製作者データに基づいて

検討の上記述する。

B．5 しゃへい検査 しゃへいの能力に関しては定期的検査計画を

記述する。ガンマ線、中性子源両春について考

慮する。

B．6 未臨界検査 中性子吸収材等について健全性を確認する方
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項 昌 内　　　　　　　　　容

法について記述する。

B．7 熱検査 検査の頻度等を記述する。

B．8 その他 構成機器及び補助系について定期的に行う追

加検査について説明を行う。

爾 安全設計、安全輸送 その他、（イ｝～（二）章に該当しない安全設計、安

に翻する特記事項 全輸送に関する特記すべき蓼項があれば記述す

る。

8　申請書書式

　A寸法：A－4判（図弼寸法は、原則としてA－4半1とするが、折りこみでA

　　　　　　　－4判の2倍までならよいQ）

　B　部　数：正本1部　副本i部

　C頁：ページは各章毎一連の数宇を付す。（携i・・…・（イ）一15（イ）章の第15ペー

　　　　　　　ジ。）

　D　図　面：繍面には頁の他、図面番号（例……α）一第15図、（イ障の第15図）、図．

　　　　　　　　　＊
　　　　　　の説明（例llω第i5國……弁のA－A’断面詳細図り、社名を記載す

　　　　　　る。また縮尺國でもよいが、可能なかぎり鮮明であり、かつ、線、文

　　　　　　宇は黒色であること。園は該当する本文に最も近いページに挿入する

　　　　　　か刷りこむこと。

　E　写　真：写真はキャビネ半切以上とし、写真番号（例……写真（ロ｝一15）、写真

　　　　　　の説明（例：α写真回一15火災試験後におけるキャスク切断部の状況り

　　　　　　をつける。カラー写真でもよい。鮮明なもの。

　F　印　刷：印届1は片面として、黒色活字印刷（活宇は小さすぎないこと）または

　　　　　　ゼロックスであること。但し提出する申講書は活字印刷とゼPックス

　　　　　　を混用しないこと。

　G　改　訂：変更申請等により本文、図面等の改訂を行う場合には、ページ数の他

　　　　　　改訂の回数（例、第3圓霞の改訂………改一3）及び改訂の年月絹を

　　　　　　各ページ下空白部に刷りこむこと。

　H製本：申請書は左とじ、ルーズリーフ式とし、各章毎に色別の見出頁を挿入

　　　　　　すること。

　1　　表　：表は該当する本文の最も近いページに挿入するか刷りこむとともに表

　　　　　　番号（㈲一表15、イ章の第15表）及び表の説明（ll仔）一表15キャスク

　　　　　　内筒の材料一覧ll）をつける。

　」　その他：図、表、写真を本文中で最初に引用する場合には、図番等をゴヂック



体もしくはアンダーラインを付す（例……内筒に用いたSUS－304の

材料の温度が引張強さに与える影響を回一第30図に示す。・・…・）。
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○
核
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料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

〔

翻
礁
針
　
瞬
餅
虜
茸
聡
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
雛
六

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
Q
）
　
並
び
に
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
漂
子
炉
の
規
捌
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
翫
二
年
政

令
箪
駕
二
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
詞
法
を
実

施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
核
燃
料
物
質
等
を
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及

　
び
軽
車
両
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
は
、

　
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物

　
質
及
び
原
子
煩
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
護
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
こ
よ
る
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
…
　
核
燃
料
輸
送
物
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
互
十
　
二
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下

　
　
「
総
理
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
を

　
　
い
う
Q

　
二
　
車
両
　
鉄
叫
追
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、

　
　
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
い
う
。

　
三
　
コ
ン
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ

　
　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
　
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
　
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

　
四
　
奪
用
積
載
　
車
両
が
｝
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬

　
　
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て

　
　
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

（
取
扱
場
所
）

第
三
条
　
核
燃
料
輸
送
物
（
総
理
府
令
第
三
条
第
一
号
に
定
め
る
L
型
輸
送
物

　
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
㎏
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
閻

　
じ
。
）
　
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
は
、
関
係
巻
以

　
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
耀
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は

　
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
積
載
方
法
等
）

第
四
条
　
核
燃
料
輸
送
物
父
は
核
燃
料
輸
送
量
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

；
｝
九



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
（
こ
の
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
九
条
に
お
い

　
て
「
核
燃
料
輸
送
物
等
」
と
い
う
。
）
　
の
積
込
み
叉
は
取
卸
し
は
、
核
燃
料

　
輪
…
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り

　
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

3
　
核
燃
料
輸
送
三
等
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
積
載

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
臨
界
の
防
止
）

第
五
条
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
措
…
幽
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
混
載
制
隈
）

第
六
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
…
ト
ル
を
超

　
え
る
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
熱
を
除
去
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
特
別
な

　
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
同
｝
の
車
弼
に
混
載
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
蕩
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
一
一
　
古
岡
広
馬
ガ
ス
取
締
口
前
　
（
昭
和
一
｝
財
団
山
ハ
如
や
沸
広
律
第
一
二
日
目
羽
口
万
）
　
第
一
一
条
に
規

　
　
塗
す
る
高
罷
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
湘
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
引
火

　
　
点
が
五
十
度
（
三
田
川
積
載
の
場
含
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
以
ド
の
も

の

西
Q

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
酸
の
含
有
量
が
体
積
百
分
率

　
　
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
な
運
搬
を
損

　
　
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
質

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
射
線
景
率
等
）

第
七
条
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
放
射
線
量
率

　
は
、
表
面
に
お
い
て
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一

　
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輪
…
出
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の

　
放
射
能
面
密
度
は
、
総
理
府
令
第
四
条
第
六
号
に
定
め
る
許
容
表
面
密
度
を

　
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
八
条
　
輸
送
物
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

　
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行

　
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
輪
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
（
以

　
下
「
放
射
性
輸
送
物
扁
と
い
う
。
）
及
び
核
燃
料
輸
送
物
を
い
う
。
以
下
こ

　
の
条
、
第
十
条
並
び
に
第
十
八
条
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
…
数
を
定

　
め
る
も
の
と
す
る
Q
た
だ
し
、
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ

　
ム
毎
時
を
超
え
な
い
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
第
八
条
に
規
定
す
る
核

　
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
同
条
に

　
規
定
す
る
第
二
種
核
分
裂
三
輪
許
物
（
以
下
「
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
」



　
と
い
う
担
）
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輪
一
物
（
以
下
「
第
三
種
核
分
裂
性
輸

　
送
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ

　
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
輪
…
送
物
の
表
断
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
壁
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ

　
　
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輪
送
制
限
個
数
（
総
理
府

　
　
令
第
十
条
第
一
号
に
定
め
る
輸
送
制
限
掻
数
を
い
う
。
）
　
で
五
十
を
除
し

　
　
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
一
一
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
収
納
さ
れ
た
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
Q

　
　
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ

　
　
っ
て
は
、
当
該
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大

　
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
　
を
専
用
積
載
で
運
搬

　
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル
離
れ
た

　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、

　
次
の
衰
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
も
っ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
殿

二 五 ＿一 一
一ト 平 ；

F
平

平 方 方 方
方 メ メ メ

メ 1 「 1

1 ト 卜 卜

ト ノレ ノレ ノレ

ノレ を を 以
を 超 超 ド

超 え え の

え
、 、

場
、

二 五 合

百 十 平
平 平 方
方 方 メ

メ メ …

1 i ト

ト ト ノレ

ノレ ノレ 以

以 以 下

下 下 の

の の 場

場 場 合

A A口 口

十 六 三 一
九

（
標
識
又
は
表
示
）

第
九
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
粟
糠
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
岡

　
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
識
又
は
表
示
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、

　
又
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
L
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送

「
放
鋭
性
」
の

核
燃
料
輸
送

物
を
除
く
。
）

文
字
の
表
示

物
の
表
面

二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核
燃

第
一
類
白
標
識

核
燃
料
輪
送

料
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）

（
第
一
号
様
式
）

物
の
表
面
の

又
は
総
理
府
令
第
八
条
に
規
定
す

二
箇
所

る
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以

下
「
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
表
面
の

最
大
放
射
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ

ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

三
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物

第
二
類
黄
漂
識

核
燃
料
輪
送

イ
　
　
核
分
裂
性
輪
…
送
物
以
外
の
核

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
面
の

燃
料
輸
送
物
叉
は
第
一
種
核
分

二
箇
所

一
里



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面

の
最
大
放
射
線
賢
愚
が
○
・
五

ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
一
部
十
ミ

リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な

い
も
の

口
　
第
一
　
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で

あ
っ
て
、
表
面
の
最
大
放
射
線

量
率
が
五
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
画
数

が
一
を
超
え
な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輪
…
送

第
三
類
黄
標
識

核
燃
料
輸
送

物
以
外
の
核
燃
料
輸
送
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

五
　
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲

第
一
類
醗
漂
識

コ
ン
テ
ナ
の

げ
る
核
燃
料
輪
送
物
又
は
こ
れ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
の
核
燃
料
輸
送
物
及
び
放
射
性
飼
．

四
側
垂

心
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
憩

旧

五
十
二
年
運
輸
省
令
繁
三
十
三
号
。

…

以
下
「
運
搬
規
則
」
と
い
う
。
）

　

第
八
条
第
一
項
の
表
第
一
号
若
し

く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸

細
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

颪
二

ン
テ
ナ

六
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
（
第
三
種
核
分
裂

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
　
で
あ
っ
て
、
前
号

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

り
、
か
っ
、
輸
送
指
数
が
～
を
超

え
な
い
も
の

七
　
核
燃
料
輪
送
物
が
収
納
さ
れ
て

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
筋
二

（
第
三
号
様
式
）

四
側
亜

号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

2
　
核
燃
料
輸
送
物
（
L
型
輪
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
　
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
核
燃
料
輸
送
物
　
総
重
量

　
二
　
総
理
府
令
第
↓
二
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
A
型
輸
送
物
　

「
A
型
」

　
　
の
文
字

　
三
　
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
（
以
下



　
　
「
B
M
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物

　
　
（
以
下
「
B
U
型
鹸
醐
豪
物
」
と
い
う
。
）
　
　
「
B
型
ご
の
文
字

4
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
容
器

　
の
謝
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
測
の
表
麟
に
、
耐
火
性
及
び
耐
水

　
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
箪
西
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

5
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
蝿
該
コ
γ
テ
ナ
の

　
四
回
線
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
戴
勝
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
積
載
隈
度
）

第
÷
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
一
の
車
両
に
積
載
す

　
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
…
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
　
及
び
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
一

　
両
と
み
な
す
。

（
車
両
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
十
【
条
　
核
燃
料
輸
送
並
等
を
車
両
に
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
放
射
線
量

　
率
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
車
両
の
表
蘭
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
　
最
大
放
射
線
量
率
が

　
　
二
百
ミ
リ
レ
ム
｛
毎
時

　
二
　
車
両
の
萌
面
、
後
面
及
び
両
側
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
跳
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
れ
た
各
種
　
最
大
放
射
線
琶
率
が
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
三
　
車
両
に
よ
る
運
搬
に
従
雰
す
る
者
が
通
常
乗
車
す
る
場
所
　
最
大
放
射

　
　
意
地
堪
ウ
常
が
ニ
ミ
リ
レ
ム
』
毎
時
．

（
車
両
に
係
る
標
識
）

第
十
二
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
（
L
型
輪
講
物
及
び
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
こ
の
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
岡

　
じ
。
）
を
積
載
し
た
車
両
に
は
、
率
両
標
識
（
第
六
号
様
式
）
を
そ
の
両
側

　
面
及
び
後
面
（
鉄
道
、
新
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、
両
側
面
に
限
る
Q
）

　
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
開
放
型
の
車
両

　
で
核
燃
料
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
積
載
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
に
付
さ
れ
た
標
識
が
運
搬
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と
き
は
、
当

　
該
標
識
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
Q

2
　
専
用
積
載
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項

　
の
車
両
標
識
に
「
専
用
積
載
扁
の
文
字
を
表
示
し
た
と
き
は
、
第
九
条
第
二

　
項
父
は
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
夜
間
に
お
い
て
は
、
核
燃
料
輸
送
物
事
を
運
搬
す
る
併
用
軌
道
、
無
軌
条

　
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
事
両
の
前
部
及
び
後
部
（
軽
車
両
に
あ
っ
て
は
、
後

　
部
に
限
る
。
）
　
の
見
や
す
い
箇
所
に
赤
色
燈
を
付
け
、
そ
れ
を
点
燈
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
結
制
限
）

第
十
三
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
第
六

　
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も

葱
｝
二



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
の
に
あ
っ
て
は
、
引
火
点
が
二
十
五
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
　
を
積
載
し

　
た
車
両
と
三
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
ボ
ギ
ー
車
一
両
は
、
二
両
と
み
な
す
。

2
　
核
燃
料
輪
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
核
燃
料
輸
送

　
物
等
又
は
運
搬
規
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
下
等
を
積

　
平
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
十
四
条
　
核
燃
料
射
幸
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
種

　
類
、
量
、
取
扱
方
法
そ
の
他
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発

　
生
し
た
場
合
の
措
概
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。（

交
替
運
転
春
等
）

第
十
五
条
　
核
燃
料
輸
送
勲
等
を
自
動
車
に
よ
り
長
距
離
に
わ
た
り
、
又
は
夜

　
間
に
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
転
者
が
疲
労
等
に
よ
り
安
全
な
運
転
を

　
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
交
替
す
る
た
め
の
運

　
転
者
の
配
置
そ
の
他
当
該
自
動
車
の
安
全
な
運
転
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
見
張
人
）

第
十
六
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
併
用
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車

　
の
車
両
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
道
路
そ
の
他
一
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容

　
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和

　
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
下
｝
朔
望
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を

　
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、
見
張
人
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

一
塁

　
し
、
コ
ン
テ
ナ
又
は
非
開
放
型
の
車
両
に
施
錠
等
の
措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、

　
そ
の
た
め
関
係
巻
以
外
の
者
が
当
該
核
燃
料
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い

　
場
合
を
除
く
。

（
B
M
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
措
置
）

第
十
七
条
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
騒
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運

　
黙
す
る
場
合
に
は
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る

　
者
を
同
行
さ
せ
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ

　
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
空
容
器
等
の
運
搬
）

第
十
八
条
　
総
理
府
令
第
十
二
条
第
一
号
に
定
め
る
空
容
器
（
以
下
「
空
容
器
」

　
と
い
う
。
）
及
び
岡
条
第
一
一
号
に
定
め
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
汚
染
物
扁
と
い
う
。
）
を
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い

　
で
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
汚
染
物
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
八
第
二
号
に
定
め
る
放
射
性
間
位
元
素

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
及
び
核

　
燃
料
汚
染
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で

　
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て

　
は
、
輪
送
撫
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
面
の
最
大
放
射
線
量

　
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
汚
染
物
及
び
当
該
汚
染
物
が
収
納



　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

数
値
と
す
る
。

　
　
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
物
の
表
面
か
ら
…
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値

二
　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー

　
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
γ
テ
ナ
に
収
納
さ

　
れ
て
い
る
汚
染
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
叉
は
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射

　
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

二 五 一 一
十 平 平 平

平 方 方 方
方 メ メ メ

メ i 1 1

「 ト 卜 ト

ト ノレ ノレ ノレ

ノレ を を 以
を 超 超 下

超 え え の

え
、 、

場
、

二 五 合

百 十 平

平 平 方
方 方 メ

メ メ …

i i ト

ト ト ノレ

ノレ ノレ 以

以 以 下

下 下 の

の の 場
場 場 合

ム ム
口 q

十 六 三 ｝
九

4
　
次
の
表
の
上
国
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し
く
は
核
燃
料

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
申
欄
に

　
掲
げ
る
標
識
を
同
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

二
箇
所

二
　
核
燃
料
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表

第
二
類
黄
標
識

核
燃
料
汚
染

面
の
最
大
放
附
射
纏
置
坦
率
が
○
・
五

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
面
の

ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
五
〇
ミ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
●

二
箇
所

レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

…
二
　
荊
二
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染

第
三
類
黄
引
負

核
燃
料
汚
染

物
以
外
の
核
燃
料
汚
染
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

四
　
第
｝
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染

第
一
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

物
若
し
く
は
空
容
器
又
は
こ
れ
ら

（
第
｝
号
様
式
）

一
側
癒

の
も
の
及
び
施
行
規
則
第
十
八
条

の
八
第
一
号
に
掲
げ
る
空
容
器
若

し
く
は
運
搬
規
則
第
十
七
条
第
四

項
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性

汚
染
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る

コ
ン
テ
ナ

五
　
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
号

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超

え
な
い
も
の

西
五



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
鍛
規
則

六

号　い

に　る核
掲　コ燃
げ　ン料
る　テ汚
も　ナ染
の　で物
以　あが
外つ収
の　て納
も　’さ
の　駆れ

二・て

（第
第三
三類
号黄
様標式
識
）

四コ
側ソ
面テ

ナ

の

5
　
核
燃
料
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
　
又
は

　
空
容
器
若
し
く
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

6
　
空
容
器
叉
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

7
　
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
汚
染
物
以
外
の
物

　
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
G

8
核
燃
料
汚
染
物
又
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以

　
下
「
核
燃
料
汚
染
物
等
」
と
い
う
。
）
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
　
の
車

　
両
に
積
載
す
る
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

　
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
…
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該

　
値
と
同
一
の
車
鰐
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も

　
の
を
除
く
Q
）
　
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の

　
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ

　
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
｝
晦
と
み
な
す
。

9
　
核
燃
料
汚
染
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
輸
送
物
（
L
型

輸
送
量
及
び
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
年
一
項
第
｝
号
に
定
め
る
L
型
輸
送
物

　
を
除
く
。
）
若
し
く
は
汚
染
物
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

葱
六

　
ナ
を
積
載
し
た
他
の
車
両
と
｝
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
　
第
m
悶
条
、
　
鱒
弟
ゐ
ハ
久
山
、
　
籠
〃
七
条
及
び
第
十
－
　
条
の
規
定
は
、
　
知
工
容
贔
茄
を
運
搬

　
す
る
場
合
に
準
屠
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
核
燃

　
料
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
　
「
核
燃
料
輸
送
物
等
」
と
あ
る

　
の
は
「
空
容
器
又
は
空
容
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
篇
と
読
み
替
え

　
る
も
の
と
す
る
Q

藍
　
　
第
＝
一
条
、
　
第
四
条
、
　
第
轟
ハ
条
、
　
第
七
条
、
　
簿
叩
↓
1
一
条
、
　
第
十
一
一
条
、
　
驚
川
十

　
｝
二
条
第
一
項
層
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
核
燃
料
汚
染

　
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

　
中
「
核
燃
料
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
核
燃
料
汚
染
物
」
と
、
　
「
核
燃
料
輪

　
送
物
断
」
と
あ
る
の
は
「
核
燃
料
汚
染
物
等
」
と
、
第
十
二
条
第
｝
項
中

　
「
第
九
条
第
五
項
扁
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
六
項
」
と
、
第
十
二
条
第

　
二
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
五
項
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
Q

（
特
別
措
躍
等
）

第
十
九
条
　
第
七
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
、
　
第
十
条
、
第
十
一
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
｝
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

　
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を

　
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
鐙
を
講
じ
、
か
っ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な

　
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と

　
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
総
理
府
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て



　
核
燃
料
物
質
父
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
ド
「
核
燃
料

　
物
質
等
」
と
い
う
。
）
　
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
安
全
な
運
搬
を
確

　
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
羅
を
講
じ
、
か
つ
、
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運

　
輸
大
距
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
、
核
燃
料
輪
…
送
全
等
父
は
核
燃
料

　
汚
染
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
専
用
積
載
で
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

　
ま
た
、
第
九
条
第
一
項
叉
は
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

　
れ
ら
の
表
面
の
二
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
測
面
）
に
第
三
類
黄

　
標
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
款
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
、
　
「
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
の
安
全
の
確
認
）

第
二
十
条
　
核
原
料
物
質
ハ
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
一
一
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
Q
）

　
第
十
七
条
の
三
第
一
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
は
、
B
M
型

　
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
と
す
る
Q

2
　
令
第
十
七
条
の
三
第
二
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
第
三

　
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

第
二
÷
㎜
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
↓
…
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い

　
て
確
用
す
る
場
含
を
含
む
。
）
　
の
確
認
（
以
下
「
運
搬
の
安
全
の
確
認
し
と

　
い
う
。
）
　
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
搬
前
に
、
運
搬
に
関
す
る
計
画
霧

　
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
　
運
搬
の
安
全
の
確
認
は
、
運
輸
大
臣
が
申
請
に
よ
り
振
定
す
る

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
者
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
が
運
搬
さ
れ
る
と
き
は
、
愚
直
に
規
定
す
る
運
搬

　
に
関
す
る
計
画
書
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
　
運
輸
大
臣
は
、
運
搬
の
安
全
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
証

　
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
二
十
四
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
春
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

　
し
人
の
障
害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

　
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
核
燃
料
物
質
等

　
が
紛
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る

　
処
践
を
十
日
以
内
に
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
　
　
寸
　
　
　
　
　
　
U

　
　
　
周
　
　
　
　
日
以

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
　
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1
　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
三
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
翻
五
十
五
年
法
律
学
五
十
二
号
）
の

　
施
行
の
臼
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
行

　
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
二
十
条
第
一
項

　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

西
七



逼錘婆鐸諏雛織鯉賊蘇…黙醸

第歪弩様式（第9条、第18条関係）

第一類白標識

＼・o’

　　拳，

圓く

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納

　　　　されている核燃料物質等の名称及び放射能を

　　　　記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識量の英語の部分を醐ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



第2号様式（第9条、第18条関係）

第二類黄標識

受

κ

＼
㌦

焔　

幽⑧商

量

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　　射能及び輸送指数を記入すること

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識中の英語の部分を潮ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

＼
　　　　　！o

冶㌧

馨蓼

／

葦
済

“

性
匪
溢

　
翻
　
　
…
キ
㏄
．

　
α轟

　
繧
　
　
　
…
能
ヒ

　
O
物
鋭
汀

　
　
　
ア
ご
　

放
撃
篶

　
　
収
c
o

数隙孤送㎜翰
欄㎎＼

＼ミ〆／

部　　　　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒

埣蓑翼蕊瞳帥轡壇繭鐘黙嚴 1獣



轟蓑蕪蕊躍締細檀勲鰻醍謹

第3号様式（第9条、第18条、第19条関係）

第三類黄標識

＼・鴛

1瞬G

注　1　三葉マー・クは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　　射能及び輸送摺数を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識中の英語の部分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字： 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



第4号様式（第9条関係）

三葉マーク

∀／6ぴ

10Z
↑
2君

覧

。
～
⊥

o
o
駄
麹

注　1　Zは、α2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は、黒とする。

箪錘蕪撃銀紳憐隈購選鰯蚕 韻i



壌養糞撃蟹締細・麓塑憩鰯颪

第5号様式（第9条、第18条関係）

コンテナ標識

＼＼

で
．
張

画⑤血

愈

放　　射　　性
駅AO劉OACτ團V匿

で

＼＼／／

1瞬｝｝

注　1　ヨ葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　Zは、α5センチメートル以上とする。

　　3　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識中の英語の部分を削ることができる。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

地 自

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒



第6号様式（第12条関係）

車両標識

＼＼

ず
・
＼

＼
・
◎

畠⑱嫡

嗣

放　　射　　性

　この車両に
近づかないこと

ぐ

＼／／
レ

逼叢簗§駆雛癬腹塑懸翼置

1
2
3

注 三葉マークは、第4号様式によるものとする。

Zは、0．5センチメートル以上とする。

色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　　彩

地 白

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

1綱



核
燃
料
物
資
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
蒔
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　　　○
　　危核
　　険燃
　　時料
　　に物
　　お質
　　けの
　　る事
〔措業

簾舞
琶関運
1奎製

ll講
号日

〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
旨
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃

料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る

　
　
措
置
に
関
す
る
規
則

1
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
U
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第

　
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、

　
外
濁
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
写
「
事
業
者
等
」

　
と
い
う
。
）
　
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
工
場
父
は

　
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
の
運
搬
中
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物

　
質
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃

　
料
物
質
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に

　
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
第
五
牽
九
条
の
二
第

　
～
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
償
を
除
く
。
）

　
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ひ

一
茜

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌

　
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
、
船
舶
叉
は
航
空
機

　
　
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が
起

　
　
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
、

　
　
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
課
安
官
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ

　
　
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張
り
、
標

　
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
　
以
外
の
潜
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近
に

　
　
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
圧
p
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の
広

　
　
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
表
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

　
　
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
め
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
　
条
第
五
号
に
規
定
す
る
従

　
事
者
の
う
ち
男
子
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
お

　
け
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、
同
令
第
十
八
条
第
一
一
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
長
官
の
定
め
る
放
射
線
癒
と
す
る
。

　
　
ω
　
核
燃
料
物
質
等
事
業
所
外
運
搬
告
示
第
二
十
四
条
（
緊
急
作
業
に
係

　
　
　
る
許
容
被
ば
く
線
鍛
）



運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
｝
）

｝
釜

○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その1）

殿

鉄保第　155号

鉄運第　162号

自車第1255号

昭和53年12月28日

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

　　　　　　　核燃料物質等車両運搬規則、放射性同位元素等車両

　　　　　　　運搬規則等の制定等について（依命通達）

　先般の「原子力基本法等の一部を改正する法律」（昭和53年法律第86号）により「核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年法律第ユ66号。以下

「原子炉等規制法」という。）が改正され、核燃料物質等の車載による運搬についても、

その規鯛体系が変更されました。その主な故琶三点は、下記1のとおりです。

　今般、この改正を受けて、核燃料物質等の車両による運搬に関する規糊基準を定める

「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸雀令第72号）が新たに制定され、従来の

「放射性物質等車両運搬規則」（紹和52年運輸省令簗33号）及びr放射性物質等車両運

搬規則の細目を定める告示」（昭和52年運輸省告示第586号）は、それぞれ、一部改正

により放射性闘位元索等の車両による運搬に関する規制基準を定める「放射性同位元素

等車両運搬規則」及び「放射性岡位元素等車両運搬細断の細目を定める告示」とされた

ので通知します。

　これらの省令及び告示は昭和54年1月4日から施行されますが、その施行に当たって

は下記2のとおり取扱うこととするので、この旨関係者に周知徹底方お願いします。ま

た、これらの省令の主な条項の解釈、その他実施細昌は別途通知します。

　なお、これらの省全及び告示の制定等に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行

われているので念のため申し添えますQ

　また、「放射性物質車両運搬規則について（依命通達）」（昭和46年11月8日付け鉄

保第6三号、鉄運第186号・、自車第601号）、　「放射性物質等車両運搬規則等の湖定等に

ついて（依命通達）」（昭和52年12月22日付け鉄保第134号、鉄運第95号、自車第1265

号）及びヂ放射性物質等車両運搬規員琴について（依命通達）」（紹和52年12月22日付け

鉄保第135号、鉄運第96号、自車第1266号）は、昭和54年1月4霞限り廃比します。

　　　　　　　　　　　記

1．原子炉等規調法の主な改正点

　（1＞核燃料物質によって汚染された物が新たに規制対象に加わったこと。



　②　工場叉は事業所の外における核燃料物質等の運搬については、運搬主体の如何に

　　かかわらず、輸送物は科学技術庁長窟の定める技術基準に、輸送方法は運輸大臣の

　　定める技術基準によることとされたこと。（工場又は事業所の内における運搬につ

　　いては、当該事業所の所管大臣の定める技術基準による。）

　（3）科学技術庁長實又は運輸大臣の定める核燃料物質等を運搬しようとする場合には、

　　その輸送物叉は輸送方法が技術基準に適合していることについて、それぞれ、科学

　　技術庁長官又は運輸大臣の確認が必要とされたこと。

　（4）運輸大駆についても、原子炉設置者、加工事業者等の原子力関係事業奢に対し、

　　報告の微収及び事業所への立入検査ができることとされたこと。

2．運搬の安全の確認等

　（1）原子炉等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認

　　　核燃料物質等車両運搬規則第20条に規定する核燃料物質等の車両による運搬につ

　　いては、「漂子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

　　関する政令」（昭和53年政令第396号）の附則第5条の規定により昭和54年3月5

　　B以後に開始されるものについて、追って定めるところにより事前に確認申請を行

　　うこと。

　（2）一定の輸送物の運搬に係る届出

　　　核燃料物質等車両運搬規則及び放射性同位元素等車両運搬規則の実効を図るため、

　　核燃料物質等車両連搬規則第9条第3項に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸

　　送物若しくは同規則第8条第王項に規定する第3種核分裂性輸送物を車両により運

　　冠する場合（昭和54年3月5臼以後運輸大臣の運搬の安全の確認を受ける場合を除

　　く。）又は放射性同位元素等車両運搬規劉第3条に規定するBM型輸送物若しくは

　　BU型輸送物を車両により運搬する場合には、従来どおり、追って定めるところに

　　よりその旨を事前に届巌すること。

別　　紙

1，原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

　（昭1和53年12月22日政令第396号）

2．核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則（昭和53年12月

　28日運輸省令第68号）

3．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査を

　する職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（昭和53年12月28日運輸省

　令第69号）

4．自動車運送事業等運輸規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令（昭

　和53年12月28日運輸省令第74月頃

5，核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年12月28臼

　総理府令第57号）

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
一
）

蓋
六



運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
｝
）

6．核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目

　等を定める告示（昭和53年i2月28日科学技術庁告示第11号）

Z　核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令（昭和53年12月28廻総理府令第48号）

8．危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第

　71号）

9．航空法施行規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第75号）

10　航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示の一部を改正する告示（昭和53

　年玉2月28臼運輸省告示第679号）

｝
毛



○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その2）

殿

鉄保第　59号

鉄運第　70号

自山岨116号

昭和56奪：5月18日

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

　　　　　　「放射性準位元素等による放射線障害の防比に目する法律

　　　　　　の一部を故正する法律」の施行に伴う関係政省令の改正等

　　　　　　について（依命通達｝

　「放射性同位元素等による放射線障警の防止に蘭する法律の一部を改正する法律」

（昭和55年法律第52号）の施行等に伴い、「放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律施行令」（昭和35年政令第2S9号）、「放射性局位元素等車両運搬規則」

て昭和52年運輸省令第33号）及び「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸省

令72号｝が一部改正され、昭和56駕5月18日から施行されますが、その施行に当たっ

ては下記のとおり取扱うこととしたので通知します。なお、関係者に対する周知徹底方

お賑いします。

　また、これらの政省令の改正に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行われてい

るので念のため費し添えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．放射性岡位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）

　第18条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を除く。）

　　8M型輸送物又はBU型輸送物を運搬しようとする場合（昭和56年7月17日以降

　のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行うこと。

2．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規倒に関する法律（昭和32年法律第166号）

　第59条の2第2項に規定する車両による運鍛の確認（運搬する物に係る確認を除く。）

　　「核燃料物質等車両運搬規翻の一部を改正する省令」（昭和56年運輸省令第27号｝

　により轟該確認を薪たに要する核燃料物質等の運搬をしょうとする場合（昭和56年7

　月17日以降のものに限る。）は、鋼途通知するところにより、事前に確認の申請を行

　うこと。

3．関係通達を次のとおり改正又は廃止するQ

（1）　「核燃料物質等車両運搬規則、放射性岡田元素等車両運搬規則等の制走等につい

　て（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第155号、鉄運第162号、自車

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
二
）

一
五
八



運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
二
目
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
二
）

　第王255号）の一部を次のとおり改正する。

　（i）認2（2）を次のとおり改めるQ

　　　　削除

　Gi）（Dの改正にかかわらず、昭和56年7月16日までに行われる核燃料物質等又は

　　放射性同位元素等の運澱については、なお従前の例によることQこの場合におい

　　て、改正前の記2（2）中「第3条」を「第8条第3項」に読み替えるものとする。

（2）　「核燃料物質等車両運搬規則について〈依命通達）j（昭和53年12月28日付け

　鉄保第156号、鉄運第163号、自車第王256号）及び「放射性同位元素等牽両運搬規

　則について（依命通達｝」（昭和53年12月28霞付け鉄保第157号、鉄運第164

　号、自車第1257号）を廃止する。

（3）（2＞の廃止にかかわらず、昭和56年7月16日までに行われる核燃料物質等叉は放

　射性同位元素等の運搬について禄、なお従前の例によることQこの場合において、

　廃1i二前のr放射｛生同位元素等車両運搬規則について（依命通達｝」（昭和53年12月

　28日付け鉄保第157号、鉄運第164号、自車第1257号）を次表のとおり読替える

　ものとする。
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○運輸省鉄道監督局長・自動車馬長通達（その3）

殿

　　　鉄保第71号
　　　鉄照射60号
　　　自安第117号

昭和56年5月18日

改正　鉄保第103号

　　　鉄運第92号
　　　自安第158号

1瑠和56年7月　17Ei

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

　　　　　　　核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性同位

　　　　　　　元素等車両運搬規鋼関係取扱要領について（依命通達）

　今般、核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令旨72号）の主な条項の解釈及

び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32痒法律

第166号）第59条の2第2項に規定する確認の串請、核燃料物質等車両運搬規則第22条

に規定する曲輪大臣の指走の申請及び同令第19条の承認申請についての実施綱覇につい

ては別添1「核燃料物質等車両運搬規則関係叡扱要領」のとおり、放射性同位元素等車

両運搬規鋼（昭和52年運輸省四目33号〉の童な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同

位元素等による放衛線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号1第18条の2第

2項に規定する確認の串請及び放射性同位元素等車両運搬規則第18条の承認融請につい

ての実施細揺については愚論2「放射性贈位元素等車海運搬規則関係取扱要領」のとお

り、それぞれ定め、昭和56年7月17B以後の運搬について適用することとしたので通

知します。なお、関係者に対する周知徹薮方お願いします。
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別添¶

　　　　　　　　　　核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領

1．　目的

　　本要領は、核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸雀令第72号。以下「規則」

　という。）の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

　規制に関する法律1昭職32年法律第166号。以下ヂ漂子頬等規制法」という。）第59

　条の2第2項の規定する確認申請、規則第22条に規定する運輸大臣の指定の申請及び

　規劉第19条の承認申請（以下「特別措置運搬承認申請」という。）について実施細目

　を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを目的とする。
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芙

2．規則中の主な条項の解釈及び取扱い

（1）第3条、第4条第3項、篶16条関係

　　　「関係巻以外の者」は、旅客、通行人等をいうものとする。

（2）　第9条関｛系

　　第1項の「放射性」の文字、第3項の総重量、　「A型」の文字及びrB型」の文

　宇は、原則として1平方センチメートル角以上の黒宇を白地に表示するものとする。

　　また、「放射性」の文字には「L型」の文宇を追加して表示してもよい。

13）第11条関係

　　運搬に従事する者に対する放射線被ばく線量が、一般人と同様、0．5レム毎年以下

　　となるよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大放射線貴率は

　　2ミリレム毎時以．下と規定されているが、本規定の実効を損保するため、A型輸送

　物、BM型輸送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従事

　　する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを1年間保管することG

　（イ1核燃料物質等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内ベッ

　　　ト等にいた時聞

　　（ロ）ボケツト線日計、フイルムバッヂ等による測定結果

（4）第12条第3項関係

　　　前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方300メートルの距

　　離から点燈を確認できるものであること。

　（5）　第14条関｛系

　　　携行する書類は、収納された核燃料物質等の主な核種の名称及び放射能強度につ

　　いても記載されたものであること。

　　　また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説

　　明すること。

（6）第15条関係

　　　核燃料輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して運行

　　の安全を確保するための規定である。本規定の実施に当たっては、次によること。

　仔）BM型輸送物、　BU型輸送物又は核分裂性輸送物を運搬する場合にあっては、

　　　「危険物の規制に関する規則」（昭和34年総理府令第55号）第47条の2の規定に

　　　準ずること。

　（ロ〉核燃料輸送物等を運搬する場合には、昭和54年12月27日付け労働省基発第

　　　642号「自動車運転車の労働時間等の改善基準について」に準拠すること。

　　　なお、核燃料輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、か

　　　つ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。

　（7）　　第17条第2項関係

　　　ヂ専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。



　（イ）原子炉等規制法第41条に規定する凍子炉主任技術者免状を有する春又は原子

　　炉主任技術着試験筆記試験合格者

　回　原子炉等規綱法第22条の3に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者

　←う　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律簗167

　　号。以下「放射線障害防止法」という。）第35条に規定する第1種放射線取扱主

　　任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し1年以上の経験を有する者

　（→　放射線障害防止法第35条に規定する第2種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、

　　核燃料物質の取扱いに関し2年以上の経験を有する者

　困　核燃料物質の取畢いに関し、㈲から（二）までに掲げる者と詞等以上の知識及び経

　　験を有すると認められる者

3．核燃料輸送物の運搬の確認申請等

　規則第20条に規定する核燃料物質等を運搬しようとする場合は、次の要領で原子炉

　等規綱法第59条の2第2頂に規定する運輸大臣の確認を受けること。

（1）第1号様式による核燃料輸送物運搬確認申請書並びに別表第1の第1瀾に掲げる

　記載事項について、同表の第2欄の記載要例等に従って記載した運搬に関する計画

　書及びその添付書類正副2通を提目すること。

　　　この場合において、当該串請書等は別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、それ

　　ぞれ、岡表の第2欄に掲げる所管課に提出することQ

②　運輸大臣は、規則第22条の規定により指定を受けた者以外の者が運搬する場合は、

　原則として運搬前に積載時検査を行うものとする。

（3＞申講書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な‘li：項の記

　載内容を変更しようとする場合には、変更の讐油、内容を明らかにし、その旨を遅

　滞なく届け鵡ることQ

　　　また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を1年間保管する

　　こと0

4．核燃料輸送物運搬者の指定申請等

ω　申　請

　　核燃料物質等を自動車により運搬する者であって規劉第22条に規定する運輸大臣

　　の指定（以下「指定」という。）を受けようとする者は、別裏第2の第1欄に掲げ

　　る記載事項について岡表の第2欄の記載要領等に従って記載した申講書及びその添

　　付書類正副2通を自動車局整備部保安課’に提出すること。

（2）指定書の交付

　　運輸大臣が指定した場合は、申請者に揃定書を交付するものとする。

　（3）　指定の条件等　’

　㈲　指定に当たっては条件を付すことができるQ

　回　指定に当たっては3年以内の範囲において有効期間を付すことができる。
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（4）指定の失効

　　指定は、指定を受けた潜が次の各号の一に該当する場合には、失効するものとす

　　る。

　｛イ）死亡又は解散したとき。

　（ロ）　事業を廃止したとき。

　←→指定を辞退したときQ

　〈ユ〉指定の条件に適合しなくなったとき。

　体〉有効期闘が満了したときQ

｛5）変更届

　　指定を受けた者は、申請書等の記載内容に変更が生じた場合は変更の事由、内容

　　を明らかにし、その旨を遅滞なく届け出ること。

（6）　指定：書の返納

　　揖定を受けた者は、指定が失効したときは振定書を返納すること。

（7）運搬実績の報告

　　指定を受けた者は、毎年2月1日までに前年の運搬実績を運輸大臣あて提出する

　　ことQ

5．　特男qを型置運搬承認申言青

　規則第19条の規定に基づき、核燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料汚染物を運搬

　しょうとする場合は、第3号様式による特別措置運搬承認串請書本文並びに鋼帯第1

の第1欄に掲げる記載事項について同表の第2欄の記載要領等に従って記載した承認

申請書及びその添付書類正裂2通を提出すること。

　　この場合において、当該承認申請書等は、別表第3の第ユ欄に掲げる区分に応じ、

　それぞれ、同量の第2欄に掲げる所管課に提出することQ

　　なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らか

　にし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

　　また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を1年間保管するこ

　と。
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男U表第　1　　　運無言十画書等言己茸華ヒ事項等

記　載　事　項

1．運搬の目的

2　当該規定に従って運搬することが著

しく困難な規定及びその理由並びに安

全な運搬を確保するために特に講ずる

措置（承認申請のみ）

3，荷送人及び荷受人の氏名又は名称及

び住所

4　運送人の氏名又は名称及び住藤

a　予定運搬日時

6．　予定運搬経路

（1）発地、着地、経路及び顕離

②　その他

7．運搬しようとする核燃料輸送物

（1＞核燃料輸送物の型式又は名称及び

　主要諸元

（2）核燃料輸送物の種類

（3＞収納する核燃料物質等の名称、数

　量、放射能強度及び性状

（4）核燃料輸送量の輸送制限欄数及び

記　載　要　領　等

○　運搬する核燃料物質等の用途、発着

　地等を簡略に言己載すること。

○　法人にあっては、その代表者の氏名

　を付記すること。

○　法人にあっては、その代表者の氏名

　を付記すること。確認申請であって運

　送人が指定を受けた者である場合には

　指定書の目付及び番号を記載すること。

○　（2＞については、必要に応じζ道路名

　又は路線名、通過地点、区間距離、キ

　ロ程、所要時間、通過予定時刻、点検、

　運転者の交替予定等を記載し、運行経

　路図を添付することQ

O　承認申講の場合には、（2忍び翰を除

　き、r核燃料輸送物」とあるのは「核

　燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料

　汚染物」と読み替えて記載すること。

○　（1）の主要諸元は、長さ、幅、高さ、

　重量等を記載すること。

○　（2）については、A、　BM、　BU型輸

　送物（第1～3種核分裂性輸送物）の

　ように記載すること。

○　（3）については、核燃料輸送物ごとに

　記載し、性状については物理的、化学

　的状態を記載すること。
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記　載　事　項

　配列方法（核分裂性輸送物のみ）

（5）核燃料輸送物の放射線鍛率

（6）核燃料輸送物の輸送指数

（7）核燃料輸送物の個数

（8）核燃料輸送物の基準適合状況

（9）核燃料輸送物取扱上の注意事項

〔10｝核燃料輸送物の外観図及び構造図

8．コンテナの概要

（1）コンテナの名称叉は型式及び霊園

　諸元

（2）収納する核燃料輪送物の型式又は

　名称、個数及びコンテナへの収納方

　法

（3）コンテナの放射線量率

（4）コンテナの輸送指数

（5）　コンテナの個数

（6）　コンテナの外観図

9・車両及び積載方法

（1）車繭の概要

記　載　要　領　等

○　紛については、その位置を付記又は

　図示すること。

○　（8）については、科学技術庁長官の運

　搬確認証の番号及び輸送容器の登録番

　号を記載し、当該確認証の写しを添付

　すること。

　　科学技術庁長官の運澱確認申請中の

　ものにあっては、その旨並びに申請書

　の日付及び番号を記載すること。

○　⑩の外観図は、三面図及び鳥下図に

　よることQ

O　承認申請の場合には、②の「核燃料

　輸送物」を「核燃料物質等、核燃料輸

　送物又は核燃料汚染物」と読み替えて

　記載すること。

○　（i）の主要諸元については、長さ、幅、

　高さ、重量、適合規格等を記載するこ

　とo

O　②については、コンテナごとに記載

　すること。

○　（3）については、その位置を付記叉は

　図示すること。

○　（6）については、三面図及び鳥観図に

　よること。

○・（1）については、鉄道、軌道、索道又

　は無軌条電車により運搬する場合は当



記　載　事　項

（2＞車両の外観図並びに積載方法及び

　固定方法

（3）　車両の放射線最率

㈲　車爾に積載する核燃料輸送物及び

　コγテナの型式父は名称、綱数並び

　に輸送指数及びその合計値

10．運澱実施体制

（匪〉運搬責任者、運搬実施者、運搬従

　事者及び同行する専門家

（2）放射線管理要領

（3）運搬要領

（4）荷役作業要領

記　載　要　領　等

　該運搬に使用する車両の許容積載燈及

　び有蓋、無蓋の別を、自動車により運

　搬する場合は当該運搬に使用する自動

　車の車名、型式、登録番号及び最大積

　載量：を記載すること。

○　（2｝については、三面鶴により示すも

　のとし、積載位置、固定等に使用する

　用具、固定等の方法、標識の貼付、他

　の積載物等が明確にわかるように示す

　ことo

O　（3）については、その位置を付記又は

　図示すること。

○　（4）については、車痛ごとに記載する

　こと。

○　（1）において運搬責任者については運

　搬の実務上の費任著であって必要な際

　に連絡のとれる者の氏名と連絡先を、

　運搬実施春については実際に運搬に従

　事する者（運搬従事者）の統轄者の氏

　名を、運搬従事者についてはその人数

　を、同行する専門家についてはその氏

　名、所属、資格等を記載すること。

○　②については、車両、核燃料輸送物、

　コンテナ等の放射線量率の管理、放射

　線量率、測定機器、保護具等について

　記載すること。

○　（3）については、運搬時における駐車

　要頷、踏切通過要領、梯団時の隊列に

　よる運行体制等を記載すること。

○　（4）については、荷役時における作業

　要領、安全対’策、使用する機器叉は用

　具の種類等について記載すること。
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記　載 事 項 記　載　要　領　等

㈲　事故階の措置

P1．その他

○
○

　（5）については、事故時の応急措置、

A絡先等を記載すること。

@運搬従事者に対する教育訓練内容そ

ﾌ他必要な事項を記載すること。

備　考 　用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできる

ものとする。ただし、この大きさによることが困難なものについては、

折りたたんだ状態でこの大きさとすること。
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別表第2　指定申請書の記載事項等

記　　載　　事　　項

1，申請書本文

2．自動車運送事業の免許の種類、取得

年月臼

3．事業の概要

4．核燃料物質等の運搬委託者の氏名又

は名称

5．核燃料物質等の運搬の経歴

（め　運搬の実績

②　運搬時の事故

6．核燃料物質等の運搬に使用する車両、

携行する機器等の概要

記　載　要　領　等

○　申請書本文の様式は第2号様式によ

　ること。

　　また、申請者が法人である場合にあ

　つては、その代表者の氏名を付記する

　ことo

○　資本金、年商、従業員数、保有車両

　数、営業所数及び自動車運送事業以外

　の事業内容等を記載すること。

○　過去3年以内において、核燃料物質

　等の荷送人又は荷受人として運搬を委

　託した春のうち主な春を、原子炉等規

　制法の使用者等の区分に従って記載す

　ることo

○　過去3年間に運搬した核燃料輸送物

　の種類別個数及び件数について記載す

　るこどQ運輪大臣の確認を要する核燃

　料輸送物は（）内に内数で示すこと。

○　過去3年間で運搬中に発生した放射

　線による人の障害が発生した事故、汚

　染等が生じた事故又は紛失事故の発生

　日時…、場所及び事故の概要を記載する

　こと。

○　運輸大臣：の確認を要する核燃料輸送

　物の運搬に使用する主な車両の車名、

　型式、登録番号及び使用の本拠の位置

　を記載し、車両の三面図を添付するこ

　とQ携行する機器については、放射線

　測定器の名称叉は型式、測定線質、台

　数及び保守点検要領並びに保護具の概

　要を記載すること。

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
。
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
　
二
）
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運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
一
二
）

記　載　事　項

7　核燃料物質等の運搬に関する責任体

目倦

8．核燃料物質等の運搬に従事する者に

対する教育訓練等

9，被曝管理体制

工α放射線管理等に関する知識を有する

者

記　載　要　領　等

○　運搬に関する業務処理の体制につい

　て指揮命令系統等が明確になるよう記

　載すること。また、社内各部署間等の

　通常時及び危険時における連絡体制に

　ついても記載すること。さらに関連す

　る部署の組織図を添付すること。

○　教育訓練等の内容、教材、受講者、

　頻度等について、過玄の実績及び今後

　の計画を記載すること。

○　運搬に従事する者の被曝放射線量の

　測定、記録等の体制について記載する

　こと。

○　核燃料物質等の運搬に従事する者の

　うち放射線取扱主任者免状等を有する

　春の氏名、所属及び免状等の取得年月

　臼について記載すること。

別表第3申請先

区　　　　　　　分 所　　管　　課

（1）　当該運搬が日本困有鉄道の鉄道に

@よってなされる場合

鉄道監督局国有鉄道部

ﾛ　　　安　　　課

（2）当該運搬が日本国有鉄道以外の鉄

@道、軌道、索道又は無軌条電車によ

@つてなされる場合

鉄道監督局民営鉄道部

^　転　車　両　課

③　当該運搬が自動車叉は軽車調によ

@つてなされる場合

自動車属整備部
ﾛ　　　安　　　課

一
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第1号様式（確認申請書）

　　　　　　　核燃料輸送物運搬確認申講書

運　輸　大　臣　殿

文書番号

昭和　　年　　月

申請者の氏名

叉は名称
住　　　　所

連　絡　先

日

　別添の運搬計画書に記載する核燃料輸送物の運搬につき、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第2項の確認をして戴きたく申請いた

します。

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
三
）

一
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第2号様式（揚定申請書）

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
三
）

石

核燃料輸送物運搬者捲定申請書

運　輸　大　臣　　殿

文書番号

昭和　　年

申講者の氏名

又は名称
住　　　　所

連　絡　先

月 日

㊧

　核燃料物質等車両運搬規則第22条に規定する運輸大臣が指定する者として指定して

戴きたく、下記のとおり申請いたします。

己三只



第3号様式（承認申請書）

運　輸　大　罠　　殿

特別措置運搬承認申請書

文書番号

昭和　　軍　　月　　臼

申請者の氏名

父は名称

荘垂 所

連　絡　先

⑳

　核燃料物質等車両運搬規則第19条第1項の規定に基づき、下記の核燃料物質等の

運搬について承認レて戴きたく申請します。

己躍言
ロ

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
三
）

備考　申請文中e第19条第1項は」は、当該承認が規則第19条第2項に基づ

　　く場合は「第19条第2項」と、第19条第1項及び第2項に基づく場合は

　　「第19条第1項及び第2項」と書き換えること。

　　　また、串請者が法人にあっては、その代表者の氏名を付記すること。

別添2　（略）　（449ページ参照）
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○
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
一
年
八
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
輸
省
第
四
十
四
号

〕

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。
）

　
　
附
　
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
襲
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
～
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
四
号

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
自
動
車
運
送
事
業
、
自
動
車
運
送
取
扱
事
業
及
び
軽

　
車
繭
等
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
送
の
安
全

　
及
び
旅
客
又
は
荷
主
の
利
便
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
物
贔
の
持
込
制
限
）

第
…
漏
十
六
条
　

…
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
而
帯
業
用
自
動
…
車
を
利
用

　
す
る
旅
客
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
を
自
動
車
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
晶
名
、
数
量
、
荷
造
方
法
等
に
つ
い
て
、
別
表
で
定
め
る
条
件
に

　
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
五
の
二
放
射
性
物
質
等
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

　
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の

　
放
射
性
飼
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
そ
の
放
射

　
能
濃
度
が
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
i
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
並
び
に

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
糊
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

　
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
及
び
そ
れ
に

　
　
　
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）

一
七
三



道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
妙
）

○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
翻
紐
餌
野
鼠
胡
斤
猷
顎
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
六
年
五
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
二
五
号

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下

　
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
在
の
各
号
の
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
る
Q

　
十
七
　
　
「
放
射
性
物
質
等
偏
と
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

　
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条

　
第
二
項
の
放
射
性
詞
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
う
て

　
そ
の
放
射
能
濃
度
が
○
・
○
○
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
ー
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も

　
の
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
欄
に
関
す
る
法
律

　
（
昭
和
三
牽
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
麻
酔
二
項
の
核
燃
料
物
質
及

　
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
Q

　
（
燈
光
の
色
等
の
制
限
）

第
四
十
二
条
　
自
動
車
に
は
、
次
に
掲
げ
る
燈
火
を
除
き
、
後
方
を
照
射
し
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う

　
し
く
は
後
方
に
表
示
す
る
燈
光
の
色
が
澄
色
で
あ
る
燈
火
で
地
上
二
・
五
メ

　
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
又
は
燈
光
の
色
が
赤
色
で
あ
る
燈
火
を
傭
え
て
は
な
ら

　
な
い
。

　
六
　
火
薬
類
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め

毛
四

　
　
の
燈
火

9
　
自
動
車
に
備
え
る
燈
火
は
、
前
照
燈
、
補
助
前
照
燈
、
側
方
燈
、
番
号
燈
、

　
尾
燈
、
後
面
に
備
え
る
書
評
燈
、
制
動
燈
、
後
退
燈
、
方
向
指
示
器
、
補
助

　
方
向
指
示
器
、
非
常
点
滅
山
表
示
燈
、
速
度
表
示
装
置
の
速
度
表
示
燈
、
室
内

　
照
明
燈
、
緊
急
自
動
車
の
警
光
燈
、
道
路
維
持
作
業
用
自
動
車
の
燈
火
、
火

　
薬
類
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の
燈
火
、

　
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
の
非
常
燈
及
び
走

　
行
中
に
使
用
し
な
い
燈
火
（
前
面
に
備
え
る
駐
車
燈
を
除
く
。
）
　
を
除
き
、

　
光
度
が
三
百
カ
ン
デ
ラ
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
火
薬
類
叉
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の

　
燈
火
は
、
他
の
燈
火
と
偏
圧
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
消
火
器
）

第
四
十
七
条
　
次
の
自
動
車
に
は
、
消
火
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
六
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項

　
　
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
を
運
送
す
る
場

　
　
合
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸

　
　
省
令
第
三
十
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
又
は
核
燃

　
　
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭

　
　
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
一
二
条
に
規
走
す
る
核
燃
料
輸
送

　
　
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
σ
）
若
し
く
は
同
令
第
八
条
に
規
定
す
る
核
分

　
　
裂
性
輸
送
物
を
運
送
す
る
場
合
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
運



　
送
す
る
場
合
に
使
用
す
る
自
動
車

3
　
第
一
項
の
自
動
車
（
前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
に
備
え
る
消

　
火
器
は
、
次
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
霧
状
の
強
化
液
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
六
リ
ッ
ト
ル
以
上

　
　
の
も
の

　
二
　
炭
酸
ガ
ス
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
二
・
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

　
三
　
｝
塩
化
一
臭
化
メ
タ
ン
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
蚤
が
｝
リ
ッ
ト

　
　
ル
以
上
の
も
の

　
四
　
一
一
臭
化
四
ふ
つ
化
エ
タ
γ
を
放
窮
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
燈
が
○
・
四

　
　
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の

　
五
　
消
火
紛
末
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
一
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

4
　
第
一
項
の
自
動
車
に
備
え
る
消
火
器
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

　
る
ほ
か
、
左
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
消
火
器
は
、
溝
造
及
び
性
能
が
消
防
法
第
二
十
｝
条
の
二
第
二
項
に
規

　
　
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
消
火
器
は
、
自
動
車
の
走
行
中
の
振
動
、
衝
撃
等
に
よ
り
、
損
鰐
を
生

　
　
じ
又
は
作
動
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

　
三
　
消
火
器
は
、
使
用
に
際
し
て
容
易
に
取
り
は
ず
し
が
で
き
る
よ
う
に
欺

　
　
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
消
火
器
は
、
左
の
場
所
に
舗
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
火
薬
類
を
運
送
す
る
自
動
車
及
び
こ
れ
を
け
ん
引
す
る
け
ん
引
自
動

　
　
　
道
路
運
送
車
・
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

車
に
あ
っ
て
は
、
見
張
人
の
使
用
に
便
利
な
場
所

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
運
転
者
、

者
助
手
、
車
掌
、
見
張
人
又
は
取
扱
人
の
使
用
に
便
利
な
場
所

　
蓋

運
転



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
蘭
係
）

○
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る

総
理
府
令

〔
糊
世
羅
鱗
鰍
悔
峡
駝
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
（
同
法

第
六
十
六
条
第
一
一
項
に
お
い
て
進
・
卜
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
漂
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
一
年
政

令
第
コ
　
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
登
第
十
七
条
の

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
運

搬
の
届
綴
等
に
関
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
ハ
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令

　
（
届
出
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
一
条
　
核
凍
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
四
に
お
い

　
て
準
用
す
る
令
第
十
七
条
の
三
野
　
号
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質

　
等
（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。
以

　
下
同
じ
。
）
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

　
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
麿
令
第
五
十
七
号
）
第
三
薄
恥
一
項

　
第
三
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
と
す
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
棒
縞
十
七
条
の
｝
二
第
二
号
の
総
理

　
七
六

　
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外

　
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
第
八
条
に
規
定
す
・
る
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

　
（
届
出
の
手
続
）

第
二
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
劔
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
㎏
と
い
・
る
）
第
五
十
九
条
の
一
一
第
四
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二

　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
五
条
に
お
い
て
岡
じ
。
）
の
規
定
に
よ

　
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
を
し
ょ
う
と
す
る
者
は
、
霜
曇
様
式
第
一
の

　
届
出
書
四
通
を
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安

　
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
届
出
は
、
運
搬
が
一
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い

　
て
の
み
行
な
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
運
搬
開
始
の
爾
の
一
週
間
前
ま
で
に
、

　
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
運
搬
開
始
の
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
提
出
さ
れ
た
届
出
書
四
通

　
の
う
ち
一
通
に
届
出
を
受
理
し
た
旨
を
記
載
し
て
、
こ
れ
を
当
該
届
出
を
し

　
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

4
r
第
一
項
の
届
出
を
し
た
春
は
、
当
該
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ

　
た
ど
き
は
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
一
　
の
変
更
届
出
書
四
通
を
当
該
届
趨

　
を
し
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
第
三
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届
出
を
受

　
毒
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

　
（
公
安
委
員
会
の
通
知
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
届
繊
に
係



　
る
運
搬
が
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
速
や
か

　
に
、
当
該
他
の
公
安
委
員
会
に
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
日
時
及
び
経
路
、

　
種
類
、
数
量
等
必
要
な
事
項
を
通
知
し
、
当
該
通
知
し
た
事
項
に
つ
い
て
意

　
見
を
聴
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届
出

　
を
受
理
し
た
場
合
に
準
用
す
る
Q

　
（
指
示
）

第
四
条
　
法
第
五
十
九
条
の
卑
語
五
項
目
翌
翌
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
進
－

　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事

　
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

　
　
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
以
下

　
　
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
速
度

　
二
　
伴
走
考
の
配
置

　
三
　
核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
及
び
伴
走
車
そ
の
他
の
運
搬
に
同
行

　
　
す
る
車
両
の
車
列
の
編
成
並
び
に
薮
土
車
列
を
構
成
す
る
車
両
相
互
聞
の

　
　
距
離

　
四
　
駐
車
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
｝
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い

　
　
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
場
所
及
び
駆
車
晴
の
措
置

　
五
　
核
燃
料
物
質
等
の
積
卸
し
又
は
一
時
保
管
を
す
る
場
所

　
六
　
見
張
人
の
配
麗
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
へ
の
関
係
者
以
外
の
春
の
接
近

　
　
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

　
七
　
核
燃
料
物
質
等
の
車
両
へ
の
積
載
方
法

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
八
　
警
察
機
関
へ
の
連
絡

　
九
第
二
条
目
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
届
出
書
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

　
　
た
指
示
書
の
携
帯

　
十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
中
の
交
通
事
故
、
核
燃
料
物
質

　
　
等
の
盗
取
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

2
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
第
二
条
第
一
項
の

　
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
が
別
記
様
式
第
三
の
指
示
書
を
当
該
届
繊
を

　
し
た
者
に
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

3
　
前
項
の
捲
示
を
し
た
公
安
委
員
会
は
、
雪
国
が
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄

　
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
他
の
公
安
委
員
会
に
当
該
指
示
の
内
容

　
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
報
告
の
微
収
）

第
五
条
　
法
第
五
十
九
条
の
こ
第
鴎
項
の
規
定
に
よ
る
属
出
を
し
た
製
錬
事
業

　
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
群
処
理
事

　
業
者
及
び
使
用
者
は
、
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所

　
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

　
す
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
故
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
日
以
内

　
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
当
該
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委

　
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
［
　
核
燃
料
物
華
燭
の
盗
取
又
は
所
在
不
明

　
二
　
交
通
事
故

　
一
二
　
核
燃
料
物
質
等
の
異
常
な
漏
え
い

一
老



　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
閥
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
四
　
前
三
号
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
際
し
人
の
障
害
（
放
射
線

　
　
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は

　
　
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故

　
　
　
才
　
　
　
　
　
耀

　
　
　
彫
　
　
　
　
屋
ハ

　
こ
の
府
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
　
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
　
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
西
年
「
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

毛
脚



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
臨
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
麗
係
）

　
莞

別記様式第1（第2条関係）

核燃料物質等運搬届出書

公安委員会　殿

庄所

年 月 臼

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）⑳

使用春等の区分（注1）

担当者　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　臼　　　時から運　搬　　霞　時　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　時まで

発　　送　地（注2）

到　　達　地（注2）

種類及び月数

@　　（注3）

．輸送物 羅羅轍、各

羅督分臓

運送人

氏名（法人にあっ
ﾄはその名称）

注　　　　　所

運行責任者氏名　　（注6　）

周行専門家氏名（注7）

運　搬　経　路（注8）

鞠湯灘羅瞬舗

縫響欝講醸び 自動車登録番号 最大積載重量積載重量及び輸送物｛蹴運転者氏名

積　載　方　法　（注9）

轡資翻の名蔽薦

運　搬　要　領（注10）

警察機関への連絡要領

応　急　措　置　要　領

摘　　　　　要（注11＞



注1．使用者、製錬慕業者、加工事業者、原子炉設置者、外圏原子力船運航春若しくは

　　再処理事業壱又はこれらの者から運搬を委託された藩の別を記載すること。運搬を

　　委託された者にあっては、委託蓋の名称及び使用春等の別を併記すること。

　2．工場又は事業所である場合は、その名称を併記すること。

　3．A型輸送物、　BM型輪送物又はBU型輸送物の別及び慨数を記載すること。核分

　　裂性輸送物にあっては、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物又は第三種

　　核分裂性輸送物の別を併記すること。

　4，燃料要素、燃料集合体又は使用済燃料にあってはその旨及び単位体数を、その飽

　　の核燃料物質にあっては化学上の名称及び重量を記載すること。核燃料物質によっ

　　て汚染された物にあっては、その旨及び重量を記載し、当該汚染された物の名称、

　　汚染の状況及び汚染の程度を記載した書顧を添付すること。

　5．濃縮ウラン、プルトニウム又はウラン233の区分により、濃縮ウランの区分に

　　属するものにあってはその旨、濃縮度及びウランの量を、プルトニウムの区分に属

　　するものにあってはその旨及びプルトニウムの最を、ウラン233の区分に属する

　　ものにあってはその旨及びウラン233の量を記載すること。ただし、使用済燃料

　　の場合には記載を要しない。

　6．運搬に同行し、運搬の実施について責任を有する春を記載すること。

　7．核燃料物質の取扱いに関し専門的知識を有する春で、運搬に同行し、当該核燃料

　　物質等の保安のため必要な監督を行うものを記載すること。ただし、BM型輸送物

　　以外の輸送物を運搬する場合であって、専門家を同行させないときは記載を要しな

　　い0

　8．路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び車商、船舶、鉄道等の運搬手段の別

　　を記載すること。

　9．輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付すること。

10．車両の速度及び駐車、積卸し又は一時保管をする際に講じる見張人の配置等安全

　　確保のための措置について記載し、車列の編成及び車間距離を記載した図面を添付

　　すること。

11．両所59条の2第2項（法用66条第2項において準用する場合を含む。）の科

　　学技術庁長宮又は運輸大臣の確認の有無並びに核燃料物質等の工場又は事業所の外

　　における運搬に関する規則第13条及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年目

　　輸省令第72号）第19条第1項の特別措置の承認の有無について記載すること。

備考1．※川目には記載しないことQ

　　2．用紙の大きさは、日本エ業規格A4とすること。

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
属
出
等
に
関
す
る
総
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易二言己様式第　2　（　第2条関係　）
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公安委員会　殿

核燃料物質等運搬変更届出書

年　月　日

勤所

薦名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第4項の規定により　　　　年

　　　月　　　　日付けで属け出た核燃料物質等の運搬について、次のとおり変更

したので届け出ます。

変更の内容

変更の理由

別記様式第3（第4条関係）

天

　　　　　　　　　　　核燃料物質等運搬指示書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公安委員会團

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第5項（同法第

66条第2項において準用する場合を含む。）の規定により核燃料物質等の運搬について

次のとおり指示する。

届　出　年　月　日

運搬予定年月日

指　　示　　事　　項



　　逼養宴辞瓢勘e鰯麟Q鎚駆締慧認やゆ膿謝聖くロ（灘蘇蚤認題）

表　核燃料物質等の運搬に関する法令の概要

　　　1畑

昭和54年1月30臼

警察庁保安部公害課

法　　　　　律 政　　　　　　　　　　　　　　令 総　　　理　　　府　　　令

○届け撮なければならない場合を定める o届鵬を要する核燃料物質等を定める（第1条）

（第17条の4で準用する第17条の3） 1．蘭学技術庁長官の定める量を超える放射能を有す

核燃料物質等の運搬の 1，放射線障窪点出のための措澱が特に必要な核燃料物 る核燃料物質等

届出 質等であって総理府令で定めるものを運搬する場合 2，核分裂性物質

（第59条の2第4項） 2．臨界防止のための措麗が特に必要な核燃料物質であ ○届出の手続について定める（第2条）

って総理府令で定めるものを運搬する場合 届出書、変更届出蕩（別記様式第1，第2）

o公安委員会の通知について定める（第3条）

公安委員会の指示 o指示事項について定める（第4条）

（第59条の2第5項） 速度、伴走者の配置、駐車場所、見張人の配置、その

日時、経路、その他総理 他山通事：故、盗取等防止上の必要慕項

府令で定める事項 ○指示の手続について定める（第4条）

指示講（別記様式第3）

o報告事項を定める（第22条第6項） o報告手続について定める（第5条）

報告微収（第67条）
1，慕業所外運搬に関し人の障害が発生し又は発生する

ｨそれのある事故の状況

2．慕業所外運搬の状況

立入検査（第68条）

○届撮の規定は法の施行の日から60解を経過した日（昭

経　過　措　羅 和54年3月5日）以隆に行われる運搬について適用す
る（附則第5条）



図核燃料物質等の運搬の属出等に関する作業図（警察庁）

閉．運搬届出関係（法第59条の2第4、第5項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鎧　発　地〉 （通過、到着地）

都道府県奪安委員会£本部危険物填嚢螺） 都道鷹県公（本部危険

ﾀ委員会　　物担当課）

。塑鍛騨鐵湾難峰の
@提出丸法59条Z）2臥政令17闇馳　」．．

@条の4、府令1条，2条）

o通知（府令3条）

@日時、経路、種類、

伯i、積卸、一時保管

梼ﾔの場所及び時間、

ﾍ出者、運搬事業春等

原
　
子
　
力
　
関
　
係
　
審
　
業
　
者

○運搬属患書艶変更届出書の

@交付（府令2条田、岡V）

o受　　理

尞o対象該妾の有無

ﾍ　出　春　名　の確誇、

@届　　出　　内　容

黶p…一一一…｝一一｝…一一｝　一
Z指示購項の検討（法59条の2V、府令

@4条王）

@指示馨頭

@日時、経路、車両の速痩、伴走者の配澱

@車列の編成、駐車場所及び燵車時の措遣

@積卸又は一時保管の場所、見張人、積載

@方法、警察への連絡、運搬届出書等の携

@帯、その他変通事故、盗取防止措畳等

○受　　理

@｝一　『…一一一｝
処ﾓ見の検討

i　臼時、経路等指示事項と同じ

o指示霞の交付（法59条の

@2V、府令4条醒）

O意見の面答

@（府令3条王）

O指示内容の通知

@（府令4条班）

報
告

照
会

報
告

照
会

本部関係部門　　　　　　　　　　・警　察　碧（警備・交通・警ら）

本部関係部門
@　　　　　　・警察署（警備・交題・警ら）

逼憩糞§鶴締e購鐘e睡羽締尼匪胴ゆ課融霞くP（灘幽ヒ窓曝） ｝姻



　　箪蟹簗§謹沸e塑§毫e睡ヨヨ黛上2懸炉ゆ鯉i養蛍くP（鹸鰍歯毬迷）

2。報告徴厳関係（法第67条）

（出　発　地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＜籔

（注）法……核原料物質、核燃料物質及び陳子炉の規制に関する法律

　　政令…二上法律施行令

　　府　令…核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令

（窮故発生地〉

都道府県公安委員会 ↑］艇麟さ ： 蘇の齪［？ 都道府県警察本部各担当課

（本部危険物担当課） れた規定 厘 警察宮（110番、 高速道路緊急電話1
i

○報　告 o報告の命令 o事故発生臼から l
i（法67条 （法67…緻令 10日以内に報告 ；

政令22条 22条m （法67条政令22 1

o直ちに通報 ・遅帯なく届出

m 条w、府令5条） ：
：

（法64条〉 （法63条）

1

漂　子 力 事 業　者 ： 原子力窮業管及び運搬受託春 下記婁態の発見者
（法67条、政令22条W） t （法63条） （法64条）

o窮業所外運搬の状況 O 人の障害が発生し又は発生の ： ○所持する核燃料物質につい o所持する核燃料物質に関し、地

（運搬の安全管理対策等 ） おそれがある場合（府令5条） ： て 震、火災その他の災審が起った

盗取又は所在不明、交通事故 ： 盗取、所在不明その他の慕 ことにより核燃料物質による災

核燃料物質等の異常な漏えい
1

故 害が発生するおそれがあり又は

そめ他
1

発生した場合

瑛　故 ・　災　害　等　の　発 生
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○核燃料物質等運搬届出書の記載要領（警察庁）

1．届出回数

　　一驚列ごとに届けること。一等列は、原則として8台以下とすること。

2．届出者

　　運搬を委託された者が届け出る場合には、運搬を委託した事業者との連名によるこ

　と。なお、商社等による届出は認めないので留意すること。

3，担当老

　　実際の事務担当者であって、運搬内容を熟知した者を記載すること。

4．届出先

　　発送地の公安委員会の下にある警視庁又は道府県警察本部の危険物担当課とするこ

　とQ専用港等から発送する場合においても同様とすること。なお、担当課については、

　核燃料物質等の運搬に関する事務担当者一覧表を参照すること。

　　なお、届出は担当者が届出書四通を持参して行うこと。

5．届出日

　　運搬予定日の2週聞前（一都道府県内のみの運搬については、1遍間前）までの平臼

　とすること。船舶により輸入する場合等であって運搬予定日に変更の生ずるおそれの

　ある田舎には、予めその旨を説明しておくこと。車両、運転者等について、まだ確定

　していない場合には、最も可能性の高いもので届鳩をし、後日確定した場合に変更届

　出書を速やかに提出すること。

6．運搬日時

　　運搬全体（船舶等による運搬の部分も含む。　〉の鵬始予定臼時及び終了予定日時を

　記載すること。

7．発送地、到着地

　　所在地を記載し、事業山名、埠頭名目は空港名を併記すること。なお、埠頭等につ

　いては、コγテナーバースを記載する等場所の特定を図ること。

8，輸送物

　　輸送物の種類については、「A型第二種核分裂性輸送物」等と記載すること。核燃

　料物質等の名称については、「燃料集含体」、　「6弗化ウラン」等と記載すること。

　なお、試験的に短期間核分裂させたものについては、　「使用済燃料」と記載し、試験

　的に照射した旨を付記すること。区分については、燃料集合体及び燃料要素について、

　「濃縮ウラン、濃縮度3％」等と記載すること。数量については、一車列の数量の総

　量を記載すること。

9．運送人

　　実際に運搬を行う運送業者の全員を記載すること。

10運行責任者

　　運掻に岡行ずる現場費任者の氏名を記載すること。



11．同行専門家

　　該燃料物質の取扱いについて専門的知識を有する者が運搬に同行する場合には、そ

　の氏名及び資格等を記載すること。

12．運搬経路

　　路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び都道府県名等運搬経路が明確にわかる

　ように記載すること。車両、鉄道、船舶等の別は、併罵するときのみ記載すること。

13．駐車、積卸し及び一時保管予定場所並びにその予定時亥彗

　　交通事故、盗取等の防止のために重要な事項であるので明確に記載すること。　「海

　老名」等ではなく、　「東名海老名サービスエリア」等と具体的に記載することQなお、

　道路上の駐車は避けるように努めることQ核燃料物質等を積載した車両を長時間駐車

　又は格納する場合には、営業所等の管理可能な区域で行うこととし、その名称を記載

　すること。積卸し及び一時保管の場所は、事業所内で行う部分以外について具体的に

　記載すること。

14．積載車両及び運転車

　　積載車両ごとに、自動車登録番号、最大積載電景、積載重量、輸送物単数及び運転

　者氏名を記載すること。なお、補充運転者がいる場合には、鋼に記載すること。

15．積載方法

　　積載方法の概略を簡潔に記載し、外観図を添付すること。

16．携行資器材の名称及び個数

　　サーベイメーター、化学消火器、フィルムバッジ、ポケット線量計、立入禁止区域

　表示用器具等の災害防止又は災害発生時の応急措置のために携行する資雑材を記載す

　ること。

17．運搬要領

　　速度、伴走者の配置、見張人の配置、駐車時の措置、車両間の連絡方法等について

　記載し、車列の編成及び車間距離を記載した図面を添付すること。伴走車については、

　その乗務員の氏名、役鶴についても記載すること。伴走車とは、運搬中の安全確保の

　ためのものであるので、交通事故、盗取等の防止のために監視を行い、必要な措置を

　執れる者が添乗しているものをいうので留意すること。見張人については、氏名のほ

　か見蛋方法等について記載すること。見張人とは、周辺を監視し、関係者以外の者の

　接近を防止することのできる老をいうので留意すること。

18．警察機関への連絡要領

　　異常事態発生時の連絡、運搬が計画と異なった場合の連絡等について記載すること。

　連絡先については、核燃料物質等の運搬に関する事務担当者～覧表を参照すること。

19，応急措置要領

　　災害発生時等における応急措置及び車両故障等運搬が計画と異なったときの措置に

　ついて記載すること。

20，摘　　要

　　科学技術庁長官又は運輸大臣の確認等の有無を記載すること。確認申請中である場

　合には、その旨を記載し、確認後速やかに確認証の写しを添えて変更届を提出すること。
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○核燃料物質等運搬届出書の唱導例　（警察庁保安部公審課）
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その礒　低濃縮ウランの場合
讐察庁保安部公害課

茨城県公安委員会　殿

核燃料物質等運搬届出書

昭和54年3月5日

注所　東京都千代嗣区○○町○丁昌○番○号
氏名　○○株式会社代表取締役○○○○嬉）
使用者等の区分　　加工事業者
担当者　○○○○　電話番号　03－ooo　oooo
注所　東京都港区×xOT霞○番○号
氏名　○○運輸株式会社代表取締役○OC（蟷）
使用者等の区分　運搬を委託された者
拙当者　○○○○　電話番号03一つoO一〇〇QQ

運　　　搬　　日　　階 昭和54年　3月　19日午後10時から
ｺ和54年　3月　20臼午後11時まで

発　　　　送　　　　地 茨城眼那珂郡○○村○○○　○○会抵東海事業所
「幽ゴ

栫@　　達　　　地 福井県大飯郡○○町○○○　○○電力○○発電所

種類及び個数 A型第2種核分裂性輸送物8個

輸送物 核燃料物質等の名
ﾌ及び数撮 燃料集合体　16体

区分及び区分男緻量 濃縮ウラン8，000Kg、濃縮度3％

氏　　　　　　名 OO運輸株式会社

脳 住　　　　　　所 東京都港区×xO町目○番○号

運行責任春氏名 ○○○○

同行専門家氏名 ○○　○○　核燃料取扱主任者

運　　搬　　経　　路 別紙記載のとおり

駐車、積卸し及び一時保
ﾇ予定場所並びにその予
闔檮

別紙記載のとおり。積卸しは行わない。

自動車登録番号最大積載重鐙積載重量及び輸送物欄数 運転者氏名核燃料物質等積載車両及

ﾑ運転者 別紙記載のとおり

積　　載　　方　　　法 トラックには輸送物2偲を1段で積載し、ワイヤロープで固
閧ｵ、輸送物上部には緩衝材を当てる。

携行資器材の名称及び個数 別紙記載のとおり

運　　搬　　　要　　領 別紙記載のとおり

警察機関への連絡要領 別紙記載のとおり

応　急　措　置　要　領 別紙記載のとおり

摘　　　　　　　　要 科学技術庁長宮の確認申講中



運搬経路及び通過予定時刻（例）
駐車予定場所

県　名 路線名
距　　　離

発着経由地
区　間 キロ程

所要
@樋過予定時刻時間

茨　域

国　道

寫??

（80蝶甑 0 0

千　葉

東　京 一憎ﾊ　記 菓名入日

神奈川

静　岡 国　道

寫??
愛
　
知
皿

岐　阜

滋　賀
国　道

寫??
｝
i
l

福　井

圏　道

宦@螺

県　道 高　　　浜
iOO発電所）

○○○道路脇
待機車線駐車
（点検）

OO
（休憩）

OO駐車
（休憩）

○○

（休憩）

○○

（休憩｝
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国道○二線、○○高速線間の通過路線名
〔○○号線（料金所）○○線　（経由）○○線〕・

　　　　　核燃料物質等積載車両及び運転者（例）

自動車登録番号 最大積載重量 積載重量及び輸送物個数 運転者氏名

茨　11あ6483 11トン 58トン　2個 ○○○○．○○○○

茨　11あ6051 同　　上 同　　　上 ○○○○．○○○○

茨　11あ3235 周　　上 同　　　上 ○○○○．○○○○

福井11か1622 同　　上 同　　　上 ○○○○．○○○○

誤
解



携行資器材の名称及び個数（例）
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餓 品　　　　　　名 数　　　鍛

1
． サーベイメーター

ア線周（電離箱又はGM式） 1　台

α線用 1　台

2、 セブラロープ 約100m
3
． 標　識（立入禁止等） 1　式

4． 夜間信号用ランプ

α）警戒灯（回転式） 3　個

②　懐中電灯（大型） 3　個

5
． 拡声機（電気メガホン〉 1　台

6
， ポ　　ロ 約2K9
7
． ポリ又はビニール袋 大小各種1式
8
． ペーパータオル 6　箱

9． ビユールテープ 1　式

10， 消火器（ABC内容3．5K9以上） 各車両1個

11． 赤　旗 1　式

12． トランシーバー 1　式

13， オーバーオール 運搬従事者毎

14． マスク グ

15． メガネ 〃

16． ゴム手袋 〃

17． オーバーシューズ 〃

天
九

運　搬　要　領

運搬に当たっては安全確保のために以下の措置を執ります。

1．始業点検を厳重に実施します。

2．交通法規を遵守し悪路工事欄所等では徐行しますQ運行速度は一般道路では50臨

毎時以下、高速道路では80㎞毎時以下とします。

3．積載車両の前後に伴走車を1台ずつ配置します。伴走車には、運転巻、運行責任者

　両行専門家、荷受人同行者のほか、監視員2名が乗車し交通事故防止に努めるととも

に積載車両を監視します。監視員には、警備業法の警備員を当てます。

4．携帯無線機を使思し各車雨間で連絡をとります。

5　駐車の際には、警備員を含め4名で見張ります。



なお、伴走者の乗務員、見張人の氏名、役割は以下の通りです。

　1台昌車両　○○○○、○○○○　　運転者（○○運輸株式会社〉

　　　　　　　○○○○　運行責任者（○○株式会社：）

　　　　　　　○○○○　監視員（○○警備会祉）

　　　　　　　○○○○　同行専門家（○○会社）

　2台目車両　○○○○、○○○○　　運転春（○○運輸株式会栓）

　　　　　　　○○○○　監視員（○○警備会社）

　　　　　　　○○○○　荷受人嗣行者（○○会社）

　警察機関への連絡要領

　交通事故、核燃料物質等の盗取、漏えい等の事故が発生した場合には110番（高速

道路上では緊急電話）で事故発生地の警察に連絡します。連絡に当たっては運行責任者

が下記内容を速やかに伝えます。

　1．事故発生蒔刻及び場所

　2．事故の原蜀及び状況、汚染の程度

　3．死期者、被ばく畜の有無

　4，事故の拡大の可能性の有無

　5．講じた措置

　6，連絡潜の氏名及び今後の連絡先

　車両故障、道路の不通等1こより、予定どおりの運搬ができなくなった場合には、出発

地及び通過地の警察本部に公衆電話父は本社を通じて速やかに連絡します。
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応急軍神要領

事故が発生した場合には、以下の措齪を取ります。

1。警察機関及び関係先に直ちに連絡する。　110番非常電話

2．必要な場合に最煙りの消防機関に119番で連絡する。

3．事故現場への関係者以外の者の接近を肪止するため、総張りをし、赤旗、赤色灯

　を持…って見張る。

4，放射線測定をする。

5．被ばくした者のいる場合には救護措置をとる。

6．汚染除去する。
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積載車両外観図
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車列編成図

先導車
（伴走車）

輸送物積載車 予備車　　クレーγ車　　後衛車
　　　　　　　　　（伴走車）

車間距離は時速50Kmのとき50　mを保ちます。
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その2　Puの場合（高濃縮ウランの場合もこれに準ずる。）

核燃料物質等運搬届出譲

東京都公安委員会　殿

※整理番号

※受理年月日

昭和54年2月23ヨ

儒所　東京都港区×xOT醸○番○号
氏名　00会社　代表取締役00つ○　㊥
使用者等の区分　使用餐
損当山　○○○○　電話番号03－OQO一〇〇〇〇

住所　東京都干代田区×xxOT目○番○号
氏名　○○運輪株式会社代表取締役○○○○の
使用者等の区分　運搬を委託された者
損当者　OOOO　電話番号03一りoO一〇QOO

運　　搬　　　日　　時 昭和54年　3月　　9日午後9時から
ｺ和54年　3月　1G日午薩2時まで

発　　　　　送　　　地 東京都大井埠頭その1コンテナーナンバー5パース

到　　　　達　　　地 茨城県○○郡○○吋○○○　○○会社○○事業所

種類及び個数 BU型第2種核分裂性輸送物　　7個

　1A送物
核燃料物質等の名称
yび数量

2酸化プルトニウム　2，370g

区分及び区分別数量 プルトニウム　　　　　2，100g

運送人
氏　　　　　　　名 ○○運輸株式会社

住　　　　　　　所 東京都千代田区x×○丁巨iO番○号

運　行　責任巻氏名 ○○○○

同　行　専門家　氏名 ○○　○○　核燃料取扱主任者

運　　搬　　経　　路 別紙記載のとおり

駐車、積卸し及び一時保管予定場所並びにその予定時

別紙記載のとおり

脚核燃料物質等積載車両及び

^転者
自動車登録番9 照積載重量 積載掛鏡及び輸送物上数 運転者氏名

別紙記載のとおり

積　　載　　方　　法
輸送物3個又は4個を収納した非管轄型コンテナ1個を積
ﾚしツイストロックで固定する

携行資器材の名称及び個数 別紙記載のとおり

運　　搬　　要　　領 別紙記載のとおり

警察機関への連絡要領 別紙記載のとおり

応　急　措　置　要　領 別紙記載のとおり

摘　　　　　　　　　要 科学技術庁長官、運輸大照の確認申講中
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運搬経路及び通過予定時刻（例）
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県
名

路　線　名 発着経由地
区　間

浴@離
キロ程

区間所

v時間
通過予定時刻

○○号線
○○○○ 粁 粁 分

○○号線
○　○　○

○　○　○

○○号線
○　○　○

東
　
京
　
都
　
　
　
干
葉
県

○　○　○

○　○　○

○　○　○
○　号　線

○　○　○

○　○　○茨
　
城
　
県

○　○　○

○　○　○

○○会社
宦寰幕ﾆ所

積卸し一
時保管、駐
車予定場所
時刻

積卸し

（時間調整）

○○

道路脇待機
車線駐車
（点検）

核燃料物質等積載車両及び運転春（例）

自動車登録番号 最大積載璽量 積載重量及び輸送物償数 運転者氏名

品規11か6369 OOOO　COOO

品川Hか1662 203t 24t（コンテナを含む）4個

品規11か4G65 00000000
品川11か1663 203t 2．2t（コンテナを含む）3個

九一



携行資器材の名称及び欄数（例）

翫 品　　　　　　　　　名 数　　　量

1
． サーベイメーター 1　台

γ線用（電離箱又はG瓢式） 1　台

α線用 1　台
2
． セブラロープ 約ioOm
3
． 標　識（立入禁止等） 1　式

4， 夜間信号用ランプ

（1）警戒灯（翻転式） 3　飼

②　懐中電灯（大型） 3　憐
5
． 拡声機（電気メガホン〉 1　台
6
． ポ　　ロ 約2Kρ

7
． ポリ叉はビニール袋 大小各種1式
8
， ペーパータオル 6　箱

9．「 ビニールテープ 1　式

1G， 消化器（ABC内容3．5K望以上） 各車通1燗

11． 赤　旗 1　式

12． トランシ．一バー 1　式

13． オーバーオール 運搬従事者毎

14． マスク 〃

15． メガネ 〃

工6． ゴム手袋 〃

17． オーバーシューズ 〃
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運　搬　要領

　運搬に当たっては、安全：確保のために以下の措置を執ります。

1．始業点検を厳重に実施します。

2．交通法規を遵守し悪路、工事個所等では徐行しますQ運行速度は一般道路では50㎞

　毎時以下とします0

3，積載車両の前後に伴走車を2台ずつ配置します。伴走車には、運転者、運行責任春、

　周行専門家、荷受人岡行者のほか、監視員8名が乗車し、交通事故防止に努めるとと

　もに積載車両を監視します。監視員には警備業法の警傭員を当てます。

4．携帯無線機を使用し、各車両袖で連絡をとるとともに定時的に本社の管理部門と連

　絡をとります。

一
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　5．大井埠頭内での一時保管中は、警備員8名を配置して常時見張ります。

　6．駐車の際には、後方に停！ヒ表示器材を置き、運搬従事者全員で見張ります。

なお、伴走車の乗務員、見張人の氏名、役割は以下のとおりです。

　1台霞車両　○○○○　○○○○　運転春（○○運輸株式会社）

　　　　　　○○○○　　　運行責任潜（○○株式会社）

　　　　　　○OOO、○○○○　監視員（○○警備会社＞

　2台揖車両○○○○　運転老（OQ運輸株式会社）

　　　　　　○○○○、○○○○　○○○○　監視員（○○警備会社）

　　　　　　OC）○○　同行専門家（○○会社）

　3台図車両　○○○○　運転者（○○警備会社）

　　　　　　○○OO、　OOOO　OOOつ　監視員（○○警備会社）

　4台E｛車両　00つ○　運転春（○○運輪株式会社）

　　　　　　○○○○　副運行責任者（○○会社）

　　　　　　○○○○　OOOO　荷受人同行者（○○会社）

　保管中の見張人　上記の監視員

警察機関への連絡要領

　交通事：故、核燃料物質等の盗取、漏えい等の事故が発生した場合には110番（高速道‘

路上では緊急電話）で事故発生地の警察に連絡します。連絡に当たっては運行責任春が下

記内容を速やかに伝えます。

　王．事故発生時刻及び場所

　2．事故の原因及び状況、汚染の程度

　3．死傷者、破ばく者の有無

　4．事故の拡大の可能性の有無

　5．講じた措酸

　6，連絡者の氏名及び今後の連絡先

　車両故障、道路の不通等により、予定どおりの運搬ができなくなった場舎には、出発地

及び通過地の警察本部に公衆電話又は本川を通じて速やかに連絡しますQ

出発時県境通過及び運搬終了蒔には、警察本部に連絡します。

…
盗



応急措殿要領

　事故が発生した場合には、以下の措置を取ります。

　王．警察機閥及び関係先に直ちに連絡する。

　2．必要な場合に最寄りの消防機関にIig番で連絡する。

　3．事故現場への関係春以外の春の接近を防比するため、縄張りをし、赤旗、赤色灯

　　を持って見張るQ

　4．放躬線測定をする。

　5．被ばくした毒のいる場合には救護措置をとる。

　6．汚染除去する。

積載車両外観麟

トー・・58㎜一「
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車　　列　　編　　成　　図
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伴走車　（先導車）　　輸送物積載車　　　　　　輸送物積載車

　　　　　　　　車間距離は時速50kmのとき50mを保ちます。

伴走車
（後衛車）

充
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表　核燃料物質等の運搬に関する嘉務担当者一覧表 警察庁保安部公害旨

く昭和56年6月現在〕

電 話

都道府県別 担　薮　課 担　当　係 担　当　春
加入電話 内　線

警　　察　　庁 公　害　諜 危険物係 野沢・氷上 03－581－0141 3243

北海道警察本部 保　安　課 火薬危険物係 竹内・渡辺 011－231－2151 2256

東北管区警察局 〃 保　安　係 奥山・高橋 0222－2蓋一7171 2552

青　森　県 〃 調　査　官 木村 0177－23－4211 2354

岩　手　県 生活保安室 保　安　係 宮野 0196－53－5151 345

宮　城　限 生活保安課 保　安　係 下山 0222－21－7171 2274

秋　田　県 保　安　課 危険物係 鈴木 0188－63－1111 2523

山　形　県 生話保安課 危険物係 松田・田中 0236－41－6王25 2525

福　島　県 保　安　課 公　害　係 八巻・酒井 0245－22－2151 2525

警　　視　　庁 保安第1諜 保安第1係 」」綺・永井 03－581－0141 5648

関東管竃警察局 保　安　課 保安第2係 板倉・志津 03－581－0141 5919

茨　域　県 〃 公　害　係 市崩・吉成 0292－24－2王11 2538

栃　木　県 生活保安課 銃砲危険物係 大場・淵向 0286－21－2121 2533

群　馬　県 保　安　諜 保　安　係 樺沢・中林 0272－24－5454 2543

埼　玉　県 〃 保　安　係 針谷・永原 0488－24－2121 2535

千　葉　県 〃 保安第2係 山口・柳月【 0472－27－9131 4034

神奈月；県 〃 危険物第2係 内海・伊賀川 045－211－1212 3688

新　潟　県 〃 危険物係 萩野・加藤 G252－28－3玉31 2537

山　梨　県 〃 生活公害係 神宮寺・古屋 0552－35－212王 4655

長　野　県 鷹 危険物係 長崎・堀越 0262－32－1251 2623

静　岡　県 〃 銃砲危険物係 湯目・末木 0542－54－4351 3628

中部管区警察局 保　安　課 保　安　係 真嶋・濤水 052－951－1611 2244

富　山　県 生活保安課 公　害　係 松村・長井 0764－41－2211 2344

石　lh　県 保　安　課 保　安　係 村田・沢目 0762－62－1161 2426

福　井　県 〃 公　害　係 口細・臨島 0776－22－2880 289

岐　阜　県 生活保安課 保安第2係 林・高橋 0582－71－2424 2393

愛　知　県 保　安　課 〃 花井・山田 052－951－1611 4376
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死
九

電 話

都道府県別 担　当　課 担　当　係 担　　墨　者

加入電話 内　線

三　重　県 保　安　課 保安第1係 山口・大西 0592－26－211三 2442

近畿管区警察局 保　安　課 保　安　係 王子・上木 06－943－1234 3349

滋　賀　県 生話保安課 保　安　係 三浦・拾井 0775－22－1231 2312

京　都　府 保　安　課 保　安　係 谷山・中蝿 075－451－911圭 2605

大　阪　府 公　害　課 指　導　係 小西・高野 06－943－1234 3666

兵　庫　県 保　安　課 火　薬　係 桃木野・田端 078－341－7441 3626

奈　良　県 〃 公　害　係 生島・吉村 0742－23－110圭
716
|55

和歌山県 〃 保　安　係 野村・下村 0734－23－9141 2338

中國管区警察局 保　安　課 保　安　係 戸田・林 0822－28－0111 5435

鳥　取　県 防　犯　課 〃 角陳 0857～23－〇三ま1 2256

島　根　県 〃 〃 福島。西坂 0852－26－0111 2153

岡　山　県 保　安　諜 保安第3係 井上 0862－33－0111 493

広　島　県 〃 保安第2係 浅谷・住田 0822－28－0111 2458

山　1コ　．r、 〃 保　安　係 和木 0839－25－5111 2286

四陶管区警察局 保　安　課 保　安　係 船草・十月1 0878－33－2111 489

徳　島　県 〃 保　安　係 久米・郡 0886－22－3101 273

香　阿1県 〃 公　害　係 大西・松本 0878－33－2111 277

愛　媛　県 〃 公　害　係 鳥生・藤原 0899－41－0111 2726

高　知　県 〃 保　安　係 内田・谷脇 0888－23－1211 374

九州管区警察局 保　安　課 保　安　係 荒波・井手 092－741－2231 544

福　岡　県 保安第1課 銃砲火薬係 藤井・水野 092－741－2231 2466

佐　賀　県 保　安　課 危険物係 田丸 0952－24－1111
23－
Q33

長　崎　県 〃 銃砲火薬係 中島・川口 0958－22－51G1 2295

熊　本　察 〃 公　害　係 木原・清罰 0963－66－4111 2528

大　分　県 〃 火薬危験物係 秦・宮脇 0975－36－2131 527

宮　崎　県 〃 公　害　係 渡辺・里岡 0985－23－2141
61－
S37

鹿児島県 〃 公　害　係 刷目・木柵 0992－23－9111 2527

沖　縄　県 保　安　課 公　害　係 俣佐・峯井 0988－62－9111 2578
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図　核燃料物質等の船舶運送関係法令と体系

核燃料物質等の船舷運送

港　　貝曝　法
（運輸省所管）

船舶安全法
（運輸省所管）

規　　制　　法
（科学技術庁所管）

（第64条）

港劉法施行規則

（運輸省令）
危険物船舶運送及び
貯蔵規貝il（運輪省令）

危険時措置規鰯
（運輸省令）

核燃料物質等事業所外

運搬規刷（総理府令）

（第91条の21）

放射性物質等
船舶運送告示

船舶局長通達
海上保安庁
行政携導文書



○
船
舶
安
全
法
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@
〔
昭
和
八
年
三
月
十
五
日
法
律
第
十
｝
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
四
八
年
九
月
十
四
日
法
律
第
八
○
号

（
日
本
船
舶
航
行
供
用
の
要
件
）

第
【
条
　
日
本
船
舶
ハ
本
法
二
依
リ
其
ノ
堪
航
性
ヲ
保
持
シ
且
人
命
ノ
安
全
ヲ

　
保
持
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
施
設
ヲ
為
ス
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
航
行
ノ
閣
二
供
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
得
ズ

（
航
行
上
の
危
険
防
止
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
八
条
　
危
険
物
其
ノ
他
ノ
特
殊
貨
物
ノ
運
送
及
貯
蔵
テ
関
ス
ル
癖
項
並

　
二
危
険
及
気
象
ノ
通
報
其
ノ
他
船
舶
航
行
上
ノ
危
険
防
止
二
関
シ
必
要
ナ
ル

　
　
　
　
　
①

　
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

④③②

前
項
ノ
命
令
ニ
ハ
必
要
ナ
ル
罰
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
罰
則
二
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
罰
ハ
十
万
円
以
下
ノ
罰
金
ト
ス

箪
叩
十
二
条
ノ
規
定
ハ
齢
弟
一
項
ノ
ム
㎎
令
ノ
施
…
行
二
几
汀
適
用
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

ω
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則

船
舶
安
全
法
（
抄
）

…
δ
一



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

最
終
改
正

　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
臼
運
輸
省
令
第
三
十
号
〕

昭
和
五
六
年
五
．
n
月
一
八
口
目
運
輪
省
入
¶
四
坐
二
八
口
写

（
通
則
）

第
一
条
　
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
及
び
貯
蔵
並
び
に
常
照
危
険
物
の
取
扱

　
に
耀
し
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
Q

（
用
語
）

第
エ
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
G

　
一
　
危
険
物
　
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

　
　
　
ホ
　
放
射
性
物
質
等
　
放
射
性
物
質
（
イ
オ
ン
化
す
る
放
射
線
を
自
然

　
　
　
　
に
放
射
す
る
物
質
を
い
う
。
以
下
岡
じ
Q
）
及
び
放
射
性
物
質
に
よ

　
　
　
　
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
毎
グ
ラ
ム
○
・
○
○
ニ
マ
イ
ク
ロ

　
　
　
　
キ
ユ
リ
…
以
上
の
放
射
能
濃
度
を
有
す
る
も
の
を
い
う
◎

　
二
　
常
用
危
険
物
　
船
舶
の
航
行
又
は
人
命
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
、
当

　
　
該
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
危
険
物
を
い
う
。

　
三
　
甲
板
上
積
載
　
危
険
物
を
暴
．
露
甲
板
又
は
解
放
さ
れ
た
船
楼
、
甲
板
室

　
　
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
積
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
四
　
甲
板
上
カ
バ
ー
積
載
　
危
険
物
を
覆
布
等
で
お
お
っ
て
暴
露
甲
板
に
積

　
　
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

一
δ
二

　
五
　
甲
板
上
室
内
積
載
　
危
険
物
を
開
放
さ
れ
た
船
楼
若
し
く
は
甲
板
室
又

　
　
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
積
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
六
　
甲
板
下
積
載
　
危
険
物
を
暴
露
甲
板
室
の
場
所
で
あ
っ
て
、
開
放
さ
れ

　
　
た
船
楼
、
甲
板
室
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に
積
載
す
る

　
　
こ
と
を
い
う
Q

　
七
　
甲
板
間
積
載
　
危
険
物
を
上
甲
板
（
全
通
船
楼
船
に
あ
っ
て
は
全
通
船

　
　
楼
甲
板
。
以
下
同
じ
。
）
と
こ
れ
の
直
下
の
甲
板
と
の
間
の
場
所
に
積
載

　
　
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
八
倉
内
積
載
危
険
物
を
換
気
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
甲
板
下
の
場
所
に

　
　
積
載
す
る
こ
と
（
甲
板
間
積
載
を
除
く
。
）
を
い
う
。

　
九
　
は
し
け
　
危
険
物
を
運
送
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
推
進
機
関
又
は
帆
装
を

　
　
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。

　
十
　
タ
γ
カ
ー
　
危
険
物
で
あ
る
液
体
貨
物
を
船
体
の
一
部
を
構
成
す
る
タ

　
　
ン
ク
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
父
は
貯
蔵
す
る
船
舶
（
は
し
け
を
除
く
。
）

　
　
を
い
う
。

　
十
一
　
タ
ン
ク
船
　
危
険
物
で
あ
る
液
体
貨
物
を
船
体
の
～
部
を
購
成
し
な

　
　
い
タ
ン
ク
（
暴
露
甲
板
上
に
す
え
付
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
ば
ら

　
　
積
み
し
て
運
送
又
は
貯
蔵
す
る
船
舶
（
は
し
け
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
分
類
等
）

第
三
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
危
険
物
の
分
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

　
る
。

　
五
　
放
射
性
物
質
等

（
容
器
、
包
装
等
）



第
六
条
　
船
舶
に
よ
り
危
険
物
（
常
用
危
険
物
を
除
く
。
以
下
岡
じ
。
）
を
運

　
駕
す
る
場
合
は
、
荷
送
人
（
他
人
に
運
送
を
委
託
し
な
い
で
運
送
す
る
場
合

　
は
、
そ
の
者
。
以
下
岡
じ
。
）
は
、
そ
の
容
器
、
包
装
、
正
標
札
（
告
示
で

　
定
め
る
様
式
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
副
標
札
（
告
示
で
定
め
る
様
式

　
に
よ
る
Q
以
下
岡
じ
。
）
　
（
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
（
側
颪
が
閉
囲
さ
れ
た
構

　
造
の
も
の
で
容
積
一
立
方
メ
…
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

　
（
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
危
険
物
の
容
器
、
包
装
、
蕉
標
札
及
び
副
標
札
を
い

　
う
G
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
、
船
長
は
、
そ
の
積
載
方
法
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ

　
れ
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
荷
送
人
は
、
当
該
運
送
が
三
際
航
海
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則

　
（
昭
和
コ
　
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
｝
条
第
一
項
の
国
際
航
海
を

　
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
危
険
物
の
容
露
（
包
装

　
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
包
装
に
当
該
危
険
物
の
晶
名
（
病

　
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
又
は
放
射
性
物
質
等
に
つ
い
て
は
専
門
的
名
称
、

　
そ
の
他
の
危
険
物
に
つ
い
て
は
告
示
で
定
め
る
贔
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
G
）

　
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
危
険
物
の
容
器
及
び
包
装
は
、
漏
え
い
又
は
損
傷
の
お
そ
れ
が
な
く
、

　
か
つ
、
当
該
危
険
物
に
対
し
、
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
塩
素
酸
塩
類
又
は
液
体
の
爆
発
成
分
を
含
む
火
薬
類
の
容
器
又
は
包
装
に

　
使
用
し
た
も
の
は
、
危
険
物
の
容
器
又
は
包
装
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
明
細
書
）

第
十
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
は
、
第
二
十
二
条
の
寺
詣
一
項
の
規
定
に
よ
リ
コ

　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
提
出
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
有
者
又
は
船
長

　
（
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
下
船
所
有

　
潜
が
収
納
す
る
場
合
は
、
船
舶
所
有
者
に
限
る
G
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
　
コ
ン
テ
ナ
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ

　
て
、
沿
海
区
域
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
（
本
邦
各
歯
間
に
お
い
て
運
送
す

　
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
｝
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
佐
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
性
液
体
を
除
く
。
）

　
　
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　
三
　
危
険
物
の
分
類
、
項
昌
、
晶
磨
及
び
品
名

　
四
　
個
数
及
び
重
量
叉
は
容
積

2
　
前
項
の
危
険
物
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
危
険
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
付
記
し
、
又
は
そ
の
旨

　
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

　
二
　
放
射
性
物
質
等

　
　
イ
　
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
運
送
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
～
条
の
三
ま
で
、
第
九
十
　
条
の
八
及

　
　
　
び
第
九
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
、
叉
は
第
九
十
一
条
の

　
　
　
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
　
ロ
　
容
器
に
収
納
さ
れ
ず
、
又
は
包
装
さ
れ
な
い
で
運
送
さ
れ
る
場
合
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
、
又
は
第

き
煮



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
藏
規
則
（
抄
）

　
　
　
九
十
　
条
の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
と
Q

　
　
ハ
　
当
該
放
射
性
物
質
等
に
係
る
標
札
及
び
表
示
が
第
九
十
一
条
の
十
二

　
　
　
又
は
第
九
十
一
条
の
十
六
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
適
合
し

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
　
二
　
当
該
放
射
性
物
質
等
が
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
。

3
　
危
険
物
を
他
の
船
舶
に
積
み
換
え
る
と
き
は
、
前
の
船
舶
の
船
舶
飯
有
者

　
又
は
船
長
は
、
当
該
危
険
物
～
明
緬
書
を
後
の
船
舶
の
船
舶
彫
有
瀬
又
は
船
長

　
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
荷
役
）

第
十
［
条
　
危
険
物
の
船
積
、
陸
揚
そ
の
他
の
荷
役
を
す
る
場
合
は
、
船
長
又

　
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
は
、
こ
れ
に
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
　
船
長
は
、
危
険
物
の
船
積
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
容
器
、
包
装
及

　
び
標
札
が
こ
の
規
則
に
適
合
し
、
か
つ
、
危
険
物
明
細
講
の
記
載
事
項
と
合

　
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎

2
　
前
項
の
確
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
容
器
、
包
装
及
び
標
札
に
関

　
し
て
、
こ
の
規
則
に
違
反
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証

　
人
の
立
会
の
下
に
荷
ほ
ど
き
し
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

（
積
載
上
の
注
意
）

第
十
三
条
　
防
水
性
を
有
し
な
い
容
器
又
は
包
装
に
よ
り
甲
板
上
積
載
を
す
る

　
場
合
は
、
波
浪
等
に
よ
る
危
害
を
防
ぐ
た
め
、
当
該
危
険
物
を
覆
布
等
で
お

　
お
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
甲
板
間
積
載
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
曲
積
載
場
所
の
隔
壁
の
開
臼
に
は
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
δ
四

　
に
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、

　
危
険
物
を
積
載
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
閉
鎖
し
、
み
だ
り
に
開
い

　
て
は
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
縮
互
の
隔
離
）

第
十
四
条
　
岡
｝
の
船
舶
に
分
類
又
は
項
目
の
異
な
る
危
険
物
（
火
薬
類
相
互

　
を
除
く
。
）
を
積
載
す
る
場
合
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
楊
互
に
隔

　
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
積
荷
皿
臨
書
）

第
十
五
条
　
船
長
は
、
沿
海
区
域
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
船

　
舶
に
積
載
し
た
危
険
物
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

　
危
険
物
積
荷
一
覧
書
二
通
を
作
製
し
、
う
ち
～
通
を
船
舶
所
有
春
に
交
付
し
、

　
他
の
　
通
を
船
舶
内
に
当
該
運
送
が
終
了
す
る
ま
で
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。一

　
船
舶
の
名
称
、
濁
籍
及
び
船
舶
番
号

二
　
旅
客
船
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

…二

@
船
長
の
氏
名

四
　
船
積
、
積
換
及
び
陸
揚
の
港
名
及
び
年
月
日

五
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
醗

六
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
性
液
体
を
除
く
。
）

　
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

七
　
危
険
物
の
分
類
、
項
現
、
口
㎜
翼
及
び
晶
名

八
偶
数
及
び
重
量
又
は
容
積



　
九
　
積
載
の
場
所
及
び
状
態

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
明
示
さ
れ
た
俵
付
園
は
、
岡
項
の
危
険
物
積

　
荷
｝
覧
譲
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
算
物
積
荷
一
覧

　
書
叉
は
積
付
図
を
陸
上
の
事
務
所
に
一
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
）

第
十
六
条
　
湖
川
港
内
に
お
い
て
航
行
し
、
又
は
停
泊
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
、

　
貨
物
と
し
て
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体

　
類
縁
は
有
機
過
酸
化
物
を
積
．
翻
し
て
い
る
も
の
は
、
昼
間
は
赤
旗
を
、
夜
襲

　
は
飛
騨
を
、
マ
ス
ト
そ
の
他
見
や
す
い
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
た
だ
し
、
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
幸
七
年
法
律
第
百
十
題
号
）
第
二

　
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
危
険
物
積
載
船
が
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
八
年
襲
撃
省
令
第
九
号
）
第
二
十
二
条
の
表
危
険
物
積
載
船
の
項

　
に
掲
げ
る
標
識
又
は
燈
火
を
掲
げ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
危
険
物
取
扱
規
程
の
供
与
）

第
十
六
条
の
二
　
第
百
二
十
九
条
第
　
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
す
る

　
船
舶
並
び
に
引
火
性
液
体
類
を
運
送
す
る
タ
ン
カ
ー
、
タ
ン
ク
船
及
び
タ
ソ

　
ク
を
す
え
信
け
た
は
し
け
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
危
険
物
の
運
送
に
よ
り

　
発
生
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
危
険
物
に
関
す
る
性
状
、
作
業
の

　
方
法
、
災
害
発
生
階
の
措
置
そ
の
他
の
注
意
事
項
を
詳
細
に
記
載
し
た
危
険

　
物
取
扱
規
程
を
作
成
し
、
当
該
船
舶
の
船
長
に
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
危
険
物
取
扱
規
程
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
当
該
船
舶
の

　
乗
組
員
及
び
当
該
作
業
を
行
な
う
作
業
員
に
周
知
さ
せ
、
か
っ
、
遵
守
さ
せ

危
険
物
船
舶
…
運
送
及
び
貯
蔵
規
恥
（
抄
）

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
中
・
の
措
置
）

第
十
七
条
　
船
長
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
危
険
物
に
よ
り
災
害
が
発
生
し

　
な
い
よ
う
に
充
分
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
人
命
、
船
舶
又
は
他
の
貨
物
に
対
す
る
危
害
を
さ
け
る
た
め
必

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
危
険
物
を
廃
棄
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
報
告
）

第
十
八
条
　
船
長
は
、
そ
の
運
送
す
る
危
険
物
に
よ
り
入
命
、
船
舶
又
は
他
の

　
貨
物
に
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
当
該
災
害
が
発
生
し
た
地
熱
は
当
該
災

　
害
が
発
生
し
た
後
最
初
に
入
港
し
た
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
を
経
由
し
て

　
運
輸
大
臣
に
墨
該
災
害
が
発
生
し
た
日
時
、
場
所
及
び
漂
因
並
び
に
当
該
危

　
険
物
の
無
名
、
数
量
、
容
器
、
包
装
及
び
積
載
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
提

　
出
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
員
法
第
十
九
条
又
は
船
舶
安
全
法
施
行
規

　
劉
第
五
十
条
の
こ
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
輸
出
入
の
場
合
等
に
お
け
る
特
例
）

第
十
九
条

1
　
　
（
略
）

2
　
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
B
M
型
輸
送
物
及
び
第
九
十
一
条
の
七
に
規
定

　
す
る
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
を
、
本
邦
以
外
の
地

　
か
ら
本
邦
へ
運
送
す
る
場
合
又
は
本
邦
以
外
の
地
相
互
間
に
お
い
て
運
送
す

　
る
場
合
は
、
そ
の
容
器
及
び
包
装
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か

　
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
外
国
規
則
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
Q

　
δ
五



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

3
　
（
略
）

4
　
船
長
は
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合
は
、
危
険
物
積

　
荷
～
覧
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
積
付
図
に
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に

　
あ
っ
て
は
当
該
外
國
規
則
の
名
称
を
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
捲
示

　
の
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉄
道
車
・
爾
渡
船
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
＋
条

1
　
　
（
略
）

2
　
火
薬
類
以
外
の
危
険
物
を
貨
車
に
積
載
し
て
鉄
道
車
両
渡
船
に
よ
り
運
送

　
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
本
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
た

　
だ
し
、
当
該
貨
車
が
事
扱
貨
車
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
貨
車

　
で
あ
る
場
合
は
、
壷
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
、
第
十
［
条
、
第
十
六
条
か
ら

　
第
十
八
条
ま
で
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
、
第
八
十
七
条
か

　
ら
第
九
十
二
条
ま
で
及
び
第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
七
条

　
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
船
倉
又
は
区
画
内
」

　
又
は
「
船
倉
又
は
区
画
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
甲
板
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

　
す
る
。

3
　
鉄
道
車
両
渡
船
の
船
長
は
、
火
薬
類
を
積
載
し
て
い
る
貨
車
・
又
は
前
項
た

　
だ
し
書
の
貨
華
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
積
載
す
る
位
遣
に
つ
い
て
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
の
指
示
に
従

　
　
う
こ
と
。

　
二
　
移
動
し
、
又
は
転
倒
し
な
い
よ
う
に
固
定
し
、
か
っ
、
外
部
か
ら
衝
撃

一
δ
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を
受
け
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
こ
と
。

　
三
　
修
理
を
し
な
い
こ
と
。

　
四
　
積
載
場
所
及
び
そ
の
付
近
に
は
、
必
要
の
な
い
者
の
立
入
を
禁
止
す
る

　
　
こ
と
。

　
（
自
動
車
渡
船
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
「
条
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
九

　
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
軽
車

　
両
（
以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
危
険
物
を
積
載
し
て
い

　
る
も
の
の
荷
送
人
は
、
自
動
車
渡
船
に
よ
り
当
該
自
動
車
等
を
運
送
す
る
場

　
合
は
、
船
積
前
に
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
旨
を
船
長
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
を
稽
溶
し
て
い
る
自
動
車
等
を
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
本
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、

　
第
十
一
条
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
蔚
項
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま

　
で
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
～
条
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
五
条
及
び
第
八

　
十
七
条
か
ら
第
九
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

5
　
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
自
動
車
等
を
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
合
は
、
自
動
車
渡
船
の
船
長
は
、
当
該
自
動
車
等
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
よ

　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
積
卸
の
場
合
を
除
き
、
原
動
機
を
と
め
、
制
動
を
か
け
、
か
つ
、
車
燈

　
　
を
消
し
て
お
く
こ
と
。

　
二
　
必
要
な
場
合
に
は
、
運
転
春
を
車
内
に
と
ど
め
、
又
は
点
検
等
を
さ
せ

　
　
る
こ
と
G



　
｝
二
　
前
条
第
｝
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
　
　
　
第
「
節
の
ニ
　
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
危
険
物
の
運
送

（
コ
γ
テ
ナ
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
二
条
の
二
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
荷

　
送
人
（
船
舶
所
有
者
が
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
醤
蝦
は
、
当
該
船

　
舶
所
有
者
）
は
、
　
コ
ン
テ
ナ
の
構
造
等
、
危
険
物
の
収
納
方
法
及
び
コ
ン
テ

　
ナ
の
表
示
に
つ
き
次
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
、
船
長
は
コ
ン

　
テ
ナ
の
積
載
方
法
に
つ
き
第
二
十
二
条
の
九
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
の
構
溝
渠
榊
寺
）

第
二
十
二
条
の
三
　
コ
ン
テ
ナ
は
、
当
該
危
険
物
の
運
送
に
」
丁
分
耐
え
る
構
造

　
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
の
収
納
方
法
）

第
二
十
二
条
の
四
　
コ
ン
テ
ナ
は
、
危
険
物
を
収
納
す
る
前
に
十
分
に
清
掃
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
の
移
動
、
転
倒
、

　
衝
撃
、
摩
擦
、
圧
合
、
漏
え
い
等
に
よ
り
危
険
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ

　
う
に
、
か
つ
、
当
該
危
険
物
を
い
ず
れ
の
部
分
も
外
部
に
突
煙
し
な
い
よ
う

　
に
収
納
し
、
　
コ
ン
テ
ナ
の
開
閉
扉
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
の
五
　
品
名
の
異
な
る
危
険
物
又
は
危
険
物
と
危
険
物
以
外
の
貨

　
物
が
相
互
の
作
用
に
よ
り
、
発
熱
し
、
ガ
ス
を
発
生
し
、
腐
し
よ
く
作
用
を

　
起
し
、
そ
の
他
危
険
な
物
理
的
又
は
化
学
的
既
済
を
起
す
お
そ
れ
が
あ
る
場

　
合
は
、
器
皿
の
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

2
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
相
互
に
編
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
物
は
、

　
同
｝
の
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
Q

（
表
示
）

第
二
十
二
条
の
六
　
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
収
納
し
て
あ
る
危
険
物
の
品
名
及
び
コ

　
ン
テ
ナ
番
号
を
側
部
の
見
や
す
い
位
置
に
、
標
札
を
四
側
面
に
表
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
）

第
こ
十
二
条
の
七
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
（
船
舶

　
所
有
者
が
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
を
除
く
Q
）
は
、
危
険
物

　
の
荷
送
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
隷
ン

　
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
コ
ン
テ
ナ
ご
と
に
作
成
し
、
船
舶
所
有
者
又
は
船
長

　
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

　
一
　
コ
ン
テ
ナ
番
霞
写

　
二
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
三
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
性
液
体
を
除
く
。
）

　
　
父
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　
四
　
危
険
物
の
分
類
、
項
昌
、
口
引
墨
、
品
名
並
び
に
容
器
及
び
包
装
の
名
称

　
五
　
危
険
物
の
偲
数
及
び
重
量
又
は
容
積

2
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
船
舶
所
有
者

　
が
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
船
舶
所
有
者
は
、
あ
ら
か
じ

　
め
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

　
た
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
コ
ン
テ
ナ
ご
と
に
作
成
し
、
船
長
に
交
付
し

二
〇
七



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

3
　
第
一
項
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
工
費
書
に
は
、
当
該
危
険
物
の
容
器
、
包
装
、

　
標
札
、
表
示
及
び
収
納
方
法
並
び
に
コ
ン
テ
ナ
の
蓑
示
が
こ
の
規
則
の
規
定

　
に
適
合
し
、
か
っ
、
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
附
記
す
る
か
、
又

　
は
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
附
し
、
前
項
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
に
は
、

　
第
十
条
の
危
険
物
明
細
書
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
さ
れ
た
書
類

　
を
含
む
。
）
を
添
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
危
険
物
の
収
納
方
法
及
び
コ
ン

　
テ
ナ
の
表
示
が
こ
の
規
則
に
適
合
し
、
か
つ
、
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る

　
こ
と
を
附
記
す
る
か
、
又
は
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

4
　
危
険
物
が
眼
軸
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
飽
の
船
着
に
積
み
換
え
る
と
き

　
は
、
前
の
船
舶
の
船
舶
飯
有
者
又
は
船
長
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
コ
ン
テ
ナ

　
危
険
物
明
細
書
を
後
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
又
は
船
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
の
積
載
前
に
お
け
る
確
認
等
）

第
二
十
二
条
の
八
　
船
長
は
、
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
船
積

　
を
す
る
場
ム
ロ
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
↓
表
示
が
コ
ン
テ
ナ
ん
厄
険
物
鴫
〃
細
謹
凹
の
罰
記
載
竃
㍗

　
項
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
コ
ン
テ
ナ
の
損
傷
、
危

　
険
物
の
漏
え
い
等
異
状
の
有
無
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
調
査
の
結
果
、
危
険
物
の
容
器
、
包
装
、
標
札
、
表
示

　
及
び
収
納
方
法
並
び
に
コ
ン
テ
ナ
の
表
示
に
関
し
て
、
こ
の
規
則
に
違
反
し

　
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証
人
の
立
会
い
の
も
と
に
コ
ン

　
テ
ナ
を
開
き
、
荷
ほ
ど
き
し
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
◎

｝
δ
八

（
積
載
方
法
）

第
一
曽
「
十
二
条
の
九
　
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ
を
積
載
す
る
場
合

　
は
、
移
動
、
転
倒
、
損
瘍
、
圧
壊
等
を
生
じ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
コ
γ
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
た

　
め
の
設
備
を
有
す
る
船
倉
、
区
画
又
は
甲
板
上
に
積
載
す
る
場
合
は
、
第
十

　
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
積
載
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

（
適
用
除
外
等
）

第
二
十
二
条
の
十
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
第

　
十
二
条
、
第
三
十
条
第
｝
項
、
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
八
十
四

　
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2
　
危
除
一
物
を
水
密
の
コ
ン
テ
ナ
（
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
を
除
…
く
。
）
に
収
紬
…
し

　
て
運
送
す
る
場
合
は
、
第
十
一
二
条
第
｝
項
、
第
八
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、

　
第
百
十
九
条
第
｝
項
及
び
第
百
二
十
八
条
の
こ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

3
　
危
険
物
を
水
密
の
金
属
製
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
第
六

　
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
Q

　
　
　
　
第
六
節
　
放
射
性
物
質
等

（
用
語
等
）

第
八
十
七
条
　
こ
の
節
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
Q

　
…
　
放
射
性
輸
送
物
　
放
射
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。



　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
　
放
射
性
輸
送
物
の
う
ち
、
臨
界
防
止
の
た
め
の
措

　
　
置
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
放
購
性
物
質
等
が
収
納
さ

　
　
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
一
二
　
導
用
積
載
　
船
倉
若
し
く
は
区
画
叉
は
甲
板
の
｝
定
区
域
を
専
用
し
て

　
　
す
る
積
載
で
あ
っ
て
、
積
載
さ
れ
る
貨
物
又
は
コ
ン
テ
ナ
が
｝
の
荷
送
人

　
　
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
貨
物
叉
は
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
荷
役
作

　
　
業
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
掲
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。

2
　
こ
の
節
に
お
い
て
「
コ
ン
テ
ナ
」
と
は
、
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
コ

　
ン
テ
ナ
を
い
う
。

3
　
放
射
性
物
質
等
を
ロ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
に
お
け
る
荷
送

　
人
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
は
、
船
舶
所
有
春
が
放

　
射
性
物
質
等
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
所
有
者
に
適
用

　
す
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
種
類
）

第
八
十
八
条
　
放
射
性
輸
送
物
は
、
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸

　
縞
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
の
四
種
と
す
る
。

（
L
型
輸
送
物
）

第
八
十
九
条
　
L
型
輸
送
物
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
Q

　
一
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
不
要
な
突
出

　
　
物
の
な
い
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
荷
役
装
具
に
は
急
激
な
つ
り
上
げ
等

　
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
も
た
せ
る
こ
と
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
綜
蔵
規
則
（
抄
）

　
三
　
運
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀

　
　
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
っ
、
閥
封
さ
れ
た
場
合
に
そ
れ

　
　
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は
り
付
け
等
の

　
　
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
〇

　
五
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
六
　
表
面
の
放
三
眠
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
告
示
で
定
め
る
密
度
（
以
下

　
　
「
許
容
表
面
密
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
）

第
九
十
条
　
A
型
輸
送
物
は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に

　
適
合
し
、
か
っ
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
ず
、
か
つ
、

　
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
且
墨
率
が
毎
時

　
　
一
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
Q

　
二
　
放
射
性
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射
性
輸

　
　
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の

　
　
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
三
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
之
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

　
　
イ
　
放
射
性
物
暫
ハ
の
漏
四
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
貴
率
が
毎
時
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
厳
型
輸
送
物
）

第
九
十
【
条
　
B
M
型
輸
送
物
は
、
第
八
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
困
号
ま
で
及

｝
δ
九



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
購
（
抄
）

び
第
六
号
並
び
に
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
適
合
し
、

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
っ
、
次
の
各
号

～
　
蕾
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
　
前
条
第
一
二
号
ロ
の
要
件

　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
蚤
が
告
示
で
定
め
る
量
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
五
〇
度
（
専
絹
積
載
に
よ
り
運
送
す

　
　
る
放
衆
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
運
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が

　
　
で
き
る
表
面
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
薗
）
に
お
い
て
八
二
度
）
を
超
え

　
　
な
い
こ
と
。

　
二
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
褒
藤
密
度
を
超
え
な

　
　
い
こ
と
。

二
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
概
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
心
確
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
直
面
に
お
け
る
最
大
放
射
線
景
痢
－
が

　
　
が
毎
時
一
〇
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
獄
　
放
射
性
物
質
の
｝
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る
量
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
U
型
輪
送
主
）

第
九
十
【
条
の
二
　
B
U
型
輸
送
物
は
、
第
八
ヤ
九
条
第
一
号
か
ら
第
郷
号
ま

　
で
及
び
第
六
号
並
び
に
第
九
十
条
第
　
号
及
び
第
二
号
に
適
合
し
、
か
っ
、

三
〇

　
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
条
第
一
号

　
　
の
節
榑
－
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
二
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
前
条
第
二
号
イ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る
量
を
超

　
　
　
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
ブ
イ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
知
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
過
量
は
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
最
高
使
周
圧
力
（
放
射
鮭
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
　
別
な
措
巌
を
と
ら
な
い
場
合
に
墨
該
放
射
性
輸
送
物
内
に
生
ず
る
気
体
の

　
　
最
大
圧
力
を
い
う
。
）
が
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
　
え
な
い
こ
と
。

（
放
射
性
物
質
等
の
運
送
）

第
九
十
一
条
の
三
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
物
質
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
放

　
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の

　
　
　
L
型
輸
送
物

　
二
　
告
示
で
定
め
る
最
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
衆
性
物
質
等

　
　
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
告
示
で
定
め
る
琶
を
超
え
る
黛
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物



　
　
質
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U

　
　
型
輸
送
物

（
核
分
裂
性
輸
送
物
の
種
類
）

第
九
十
「
条
の
四
　
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
第
［
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第
二

　
種
核
分
製
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
の
三
種
と
す
る
。

（
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
五
　
笛
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
実
習
核
分
裂
後
輪
…
懸
物
と

　
岡
一
の
も
の
で
あ
っ
て
告
示
で
定
め
る
二
種
の
条
件
の
下
に
驚
い
た
も
の
を
、

　
各
条
件
別
に
そ
れ
ぞ
れ
任
意
の
配
列
方
法
で
任
意
の
欄
数
積
載
す
る
こ
と
と

　
し
た
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
「
条
の
六
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し

　
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
当
該
核
分
裂
性
輪
…
送
物
と
岡
｝
の
も
の
で
あ
っ
て
告
示
で
定
め
る
条
件

　
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
姓
輸
送
物
の

　
山
送
制
限
個
数
（
｝
箇
所
に
集
積
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
の
傭
数
の
声
門

　
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
Q
）
の
五
倍
に
網
当
す
る
個

　
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

二
　
薮
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
寺
山
で
定
め
る
条
件

　
の
下
に
罎
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
量
の

　
輸
送
鱗
限
個
数
の
二
倍
に
椎
署
す
る
緬
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

（
第
三
種
核
分
裂
牲
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
七
　
第
珊
種
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、

危
険
物
船
繍
運
送
及
び
購
蔵
規
剛
（
抄
）

次
の
場
合
に
臨
…
界
に
達
し

　
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
嗣
｝
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
［
号
の
条
件

　
　
の
下
に
鎧
い
た
も
の
を
、
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
　
輸
送
制
限
健
数
に
等
し
い
個
数
並
べ
た
集
積
と
し
、
遜
該
集
積
を
二
組
近

　
　
接
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
萌
条
第
二
号
の
条
件

　
　
の
下
に
遣
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
　
輸
送
制
限
個
数
に
等
し
い
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
会

（
核
分
裂
性
輸
…
繕
物
の
運
送
）

第
九
十
【
条
の
八
　
荷
送
人
は
、
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
一

　
条
の
三
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
、
か
つ
、
第
一
種
核
分
裂
性
輸

　
転
置
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
識
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
の
い
ず
れ

　
か
と
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
放
射
二
輪
送
物
の
安
全
の
確
認
等
）

第
九
十
｝
条
の
九
　
放
射
性
物
質
等
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
包
装
す
る
こ
と

　
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
と
す
る
者
（
以
下
「
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
」
と
い

　
う
。
）
は
、
放
射
性
物
質
等
を
B
M
口
輪
畠
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
又

　
は
核
分
裂
性
輸
送
物
と
す
る
場
合
は
、
船
積
み
前
に
、
当
該
放
射
性
輸
送
物

　
が
そ
れ
ぞ
れ
第
九
十
［
条
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
二
の
基
準
に
適
合
し
、

　
又
は
第
九
十
一
条
の
五
、
第
九
十
一
条
の
六
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
七
の

　
い
ず
れ
の
基
準
に
適
合
す
る
か
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
放

｝｝



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
醇
蔵
規
則
（
抄
）

　
射
性
輸
送
物
作
成
者
か
ら
関
係
書
類
を
提
撮
さ
せ
、
当
該
書
類
を
審
査
す
る

　
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
適
当
と
認
め
る
者
が
作
成

　
　
し
た
前
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
の
提
出
が
な
さ

　
　
れ
た
場
合

　
二
　
核
分
裂
性
輪
…
送
物
以
外
の
放
射
鍵
輸
送
物
に
係
る
放
射
性
土
遊
ハ
等
に
つ

　
　
い
て
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
九
条
の
二
第
｝
項
に
規
定

　
　
す
る
検
査
が
行
わ
れ
る
場
合

　
三
　
放
射
性
物
質
等
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
臣
が
適
轟
と
認
め

　
　
る
外
羅
規
則
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

3
　
運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
放
射
性
輪
…
懸
物
作
成
者
に
対
し
、
放
射
性
輸
送

　
物
の
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
Q

4
　
第
｝
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
は
、
自
ら

　
が
荷
送
人
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
確
認
を
証
す
る
書
類
、
当
該
確
認
に

　
際
し
運
輸
大
臣
に
提
出
し
た
書
類
の
写
し
そ
の
他
放
射
性
輸
送
物
の
取
扱
い

　
に
関
す
る
注
意
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
速
や
か
に
荷
送
人
に
交
付
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
前
項
の
規
定
は
、
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

　
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
舎
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当

　
該
確
認
を
証
す
る
書
類
、
当
該
確
認
に
際
し
運
輸
大
臣
に
提
出
し
た
書
類
の

　
写
し
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
墨
該
指
示
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
篇
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

6
　
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鋼
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
二
二

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十

　
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総

　
理
大
臣
の
確
認
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

　
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
の
二
第

　
二
項
の
規
定
に
よ
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
（
同
法
第
四
十
一
条
の
ナ
の

　
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）
又
は
航
空
法
施
行

　
㎞
規
則
　
（
昭
和
ド
ニ
十
七
年
車
輪
…
申
開
令
第
五
－
↑
六
号
・
）
締
弟
百
九
十
四
門
条
第
二
項
第

　
二
号
ハ
若
し
く
は
こ
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、

　
第
｝
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
射
線
量
下
等
）

第
九
十
一
条
の
十
　
荷
送
人
は
、
桜
粥
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
の
最
大
放
射
線
量
率
が
表
面
に
お
い
て
毎
時
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
ず
、

　
か
っ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
毎
時
｝
○
ミ
リ
レ
ム

　
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放

　
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
九
十
一
条
の
十
【
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
（
表
面
の
最
大
放
射
線
量

　
率
が
毎
時
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
種
核
分
裂

　
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

　
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
放
射
挫
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
に
つ
い
て
、
輸
送
指
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位

　
　
で
表
し
た
値
。
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂

　
　
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
謝
限

　
　
個
数
で
五
〇
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
　
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を

　
　
合
計
し
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
艦
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
　
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
五
〇
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き

　
　
い
値
と
す
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
盤
輪
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
最
大
断
面
積
が
～
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
用

　
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
　

　
メ
；
ト
ル
離
れ
た
位
握
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位

　
で
表
し
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応

　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
隆
運
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
も
っ
て
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
捲
数
．
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
σ

形 葦
方 方

メ
…
ト

メ
ー
ー
ト

ノレ ノレ

を 以

超 下
え の曾

、

場
五 会
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の

場
合

三 一

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

（
標
札
等
）

第
九
十
｝
条
の
十
二
　
荷
送
人
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
経
輪
送
物

　
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
告

　
示
で
定
め
る
標
札
又
は
表
示
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、
又
は

　
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎

一
　
L
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送
物
を
放
射
性

除
く
。
）

輸
送
物
の
表
面

二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
…

放
射
性

送
呈
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
又
は

輸
送
登

第
　
種
核
分
裂
性
輪
…
送
物
で
あ
っ
て
、

の
表
面

表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・

の
二
箇

五
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も
の

所

三
　
次
に
掲
げ
る
放
射
挫
輸
送
物

放
射
性

イ
　
核
分
裂
性
輪
送
物
以
外
の
放
射
性

輪
広
物

輸
送
物
又
は
第
　
種
核
分
裂
性
輸
送

の
表
面

物
で
あ
っ
て
、
表
画
の
最
大
放
躬
線

の
二
箇

鳳
璽
率
が
隔
毎
時
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
議
乞
超

誓

え
五
〇
ミ
リ
レ
ム
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

…
皿



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

表
面
の
最
大
放
射
線
撮
率
が
毎
蒔
五

○
ミ
リ
レ
ム
以
下
で
あ
り
、
　
か
つ
、

輪
…
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
以

放
衆
性

霊
の
放
射
性
輸
送
物

輸
送
物
の
表
面

の
二
箇
所

五
　
簗
｝
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射

コ
ン
テ

性
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

ナ
の
四

ン
テ
ナ

側
颪

六
　
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射

コ
ン
テ

性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
（
第

ナ
の
四

三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
を
除
く
。
）
が

側
面

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、

輸
送
指
数
が
　
を
超
え
な
い
も
の

七
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る

コ
ン
テ

コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ

ナ
の
罎

る
も
の
以
外
の
も
の

側
面

2
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
紋
納
さ
れ

　
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
礼
に

「
専
縄
積
載
し
の
文
字
又
は
「
閃
α
ピ
門
　
ピ
○
》
U
」
の
文
字
を
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
四

3
　
荷
送
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て

　
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
｝
　
総
重
量
が
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
二
　
A
型
輸
送
物
　

「
A
型
」
の
文
字
又
は
「
潔
く
℃
図
　
》
」
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輪
送
物
　
　
「
B
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
磯

　
　
℃
的
し
σ
」
の
文
字

4
　
荷
送
人
は
、
B
M
型
輪
…
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸

　
送
物
の
容
器
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面

　
に
、
告
示
で
定
め
る
マ
ー
ク
で
あ
っ
て
、
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
も
の

　
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

5
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
臨
側
面
に
告
示
で
定
め
る
標
識
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
方
法
等
）

第
九
十
｝
条
の
十
三
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
甲
板
上
積
載
（
水
密
の
コ
ン
テ
ナ
以
外
の
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
甲

　
　
　
板
上
カ
バ
ー
稜
載
又
は
甲
板
上
室
内
積
載
に
限
る
。
）

　
二
　
移
動
、
転
倒
、
衝
撃
、
摩
擦
等
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
｝
一
一
　
放
射
性
輸
送
物
に
よ
る
熱
等
に
よ
り
運
送
中
の
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い

　
　
よ
う
他
の
貨
物
と
十
分
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
面
の
平
均

　
　
熱
放
出
率
が
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
一
五
ワ
ッ
ト
を
超
え
な
い
も
の
を
ば
ら
積



　
　
み
及
び
理
詰
め
以
外
の
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
　
い
。

　
四
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
機
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
積
載
場
所
へ
の
出
入
口
に
は
、
施
錠
そ
の
他
関
係
者
以
外
の
者
が
立
入
る
こ

　
　
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
運
送
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
放
射
挫
輸
送
物
又
は
放
射
挫
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専

　
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
そ
の
荷
役
作
業
は
、
放
射
性
物
質
の
管

　
理
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
九
十
【
条
の
十
四
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
五
〇
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て

　
は
な
ら
な
い
。

2
　
　
の
船
禽
若
し
く
は
区
画
又
は
一
の
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
放
射

　
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性

　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
〇
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次

　
の
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
｝
　
当
該
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
「
定
区
域
に
つ
い
て
輸
送
摺
数

　
　
の
合
計
が
二
〇
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
妙
）

　
二
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、

　
　
五
〇
を
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
佃
数
で
除
し
て
得
た
値
の
合

　
　
計
値
が
当
該
船
倉
若
し
く
は
区
懸
又
は
甲
板
の
　
定
区
域
に
つ
い
て
五
〇

　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

3
　
船
舶
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
の
輪
…
送
物
数
の
合
計
は
、
一
船
舶
に
つ
い
て
こ
〇
〇
（
湖
川
港

　
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
〇
）
を
超
え

　
て
は
な
ら
な
い
。

4
　
放
理
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
船

　
内
の
数
箇
所
に
集
貨
（
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
躬
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
他
の
放
射
性
輪
…
送
物
又
は
他
の
放
射
性
輪
…
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
と
の
聞
の
距
離
が
隔
壁
又
は
甲
板
の
有
無
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
六
諭
…
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
の
集
合
を
い
う
。
）
と
し
て

　
積
載
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
各
集
貨
ご
と
に

　
五
〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
運
送
の
安
全
の
確
認
等
）

第
九
十
一
条
の
十
五
　
船
長
は
、
B
M
三
輪
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
又

　
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
を
運
送
す
る
場
合
は
、
船
積
み
前
に
、
運
送
計

　
画
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
運
送
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
運
送
の
方

　
法
が
こ
の
規
則
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の

　
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
運
輪
大
臣
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
放
射
性
輸
送
物
の

　
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
船
舶

二
盃



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
所
有
者
又
は
船
長
に
翻
し
、
使
用
す
る
船
舶
の
構
造
設
備
…
、
荷
役
方
法
等
に

　
関
し
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
放
封
性
物
質
等
）

第
九
十
一
条
の
十
六
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
は
、
第
九
十
一
条
の
三
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
空
容
器
」

　
と
い
う
。
）

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
磯
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
p
　
破
損
等
が
な
く
、
か
っ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な

　
　
い
こ
と
。

　
二
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
亡
婦
密
度
の
一
〇
〇

　
　
倍
を
超
え
な
い
こ
と
Q

　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ

　
　
と
。

　
へ
　
放
射
性
物
質
等
を
運
送
し
、
又
は
貯
蔵
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
札
又

　
　
は
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次

　
に
掲
げ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
策

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

　
　
　
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
放
射
性
汚
染
物
」

　
　
　
と
い
う
。
）

　
　
　
ω
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

　
　
　
　
こ
と
。

　
　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
が
、
告
示
で
定
め
る
値
を
超
え
な
い

　
　
　
　
こ
と
。

　
　
　
㈹
　
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
こ
と
。

　
　
　
ω
　
通
常
の
運
送
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏

　
　
　
　
え
い
し
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
㈲
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
ず
、

　
　
　
　
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線

　
　
　
　
量
率
が
毎
時
一
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
⑥
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
藤
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え

　
　
　
　
な
い
こ
と
。

　
　
　
ω
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
こ
と
Q

　
　
ロ
　
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
鉱
石
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

　
　
　
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
’
の
条
に
お
い
て
「
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
」
と
い
う
。
）

　
　
　
ω
　
シ
ー
ト
等
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
イ
㈹
、
㈲
及
び
⑥
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
空
容
器
、
放
射
性
汚
染
物
又
は
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
を
放

　
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の



　
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
汚
染
物
（
表
繭
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・
五

　
、
・
・
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
及
び
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
を
運
送
す
る

　
場
合
は
、
輪
送
指
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

4
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
汚
染
物
及
び
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
イ
　
放
射
性
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
一
毫
放
射
性
汚
一
染
物
の
上
田
か
ら
一

　
　
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
蚤
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
　
単
位
で
裏
し
た
値

　
　
ロ
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
一

　
　
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
　
　
ソ
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
躬
性
汚
染
物
に
つ
い
て
イ
に
よ
る
値
を

　
　
合
計
し
て
得
た
値
又
は
当
該
ロ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ

　
　
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
躬
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た

　
　
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

の五 場～ 一
場平 合平 平

合方 方 方

メ
ー
ト

で
ト

ず
ト

ノレ ノレ ノレ

を を 以

超 超 下
え え の

、 、 場

二 置 合

○ 平
平 方
方 メ

メ 1

1 ト

ト ノレ

ノレ 以
以 下
下 の

六 三 一

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、

以
下
の
場
合

一
〇
〇
平
方
メ
…
ト
ル

一一

@
ウ
ラ
ン
鉱
石
敵
寺

　
　
当
該
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
の
集
積
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に

　
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、
次
の

　
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
集
積
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

一 以二 の五 場一
一○ 下○ 場平 江平 平

○ の平 合方 方 方
平 賄方 メ メ メ

方 合メ i i 1

メ i ト 卜 ト

； 卜 ノレ ノレ ノレ

卜 ノレ を を 以
ノレ を 超 超 下
を 超 え え の
超 え

、 、

場
え

、

二 五 合
る

｝
○ 平

場 ○ 平 方
合 ○ 方 メ

平 メ 1

方 1 ト

メ ト ノレ

… ノレ 以

卜 以 ’下

ノレ 下 の

値重大し運
す臣’送 一
るの運に 九 六 三 一
数指輸際

5
　
荷
送
人
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し

　
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
告

　
示
で
定
め
る
標
札
を
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

　
い
Q

三
七



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

一
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
面
　
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
●
五
　
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も
の

放
射
性
汚
染
物
の
蓑
面
の
二
箇

所

二
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
傭

放
射
牲
汚

の
最
大
放
一
菜
綿
置
黒
塗
が
』
毎
仙
時
○
・
五

染
物
の
表

ミ
リ
レ
ム
φ
乞
紹
7
冗
五
〇
ミ
リ
レ
ム
以

面
の
二
箇

下
で
あ
り
、
　
か
つ
、
輸
送
指
数
が
一

所

を
超
え
な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物

放
射
性
汚

以
外
の
放
射
性
汚
染
物

染
物
の
表

頗
の
二
箇

所

四
　
第
　
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物

コ
ン
テ
ナ

又
は
空
容
器
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い

の
四
側
面

る
コ
ン
r
ア
ナ

五
　
第
二
号
父
は
第
三
号
に
掲
げ
る
放

コ
ン
テ
ナ

射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

の
四
側
面

ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
一

を
超
え
な
い
も
の

六
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い

コ
ン
テ
ナ

る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に

の
四
側
面

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

二
天

6
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

　
く
。
）
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
専
罵
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
礼
に

「
専
用
積
載
」
の
文
字
又
は
「
閏
α
い
い
　
い
O
》
U
」
の
文
字
を
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

7
　
荷
送
人
は
、
空
容
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
に
は
、
薮
該
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
第
九
十
一
条
の
十
二
第
五
項
の
告
示
で

　
定
め
る
標
識
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
放
射
性
汚
染
物
以

　
外
の
物
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

9
　
一
つ
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
若
し
く
は
一
の
甲
板
の
　
定
区
域
に
積
載
す

　
る
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

　
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
並
び
に
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸

　
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該
値
と
同
｝
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
若
し
く
は
甲
板

　
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
量
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る

　
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
衆
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸

　
送
捲
数
の
含
計
は
、
二
〇
〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
　
一
船
舶
当
た
り
の
合

　
計
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

10

@
第
九
十
｝
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
空
容
器
を
運
送
す

　
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

H
　
第
九
十
　
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
一
条
の
十
四
第

　
一
項
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
運
送
す
る
象
含
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

12

@
第
九
十
～
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
を



　
運
送
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
　
「
放
射
性
輸

　
島
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
あ
る
の
は
、

　
「
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

13

@
第
九
十
一
条
の
十
の
規
定
は
、
空
容
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運
送
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
立
入
制
隈
）

第
九
十
一
条
の
十
七
　
船
長
は
、
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該

　
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
た
場
所
の
周
囲
に
立
入
制
限
区
域
を
設
け
、
閥
係

　
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
捌
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
内
に

　
あ
る
者
が
当
該
区
域
に
お
い
て
、
毎
週
三
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
て
被
ば
く
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
船
長
は
、
薩
項
の
立
入
磐
石
区
域
を
標
識
に
よ
っ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
係
者
以
外
の
老
が
嚢
該
区
域
に
近
づ
く
こ
と
が
困
難

　
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
被
ば
く
管
理
）

第
九
十
一
条
の
十
八
　
船
長
は
、
船
内
の
居
住
場
所
そ
の
他
人
が
通
常
使
用
す

　
る
場
所
に
お
け
る
最
大
放
射
線
墨
率
が
毎
時
○
・
一
八
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な

　
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
船
内
に
あ
る
看
の
受
け
る
被
ば
く
線
量
が
年
額
○
・
五
レ
ム
を

　
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
ば
く
管
理
の
特
例
）

第
九
十
一
条
の
十
九
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
函
難
な
場
合
で
あ

　
っ
て
、
被
ば
く
管
理
の
た
め
告
示
で
定
め
る
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
る
と
運
輸
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
言
条
第
一
項
の
最
大
放
射
線
量
率
及
び

　
岡
条
第
二
項
の
被
ば
く
線
量
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い

　
こ
と
が
で
き
る
Q

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輪
…
大
甑
は
、
船
内
に
あ
る
巻
の
被
ば
く
防
止

　
の
た
め
必
要
な
江
田
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
Q

（
荷
役
後
の
汚
染
の
駿
査
）

第
九
十
一
条
の
二
十
　
船
長
は
、
放
射
性
物
質
等
の
荷
役
を
終
了
し
た
場
合
は
、

　
放
射
牲
物
質
等
を
取
り
扱
っ
た
場
所
の
放
射
性
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
有
無

　
を
検
査
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
の
届
出
等
）

第
九
十
一
条
の
二
十
一
　
船
長
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定

　
め
る
放
射
性
物
質
等
又
は
第
九
十
一
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質

　
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
運
送
が
一
の
管
区
海
上
保
安
本
部
の
管
轄
す
る
区

　
域
内
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
運
送
囎
始
の
日
の
二
週
間

　
藤
ま
で
に
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
運
送
開
始
の
日
の
四
週
間
前
ま
で

　
に
、
放
射
性
物
質
等
運
送
届
（
第
｝
号
様
式
。
　
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
「
運
送
届
」
と
い
う
。
）
を
発
航
港
（
発
航
港
が
本
邦
以
外
の
地
で
あ
る
場

　
合
は
、
本
邦
に
お
け
る
最
初
の
寄
航
港
）
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の

　
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

　
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
場
合

　
は
、
こ
の
隈
り
で
な
い
。

2
　
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
は
、
前
項
の
運
送
届
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に

　
お
い
て
、
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

｝
二
九



　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
る
と
き
は
、
運
送
の
臼
時
、
経
路
、
見
張
人
の
配
置
そ
の
飽
放
射
性
物
質
等

　
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の
接
近
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
、

　
連
絡
体
舗
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
運
送
中
の
海
難
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取

　
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
一
項
の
運
送
届
を
提
出
し
た
船
長
は
、
当
該
運
送
届
の
記
載
事
項
に
変

　
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
属
（
第
一
号
の

　
二
様
式
）
を
当
該
運
送
届
を
受
理
し
た
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に
提
出
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
の
提
出
が
あ
っ

　
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
Q

（
特
別
措
置
）

第
九
十
【
条
の
二
十
二
　
第
九
十
一
条
の
三
、
第
九
十
一
条
の
十
（
第
九
十
一

　
条
の
十
六
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条

　
の
十
二
、
第
九
十
｝
条
の
十
三
第
一
項
（
第
　
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

　
（
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四
（
第
九
十
～
条
の
十
六
第
十
一
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
　
条
の
十
六
第
～
項
、
第
二

　
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
運
送
す
る
こ
と
が

　
著
し
く
闘
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措

　
置
を
と
り
、
か
っ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
送
し
て
も
安
全
上
支

　
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

　
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
Q

一
三
〇

2
　
専
ら
放
射
盤
物
質
等
の
み
を
運
送
す
る
船
舶
に
よ
り
放
射
性
物
質
等
を
運

　
送
す
る
場
合
は
、
第
九
十
一
条
の
三
、
第
九
十
～
条
の
十
（
第
九
十
一
条
の

　
十
六
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
二
、

　
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
（
第
九
十

　
一
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
若
し
く
は
第
三
項
（
第
九
十
　
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四
（
第
九
十
一
条
の
十

　
六
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
　
条
の
十

　
六
第
一
．
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な

　
い
で
運
送
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と

　
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輸
大
臣
は
、
放
射
性
物
質
等
の
運
送
の
安

　
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
第
十
四
節
　
検
査

（
積
付
検
査
）

第
百
二
十
九
条
　
船
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
し
よ
う
と
す

　
る
場
合
は
、
積
載
方
法
そ
の
他
積
付
け
に
つ
い
て
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
海

　
運
局
長
又
は
運
輸
大
臣
の
認
定
し
た
公
益
法
人
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
四
　
放
射
性
物
質
等
（
第
九
十
一
条
の
三
四
～
号
及
び
第
九
牽
～
条
の
十
六

　
　
第
一
月
並
｝
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
ハ
等
を
除
く
。
）

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
同
項
の
検

　
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。



　
一
　
本
邦
以
外
の
地
で
船
積
し
て
運
送
す
る
場
合

　
二
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
コ
ン

　
　
テ
ナ
を
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
場
所
に
積
載

　
　
し
て
運
送
す
る
場
合

3
　
海
運
局
長
の
行
う
第
＝
狽
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
危
険
物
船

　
舶
運
送
検
査
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
に

　
鍵
繊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

4
　
海
運
局
長
は
、
そ
の
行
う
検
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
危
険
物
検
査
証

　
（
第
三
号
様
式
。
以
下
「
検
査
証
偏
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。

5
　
船
長
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
す
る
と
き
は
、
前
項
の
検

　
査
証
を
船
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
検
査
）

第
百
二
十
九
条
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て

　
運
送
す
る
場
合
は
、
荷
送
人
（
船
舶
所
有
者
が
当
該
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に

　
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
所
有
春
）
は
、
船
積
み
前
に
、
危
険
物
の
コ
ソ

　
テ
ナ
へ
の
収
納
…
」
力
法
に
つ
い
て
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
申
撮
津
島
冨
長
又
は
運
輪
…

　
大
臣
が
認
定
し
た
公
益
法
人
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
五
　
放
射
性
物
質
等

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
同
項
の
検

　
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
一
　
本
邦
以
外
の
地
で
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合

　
二
　
危
険
物
を
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合

3
　
海
運
局
長
の
行
な
う
第
～
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
危
験
物

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運

　
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

4
海
運
局
長
は
、
そ
の
行
な
う
検
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
危
険
物
コ
ン

　
テ
ナ
収
納
検
査
証
（
第
五
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

5
　
前
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
船
債
み

　
前
に
当
該
危
険
物
コ
γ
テ
ナ
収
納
険
査
証
を
船
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

6
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合

　
は
、
船
長
は
、
第
四
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
を
船
内
に
備
え
付

　
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎

7
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
他
の
船

　
舶
に
積
み
換
え
る
と
き
は
、
前
の
船
舶
の
船
長
は
、
当
該
危
険
物
コ
ン
テ
ナ

　
収
納
検
査
証
を
後
の
船
舶
の
船
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
手
数
料
）

第
百
三
十
条
　
海
運
周
長
の
行
う
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
～
項
の

　
検
査
を
受
け
る
者
は
、
次
項
又
は
第
三
項
の
検
査
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
第
百
二
十
九
条
第
　
項
の
検
査
を
受
け
る
場
合
の
検
査
手
数
料
の
額
は
、

　
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
轡
鯛
に
つ
き
四
千
二
百
門

　
二
　
前
号
以
外
の
場
合
は
、
危
険
物
の
個
数
百
道
ま
で
を
八
千
二
百
円
と
し
、

　
　
管
沼
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
百
六
十
円
を
加
算
し
た
額

一　

o
二



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
　
た
だ
し
、
㎜
二
万
三
千
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
三
万
三
千
円

　
　
と
す
る
。

3
　
第
百
二
十
九
条
の
二
百
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
る
場
合
の
検
査

　
手
数
料
の
額
は
、
　
コ
ン
テ
ナ
ー
鰯
に
つ
き
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
る

　
危
険
物
の
偲
数
百
個
ま
で
を
九
千
九
百
円
と
し
、
十
個
又
は
そ
の
端
数
を
増

　
す
ご
と
に
二
百
二
十
円
を
加
箕
し
た
額
と
す
る
Q
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
　
～
綱

　
の
正
味
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
危
険
物
の
個
数
に
つ
い
て
は
、

　
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
膏
キ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
飼
の

　
割
合
で
算
出
し
た
傭
数
を
｝
個
に
加
え
た
数
と
す
る
。

4
　
検
査
手
数
料
は
、
申
請
書
の
都
合
に
よ
り
そ
の
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合

　
で
も
検
査
に
着
手
し
た
後
は
、
返
還
し
な
い
。

5
検
査
手
数
料
は
、
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
危
険
物
船
舶
運
送
検
査
申
請

　
書
又
は
前
条
第
三
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
申
講
書
に
破
入
印
紙
を

　
は
っ
て
納
め
る
も
の
と
す
る
。

6
　
第
一
項
の
規
定
は
、
国
に
は
適
用
し
な
い
。

（
危
険
物
運
送
属
）

第
百
三
十
一
条
　
船
長
は
、
第
百
二
十
九
条
第
｝
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を

　
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
寒
点
第
二
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
船
積

　
前
に
危
険
物
運
送
届
（
第
六
号
様
式
）
を
も
よ
り
の
海
上
保
安
窟
署
（
管
区

　
海
上
保
安
本
部
、
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安
署
。
以
下

　
同
じ
。
）
の
長
（
湖
環
に
あ
っ
て
は
、
海
運
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
港
購
法
門
二
十
一
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

　
け
た
場
合
又
は
第
九
十
一
条
の
二
十
一
第
～
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
物
質

｝｝

齊
O

　
等
運
送
届
を
提
出
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
公
益
法
人
の
認
定
）

第
百
三
十
二
条
　
第
百
二
十
九
条
第
～
濡
話
は
第
蕎
二
十
九
条
の
二
曲
一
項
の

　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
公
益
法
人
は
、
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
附
し
て
、
運
輸
大
臣
に
毒
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為

　
二
　
役
員
の
戊
名

　
三
　
検
査
業
務
に
従
事
す
る
老
（
以
下
「
検
定
員
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及

　
び
履
歴

　
陽
　
検
査
業
務
を
行
う
支
部
又
は
出
張
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
検
定

　
　
員
の
配
置
状
況

　
五
　
煮
付
検
査
又
は
収
納
検
査
に
関
す
る
規
則

　
六
　
検
定
員
の
選
任
に
関
す
る
規
劃

　
七
　
手
数
料
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則

（
規
劉
の
変
更
）

第
百
三
十
三
条
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
九
条
の
二
瀬
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
公
益
法
人
（
以
下
「
認
定
法
人
」

　
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
則
を
変
更
し

　
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
蚕
三
十
踏
条
　
第
薫
二
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
二
十
九
条

　
の
二
第
四
璽
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
認
定
法
人
の
行
う
検
査
に
関
し

　
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中



　
「
隷
慧
藩
醗
嘩
」
と
あ
る
の
は
「
藩
磯
卸
し
と
、
　
「
蕎
醸
詳
知
し
と
あ
る
の
は

　
「
灘
灘
鋸
》
し
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
報
告
）

第
百
三
十
五
条
　
認
定
法
則
は
、
第
百
二
十
九
条
第
　
項
又
は
第
百
二
十
九
条

　
の
二
第
　
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
毎
膿
半
期
（
四
月
を
起
算
月
と
す
る
毎

　
三
月
を
～
の
四
半
期
と
す
る
。
）
の
検
査
の
概
要
を
、
楽
該
臨
半
期
経
過
後

　
一
月
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
処
分
）

第
百
三
十
六
条
　
運
輸
大
臣
は
、
認
定
法
人
の
行
う
検
査
業
務
に
関
し
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
定
二
又
は
認
定
法
人
に
対
し
期
間
を
定
め
て
業

　
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
告
示
）

第
百
三
十
七
条
　
運
輸
大
雪
は
、
公
益
法
人
を
認
定
し
、
又
は
認
定
を
取
り
消

　
し
た
と
き
は
、
そ
の
冨
を
告
示
す
る
。

　
　
　
第
五
章
　
罰
則

第
百
五
十
九
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
老
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
一
　
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
物
を
船
舶
に
持
ち
込
ん
だ
春

　
二
　
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
須
、
第
四
項
父
は
第
六
項
の
規
定
に

　
　
違
反
し
て
拙
下
そ
の
他
の
作
業
を
行
っ
た
者

　
董
　
第
二
十
ご
一
条
患
い
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

　
　
船
舶
に
よ
り
運
送
し
た
者

　
四
　
第
二
十
｝
二
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
旅
客
船
に
よ
り
運
送
し
た
者

　
七
　
第
哲
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
引
火
性
液
体
を
木
製
の
タ
ン
ク

　
　
船
の
タ
ン
ク
に
積
載
し
て
運
送
し
た
者

　
八
　
二
日
十
八
条
源
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
引
火
性
液
体
を
同
項
の
木
製

　
　
の
油
は
し
け
の
タ
γ
ク
に
積
載
し
て
運
送
し
た
老

　
九
　
第
百
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

　
　
船
舶
に
よ
り
運
送
し
た
者

第
百
六
十
条
　
船
長
が
、
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
万
円
以
下

　
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
｝
　
第
六
条
第
｝
項
、
第
八
十
四
条
の
二
極
一
項
、
第
九
十
一
条
の
十
｝
二
第

　
　
「
項
（
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
十
項
、
第
十
｝
項
又
は
」
乱
第
十
二
項
に
お
い

　
　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四
第
｝
項
（
第
九
十

　
　
｝
条
の
十
六
第
十
｝
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
、

　
　
第
～
二
項
〃
若
し
く
は
第
曖
礪
ハ
η
人
は
静
弟
・
兀
十
－
一
条
の
十
よ
ハ
第
九
頂
ハ
の
規
｛
疋
に
違

　
　
反
し
て
運
送
し
た
と
き
。

　
二
　
第
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
三
　
第
二
乎
条
第
五
項
叉
は
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
四
　
第
九
十
～
条
の
十
五
第
｝
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
〇

　
五
　
第
九
十
一
条
の
二
十
　
第
一
項
の
放
射
性
物
質
等
運
送
届
若
し
く
は
同

　
　
条
箆
三
項
の
放
窮
性
物
質
等
運
送
変
更
届
を
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に

　
　
提
出
せ
ず
、
叉
は
こ
れ
ら
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
管
区
海
上
保
安
本
部
の

　
　
長
に
提
出
し
て
、
岡
条
第
一
項
の
放
射
性
物
質
等
を
運
送
し
た
と
き
。

　
六
　
第
九
十
一
条
の
二
十
一
第
二
験
（
罰
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
藁
葺



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た
と
き
。

　
七
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け
ず
、
又
は
こ
れ
に
合
格
し
な
い

　
　
で
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
し
た
と
き
。

第
百
六
十
」
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
六
条
、
第
八
筆
墨
二
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
八
十
四
条
の
二
、
第

　
　
九
十
｝
条
の
三
、
第
九
幸
～
条
の
八
又
は
第
九
十
一
条
の
十
二
第
三
項
若

　
　
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
送
し
た
と
き
。

　
二
　
第
十
条
の
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
駈
有
者
若
し
く
は
船
長
に
提
出
せ
ず
、

　
　
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
船
長
に
提
出
し

　
　
た
と
き
。

第
百
六
十
｝
条
の
＝
　
危
険
物
の
荷
送
人
又
は
船
舶
所
有
者
が
、
次
の
各
号
の

　
一
に
算
定
す
る
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
二
十
二
条
の
五
星
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
二
　
第
二
十
二
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
　
二
　
第
二
十
二
条
の
七
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
有
春
若
し
く

　
　
は
船
長
に
提
毘
若
し
く
は
交
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て

　
　
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
船
長
に
提
出
若
し
く
は
交
付
し
た
と
き
。

　
四
　
第
九
十
一
条
の
十
（
第
九
十
　
条
の
十
六
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
一
第
　
項
、
第
九
十
一
条
の
十
二

　
　
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
二
項
、

　
　
第
五
項
、
第
六
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
送

　
　
し
た
と
き
。

　ご

ｼ

　
五
　
第
百
二
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
百
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
百
六
十
一
条
の
三
　
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

　
る
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
｝
　
第
九
十
一
条
の
九
第
一
項
（
第
百
五
十
五
条
の
　
二
型
二
項
目
お
い
て
準

　
　
罵
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
二
　
第
九
十
　
条
の
九
第
四
項
（
詞
条
第
五
項
（
第
百
五
十
五
条
の
三
第
二

　
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
五
十
五
条
の
三
第
二

　
　
項
に
お
い
て
準
周
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
書
類
を
荷

　
　
送
人
若
し
く
は
貯
蔵
委
託
春
に
交
け
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を

　
　
し
て
荷
送
人
若
し
く
は
貯
蔵
委
託
者
に
交
付
し
た
と
き
。

第
百
六
十
二
条
　
貯
蔵
船
（
火
薬
類
の
貯
蔵
船
を
除
く
Q
）
の
船
舶
所
有
者
が
、

　
第
百
四
牽
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
頁
六
十
三
灸
　
危
険
物
の
貯
蔵
ノ
姿
託
老
が
、
第
百
五
十
五
条
の
三
縄
　
項
若

　
し
く
は
第
三
項
又
は
岡
条
簾
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
一
条
の
　
二
、

　
第
九
十
｝
灸
の
八
、
第
九
十
｝
条
の
十
「
第
一
項
、
第
九
十
一
条
の
十
二
第

　
一
項
目
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
九
十
一
条
の
十
六
第
三
項
、

　
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰

　
金
に
処
す
る
。

第
百
六
十
四
灸
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

　
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
百
五
十
九

　
か
ら
前
条
ま
で
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
着
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の

　
法
人
又
は
人
に
対
し
て
、
各
本
条
の
刑
を
科
す
る
。



第
｝
号
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）

　
　
放
射
性
物
質
等
運
送
届

　
船
種
、
船
名
、
船
舶
番
号
及
び
総
ト
ン
数

｝　
國
籍
及
び
船
籍
港

一　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
往
所

　　
発
航
港
、
船
積
日
時
及
び
発
航
日
時

一　
到
達
港
、
入
港
予
定
霞
時
及
び
陸
揚
予
定
説
時

一　
寄
航
港
、
入
出
港
予
定
臼
時
及
び
寄
航
港
に
お
い
て
放
射
性
物
質
等

一　
の
荷
役
を
行
う
場
合
は
、
荷
役
予
定
蜀
時

　
主
た
る
経
過
地
点
及
び
そ
の
通
過
予
定
日
時

一　
運
送
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
物
質
等
の
種
類
及
び
数
壁
並
び
に
放
射

一
性
輸
送
物
の
種
類
及
び
数
昆

　
積
載
場
所
及
び
そ
の
設
備

一　
積
合
せ
貨
物
の
品
名
及
び
そ
の
数
墨

一　
運
送
中
の
保
安
対
策

｝

右
危
険
物
船
…
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
九
十
一
条
の

に
よ
り
届
け
ま
す
。

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
届
出
老

　
第
　
　
　
管
区
海
上
保
安
本
部
長
あ
て

二
十
一
第
一
項
の
規
定

　
氏
　
　
　
名
　
印

第
一
号
の
二
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）

　
　
　
　
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届

　
　
変
更
し
た
事
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
更
し
た
内
容

　
一

　
一

　
一右

危
険
物
船
舷
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
九
十
一
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
ま
す
Q

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
届
出
者
　
氏
　
　
　
名
　
印

　
第
　
　
　
管
区
海
上
保
安
本
部
長
あ
て

　
備
考

　
　
変
更
し
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
と
変
更
後
と
を
対
照
で
き
る
よ

　
う
に
記
載
す
る
こ
と
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

｝
三
五



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
自
等
を
定
め
る
告
示

○
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準

　
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

〔
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
十
七
日
運
輸
省
告
示
第
五
百
八
十
五
号
〕

　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
四
年
九
月
二
七
日
運
輸
雀
告
示
第
五
四
八
号

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
血
口
承
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯

　
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

へ
核
分
裂
性
物
質
）

第
二
条
　
規
則
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
皆
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等

　
は
、
ウ
ラ
ン
ニ
エ
｝
一
二
、
ウ
ラ
ン
ニ
董
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト

　
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
及
び
こ
れ
ら
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
こ
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
一
に

　
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
ウ
ラ
ン
ニ
＝
コ
ニ
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
一
二
八
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
の
量
売
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
の
量
の
合
計
が
～
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
放
射
性
物
質

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
　
含
む
。
〉

（
許
容
表
面
密
度
）

一
三
六

第
三
条
　
規
則
第
八
十
九
条
第
六
号
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上

　
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
る
密
度
と
す
る
。

性ア 物ア
物ル 質ル
質フ フ

ア ア

線 線
を を

放 放
出 出

し す
な る

い 放

放 射
躬 性

分ク毎 ○ク毎
のロ平 分ロ平
一キ方 のキ方

ユ　ーセ 一　ユ　セ

リ　ン リ　ソ

1　チ 1　チ

の　メ の　メ

一　1 一　i

○卜 ○ト
、　ノレ ○ル
○一 、　

○マ ○マ
○イ ○イ

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
四
条
　
規
劉
第
九
十
一
条
の
三
第
一
号
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定

　
め
る
も
の
は
、
　
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
爆
発
性
毛
は
自
然
発
火
性
の
放
射
性
物
質
等
並
び
に
第
一
号
及
び

　
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
そ
の
化
含

　
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
　
又
は
こ
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ
ラ
ン

　
ニ
三
五
の
量
が
一
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。

　
一
　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
同
心
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

体

にれ性容
掲た物易 放

げ放質に 射

る射等散 性

基性又逸 物

準物はし
ﾉ纂填
ﾀ薯識

重
三
の
区

號譲
分

るて密の
も　’封放

の次さ射

区放ま別
分射で表
に窪の第 放

博物第一
ｶ質一か日の欄ら 射

能

そ種に別 の

れ類掲表 量

ぞ又げ第
れはる六



固

（
以
下
「
特
鴉
形
放
射
性
物
質
等
」
と

当
該
各
表
の
第
二
欄
に
闘

い
う
。
）

げ
る
数
量
（
以
下
「
馬
値
」

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と

と
い
う
。
）
の
｝
、
○
○

も
～
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

○
分
の
一

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験

（
長
さ
が
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
長
さ
の
幅

に
対
す
る
比
率
が
一
〇
以
上
で
あ

る
放
射
牲
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、

衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ

試
験
）
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ

ず
、
加
熱
試
験
を
行
っ
た
場
合
に

露
ザ
融
又
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
水
中
へ

の
放
射
性
物
質
の
漏
…
え
い
胤
黒
が
、

○
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
…
を

超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
別
形
放
射
性
物
研
貝
等
以
外
の
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六

ま
で
の
第
｝
欄
に
掲
げ
る

放
射
性
物
質
の
種
類
又
け

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
藩
の
第
三
欄
（
別

表
第
五
に
あ
っ
て
は
、
第

二
欄
）
に
掲
げ
る
数
量
（

船
舶
に
よ
る
放
窮
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
醤
等
を
定
め
る
告
示

以
下
「
亀
値
」
と
い
う
。
）
の
一
、
○
○
○
分
の
｛

一
、
○
○
○
キ
ュ
リ
ー

体
液

水
ム
ウ
チ
U

　
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
㎜
が
○
・
一
キ
ユ
リ
i
以
上
一
キ
ュ
リ
ー
未
満
の
も
の

一
〇
〇
キ
ユ
リ
…

｝
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
一
キ
ユ
リ
…
以
上
の
も
の

｝
キ
ュ
リ
ー

そ
の
絶
の
も
の

馬
値
の
一
〇
、
○
○
○
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

一一

Z
キ
ュ
リ
ー

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

鵠
の
他
の
ぞ

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

二
　
購
計
等
の
機
器
又
は
装
置
へ
以
下
「
機
器
等
扁
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
Ω
嗣

　
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
Q
）

　
イ
　
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
一
個

一
三
七



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
筒
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な

い
ζ
と
。放

射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

体
固

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
値
の
一
〇
〇
分
2

特
別
形
放
射
性
物
質
ハ
等
以
外
の
も
の

馬
値
の
一
〇
〇
分
2

ト
リ
チ
ウ
ム
水

一

体
液

そ
の
他
の
も
の

ト
リ
チ
ウ
ム

二
〇
キ
ュ
リ
ー

体
認

特
別
形
放
射
性
物
質
等

輌
の
他
の
ぞ

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

　
ロ
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

　
　
か
ら
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率

　
　
が
毎
時
【
○
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

三
　
機
器
等
を
構
成
す
る
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
く
は
天
然
ト
リ
ウ

　
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

　
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
等
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

｝
三
八

　
　
ロ
　
不
活
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
限
度
）

第
五
条
　
規
劉
第
九
十
　
条
の
三
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
次
の
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
挫
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

特
別
形
放
射
性
物
質
等

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

借1盒

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
六
条
　
規
則
第
九
十
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
二
に
掲

　
げ
る
条
件
と
す
る
G

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
七
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
三
に

　
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
八
条
　
規
則
第
九
十
｝
条
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
四
に

　
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
鍵
）

第
九
条
　
凝
立
第
九
十
一
条
第
一
号
p
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
施
値
の
一
、

　
○
○
○
、
○
○
○
分
の
「
と
す
る
Q

2
　
規
則
第
九
十
一
条
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
斑
値
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
ク
ジ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
　
　
○
、
○
○
○
キ
ュ
リ
ー
と
す

　
る
0

3
　
漏
え
い
す
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ



　
つ
て
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
碗
値
は
、
非
圧
縮
状
態
に

　
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
条
　
規
則
第
九
十
～
条
の
一
一
第
　
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第

　
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
十
一
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記

　
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
十
二
条
　
規
則
第
九
十
　
条
の
二
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
趣
値

　
の
一
、
○
○
○
分
の
「
と
す
る
。

2
　
第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
篭
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
核
分
裂
盤
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
三
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
五
の
告
示
で
定
め
る
二
種
の
条
件
は
、
励
記

　
第
二
第
一
号
に
定
め
る
条
件
及
び
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定

　
め
る
条
件
と
す
る
。

第
十
四
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
六
第
　
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
及
び
飼
条

　
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
二
第
一
号
に
定
め
る

　
条
件
及
び
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

（
放
射
性
輪
…
送
物
等
の
標
札
等
）

第
十
五
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
｝
項
の
告
示
で
定
め
る
標
．
札
文
は
表

　
示
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
〇

　
一
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
褒
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
」

　
　
と
い
う
。
）
第
［
号
に
掲
げ
る
放
射
牲
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
「
放
射
性
」
の

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
文
字
又
は
「
順
順
U
國
○
＞
0
8
H
＜
国
」
の
交
宇
の
表
示

　
二
　
裏
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
一
類
白
標
札
（
第
　
号
様
式
）

　
三
　
表
第
…
二
号
に
掲
げ
る
放
射
牲
輸
送
物
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
標
札
（
第
一
号
様
式
）

　
四
　
表
第
四
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
三
類
黄
標
札
（
第
一
号
様
式
）

第
十
六
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
五
項
の
告
示
で
定
め
る
マ
ー
ク
は
、

　
三
葉
マ
ー
ク
（
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

第
十
七
条
　
規
則
第
九
十
　
条
の
十
二
第
五
項
の
告
示
で
定
め
る
標
識
は
、
コ

　
ソ
テ
ナ
標
識
（
第
三
号
様
式
）
と
す
る
。

第
十
八
条
　
規
則
第
九
十
　
条
の
十
六
第
五
項
の
告
示
で
定
め
る
標
札
は
、
次

　
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
規
剴
第
九
十
一
条
の
十
六
第
五
項
の
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
」

　
　
と
い
う
。
）
第
｝
号
に
掲
げ
る
放
射
腱
汚
染
物
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
コ
ン

　
　
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
第
　
類
白
標
札
（
第
一
号
様
式
）

　
二
　
表
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
盤
汚
染
物
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
骨
導
（
第
一
号
様
式
）

　
三
　
表
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
三
類
黄
標
札
（
第
一
号
様
式
）

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
放
財
能
濃
度
）

第
十
九
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
　
項
第
二
号
イ
②
の
告
示
で
定
め
る

　
値
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
鋤
値
の
　
○
、
○
○
○
分
の
　
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
琶
等
を
定
め
る
此
口
示

（
被
ば
く
管
理
の
た
め
必
要
な
措
置
）

第
エ
十
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
九
第
　
項
の
告
示
で
定
め
る
必
要
な
措
置

　
は
、
船
内
放
耐
射
線
量
率
の
計
澗
、
被
ば
く
放
射
線
量
の
測
定
、
被
ば
く
管
理

　
者
の
選
任
等
と
す
る
。

　
　
　
寸
　
　
洞
U

　
　
　
隆
　
　
日
バ

　
こ
の
告
示
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則
〔
昭
和
五
四
年
九
月
二
七
日
告
示
第
五
四
八
号
〕

　
こ
の
告
示
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
～

別
表
第
二
（

別
表
第
三
（

鋼
褒
第
四
（

別
表
第
五
（

別
褒
第
六
（

（
第
四
条
関
係
）

〃〃〃〃〃

）））））

葦
O

、



別
記
第
　
　
へ
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
象
性
物
質
等
を
で
ざ
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る

　
　
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
褒
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
一
頃
…
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
「
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
嗣
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
春
眠
の
平
端
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
。
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
平
端
面
の
置
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
∴
ニ
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
の

　
　
も
の
と
す
る
。

　
三
　
紬
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
醜
し
、
　
一
国
：
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
醒
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
儲
岬
の
平
盤
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
っ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四五

加
熱
試
験

供
試
物
を
温
度
八
○
○
度
の
空
気
中
に
一
〇
分
間
置
く
こ
と
。

　
せ
き

浸
漬
試
験

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
鼠
等
を
定
め
る
告
示

　
　
イ
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

　
　
　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で

　
　
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
問
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
き

　
　
②
　
温
度
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
㈲
　
温
度
三
〇
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
間
置
く
こ
と
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
ω
　
温
度
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
　
　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
頗
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
ω
　
温
度
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
温
度
三
〇
度
の
空
気
中
に
七
漏
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
紛
　
温
度
五
〇
度
の
水
中
に
隠
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

溺
記
第
二
（
第
六
条
、
第
十
＝
　
条
、
第
十
四
条
関
係
）
A
型
輪
…
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
条
件

　
　
イ
　
毎
時
五
〇
ミ
リ
メ
…
ト
ル
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
麗
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
　
ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て

　
　
　
　
は
一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
　
　
　
え
一
〇
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ

　
　
　
　
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一
〇
、
○
○
○
キ
μ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
五
、

　
　
　
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
エ



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
綱
議
等
を
定
め
る
告
示

　
　
高
さ
か
ら
、
　
一
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て

　
　
　
は
○
・
三
蓋
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
最
大
の
破
損
を
及
ぼ

　
　
　
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
②
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
薦
投
影
面
積
に
毎
平

　
　
　
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
○
。
＝
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
乗
じ
て
得
た
値
に
掘

　
　
　
毫
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
四
時
間
加
え
る

　
　
　
こ
と
。

　
　
㈹
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
一
二
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
捧
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
轟
該
放
射
性
輪
愚
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

一一

t
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
鷺
く
ほ
か
、
次
の
ω

　
　
及
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
放
射
盤
輸
送
物
に

　
　
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
二
借
以

　
　
上
の
量
の
放
射
性
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
備
え

　
　
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
三
二
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い

　
　
材
の
内
側
に
あ
る
も
の
又
は
当
該
収
納
若
し
く
は
包
装
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
放
射
性
物
質
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て

　
　
も
表
面
の
最
大
放
射
線
吟
醸
単
が
毎
時
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も

　
　
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
　
九
メ
ー
ト
ル
の
古
同
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

曇
三

　
　
　
　
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
前
号
ロ
㈲
に
規
定
す
る
棒
を
㎜
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
放
射
牲
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ
ω
及

　
　
　
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
七
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
Q

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
八
度
で
あ
る
環
境

　
　
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
匹
（
第
八
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る

　
条
件一

　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
イ
　
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
峰
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
温
度
八
○
○
度
の
環
境
に
三
〇
分
賦
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

三
　
深
さ
一
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
野
外
の
温
度
が
三
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

備
考
　
第
　
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
の
と
す
る
。



溺
記
第
五
へ
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
八
度
か
ら
零
下
四

　
　
〇
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
十
一
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
鵬
記
第
鰹
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
置
く

　
　
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
八
度
か
ら
零
下
四

　
　
〇
度
ま
で
の
環
境
に
｝
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

…
三
一
篇



第1号様式（第王5条関係）

第一類臼標札 　
　
＼

　
㌃

㌧
θ
回
＼

＼
、
・
＼

畠爾禽

晶

＼ 嚢性
匪

　
翻識

　
o
一

放
賄

誌論

靴
慶
…M

瑠
W

納
冗
　
㏄

バ
　
ム

収
c
o

／

、
冥

　
ζ

＼
4

y

冨

／o

＼禽ぐ

～・、

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
呂
等
を
定
め
る
告
示

第二類黄標札

　
＼

牝

㌔
・
実
、

y
「
．
＼

畠画
蕊

＼
　　　／0
　　　　㍉メ
　　　　　＼　　　　　　〆

轟・・轟・髄躍1

収　納　拘
CONTεNTS．，．

敬　　脅｝　脆
ACTIVITY

さu蚤～E言

徽　送　指　敷
㌘RANSPOR↑INDEX

　　　　　　　“

＼》／

　“
／

ヤ
x

四



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
昌
等
を
定
め
る
告
示

第三類黄標札
　
＼

　
㌦

転

％
・
＼

マ
．
「
＼

／触愈
／

乙＼
．

＼

〆

難
／

性
號
憲

　
－
　
　
薦

　
㎝

射
㎝

　
の
　
　
　
　
ぼ
ソ

　
O
勘
汀

　
　
　
ア
き
レ

放
賄
《
…

　
　
員
じ
。

　輸　遇　重旨　駁
TRANSPORT甲Dεxl

＼／／

　　／　」　k
島

“

　　賭
　／／

／
／

注1三葉マークは、第2号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輪送指数の欄には、それぞれ収納され、又は包装さ

　　れている放射性物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入するものとする。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すものとする。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　　　　　　　彩

上半部の地 黄（第…類臼標札にあっては、臼）

三葉マ　一　ク 黒

下半部の地 白

一L亀　　　　　　　　　　　　　　　　　』

煤@　　　　　　　子 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の部分 臼

ふちの内側の線 黒

区　　分　　線 黒

五



第2号様式（第16条関係）

　三葉マーク

注　1　珍は、0．2センチメートルとする。

　　2　色彩は、黒とする。

部　　　　分　　　色　　　　　　彩

地 臼

一　幽　　　　一■夢會

凵@榮　マ　一　ク 」、一

一綿　　　　　　　　　　　　　　　　，一L，

煤@　　　　　　　子 黒

ふ　ち　の部分 臼

ふちの内側の線 黒

第3号様式（第17条関係）

　コンテナ標識

ピ’60．

10乙

，．・．_

貼

1覧
2∠．

！

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
琵
等
を
定
め
る
告
示

軋畠
轟

薬
・
、

＼
　　＼

放　　射　　性
臓AO1◎AC’『薩V匿

ず

／
し

1
2
9
∂

三葉マークは、第2号様式によるものとする。

珍は、0．5センチメートル以上とする。

色彩は、次表によるものとする。
六



○
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
等
を

　
定
め
る
告
示
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

k
昭
和
五
十
四
年
九
月
二
十
七
日
運
輸
省
告
示
第
五
百
四
十
九
号
〕

（
馬
語
）

第
｝
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯

　
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
G
）

　
に
お
い
て
硬
用
す
る
用
諮
の
例
に
よ
る
。

（
危
険
物
相
互
の
隔
離
基
準
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
十
四

　
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

2
　
　
（
略
）

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
積
載
方
法
の
特
例
）

第
十
六
条
　
規
則
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
積
載
方
法
は
、

　
別
表
第
十
六
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

一…

ﾑ



弩俵築王4（危険物相互の隔離表）（第15条関係）

　　　危　険　物

?　険　物

火
薬
類
奪
鰍
∵
じ

火
薬
類
奪
墾
∴
尊

火
薬
類
二
級
1
．
＝
’
ε

火
薬
燕
び
等
一
毅
・
「
「
「
，
．
正
乏
・
1
期
及
）

高
其
7
1
≡
ガ
ス
（
す
i
l
三
も
標
の
札
E
を
付
）

高
猛
ガ
ス
（
G
正
を
標
付
照
す
F
も
又
の
は
）

引低

ﾎ引
_．．ド

�_
ﾎ引
ﾁ火
t性
ﾌ液ﾌ

及
び
「
峯
」

高
引
火
点
贋
火
鮭
液
体

可
燃
餌
l
l
藁
i
体

「
然
発
火
惟
物
質

そ
の
他
の
可
燃
性
物
質

酸
化
性
物
質

有
機
過
醸
化
物

涯
物

放
射
燃
物
質
等

腐
し
よ
く
性
物
質

有
害
性
物
質

火　　藁　　類（等級1，ll ※ ※ ※
∋…｛ 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 ×

火　　　　薬　　　　業主　（等価正，2＞ ※ ※ 達i ※ 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 ×

火　　薬　　類（等級1．3） ∋餐 ※ ※ ※ 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 ×

ゾくホ薬婁‘〔（等爵浸　1　，　4　及び　1．　5） ※ ※ ※ ※ 2 1 2 2 2 2 2 2 2 × 2 2 X

高圧ガス〔．肥標托鷺を付すもの1 4 4 4 2 2 2 1 2 1 2 4 × 2 1 X

蔽・・（正標置F又はGを付すもの） 2 2 2 1 2 2 X 1 × × 2 × 1 × ×

低彊火点引火性液体及びしキ畷
ﾎ点彊火髭液体

4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 × 2 1 X

高引大点引火控液体 4 4 4 2 2 2 1 2 2 1 3 X 2 1 ×

可　　燃　　性　　周　　俸 4 4 3 2 … × 2 1 星 裂 1 2 × 2 1 ×

ぎ：ζ：ま　　禦ミ　　多§　　　ゾ（　　賀｝…　　学勿　　　璽：婁 4 4 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 × 2 1 ×

その飽の．町燃性物質 4 4 ・4 2 星 × 2 2 1 1 2 2 × 2 1 ×

酸　　化　　性　　物　　質 4 4 4 2 2 × 2 正 1 2 2 2 1 1 2 ×

有　機　過　酸　化　物 4 4 4 2 4 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 ×

毒　　　　　　　　　　物 2 2 2 × x × × × × × × 1 1 × × ×

放　財　臓　物　質　等 2 2 2 2 2 正 2 2 2 2 2 1 2 〉く 2 X

腐　し　よ　く　性　物　質 4 4 2 2 1 X 1 1 1 1 1 2 2 × 2 ×

有　　寄　　性　　物　　質 × × X X × × × × X × × × × X X X

船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

爾．考　正　X印は、鰯離を要しないことを正すゆ

　　　2　ノ乏中の1、2、3及び4は，それぞれ、次に掲げる隔離の方法を帯す。

王 2 3 4

水平距雌で3メートル以 水平器離で3メートル以 水平顕踵で12メートル以 水平踵雌で3Gメートル以
畢板．．i＝損載

上貸して積載すること 上置して積載すること。 」二離して損載することσ 一と離して積載すること。

同…の船倉又は区画に積
船の長さ方向に一・船倉以

甲板．．．ド稜：載
持することができる。た 別の船倉又は涯幽に積載 一．一D倉以一と又は一一饒画以

上国は一・区画以上離して

だし、水平艶離で3メー すること。 ．七離して積載すること¢
積載すること。

トル以上離すこと。

　この場合において、船倉又は区画とは、酎火性で、かつ、塩水樵の甲板、隔壁又は船側外板により囲まれた場所を

いう。

3　別表第1から別表第8までの性質、用途及び注意事項の欄において、分類又は項昌の異なる危険物との隔離につい

て基準が示されているものにあっては、当該基準によるものとする。

穴
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別表第16（コンテナ相互の積載関係表）（第16条関係〉
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　　薬　　類（等級Σ．D� � � � � � � � � � � � � � � � �

　　薬　　類（等級L21� � 壬� � � � � � � � � � � � � � �

　　薬　　類（等綴1．31� � � � � � � � � � � � � � � � �

薬類（等級1，4及び1．5）� � � � � � � � � � � � � � � � �

圧ガス（II三標札1雪を付すもの）� � � � � � � � � � � � � � �

：三ガス（騨門柳はGを）� � � � � � � � � � � � � � �

織麟鎌灘及び糠� � � � � � � � � � � � � � �

引火点引火性液体� � � � � � � � � � � � � � �

　　燃　　難　　1司　　体� � � � � � � � � � � � � � � �

　然　発　火　性　物　質� � � � � � � � � � � � � � � �

の他の可燃性物質� � � � � � � � � � � � � � � �

　　化　　性　　物　　質� � � � � � � � � � � � � � � �

　機　過　酸　｛ヒ　物� � � � � � � � � � � � � � � �

　　　　　　　　　　　物� � � � � � � � � � � � � � � �

　附　性　物　質　等� � � � � � � � � � � � � � � �

誓　　し　　ょ　　　く　　摺…　学園　　貿� � � � � � � � � � � � � � � � ．

有　　霧　　性　　物　　質� � � � � � � � � � � � � � � � �

．考　1

　　2
　　3
　　窪

曲は、危険物が収納されたコンテナ絹互のみについて適用する。

肩巽ま、隔離を要しないことをオ㍗ケ。

印については、別表第三5（火薬類相蕉の隔離表｝によること。

巾び）1、2、3及び4は．それぞれ、次に掲げる積載方法を示す。

� � �

垂…l！

^
纏
�

離を要しない�

長び）長きプ∫1右1に　1コ　ンテナ分

ﾈ上又は船の綴方llj；に2コ

塔eナ分以上離して績載す
驍ｱと。�

の長き方i句に1コンテナ分
ﾈ上又は船の輻方lfilに3コ
塔eナ丁丁．乱離して槙載す

驍ｱとむ�

1．隈li離で24メートル以．．ヒ離

ｵて績載すること。開
放
型
の
コ
ン
テ
ナ
�

板
．
．
ド
積
載
�

丁を要しない�

の長き方向に1コンテナ5
pニス．．．1二外して肇凹し　く　1よ彪壁を

賰曹ｳせて又は船の蘭方向
ﾉ2コンテナ分以．．．と離して

�ﾚすること�

壁を介在きせて積載するご
ﾆ9�

壁を2つ以ゑ介在させて積
ﾚするか又は隔鷺を1つ介
ﾝさせて水占距離で24メー
@トル三ス．．紅離し．　カ・’フ、　介在

ｷる隔賦から水平劉1離で6
D1メートル以．」二離して穂聞

ｷること。

纏
�

コンテナ分以．．．ヒ簸して績載

ｷること�

の長さ方向に：コンテナ分
ﾈ．．i二又は船の櫨方ifi｝に2コ

@ンテナ分Lスー里二離して蓄員載す

驍ｱと。�

の長さ方向に1コンテナ分
ﾈ．．．ヒ又は舩の韓方向｛こ3コ

塔eナ分織上離して積：目す

驍ｱと。�

斗し鐸巨離で2｛メ　一　ト　’レ三ユ．．ま；離

ｵて磧載すること。

放
型
の
コ
ン
テ
ナ
�

緩
�

コンテナ分以．．ヒ離して積載

ｷること。ただし、隔鵬を
諸ﾝさせて積載した場合は
ｱの限りでない。�

壁を介在させて積載するこ

ﾆ。�

壁を2っ以．．．【：二介筏させて績

ﾚすること。�
壁を2つ以．上脅霧させて穣

ﾚすること。

1｝「1コンテナ分」とは、船の長さ方向にあっては水平距離で6．1メートル、船の輻方向にあっては水単艶繧で2．4

　メートルとし、「2コンテナ分ま又は「3コンテナ分」とは、それぞれ、「1コンテナ分」の2賠又は3倍の水平艶

雌とする。
2｝船倉又は区画とは、酎火性で、かつ、謝水性の甲板、隔壁又は船側外板により囲まれた場所をいう。

　碧羅を要する危険物を収納したコンテナ（田中の3及び4に該当する危険物を奴納したコンテナを除く。）は、酎火

で、かつ、酎水性の甲板を介在させる場舎には、上記4の表にかかわらず、船の深さ方向1二積載ずることができる。

　蹟】体状の危険物を収納した非聡放型のコンテナは、他の劃嗣放型のコンテナの船の深き方向に2．4メートル以上雌

場合には、上償みすることができる。

　開放型のコンテナと弗開放型のコンテナ据互の積載方法については、開放型コンテナに準ずること。



○各海運局長宛船舶局畏通達（その葉）
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　　　　　　　　舶八軒46号

　　　　昭和56隼1月23日

（改正昭稿繍515思）

船舶局長

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全及び運送の安全

に係る運輸大臣の確認に関する事務の取扱いについて

　標記について、危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下「規則」という。）第91条の9

第1項及び第91条の15第1項の規定に基づく、特定の放射性輸送物の安全及び運送

の安全に係る運輸大臣の確認に関する旗務の取扱いについて、下記のとおり定めたので

業務上遺漏のないよう取り計らわれたい。

　なお、昭和54年3月3日付け舶嚢第182号は廃止する。また、昭和56年1月23

日前に廉請を受理した標記については、従前どおり取り扱うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，規則第91条の9第1項の規定に基づく放射性輸送物の安全の確認（以下この項に

　おいて「安全確認」という。）

　（1）安全確認の申請

　　（D　申請は、別紙様式1の「放射性輸送物安全確認申請書」を当該放射性輸送物の

　　　船積地を管轄する海運局長（海運局支局等組織規程（昭和26年運輸省令第50

　　　号）別表第二に定める海運局の支属の管轄区：域においては当該支局の長、沖縄県

　　　においては沖縄覇発庁設置法（昭稀47年法律第29号）第13条の規定により

　　　沖縄総合事務局に置かれる事務所で海運局において所掌することとされている事

　　　務を分掌するものの長を含む。以下同じ。）を経由して運輸大臣に提繊させるこ

　　　ととするQ

　　　　ただし、当該放射性輸送物が本邦以外の地から本邦へ運送される場合、本邦以

　　　外の地から本邦を経由して本邦以外の地へ運送される場合又は本邦以外の地相互

　　　間において運送される場合にあっては、原鋼として関東海運局長を経由して串請

　　　させるものとする。

　　㊥　申請は、原則として、当該放射性輸送物の運送ごとに船積みの1か月前までに

　　　行わせることとするが、同一の放射性輸送物（型式及び種類並びに収納される放

　　　射性物質等の名称及び数量が同一であるものをいう。以下同じ。）を予定された
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礪

　　運送計画に基づいて運送する場合は、当該運送計画を含めて一括串請をすること

　　ができる。

　㈹　当該放射性輸送物について、あらかじめ、本省業務として設計承認書及び輸送

　　容器登録証の交付の措置をとることとしたので、串請は、原則として当該措置を

　　経た後に行わせることとする。

　　　（昭和54年2月24日付け舶査第圭32号及び昭和56年1月23鋼付け舶査

　　第45号参照）

　（M　申請の受理に当たっては、別紙様式1の放射性輸送物安全確認串請書記載要領

　　に十分留意するものとする。

（2）安全確認書の交付

　　安全確認書は、原則として申請を受理した海運局長を経由して申請者に交付する

　ものとする。ただし、大欝指示事項が付される場合等であって本省から申請者に薩

　接交付するときは、当該確認書の写しを申請を受理した海運局長へ送付する。

（3）安全確認を受ける必要がない場合

　（i）　カナダ政府の危険物船舶運送規購の規定に基づき、規則第19条第2項に規定

　　する輸送物について、同項に規定する運送を行う場合は、安全確認を受ける必要

　　がない。（「規則第19条第2項の外国規則を走める告示」（昭和53年12月

　　　27日運輸省告示第669号〉参照l

　Gi）規則第91条の9第6項に規走する内閣総理大臣の確認若しくは科学技術庁長

　　官の確認（指定運搬物確認機関の確認を含むQ以下同じQ）又は運輸大臣の確認

　　　を受けた場合は、安全確認を受ける必要がないQ

　　　ただし、核原料物質、核燃料物質及び漂子炉の規捌に関する法律（昭和32年

　　法律第166号。以下「炉規捌法」という。｝第59条の2第三項又は放射性1司

　　位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号。以

　　下「RI法」という。〉第18条の2第1項に規走する工場叉は事業所の外にお

　　ける運搬を伴わない船舶のみによる運送の場合は、それぞれ炉規制法第59条の

　　　2第2項又はRI法第18条の2第2項の確認を受ける場合に該楽せず、従って

　　規則第91条の9第6項の規走には該当せず、安全確認の申請を要するので念の

　　ため申し添えるQ

2．規則第91条の15第1項の規定に基づく放射性輸送物の運送の安全の確認（以下

　この項において「安全確認」という。）

（1）　安全確認の串請

　G）　申請は、別紙様式2の「放射性輸送物運送計画書安全確認申請書」を当該放射

　　性輸送物の船積地を管轄する海運局長を経由して、運輸大臣に提出させることと

　　する。

　　　ただし、当該放射性輸送物を本邦以外の地から本邦へ運送する場合、本邦以外



　　の地から本邦を経由して本邦以外の地へ運送する場合又は本邦以外の地相互間に

　　おいて運送する場合にあっては、凍則として関東海運局長を経由して串請させる

　　ものとする。

　㈲　申講は、原則として、一航海ごとの運送について、船積みの1か月前までに行

　　わせるものとするが、同一の放射性輸送物を同一の運送方法（積載方法、固縛方

　　法等が同一であるものをいうQ）により反復運送する場合は、当該運送計画を一

　　括して申請を受理して差し支えない。

　　　また、当該申請に係る複数の放射性輸送物が、管轄の異なる船積地においてそ

　　れぞれ船積みされる場合は、いずれか一つの海運局長において運送計函を一括し

　　てとりまとめ、申請を受理して差し支えないQ

　㈱　上記1（3）（Dに該当する放射性輸送物に係る安全確認申請に当たっては、カナダ

　　政府の発給した承認書の写しを添付させることQ

　GV）上記1（3）㈲の内閣総理大甑の確認又は科学技術庁長宮の確認を受けた場合には、

　　科学臓器庁長官（指走運搬物確認機関の確認を受けた場合にあっては、指定運搬

　　物確認機関〉から運搬確認証が交付されるので、嶺該放射性輸送物に係る安全確

　　認申請に当たっては、運搬確認証を受有する場合は、その写しを添付させること。

　　運搬確認証を受糾する場合は、その写しを添付させること。

　～｝申請の受理に当たっては、別紙様式2の放射性輸送物運送計画書記載要領に十

　　分留意するものとする。

（2）　安全確認書の交付

　　！二言己　1（2）｝こ1斑じ。

（3）安全確認書の記載事項の追加叉は変更

　　安全確認を受けた君が、当該確認書の記紋1順の追加叉は変更を受けようとする

　ときは、申請を受理した海運局長を経由して船積み開始前に速やかに変更融請をさ

　せることQ
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別紙　様式1（規則第9亙条の9関係）
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1

運　　輸　　大　　臣 殿

放射性輸送物作成者の

　氏名又は名称

　住所

文書番号

日　　付

㊧

　　　　　　　　　放購性輸送物、安全確認申請書

　下記の放射性輸送物（以下「輸送物」というQ）が危険物船舶運送及び貯蔵規鋼に規

定する　　　　　　型輸送物（第　　　種核分裂性輸送物）の基準に適合することにつ

いて同規劉第91条の9第1項の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．運送の閉的

2，輸送物の型式又は名称等

3，輸送物の種類

4．輸送物の概要

5．輸送物の基準適合説明書

6，収納する放射性物質等の仕様

　（1）名　　称

　（2＞数　　量

　（3）　　物理白鍵、　イヒ学的f生誕

　（4）放射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量等に関する資料

　（5）　容器への収納方法

7．輸送制限個数及び輸送物の配列方法

8．輸送物の放射線量率

9．輸送物の輸送指数

10．運送時における取扱上の注意事項

11．荷送人の往所及び氏名又は名称

12．運送予定時期

13．その他特記事項



放射性輸送物安全確認申請書記鐵要領

1）岡一の輸送物（型式及び種類並びに収納される放射性物質等の名称及び数量が局一

であるものをいう。）につき、一括申請する場合には、該当各記欄（記6～9欄）に、射

　運送ごとのデータを記載すること。

2）用紙の大きさは、原則として多難工業規格A列4番とし、横書とすること。

3）記載事項については、該写するものについて記載することとし、碩不同としても差

　し支えない。

4）記1の海送の昌的」は、運送する放射性物質等の用途、発着地等を簡略に記載す

　ること。

　　例1．　ヂ○○発電所の使用済核燃料を○○工場において再処理するため○○港から

　　　　　○○港まで運送することを目的とする。」

　　例2．　100事業所において収納される○○病院向医療用大量線源60Coを○○

　　　　　港からOO港まで運送することを目的とするQ」

5）記2の「運送物の型式又は名称等」は、容器の設計者、製造春曇において用いられ

　る容器の型式又は名称を言。慰するとともに、容器の製造番号及び運輸省容器登録番号

　又は科学技術庁容器登録番号を有する場合には、その番号を記載すること。

6）記3の輸送物の種類は、規則上の種類を記載すること。

　　　　　例1曽｝一第1一・一一

7）記4の「輸送物の概要」は、①容器の材料、構造　②輸送物の主要諸元　③容器の

　設計者名、製造者名、所有潜名簿を輸送物ごとに記載し、荷姿を示す写角又は説明図

　を添付することQ

8）記5のヂ輸送物の基準適合説明書」は、安全解析書を別紙として添付することとす

　るが、過去に安全解析書が添付された輸送物と同一の輸送物を作成する場合に限り、

　安全解析書の添付を省略することができる。

　　この場合にあっては、当該基準の適合性について簡単にとりまとめ記載すること。

9）記6の「収納する放射性物質等の仕様」は、巽際に運送しようとする放射性物質等

　のデータを記載すること。特に放射性岡位元素輸送物であって遮蔽容器として独立

　した内装容器を設ける場合は内装容器の製造者、製造年月、型式、番号、保管状況、

　使用履歴、現状外観等のデータを記載すること。

10）記8の「輸送物の放射線量率」は、上記9）の内装容器を設ける場合には、輸送す

　る放射性岡位元素等を収納した際の内装容器の表面から1メートル離れた位置におけ

　る最大放躬線量率の実測値又は使用中の放射性圏位元素等を収納した内装容器に係る

　最大放射線量率の実灘値からの解析推定値に代えることができる。
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11）科学技術庁長官から発給された核燃料輸送物確認証及び設計承認書等の写しを添付

　する場合は、記4、5、7、8及び9については省略でき、かつ、記6については簡

　単にとりまとめ記載することができる。

　　ただし、船積みの1か月前までに核燃料輸送物確認証が発給されていない場合には、

　設計承認書の写しを添付し記5を省略し、記4、7、8及び9については科学技術庁

　長官へ申請中の内容を記載し、かつ、記6については簡単にとりまとめ記載して申請

　できるが、この場合には核燃料輸送物確認証が発給され次第速やかにその写しを運輸

　本省及び申請書を経由した管海官庁へ各1部送付することQ

12）放射性同位元素輸送物等に係る申講に当たっては運輸省船舶局長の交酵する設計承

　認書及び輸送容器登録証の写しを添付する場合は、記4、5及び7については省略で

　きる。

一
鞭



別紙　様式2（規則第91条の15関係）

運　　輸　　大　　臣 帆

船　　　　　名

船長の氏名
住所又は運絡先

文書番号

日 付

㊧

　　　　　　放射性輸送物運送計画書安全確認申講書

　別添放射性輸送物間送計画書に記載する放射性輸送物の運送に関し、危険物船舶運送

及び貯蔵規劉に規定する棊準に適合することについて同規則第91条の15第1項の確

認を受けたいので、関係書類を添えて申請しますQ

　　　　　　　　放射性輸送物運送計画書

1．運送の目的

2．船名、船舶所有者名及ひ運航者名並びにこれらの住所

3．船舶の概要（所要設備を含むQ）

4．運送する放射性輸送物（以下「輸送物」という。）の概要

（1）輸送物の型式又は名称等

（2）輸送物の種類

（3＞輪送物の孟要諸元

（4）収納する放射性物質等の空な仕様

（5）　輸送物の輸送鰯網分数及び配列方法

（6）　輸送物の放射線量率

（7）輸送物の輸送指数

（8）船内の居佳場所その他人が通常使用する場所における最大放射線量率

（9）放射性輸送物作成者の氏名又は名称及び倥所

鱒　葎送人の氏名又は名称及び住所

α⇒　荷受人の氏名又は名称及び住所

5．　コンテナの概要

（1）　コンテナの型式又は名称

②　コンテナの主要諸元

（3）コンテナに収納する輸送物の型式又は名称、欄数及びコンテナへの収納方法
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　（4）　コンテナの放射線量率及び輸送指数

　（5）　コンテナの綱数

　⑥　コンテナに収納する者の氏名又は名称及び住所

6，積載方法等

　（1＞積載方法等

　②　各船倉等ごとの輸送物の種類及び数量

　（3）各船倉等の輸送指数

7．固縛方法

8．荷役方法

9．運送時期

10．運送区間

11．運送中の保安対策

12．その他特記事：項

放射性輸送物運送計画書記載要領

1）一括申請する場合には、該当各階欄にその旨記載することとし、記9及び10を記

　4～6とまとめて記載しても差し支えない0

2）用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし横柄とすること。

3）記載事項については、該当するものについて記載することとし、願不尚としても差

　し支えない。

4）記1の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着地等を簡略に記載す

　ること。

　　例1　「○○発電所の使用済核燃料を○○工場において再処理するため○○港から

　　　　　○○港まで運送することを目的とする。」

　　例2　「○○事業所において収納される○○病院向医療罵大量線源60Coを○○

　　　　　港から○○港まで運送することを羅的とする。」

5）記3の「船舶の概要（所要設備を含む。）」は、船種、船舶番号、総トン数、船籍

　港、船舶の用途、航行区域及び主要寸法を記載し、飯要設備については、当該輸送物

　の運送のため特に必要な設備として施設されたものを記載すること。

6）当該輸送物につき、基準に適合する貿の確認書等を受有する場合はその写し（現に、

　規劉第91条の9第1項の放射性輸送物安全確認5こは炉規制法第59条の2第2項若

　しくは、RI法第18条の2第2項の運鍛の確認を申請中のものにあっては、当該申

　請書の写し）を添付すること。この場合、記4（1＞～⑦の記載事項のうち、当該確認書

　等に記載されているものについては、これを省略することができる。

　7）記4のヂ運送する放酎性輸送物の概要」には、輸送物ごとに記載すること。



8）記4（1）の「輸送物の型式又は名称等」には、輸送物の作成者、輸送容器の設計潜、

　製造春等において用いられる輸送物の型式父は名称を記載するとともに、輸送物設計

　承認番号、輸送容器製造番号又は輸送容器登録番号を有する場合には、その番号を記

　載すること。

9）記4（2）の「輸送物の種類」は、規則上の種類を記載すること。

例1曽｝一・一一一

10）記4（6＞の「輸送物の放射線量率」及び4（7）の「輸送物の輸送指数」は上記6）の確認

　譲等に記載されている数値叉は規則第91条の9第1項の放射性輪送物安全確認若し

　くは、炉規鱗法第59条の2第2項若しくは、RI法第18条の2第2項の運搬の確

　認を申請中のものにあっては、当該申講に係る数値を記載すること。なお放射線最率

　については輸送物の調理及び日置から1m離れた位巌における数値を記載すること。

　ただし、放射性周位元素輸送物の場合には、放射性輸送物安全確認申請書詑載要領の

　10）によることができる。

11）記5の「コンテナの概要」は、輸送物を収納するコンテナごとに記載すること。

12）記6（1）～（3）に関し、⑦積載場所　②積付配置　③当該場所における輸送物の輸送指

　数の合計④当該船舶全体の輸送指数⑤他の危険物（当該刑刷物以外の放射性物質

　等を含むQ）の混載の有無等を明示した口付麟を添付することQ

13）記7の「固縛方法」は、コンテナに収納して運送する場合を除き、固縛装鍛の強度

　計算書を添付すること。

14）記8の「荷役方法」は、荷役時における作業要領、安全対策、使了する機器父は用

　具の種類等について記載すること。

15）記11の「運送中の保安対策」は、専門家の同行の有無、運送巾の注意事項、事故

　時の措置・連絡方法、被ばく管理方法その他の保安対策を記載すること。
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茜
九

○運輪省船舶局長通達（その2）

殿

　　　　舶査第45号

昭和56年1月23日

運輸省船舶局長

　　野　　口

核燃料輸送物に係る運輸大臣の安全の確認について

節

　このたび運輸省は、危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和32年運輸省令第30号。以

ド1規則」という。）第91条の9第1項の規定に基づく放射性輸送物に係る運輪大臣

の安全の確認に関し、核燃料輸送物（核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬

に関する規則（昭和53年総理府令第57号）第1条第3号の核燃料輸送物をいう。以

卜同じ。〉について、当該審査を円滑に行うための措羅として、核燃料輸送物の設計承

認及び輸送容器の登録等を行うこととしましたので御協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．核燃料輸送物の設計承認

　　核燃料輸送物について設計承認を受けて下さい。申請者は当該輸送物の作成者とし

　ます。承認を受けた後に設計の変更をしょうとする場合も同様です。

　（1）設計承認申請書及び設計変更承認申請書の様式及び記載環礁は、それぞれ別記1

　　及び葦戸2のとおりとします。

　（2）規則に規定された基準に適合すると認められた設計叉は設計変更には、承認書を

　　交付しますQ

2．輸送容器の登録

　　核燃料輸送物の輸送容器について登録を受けて下さい。申請者は、原則として当該

　輸送容器の所有者とします。

　（1）輸送容器登録申請書の様式は別記3のとおりとします。

　（2）輪送容器登録申請書の申請階期は、原則として、國内で新規に製作される輸送容

　　器については、承認書の交付を受けた後製作に着手する前とし、その他の輪送容器

　　については最初に使用する煎とします。

　㈲　登録を申請する輪送容器については、設計承認の際に指示する検査項目について

　　検査を行い、その結果を提出して下さい。

　　　なお、当該検査については、当局において輪送容器登録申請書を審査のうえ、必

　　要に応じて製作時又は完成時に随時立会うことがあDます。



（4）承認された設計に従って製作されたと認められた輸送容器については、登録証を

　　交付します。登録を受けた輸送容器は、その使用履歴を勘案のうえ、安全性が損な

　　われるおそれがあると認められる場合は、登録の有効期間中であっても改善を求め

　　ることがあります。登録を受けた輸送容器には、登録後最初の輸送に供する薦に別

　　記4の様式による輸送容器登録票を取り付けて下さい。

3，輸送容器の定期的自主検査i

　　登録を受けた輸送容器について、適宜、定期的自主検査を登録後1年ごとに1回以

　上（年間使用回数が10回を超える場合は10回ごとに1回以．1つ行い、その性能の

保持に努めて下さい。なお、検査結果の記録は、製作時検査の記録と併せて、登録証

の有効期間中保存して下さい。

4．輸送容器の使罵廃止属

　登録証の交付を受けた輸送容器の使用を廃止した場合は、別記5の様式により輸送

容器の使用廃止届を提出して下さい。

5．承認書及び登録証の更新

　　承認書及び登録証を更漸する場合は、有効期限の1月前までに、男i」記6及び別記7

　の様式により塵事申請書を提出して下さい。

6．　IAEA輸送基準の適合証明

　　設計承認を受けた核燃料輸送物について、当該核燃料輸送物の設計がIAEAの輸

送基準に適合する旨の証明を願い患る場合は、別記8の様式により核燃料輸送物設計

　承認英文証明願を提出して下さい。
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別記鷹

運輪省船舶局長
殿

申請者の氏名叉は名称

住　　　所

連　絡　先

文書番号
年　月　日

⑳

　　　　　　　　　　核燃料輸送物設計承認申請書

　昭和56年1月23日付け船査第45号に基づき、下記輸送物の設計が危険物船舶運

送及び貯蔵規則に定める○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）の基準に適合する旨承認

していただきたく関係書類を添えて申請いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送物の型式又は名称

2．輸送物の説明

　（1）輸送容器の材料の種類

　（2）輸送物の総重量

　（3）　外形寸法

　（4）外観及び構造図

　（5＞収納する放射性物質等の｛1＝様

　　イ　種　類

　　口　重　最

　　ハ　放射能強度（主要な核種ごとの値及び合計値〉

　　二　性　状

　　ホ　濃縮度

　　へ　燃焼度

　　卜　発熱量

　　チ　冷却日数

　　り　その他

3．輸送指数

4，輸送制限個数及び配列方法

5．臨界計算における水密性に関する事項

6．　BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について



の説明

7．輸送物の安全解析及び輸送容器の製作に開する事項

8．輸送物の取扱いに関する事項

（1）輸送容器の取扱い及び保守の方法

②　輸送物の発送に先立ってとるべき措置

（3）輪送物を運搬する場合の積載方法等に関する事項

（4）非常の場合に特別の措鐙が必要な輸送物にあってはその説明

（添付書騨）

1，輸送物の説明を記載した書類

2．輸送物の安全解析に関する説明書

3．輸送容器の製作方法に関する説明書

4．輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明警

5．安全設計、安全輸送に関する特記事項を記載した需類

備　考

（1）添付書類1については、輸送物の荷姿を示す複写可能な説明図を添付すること。

（2）用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすることQ
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別記2
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運輪省船舶局長
殿

申請者の氏名又は名称

住　　　所

連　絡　先

文書番号
年　月　日

㊥

　　　　　　　　　核燃料輸送物設計変更承認申請書

　昭和○年○月○臓付け舶査第○号をもつて承認を受けた下記輸送物の設計に

ついて、ド記の変更内容が危険物船蜘運送及び貯蔵規則に定める○型輪送物（第○種核

分裂性輸送物）の基準に適金する旨承認していただきたく関係書類を添えて申講いたし

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1、既に交付された設計承認番号及び有効期限

2．輸送物の型式父は名称

3．変更内容

4．変更理由

（添付書類）（注）

1．輸送物の説明を記載した書類

2．輸送物の安全解析に関する説明書

3．輸送容器の製作方法に関する説明書

4．輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書

5，安全設計、安全輸送に蘭する特記事項を記載した書類

注）　添付書類には変更に係る部分について記載すること。

五

猫　考

　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすることQ



携記3

運輸省船舶局長
殿

巾請者の氏名又は名称

住　　　所

連絡　先

文書番号
年　月　礒

⑳

　　　　　　　　　　　輸送　容器　登録　申　請　lf｝

　昭和56年1月23日付け舶査第45号に基づき、　○型輸送物（第○種核分裂性輸

送物）の輸送容器の登録をしていただきたく、ド記のとおり申講いたしますQ

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，輸送容器の型式又は名称

2．輸送容器の側車

3，輸送物の設計承認番号

（添付書類）

1．輸送容器の検査予定及び検査計画需（注）

2．その他輸送容器登録に際しての特記事項を記載した書類

　注）　輸送容器の検査予定及び検査計幽書は、源稠として属内で新規に製作する場合

　　　にあっては、輸送容器の製作時検査結果に関する説明を記載した書類を提鐵する

　　　こと。

備　考

　用紙の大きさは、際則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。
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別記4
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　輸送容器登録票（記載例）
Registration　Labe豆of　Paclくaging

輸送容器登録番号

Serial　Number　of　Packaging

有　効　期　限

This　Regisもration　至s　valid　to

輸送物の型式父は名称

Type　and　Name　of　王）aclくaging

輸送物の設計承認番号

Competent　Auもhority

Identifieatlon　Marks

箇αB（U）一20

昭和57年4月1罠

Apr．1，　1982

AB－2－C－100H

J／30／B（U＞

運輸省船舶局長

　　舶査第101号

1）irector　General，

　　　　　　Ship　Bureau

Ministry　of？ranspOrt

Nα101－79／MS

ーー

u
蚕
ミ
勺
O
例

10伽以上

備　考

　1．鶏立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。

　2．輸送容雛登録票は、本邦内においてのみ運送されるものにあっては英語の部分を、

　　本邦外において運送されるものにあっては日本語の部分を削ることができる。

一
五
五



別記5

運輪省船舶局長
殿

届出者の氏名又は名称

注　　所

連絡先

文書番号
年　月　、B

㊥

　　　　　　　　　輸送容器の使用廃止届

　昭和56年1月23日付け舶査第45号に基づき、…ド記のとおり輸送容器の使用を廃

止することにつきお届けいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の型式又は名称

2，輸送容器の登録番号

3、廃止に伴う措遣

備考
　用紙の大きさは、原則として臼本工業規格A列4番とし、横書きとすること。
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運輪省船舶局長
殿

申請者の氏名又は名称

住　　　所

連絡先

文書番号
年　月　日

　　　　　　　　核燃料輸送設計承認更新申請書

　昭和56年1月23日付け舶査第45号に基づき、○型輸送物（第○種核分裂性輸送

物）の設計承認の更新をしていただきたく、下記のとおり申請いたしますQ

　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送物の型式叉は名称

2．設計承認番号

3．更新の理由

備考
1．本申請需には、既に交付を受けた核燃料輸送物設計承認書の写しを添付すること。

2．用紙の大きさは、原期として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

一｝

ﾜ
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別記7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文書番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　運輸省船舶局長
　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者の氏名又は名称　　　　　　　　㊧

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡　先

　　　　　　　　　　輸送容器登録更新申請書

　昭和56年1月23日付け舶査第45号に基づき、○型輸送物（第○種核分裂性輸送

物）の輸送容器の登録の更新をしていただきたく、下記のとおり申請いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の型式又は名称

2，輸送物の設計承認番号

3．輸送熱登録番号

4．輸送容器の性能維持に関する説明

備考
　1。本稿講書には、既に交付を受けた輸送容器登録証の写し及び定期検査の記録を添

　　付すること。

　2．用紙の大きさは、原則として潤本工業規格A列4番とし、横書きとすること。
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運輸省船舶局長
殿

称名は又名

氏
所
先

の
者
　
絡

請
申
住
連

核燃料輸送物設計承認英文証明願

文書番号
年　月　日

㊧

　昭和56年1月23日付け舶査第45号に基づき、下記○型輸送物（第○種核分裂

性輸送物〉の設計について、「IAEA放射性物質安全輸送規則（1973町版）」の

技術基準に適合している旨の英文の証明書を交付していただきたく、別添により申請い

たしますQ

1．輪送物の型式又は名称

2．設計承認番号

記

備　考

　用紙の大きさは、際則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

一
蓋
九



○海上保安庁行政指導文書（その1）

　　　　　　　放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部の

　　　　　　　長に対する放射性物質等運送届の提出等について

　　　　　　　（危険物船船運送及び貯蔵規則第91条の2ユ関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁警備救難部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航行安全指導課
1　はじめに

　　昭和54年圭月姻から、一定の放射性物質等を船舶運送する場合には当該船舶の船長

　は管区海上保安本部の長（以下「本部長」という。）に対して放射性物質等運送届（以

　下ギ運送届］という。）を提出することが必要となり、本部長は公共の安全を図るた

　め運送について必要な指示を行うことができる制度が新しく設けられた。

　　これについては、別添保四四第137号（昭53．12．26）（関係部分出すい）に

　よって運送届関係、本部長の指示関係等の事務処理要領が通達されているQ

2　運送届の作成。提出について

　　運送届の提出を要することとなる放射性物質等を運送することとなる者は、できる

　だけ前広に運送計画を運送届の提出を行うこととなる管区海上保安本部に対して説明

　を行い、当該本部等と密接な連絡を保ちつつ通達の内容に添って運送届の作成を行う

　よう心掛けられたい。また、運送届の提出については提出の際に受理の可否等の意思

　表示が行われるのでやむを得ない場合を除いて運送に関して責任のある者が持参する

　ように留意されたいQ

　次に、運送届の届出者は運送に従事する船舶の船長であるが、船長が航海中で不在

等により届出者となり得ない場合には運送届を提出することとなる管区海上保安本部

　に相談しその指導を受けていただきたいQ

　　なお、管区海上保安本部における担当課は別紙のとおりであるQ

3．本部長の指示等について

　運送届を提出すると、本部長から運送中に運送届の記載事項に一定の変更が生じた

場合等には本部長等に弔して連絡を行うよう指示がなされる。

　　この連絡を行う場合にはできる限り別紙2の要領によって行うよう心掛けられたい。

4．おわりに

　放射性物質等の運送に関係する者は、前述したところを参考にし、本制度の趣旨を

十分に理解されて運送届に記載した保安対策等を厳格に励行して、事故なく運送を実

施されたい。
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別紙1
管区海上保安本部における担当課一覧

　　　　担当課
ﾇ区海上保安本音

担　　　当　　　課 電　　話　番　　号

第～管区海上保安本部 救　　　難　　　課 0134－32－6161（代）

第二　　　　〃 〃 02236－3－0111（代）

第i三　　　〃 航　行　安　全　課 045－211－0771（代）

第四　　　〃 〃 052－661－1611（代）

第五　　　〃 〃 078－391－6551（代）

第六　　　　〃 〃 0822－51－5111（代）

第七　　　〃 〃 093－321－2931（代）

第八　　　〃 救　　　難　　　課 0773－76－4100（代）

第九　　　〃 〃 0252－44－4151（代）

第ナ　　　　〃 〃 0992－23－2291（代）

第十一　　　〃 〃 0988－66－0083（代）

穴



溺紙　2

　　　　　　　　　　　運送船舶の行う連絡要領

第1通報要領

　（D通報の賢頭にヂウンソウヘンコウ」を冠し、以下次の事項を番号を冠して順次通

　　報ずる。

　　1．運送届を提出した管区海上保安本部の長の名称

　　　　（例．ダイサンカンクカイジヨウホァンホンブチヨウ）

2
3
4

　（2）　霞本語又は英語を使用して通報することを原則とし、英語の場合にあっては、

　　ウソソウヘンコウ蓋及び運送届を提出した管区堪上保安本部の長の名称は「UNS

　　O猛ENKO」及び「DAIOKANKUKAIJYOaOANHONBUCHO」
　　と通報する。

　　　この場合において、○の部分は管区海上保安本部の番号を記入するQ

第2通報手段

　　船舶の無線設備によってもよく、船舶電話、電報等の公衆通信手段によってもよい。

　　なお、通信手段により、上記第1の通報要領によりがたい場合には、管区海上録安

　本部において指導する要領で行う。

船舶の名称

変更事項等が生じた場合の位置及び日時

変更事項等の内容その他必要事項

（通報例）

　　運送届を第三管区海上保安本部長に提出して、日本丸により横浜港が寄舷

　港となる運送を開始したところ、その途中において北緯○○度△△分、東経

　○○度△△分○○時△△分（日本時）にさしかかった際、寄航港が東京港に

　変更になった場合次のように通報する。

　　　　ウンソウヘンコウ

　1．ダイサンカンクカイジヨウホアンホンブチヨウ

　2，　ニホンマル

　3．　ホクイ○○ド幽フン、　トウケイ○○ド鮪プン、○○ジムムフン（ユ

　　ホンジ）

　4．キコウコゥヨコハマガトウキヨウニヘンコウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
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董
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○海上保安庁行政指導文書（その2）

　　　　　保警指第137号（昭53．1226）目すい

　　　　　　一危険物船舶運送及び貯蔵規律第91コ口21の規定に基づく

　　　　　　　放射性物質等運送届の提出等について一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁警備救難部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航行安全指導課
1．運送届の提出について

（1）運送届の提出は、船舶による物質等の運送が本邦の港を船積地若しくは荷卸地と

　　し、又は経由地として行われる場合に必要となる。（末尾添付の運送形態別適用状

　　況表参照）

　　ただし、港則法（昭和23年、法律第174号）第23条第4項の規定により許

　　可を受けた場合はこれを要しない。

②　運送届の届出．者は、物質等を運送する船舶の船長であるが、船長が本邦以外の地

　　にある場合等やむを得ないと認められる場合には船長の代理人であっても差し支え

　　ない。この場合には、運送届の提出隣に当該船長の委任状を添付させる等により届

　　肺門が船長の真正の代理人であることを確認すること。

（3）運送属の提出先は、発航港を管轄する本部長であるが、発航港が本邦以外の地で

　　ある場合には、本邦における最初の寄航港を管轄する本部長となる。

　注1．発航港とは、物質等が最初に船積みされる港をいい、数港において物質等が

　　　　順次船積みされる場合には、最初の船積港が発航港となり他の港は寄航港となる。

　　注2，寄航港とは、発航港から到達港に至る間において入港する港をいい、当該港

　　　　における物質等の荷役の有無を問わない。ただし、本邦における最初の寄航港

　　　　とは、本邦において最初に入港する到達炉心は寄航港をいうQ

　注3．到達港とは、船積みされた物質等が船舶から最後に荷卸しされる港をいう。

（4）運送届は、一の運送（発航港から到達港までの運送をいう。以下同じQ）ごとに

　　2通提出させるものとする。

（5）運送煽は、物質等の運送に係る発航港、寄航港及び到達港のいずれもが一の管区海

　上保安本部の管轄する区域にあり、各・港に至る経路が他の管区海上保安本部の管轄区域

　に含まれない場合には運送開始の環の2週間前までにその他の場合にあっては、4週

　　間前までに提出させることとなる。

　　　なお、運送開始の日とは、発航港において物質等が最初に船積みされる目をいう。

（6）運送届には、豪該運送届に係る運送に関し、次の各号に掲げる規定が適用される

　場合には、当該各号に掲げる書類の写しを添付させるものとする。

　　なお、やむを得ない理由により添付できないときは後日速やかに提出させるもの

　　とするQ

　イ．規則第91条の15
　　　運輪大臣に提出した運送計画書、運輸大臣の確認を証する書類及び運輸大臣の



　　　指示の内容を記載した書類

　　ロ・規則第91条の22

　　　運輸大臣の承認を証する書類、当該承認に際し運輸大臣に提出した書類及び運

　　輸大臣の指示の内容を記載した書類

2，運送届の記載事項について

　運送届の記載は次によるものとするQ

（1）船種

　　汽船、帆船の別を記載し、船船の用途を付記させる。

（2）発航港、船積日晧及び発航意気

　　発航港については、当該港が本邦にある場合には、都道府県名、本邦以外にある

　場合には、濁名をもあわせて記載する。

　　船積日時については、物質等の船積みを最初に開始する日時について年月臼及び

　　1時間を単位とする時刻で記載する。

　　発航日時については、発航港を出港する罎時を前記と嗣様の方法で記載する。

（3）　到達港、入港予定日時及び陸揚予定日時

　　到達港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には國名をもあわせて記載する。

　　入港予定日時及び陸揚予定日時については、到達港に入港する予定目時及び物質

　等の荷卸しを全て終了する予定日時を上記2（2＞と罰様の方法で記載する。

（4）寄航港、入出港予定日時及び荷役予定痛時

　　寄航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には日嗣をもあわせて記載する。

　　入出港予定藏時については、寄航港に入港する予定日時及び同港を出港する予定

　臼晧を上記2（2）と同様の方法で記載する。

　　荷役予定臼時は、物質等の船積みを最初に開始する予定日時又は船舶からの物質

　等の荷卸しを最初に開始する予定艮時を上記2（2）と同様の方法で記載する。

（5）主たる経過地点及びその通過予定日時

　イ．主たる経過地点については、次により記載するQ

　　α）運送が本邦各港間で行われる場合には、主要変針点、海上交通安全法（昭和

　　　　47年法律第115号）第2条第1項に規定する航路に入出航する場所等（以

　　　下「主要変針点心」というQ）を著明物標からの輿方位及び距離（海里）で記

　　　載する。

　　（ロ）運送が本邦の地から本邦以外の地へ向けて行われる場合には、船舶が本邦の

　　　領海を最後に出る場所及び本邦内の発航港又は寄航港から当該場所に至るまで

　　　の間の主要変針点等を上記2（5）イα）と岡様の方法で記載するQ
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　　㈲　運送が本邦以外の地から本邦内の地へ向けて行われる場合には、船舶が本邦

　　　の領海に最初に入る場所及び当該場所から本邦における到達港に至るまでの間

　　　の主要変針点等又は当該場所から本邦の頷海を最後に出る場所に至るまでの間

　　　の主要変針点等及び本邦の領海を最後に出る場所を上記2㈲イωと嗣様の方法

　　　で記載する。

　ロ・通過予定日時については、船舶が本邦の領海に最初に入る場所、本邦の領海

　　を最後に出る場所及び主要変針点等を通過する予定日聴を年月日及び30分単

　　位の蒔刻で記載する。

（6）運送しようとする放射性物質等の種類及び数量並びに放射性輸送物の種類及び数量

　イ．放射性物質等の種類及び数量については次により記載する。

　　ω　種類は放射性物質等の名称（二酸化ウラン、六弗化ウラン、核燃料集合体、

　　　使用済核燃料、医療用放射線源コバルト60等の名称）を記載するQ

　　（ロ）数量は種類別の正味重量（Kのを記載する。

　口・放射性輸送物の種類及び数量については次により記載するQ

　　ど〉種類は規則第88条の放射性輸送物の種類又は規則第91条の22第1項若

　　　しくは第2項の規定により運輸大臣の承認を受けて運送される放射性輸送物等

　　　の別を記載するQ

　　　　なお、核分裂性輸送物にあっては、第1種、第2種又は第3種の別を併記さ

　　　せること。

　　（ロ〉数量は種類別の虚数を記載するQ

　　　　なお、イ及びロの記載に当っては、船積地及び荷卸地ごとに、船積みするも

　　　のの種類及び数量並びに荷卸しするものの種類及び数量を1欄の放射性輸送物

　　　を単位として記載するとともに当該地を出港する際の現在量を上記と國様の方

　　　法で記載する。

　　（例　　横浜港

　　　　船積み：二酸化ウラン○鞠

　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）エ個

　　　　荷卸し：六通化ウランOKg

　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

　　　　出港時の現在量：二酸化ウランOKg

　　　　　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

　　　　　　　　　　　　六弗イヒウランOKg

　　　　　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂｛生輸送物）1個

　　　　　　　　　　　　医療用放素線源コバルト600Kg

　　　　　　　　　　　　BM型輸送物1個　　　　　　　　　　）



⑦　積載場所及びその設備

　　船積地ごとに規則に定める積載方法、物質等の積載箇所（例、　「第一船倉」）及

　　び積付けに際し講じた措置等（例、　ゼ放射性輸送物の移動等を防止するため容器を

　　ボルトで固定したQj）を記載するQ

　⑧　積合せ貨物の晶名及びその数量

　　規則第2条第1号の危険物が積合せ貨物となる場合には規則別表による品名及び

　　その重量（Kタ）を記載し、その他の場合には、概括的に商品、原料等総重量約○○

　　トンと記載する。

　（9）運送中の保安対策

　　　次に掲げる事項その他の物質等の船舶運送に伴う災害を防止して公共の安全を麟

　　るために必要な事項を記載する。

　　イ．航海速力等航海の安全を確保するために必要な措置に関すること

　　P．海上保安官署との連絡体制に関すること

　　ハ．物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置に関すること

　　二．物質等の盗取の防止等に関すること

　　ホ．海難その他の異常事態が発生した場合の処置に間すること

3．運送届の受理等について

（1｝運送届の受理

　　　運送届の受理は、必要な書類の添付、規則第91条の15又は第91条の22の

　規定が適用される場合における運輸大臣の確認又は承認の有無（確認又は承認未済

　　の場合を除く。）及び記載事項の誤り等の有無を確認の上行うものとし、運送届1

　通に届出を受理した旨を記載して届出者に交付するものとする。

4，本部長の行う指示について

（D　運送届を受理した本部長は、当該運送届に係る船舶について、災害を防止して公

　共の安全を図るため有効適切な措置を講ずることができるよう常に次の捲示を行う

　　ものとする。

　　イ．全ての船舶に対して指示する事項

　　　船舶は、運送中において海難その他の異常な事態が生じ又は生ずるおそれのあ

　　　る場合（以下「海難等の事態が生じた場合」というQ）には直ちに、当該船舶の

　　名称、海難等の事態が生じた場合の位置及び霞時、海難等の事態の内容その他必

　　要事項をもよりの海上保安官署に連絡し、当該海上保安官署の長の指示にしたが

　　　うこと

　　ロ．BI＞1型輸送物若しくはBU型輸送物日は第3種核分裂性輸送物（以下ヂ特定輪

　　送物」という。）を運送する船舶に対して指示する事項

　　　　船舶は、運送申において上記4（1）イ以外の事由により、運送属の記載事項の
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　　　うち本邦における到達港に関する事項、本邦における寄航港に関する事項、主

　　　たる経過地点に関する窮項又は運送中の保安対策に関する事項に変更が生じ若

　　　しくは生ずるおそれのある場合又は本部長が指示した事填を遵守できず若しく

　　　は遵守できないおそれのある場合（以下「変更事項等が生じた場合」という。）

　　　には、速やかに当該船舶の名称、変更事項等が生じた場合の位置及び臼時、変

　　　更事項等の内容その他必要事項を運送届を提出した本部長に連絡し、当該本部

　　　長の指示にしたがうこと。ただし、上記事項の変更が次に掲げる軽微なものに

　　　あってはこの限りでない。

　　〈の　到達港に関する事項については、入港予定日時及び陸揚予定日時の1時間以

　　　内の変更

　　（口）寄航港に関する事項については、入港予定屡暗及び特定輸送物の荷役予定日

　　　時の1時間以内の変更

　　㈲　主たる経過地点に関する事項については本邦の領海に最初に入る場所に関す

　　　る事項及び最後に出る場所に関する事項の変更並びにその他の経過地点に関す

　　　る当該地点を中心とする半径10海里以内の位置の変更及び通過予定臼時の1

　　　時点以内の変更。ただし、狭水道及び船舶のふくそうする海域（海上交通安全

　　　法に定める航路を含む。）における経過地点に関する変更は除く。

　ハ．特定輸送物以外のものを運送する船舶に対して指示する事項

　　　船舶は、運送中において上記4（1）イ以外の事由により、運送届の記載事項のう

　　ち本邦における鋼達港若しくは本邦における寄航港に変更が生じ又は本部長が指

　　示した事項を遵守できず若しくは遵守できないおそれのある場合（以下「変更事

　　項等が生じた場合」という。）には、速やかに当該船舶の名称、変更事項等が生

　　じた場合の位概及び縫晴、変更事項等の内容その他必要事項を運送届を提出した

　　本部長に連絡し、轟該本部長の指示にしたがうこと。

（2＞運送属を受理した本部長は、当該運送属に記載されている運送日時、経路、運送

　中の保安対策等を十分検討し、闘係本部長の意見を勘案のうえ、災害を防止して公

　共の安全を図るため必要があると認めるときは、上記願1）による指示のほか、狭視

　界時又は荒天時の避泊対策、夜間出入港の綱限、物質等に対する見張人の配箇等必

　要な事項について指示を行うことができる。

　　ただし、この場合における指示には、船舶の設備構造、荷役方法等規則の他の条

　項により規定されている事項は含まないものとする。

③　指示は、別添様式の指示書を運送届の届出者に交付することにより行うものとす

　る。

　　なお、当該運送届に係る運送について、規則第91条の15叉は第91条の22

　の規定が適用される場合には、当該運送届に係る指示は当該規定に基づく運輸大臣



　の確認又は承認のあった後に行うものとする。

5，運送変更届について

　運送の開始前に運送届の記載事項に変更が生じた場合には、届出者から運送届を受

理した本部長に対し放射性物質等運送変更届（以下「変更届」という。）を速やかに提

出することとなっているのでこの場合においては、運送届の場合に準じて処理を行う

こととする。
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放射性物質等運送指示書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　管区海上保安本部長　　㊥

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21第2項（同規則第91条の21第4項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により放射性物質等の運送について次のとおり指

示する。

運送予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

船 名

船 舶 番 号

船 長 名

指 示 事 項

六
九



参考資料1

危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21により

運送届の提認を要する放射性輸送物

核　　分　　裂　　性放射性輸送物

ﾌ種類
非核分裂性 第1種

j分裂性輸送物
第2種
j分裂性輸送物

第3種
j分裂性輸送物

L型　輸送物 ○ ○ ○

A型　輸送物 ○ ○ ○

B
型
輸
送
物

BM型
@輸送物

○ ○ ○ ○

BU型
@輸送物

○ ○ ○ ○

規則精虫条の
Q2の規定によ

濶^輸大臣が
ｳ認したもの

　　○
K則第91条の
R第3号に掲げ
髟厲ﾋ性物質等

○

※　○印……届出が必要なもの
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参考資料2

驚　口口縫送及び臓殿第・・条…の運送形鰍・適用状況表
性
物

質L運送が本邦各港間において行われる場合
等
の　　（1）運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内において行われる場合

船
舶

運
送
に

伴
う

管
区

海
上
保
安
本

部
長

の

蛋
ぶ
等
に

つ

い
て　　②　運送が二以上の管区海上保安本部の管轄する区域内において行われる場合

　海

上
保
安
庁

行
政
振
導
文
書

そ

2
σ

七

｝の管区海上保安本部の管轄区域

公
海 r｝一 『… ｨ「

運
送
の
形
態

経
路 領

水 一一一一ｫ
　一1　　　昏 1

曹
発
航
港
等

発
航
港

寄
航
港

到
達
港

運送届の提出先

�o期限

　　　○
^送開始の臼の
Q週間前まで

運送届への記載 ○ ○ ○

管区海上保安本部の管轄する区域

A管区 B管区： C管区 D管区 E管区

公
海 1『『 一一пu

運
送
の
形
態

経
路

領
水 「一一

`
→曹 P「一
@　牛

一一一一 @一　→

　　｝一一「　1　　寺　1

1
寺

発
航
港
等

6
発
航
港

1
寄
航
港

d
寄
航
港

到
達
港

運送届の提出先

�ｳ期限

　　○
^送麗始の日の
S週間前まで

運送届への記載 ○ ○ ○ ○ ○

運送に関係する
ﾇ区海上保安本部

○ ○ ○ ○ ○



2．運送が本邦から本邦外に向けて行われる場合

本　　　邦　　　内

管区海上保安本部の管轄する区域 本　　邦　　外

A　管区 B管区 C管区

経
路

公
海 「一一

^

一う「　1一｝

@1介
一う「　ヂー一～

@　1季
｝｝ ｨP「

@　　1
運
送
の
形
態

領
水 「一　｝需㎜『

　　1
ｨ一、　1

@霧　｝

：
1
遍
曹
1

l
l
麺
　
1

1
「

発
航
下
等

○
発
航
港

o
寄
航
港

○
寄
航
港

○
寄
舷
港

o
到
達
港

運送量の提出先
�o期限

　　　○
^送囎始の日の
S遍間前まで

運送届への記載

○　　　　　　　　　○

i主たる経過地点に熱する事項は発航港
ｩら⑳点までの問を記載すればよい）

○ 　○　　　　○
i主たる経過地点に関
ｷる事項は、この間は
L載を要しない）

運送に関係する
ﾇ区海上保安本部

○ ○ ○

3．運送が本邦外から本邦に向けて行われる場合

（1）運送船舶が本邦外から薩接到達港に入港する場合

本　　邦　　内

一階安本笥蝿軍監区域 本　　　邦　　　外

A　　管　　区

公
海 r　幣一一一｝『

P

『鍋『P
　
阜

「一一
P

柵『一P
　
A運

送
の
形
態

経
路

領
水

1
寮

1｝「←

戟@l

｝｝一P　「　一を

@殊　；

　　セ
[一一

@1
@毒1

；
｝

発
航
下
等

嚢
離
州
　
お
の

（）

�
q
港

b
寄
航
港

（）

�
q
港

○
発
航
港

運送届の提出先
�o期限

　　　0
^送開始の日の4週
ﾔ繭まで

運送届への記載

　　　　○
i主たる経幽琶点に関する
枕?は⑳点から到達港まで
ﾌ間を記載すればよい）

○
　
は
、

○　　　　　　　○

i主たる経過地点に関する事項
@この間は記載を要しない）

○

運送に関係する
ﾇ区群口保安本部

○

放
射
性
物
質
等
の
船
舶
運
送
に
伴
う
管
区
海
上
保
安
本
部
長
の
指
示
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
そ
の
二
）

七



②　運送船舶が本邦の寄航港に入港した後本邦の到達港に至る場合

放
蕩
性
物
質
等
の
船
舶
運
送
に
伴
う
管
区
海
上
保
安
本
部
長
の
指
示
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
そ
の
二
）

一
毛

本　　　邦　　　内

管区海上保安本部の管轄する区域 本　　邦　　外
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経
路

公
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一｝一
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旨

運
送
の
形
態

領
水 「　一一ｵ 一一一一

　　、ｮrl⑳　承

Il

ｴ
1
阜

発
航
港
等

6
到
達
港

麟
　
　
） d

寄
航
港

○
発
航
港

運送届の礎出先
�o期限

　　○
^送開始臼の
S週間前まで

運送届への記載

○　　　　　　　　　○

i主たる経過地点に関する事項は⑦点か
逑梺B港までの間を記載すればよい）

○ 　○　　　　○
i霊たる経過地点に閥
ｷる事項は、その間は
L載を要しない）

運送に関係する
ﾇ区海上保安本部

○ ○ ○

（3｝本邦内には到達港がなく寄航港のみの場合

本　　邦　　内

管区海上保安本部の管轄する区域 本　　邦　　　外

A　管　区： B管区：

経
路

公
海

「一一一　
ｪ 一一　一一一

@r「←一　
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1運

送
の
形
態

領
水

1　ロ
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　ウー髄窪　1
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↑
1 マ

3
発
航
港
等

d
寄
航
港

d（
�{けの
q灘港お初澄

6
発
航
港

6
到
達
港

運送届の鑓出先

�o期限

　　○
^齢餌）助
S週間前まで

運送届への記載

　　○
i主たる経過地点に関する
枕?は⑦点から◎点までの
ﾔを記載すればよい）

○ ○　　　　　　　　　○

i主たる経過地点に関する事項
ﾍ、その間は記載を要しない）

運送に関係する
?海上保湿本部

○ ○



港
　
則
　
法
（
抄
）

○
港
　
則
　
法
（
抄
）

〔
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
五
日
法
律
第
百
七
十
四
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
二
年
六
月
一
日
法
律
第
六
二
号

へ
法
律
の
醸
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
港
内
に
お
け
る
船
舶
交
通
の
安
全
及
び
港
内
の
整
と

　
ん
を
興
る
こ
と
を
顕
的
と
す
る
◎

第
三
粂
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
港
し
と
は
、
き
つ
水
の
深
い
船
舶
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
入
で
き
る
港
又
は
外
國
船
舶
が
常
時
出
入
す
る
港
で
あ
っ
て
、
費
”
で
定
め
る

　
も
の
を
い
う
。

　
　
　
第
四
章
　
危
険
物

第
＝
十
「
条
　
爆
発
物
そ
の
他
の
危
険
物
（
当
該
船
舶
の
使
用
に
供
す
る
も
の

　
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
特
定
港
に
入
港
し
よ
う
と

　
す
る
と
き
は
、
港
の
境
界
外
で
番
長
の
摺
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

2
　
前
項
の
危
険
物
の
種
類
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
二
条
　
危
険
物
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
特
定
港
に
お
い
て
は
、
び
よ
う

　
地
の
指
定
を
受
け
る
べ
き
場
合
を
除
い
て
、
港
長
の
指
定
し
た
場
所
で
な
け

　
れ
ば
停
泊
し
、
又
は
惇
留
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
　
港
長
が
爆
発
物
以
外

　
の
危
険
物
を
積
載
し
た
船
舶
に
つ
き
そ
の
停
泊
の
期
間
並
び
に
危
険
物
の
種

　
類
、
数
量
及
び
保
管
方
法
に
鑑
み
差
支
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
と
き
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
茜

第
二
十
三
条
　
船
舶
は
、
特
定
港
に
お
い
て
危
険
物
の
積
込
、
積
替
又
は
荷
卸

　
を
す
る
に
は
、
港
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
港
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
作
業
が
特
定
港
内
に
お
い
て
さ
れ
る
こ
と
が

　
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
港
の
境
界
外
に
お
い
て
適
当
の
場
所
を

　
指
定
し
て
前
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
よ
9
指
定
さ
れ
た
場
所
に
停
泊
し
、
又
は
停
留
す
る
船
舶

　
は
、
こ
れ
を
港
の
境
界
内
に
あ
る
船
船
と
み
な
す
。

4
　
船
舶
は
、
特
定
港
内
又
は
特
定
港
の
境
界
付
近
に
お
い
て
危
険
物
を
運
鍛

　
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
港
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
　
左
の
場
合
に
は
そ
の
行
為
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
以
下

　
の
懲
役
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
第
～
項
若
し
く
は
第
鋸
項
又
は
第
三
十
七

　
　
条
の
二
第
一
一
項
（
第
｝
二
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
十
「
条
第
「
項
の
規
定
に
違
反
し

　
　
た
と
き
σ

第
四
十
二
条
　
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
又
は
第
三

　
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
一

　
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
す
る
。

ω
　
港
則
法
施
行
令
第
二
条
（
別
衷
第
二
）

②
　
港
則
法
施
行
規
則
第
十
二
条



○
港
則
法
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
m
幽
十
年
詣
ハ
日
似
一
上
丁
一
一
凹
口
政
令
第
二
百
十
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
　
年
七
月
九
日
政
令
第
一
九
四
号

（
特
定
港
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
港
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と

　
す
る
。

別
表
第
二
　
　
（
第
二
条
関
係
）

千 茨 福 山 秋 宮 岩 青 北
都

葉 城 島 形 田 域 手 森 海 道
府
県

県 県 県 県 県 県 県 県 道

木 鹿 小 酒 秋 塩 釜 青 留根
更 島 名 田 溺 釜 石 森 萌室
津 浜 船 、 、　　　、

、 川 八 稚釧
千 戸 内路 特
葉 、

苫
小
牧

、 定
室
蘭

、

函
館 港

、

小
樽

、

港
則
法
施
行
令
（
抄
）

策
　
　
京
　
　
都
神
奈
廻
県

京
浜

神
奈
川
　
県

横
須
賀

新
　
　
潟
　
　
県

蓬
江
津
、
薪
潟
、
丙
津

冨
　
　
山
　
　
県

伏
木
富
山

石
　
　
川
　
　
県

七
尾

福
　
　
井
　
　
県

敦
賀

静
　
　
岡
　
　
県

清
水

愛
　
　
知
　
　
県

衣
浦
、
名
古
屋

三
　
重
　
県

四
日
市

京
　
都
　
　
府

宮
津
、
舞
鶴

大
　
　
阪
　
　
府

阪
南
、
大
阪

兵
　
　
庫
　
　
県

神
戸
、
東
播
磨
、
姫
路

和
歌
山
県

田
辺
、
和
歌
山
下
津

鳥
　
　
取
　
　
県
島
　
　
根
　
　
県

境

島
　
　
根
　
　
県

浜
田

岡
　
　
山
　
　
県

宇
野
、
水
島

広
　
島
　
　
県

福
山
、
尾
道
糸
綺
、
呉
、
広
島

山
　
　
口
　
　
県

岩
国
、
徳
山
下
松
、
宇
部
、
萩

山
　
　
口
　
　
県
福
　
　
岡
　
　
県

関
門

二
七
五



港
則
法
施
行
A
η
（
抄
）

二
七
六

沖 鹿 宮 大 熊 長 佐 福 高 愛 香 徳

旧
ノLメ

縄 綺 分 本 燐 賀 岡 知 媛 川 島
島

県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県

金 鹿 細 大 三 長 管 博 高 松 坂 小

武 児 島 分 角 際 津 多 知 山 出 松
中 島 、 、 、 、 島

誠
、 佐 三 今 高

、 喜 世 池 治 松

那 入 保 、

覇 、 、 新
名 厳 居

瀬 原 浜



○
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）〔

昭
和
二
十
三
年
十
月
九
臼
運
輸
省
尊
意
一
一
十
九
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
月
二
三
日
運
輸
省
三
士
皿
号

（
危
険
物
の
種
類
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
～
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
危
険
物
の
種
類
は
、
別
表

　
第
三
の
通
り
と
す
る
。

（
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
法
第
こ
十
一
…
十
善
譲
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
停
泊
の
醸

　
的
及
び
期
間
、
停
泊
を
希
望
す
る
場
所
並
び
に
危
険
物
の
種
類
、
数
量
及
び

　
保
管
方
法
を
具
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
法
第
二
十
一
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
作
業
の

　
種
類
、
期
間
及
び
場
所
並
び
に
危
険
物
の
種
類
及
び
数
髭
を
具
し
て
、
こ
れ

　
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
運
搬
の
羅
的
、

　
方
法
、
期
間
及
び
区
間
並
び
に
危
険
物
の
種
類
及
び
数
量
を
具
し
て
、
こ
れ

　
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

溺
蓑
第
三
（
第
十
二
条
関
係
）

二
　
そ
の
他
の
危
険
物

　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
危
険
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
㌧

　
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　
　
　
港
則
法
施
行
規
灘
（
抄
）

イ
高
圧
ガ
ス
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
爆
発
物
、
消
火
器
、
殺
虫
剤
、
冷
凍

　
装
置
及
び
機
械
器
具
を
除
く
。
）

　
　
腐
し
よ
く
性
物
質
（
塩
化
第
二
鉄
、
塩
化
亜
鉛
、
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ

　
ム
、
過
酸
化
水
素
（
濃
度
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
）
、
嶺
性
ソ

ー
ダ
・
聯
性
カ
リ
、
雛
酸
、
ク
。
ム
酸
（
液
体
）
・
醗
酸
・
臭
化
水
素

　
　
せ
ん
じ
よ
う

　
酸
、
洗
浄
液
、
ラ
ッ
カ
ー
ワ
ニ
ス
除
去
液
、
加
硫
液
、
消
化
剤
、
電
池

　
　
　
　
　
　
よ
う

　
類
、
薬
品
類
、
沃
化
水
素
酸
、
薄
硫
酸
及
び
硫
酸
銅
を
除
く
Q
）

ハ
　
毒
物
（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
別
表
第
四
の
等
級
が
C
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
属
す
る
も
の
並
び
に
塩
化
砒
素
、
キ
シ
リ
ジ
ン
、
五
酸
化
砒
素
、
三
酸

　
　
ひ

　
化
砒
素
、
ジ
メ
チ
ル
又
は
ジ
エ
チ
ル
パ
ラ
ニ
ト
ロ
フ
エ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス

　
フ
ェ
ー
ド
の
混
合
物
（
乾
性
叉
は
含
有
量
五
十
パ
…
セ
ン
ト
未
満
の
液

　
体
の
も
の
）
、
ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゾ
ー
ル
、
ジ
フ
駅
馬
ル
ク
ロ
ル
ア
ル
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
γ
、
ジ
フ
エ
ニ
ラ
ミ
ン
ク
ロ
ロ
ア
ル
シ
ン
、
臭
化
砒
素
、
臭
化
メ
チ
ル
、

　
塩
化
第
一
一
水
銀
、
オ
キ
シ
シ
ァ
ソ
水
銀
、
マ
ー
キ
ユ
リ
ツ
ク
ポ
タ
シ
ウ

　
ム
シ
ア
ナ
イ
ド
、
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム
（
固
体
）
、
シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ

　
ウ
ム
（
固
体
）
、
シ
ァ
ソ
化
バ
リ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
シ

　
ア
ン
化
水
銀
、
シ
ア
ン
化
ニ
ッ
ケ
ル
、
タ
リ
ウ
ム
化
合
物
、
テ
ト
ラ
エ

　
チ
ル
ピ
ロ
ホ
ス
フ
エ
…
ト
及
び
そ
の
混
合
物
、
ニ
ト
ロ
キ
シ
ロ
ー
ル
、

　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
　
　
ひ

　
砒
素
化
合
物
又
は
そ
の
混
合
物
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砒
酸
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
沃
化
砒
素

を
除
く
。
）

二
　
引
火
性
液
体
類
（
印
刷
用
イ
ン
キ
、
靴
用
加
工
塗
料
、
酸
化
エ
チ
レ

・
・
殺
虫
剤
（
液
体
）
・
減
激
繋
留
出
し
液
・
皮
革
用
接
着
剤
・
接

着
液
、
不
凍
剤
、
セ
ル
ロ
イ
ド
溶
液
、
ペ
イ
ン
ト
エ
ナ
メ
ル
類
、
薬
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
七



　
港
一
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
類
、
ラ
ッ
カ
ー
ベ
ー
ス
又
は
チ
ッ
プ
、
ラ
ッ
カ
ー
ペ
イ
ン
ト
ワ
ニ
ス
類
の

　
除
去
液
、
乾
燥
制
御
液
及
び
稀
釈
液
、
抽
出
香
料
液
、
消
毒
液
、
ド
ラ

　
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
用
液
、
皮
革
用
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
液
並
び
に
皮
革
標
白

　
液
を
除
く
。
）

ホ
　
水
又
は
空
気
と
作
用
し
て
危
険
と
な
る
物
質
ヘ
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
フ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず

　
ロ
シ
リ
コ
ン
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
合
金
類
（
削
屑
又
は
粉
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん

　
等
）
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
シ
リ
コ
ン
、
亜
鉛
灰
、
亜
鉛
粉
末
、
亜
鉛
塵
、

　
　
さ
い

　
魚
澤
、
魚
粉
、
コ
ブ
ラ
、
さ
ら
し
粉
、
ス
ト
p
ン
チ
ゥ
ム
合
金
類
、
鉄

く
ず

　
属
類
、
鉄
合
金
類
、
　
ハ
イ
ド
ロ
サ
ル
フ
ァ
イ
ト
、
硫
化
カ
リ
ウ
ム
並
び

　
に
硫
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
除
く
。
）

へ
　
酸
化
性
物
質
（
薬
晶
類
を
除
く
。
）

ト
　
可
燃
性
固
体
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
タ
ー
ル
引
き
布
、
あ
き
袋
、
映

　
画
用
フ
イ
ル
ム
（
可
燃
性
フ
イ
ル
ム
の
う
ち
、
古
フ
イ
ル
ム
を
除
く
。
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず

　
金
属
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
（
湿
性
）
、
ゴ
ム
屑
、
ゴ
ム
軟
皮
、
再
生
ゴ
ム
、

　
始
動
薬
、
写
真
用
フ
イ
ル
ム
、
X
線
用
フ
イ
ル
ム
、
樹
脂
、
赤
り
ん
、

　
繊
維
（
湿
っ
た
も
の
又
は
動
植
物
抽
湿
性
）
、
織
物
又
は
廃
綿
、
た
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ま
わ
り
種
子
の
し
ぼ
り
澤
、
ナ

　
付
け
、
炭
素
類
、
動
植
物
性
残
澤
、

　
フ
タ
リ
ソ
、
ペ
イ
ン
ト
ワ
ニ
ス
乾
燥
剤
、
ぼ
ろ
、
安
全
マ
ッ
チ
、
薬
品

　
類
、
ラ
ッ
カ
ー
ベ
ー
ス
及
び
ラ
ッ
カ
ー
チ
ッ
プ
を
除
く
。
）

チ
　
放
射
性
物
質
等

リ
　
有
機
過
酸
化
物
（
前
号
ユ
に
掲
げ
る
爆
発
物
を
除
く
。
）

二
七
八



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@
論
習
癖
弄
軽
羅
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
六
号

（
自
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
へ
昭
和
｝
二
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利
用
が

　
平
和
の
賢
的
に
限
ら
れ
、
か
っ
、
こ
れ
ら
の
利
罵
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
こ

　
と
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を

　
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び
再
処
理
の
嬉
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及

　
び
運
転
等
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

　
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
困
際
規

　
制
物
資
の
使
用
に
関
し
て
必
要
な
規
翻
を
行
な
う
こ
と
を
全
的
と
す
る
。

（
事
故
届
）

第
ム
ハ
⊥
T
「
二
久
米
　
　
製
錬
事
紫
木
者
、
　
加
工
事
輩
栄
山
着
、
　
原
エ
J
炉
設
盟
溢
者
、
　
創
π
国
原
エ
」
楢
刀

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
港
（
第
六
十
六
条
箪
要
項
に
規
定
す

　
る
着
を
含
む
Q
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運

　
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
に
つ
い
て

　
盗
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

　
を
警
察
富
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
六
十
四
条
　
製
錬
事
業
港
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業

　
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
老
等
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
老

　
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
闘
し
、
地
震
、
火
災
そ
の

　
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
叉
は
原
子
炉
に
よ
る
災

　
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
薩
ち

　
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輪
大
臣
は
、
第
｝
項
の
場
合
に

　
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
童
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の

　
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施

　
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
の
使
用
の
停
・
比
、
核
燃
料
物
質
の
所
在
場

　
所
の
変
更
そ
の
他
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
製
錬
事
業
者
　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
（
第
五
十
八
条
の

二
に
規
定
す
る
廃
棄
（
以
下
「
事
業
所
外
廃
棄
し
と
い
う
。
）
に
係
る
場
合

に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
第
五
十
九
条
の
二
三
一
項
に
規
定
す
る
運

搬
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と
い

う
Q
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
早
漏
…
大
臣
）

二
七
九



核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
薩
す
る
法
律
（
抄
）

　
二
　
加
工
事
業
老
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
老
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
核

　
　
燃
料
物
質
の
保
管
又
は
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
　
内
閣
総
理
大
臣
（
事
業

　
　
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
鼠
総
理
大
黒
又
は
運
輸
大
臣
）

　
三
　
原
子
炉
設
置
者
　
第
二
十
…
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
漂
子
耕
の
区
分

　
　
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
叉
は
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外

　
　
廃
棄
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
箏
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
飯
又
は
運
輸
大
臣
）

　
四
　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
　
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外
廃
棄
に
係
る
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内

　
　
閣
総
理
大
臣
叉
は
運
輸
大
臣
）

（
立
入
検
査
等
）

第
⊥
ハ
⊥
T
八
条
　
　
内
閉
闇
総
理
十
勝
距
、
　
口
置
商
曽
座
漁
莱
蠕
く
隣
、
　
運
齢
糊
↓
八
臣
又
は
画
素
道
府
闇
爪

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条
第
㎝
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分

　
（
核
原
料
物
質
使
用
者
並
び
に
国
際
規
制
物
資
使
用
者
及
び
第
六
十
一
条
の
三

　
第
～
項
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣

　
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

　
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

　
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
察
職
員
）

　
に
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
老
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
困
原
子
力
船
運
航

　
者
、
再
処
理
事
業
春
、
使
用
者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
叉
は
隅
際
規
制
物
資

　
使
用
老
若
し
く
は
第
六
十
｝
条
の
三
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に

二
八
O

　
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
の
事
業
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
務
所

　
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
舶
）
に
立
ち

　
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
醍
係
者

　
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
箪
に
限
り
、
核
原
料

　
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
春
は
、
　
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
幸
　
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
叉
は
二
条
第
｝
二
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
八
十
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

　
る
Q

　
六
　
第
六
十
八
条
第
一
項
父
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し

　
　
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳

　
　
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者



○
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険

　
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔

|
繧
針
罐
馳
箆
黙
黙

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
漂
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃

料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る

　
　
措
置
に
関
す
る
規
則

1
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
郷
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第
一

　
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外

　
國
漂
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
「
事
業
者
等
」

　
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
工
場
又
は
事

　
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
の
運
搬
中
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質

　
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料

　
物
質
に
よ
る
災
審
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お

　
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
第
五
十
九
条
の
二
第
　

　
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
。
）
を

　
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌

　
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機

　
　
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が
起

　
　
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
、

　
　
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
官
に
通
報
す
る
こ
と
Q

　
二
　
核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ

　
　
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張
り
、
標

　
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
晃
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
　
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近
に

　
　
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の
広

　
　
が
り
の
防
正
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き
は
、

　
　
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

　
　
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
…
則

　
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
従

　
箏
者
の
う
ち
男
子
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
お

　
け
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、
繭
令
第
十
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
長
戸
の
定
め
る
放
射
線
量
と
す
る
。

　
　
ω
　
核
燃
料
物
質
等
裏
業
所
外
運
搬
告
示
第
二
十
四
条
（
緊
急
作
業
に
係

　
　
　
る
許
容
被
ば
く
線
量
）

核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

嵩
全



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
欄
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る

身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

二
八
二

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入

　
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す

　
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
観
礁
枇
獅
二
禦
嫉
舶
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
禰
三

十
一
　
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
七
十
一
条
第
一
一
璽

の
規
定
に
基
づ
き
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の

様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
注
、
　
次
ペ
ー
ジ
に
一
記
載
）



（糞）

番

　核瞭料物質、穣燃繕物質及び原子輝の規制に関する法簿の規定に基づく立入検査をする職員の

身分讃瞬霧

職
名

官
氏

大

　
行

生
発
三

田
　
　
R
［

月
　
ロ
月

年
年■

五二ンチメ　一　ト　ノレ八

山ハ

Z
γ
チ
メ
ー
ト
ル
ー
I
i
I
I
I
⊥
一

（裏）

核
陳
料
物
質
．
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
鯵
に
関
す
る
法
緯
　
　
　
抜
す
い

（
立
入
検
査
等
）

第
穴
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
藁

　
大
臣
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委

　
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
腿
総
理
大
臣
、

　
遜
商
産
業
大
臣
又
は
運
穣
大
臣
に
あ
っ
て

　
は
第
六
十
四
条
第
鐙
項
各
号
に
掲
げ
る
審

　
業
妻
等
の
鼠
分
（
第
六
十
｝
条
の
二
の
二

　
第
一
項
第
二
畢
に
議
遇
す
る
場
合
に
お
け

　
る
襲
錬
事
業
者
並
び
に
核
原
料
物
質
嘆
用

　
者
．
　
常
四
解
郡
規
舗
物
留
ハ
使
田
…
者
及
び
繁
山
ハ
十

　
｝
条
の
三
第
一
項
各
号
の
｝
に
該
当
す
る

　
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
．
る
毒

　
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号

　
の
当
該
区
．
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
簡
総
理

　
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法
律
の
規

　
定
、
都
道
府
県
公
安
委
貴
会
に
あ
っ
て
は

　
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
）
の
薦

　
行
に
必
要
な
殴
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員

　
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、

　
警
察
職
員
）
に
、
製
錬
事
業
者
．
加
工
事

　
業
者
．
原
子
炉
設
謄
者
．
外
国
原
子
力
総

　
運
舷
者
．
再
処
理
車
業
者
、
核
原
料
物
質

　
使
用
者
、
濁
際
規
創
闇
物
質
使
用
者
、
若
し

　
く
は
第
六
十
｝
条
の
三
第
一
項
各
号
の
一

　
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
母
に

　
規
定
す
る
者
の
事
務
勝
又
は
工
場
若
し
く

　
は
事
業
所
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に

　
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
船
）
に

　
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
綴
簿
、
書
類
そ
の

　
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に

　
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
饗
な
最

　
小
四
度
の
量
に
隈
り
、
核
原
料
物
質
、
核

　
燃
料
物
質
そ
の
飽
の
必
要
な
試
鰻
を
収
去

　
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

由ハ

ｵ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ー

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る

　
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
誕
明
窪
を
携

　
帯
し
、
か
っ
、
醐
係
者
の
請
求
が
あ
る
と

　
き
は
、
こ
れ
を
擾
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。（

処
分
等
に
つ
い
て
の
局
慧
等
）

第
七
十
一
粂

2
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
蓮
又
は

　
運
輪
大
臣
は
、
前
項
の
懸
意
を
求
め
ら
れ

　
た
凄
項
に
関
し
特
に
鶴
査
す
る
必
要
が
あ

　
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
嫉
原

　
予
炉
設
譜
表
若
し
く
は
外
国
諏
子
力
船
運

　
舷
者
（
第
二
十
三
条
第
　
項
、
第
二
十
三

　
条
の
二
丁
一
項
又
は
第
ヨ
十
九
条
第
一
項

　
若
し
く
は
第
二
項
の
諮
可
の
申
講
者
を
含

　
む
。
）
か
ら
必
要
な
報
此
q
を
鍛
し
、
又
は

　
そ
の
職
員
に
、
当
該
原
子
炉
設
鐙
者
着
し

　
く
は
外
国
原
子
力
船
運
誠
春
の
箏
務
瞬
若

　
し
く
は
工
場
若
し
く
は
審
業
麻
（
船
舶
に

　
設
醗
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

　
は
、
そ
の
船
舶
）
に
立
ち
入
り
、
そ
の
看

　
の
幌
簿
、
雷
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検

　
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
，

　
で
き
る
。

3
　
第
六
十
八
条
第
二
贋
及
び
第
筆
項
の
規

　
定
は
、
蔚
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に

　
準
用
す
る
。

第
八
十
条

　
　
次
の
．
「
各
号
の
一
に
該
当
す
る
看
は
、
十

　
万
円
以
下
の
罰
金
に
魑
す
る
。

　
六
　
第
六
十
八
条
第
｝
項
又
は
第
四
項
の

　
　
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は

　
　
収
表
を
桓
み
、
妨
げ
．
着
し
く
は
忌
避

　
　
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
疎
述
を
せ
ず
．

　
　
若
し
く
は
虚
偽
の
陸
述
を
し
た
者

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ー

六
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル
ー

五セγチメー浄ル八

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
舗
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る

身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

二
八
三



図　核燃料物質等の航空機輸送関係法令と体系
（
C

核燃料物質等の航空機輸送

航　　空　　法
i運輸省所管）

航空法施行規則
@（運輸省令）

放製性物質等
q空輸送告示

航空局通達

規　　制　　法
（科学技術庁瞬管、）

（第64条）

危険措置規則

（運輸省令）

事業所外運搬
規則（総理府令）

航
空
輸
送
関
係
法
令
）

え
四



○
航
空
法
（
抄
）

最
終
改

正

昭

和

五

1
繍
旦第干

謹一七

慕
肇藷

周　　〕
万

（
目
的
）

第
「
条
　
こ
の
法
律
は
、
囲
［
際
民
間
航
空
条
約
の
規
定
並
び
に
同
条
約
の
附
属

　
書
と
し
て
採
択
さ
れ
た
標
準
、
方
式
及
び
手
続
に
準
拠
し
て
、
航
空
機
の
航

　
行
の
安
全
及
び
航
空
機
の
航
行
に
起
國
す
る
障
害
の
防
止
を
図
る
た
め
の
方

　
法
を
定
め
、
並
び
に
航
空
機
を
運
航
し
て
営
む
事
業
の
秩
序
を
確
立
し
、
も

　
つ
て
航
空
の
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
爆
発
物
等
の
翰
送
禁
止
）

第
八
十
六
条
　
爆
発
性
叉
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
で
運
輸
省
願
で
定
め
る
も

　
の
は
、
航
空
機
で
輸
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
何
人
も
、
前
項
の
物
件
を
航
空
機
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
航
空
法
施
行
規
則
　
第
蒼
九
十
四
条

第
八
十
六
条
の
二
　
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
港
は
、
貨
物
若
し
く
は
手
荷

　
物
又
は
旅
客
の
携
行
品
そ
の
他
航
空
機
内
に
持
ち
込
ま
れ
若
し
く
は
持
ち
込

　
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
、
形
状
、
重
量
そ
の
他
の
事
情
に
よ

　
り
前
条
第
一
項
の
物
件
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
稲
当
な
理
由
が
あ
る

　
場
合
は
、
当
該
物
件
の
輸
送
若
し
く
は
航
空
機
内
へ
の
持
ち
込
み
を
挺
絶
し
、

航
空
法
（
抄
）

　
託
送
人
若
し
く
は
所
持
人
に
対
し
当
該
物
件
の
取
卸
し
を
要
求
し
、
又
は
密

　
ら
当
該
物
件
を
取
り
卸
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
自
ら
物
件
を
取
り
卸
す

　
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該
物
件
の
託
送
人
又
は
所
持
人
が
そ
の
場
に
居
合

　
わ
せ
な
い
場
合
に
限
る
0

2
　
運
輸
大
臣
は
、
航
空
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
春
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

　
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
定
の
航
空
従
事
着
を
乗
り
組
ま
せ
な
い
等
の
罪
）

第
百
四
十
五
条
　
航
空
機
の
使
用
春
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
十
三
　
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
岡
項
の
物
件
を
航
空
機

　
　
で
輸
送
し
た
と
き
。

（
技
能
証
明
書
を
携
帯
し
な
い
等
の
罪
）

第
百
五
十
条
　
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
門
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
八
十
六
条
第
一
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
航
空
機
内
に
同
条
第
一
項

　
　
の
物
件
を
持
ち
込
ん
だ
者

一
天
五



航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

○
航
空
法
施
行
規
則
へ
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
紐
餌
継
蝿
崇
拝
嘉
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
六
年
五
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
二
九
号

（
輸
送
禁
止
の
物
件
）

第
否
九
十
四
条
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
運
輸
省
命
で
定
め
る
物
件
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
九
　
放
射
性
物
質
等
　
放
射
性
物
質
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

　
　
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
一
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

　
　
一
一
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
、
放
射
性
受
勲
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
の
防
蝕
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条

　
　
第
二
項
の
放
射
性
同
位
元
素
及
び
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

　
　
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
叉
は
同
条
第
四
項
に
規
定

　
　
す
る
医
療
用
具
に
装
備
さ
れ
て
い
る
物
質
で
あ
っ
て
電
離
作
用
を
有
す
る

　
　
放
射
線
を
自
然
に
放
射
す
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
さ
れ
た
物
件
で
あ
っ
て
、
放
射
能
濃
度
が
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ

　
　
i
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
件
慮
、
法
第
八
十

　
六
条
第
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
物
件
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
ω

　
二
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ

　
　
て
輸
送
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衰
六

　
　
　
②

イ
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
ω
、
働
及
び
㈲

　
に
掲
げ
る
放
魁
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ω
、
②
若

　
し
く
は
㈲
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
物
質
等
が
容
器

　
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
　
　
　
　
　
③

　
と
し
、
又
は
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け

　
て
次
の
ω
、
②
及
び
㈹
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送

　
物
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
ω
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る

　
　
も
の
　
L
型
輸
送
物

　
　
　
　
の

　
㈹
　
告
淑
で
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物

　
　
半
幅
（
ω
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
樹
　
吻
の
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性

　
　
物
質
等
（
ω
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U

　
　
型
輸
送
物

　
　
　
お

ロ
　
紘
口
示
で
定
め
る
放
射
性
輪
…
尋
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
そ
の
他
の

　
基
準
に
従
う
こ
と
。

ハ
　
イ
偶
に
掲
げ
る
B
M
型
輸
送
物
叉
は
B
U
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、

　
ロ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
衛
上
の
基
準
に
適
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
積
載
前
に
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
邦
外
か
ら
本

邦
内
へ
又
は
本
邦
外
の
間
を
輸
送
さ
れ
る
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
告

　
紛

承
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



　
　
二
）
臨
界
防
止
の
た
め
の
措
澱
が
特
に
必
要
な
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告

　
　
　
⑲

　
　
　
示
で
定
め
る
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輪
送

　
　
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
　
に
あ
っ
て
は
、
告
承
で

　
　
定
め
る
輸
送
制
限
楓
数
（
一
箇
駈
に
集
積
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
の
個

　
　
数
ゆ
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
う
。
）
及
び
配
列
方
法
に
応
じ

　
　
　
　
⑳

　
　
告
示
で
定
め
ら
れ
た
核
分
裂
性
薦
送
物
の
種
類
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

　
　
　
か
に
つ
い
て
、
積
載
前
に
、
告
承
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣

　
　
　
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
ホ
　
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
叉
は
核
分
裂
性
輸
送
物
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
ロ
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技

　
　
術
上
の
基
嘩
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
っ

　
　
　
　
　
　
侮

　
　
　
い
て
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い

　
　
　
る
こ
と
。

3
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
　
項
（
同
法
第
六
十

　
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総

　
理
大
臣
の
確
認
又
は
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運

　
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
九
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
の

　
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、
前
項
第
二
号
ハ
又
は
二
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と

　
み
な
す
。

4
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
科

　
巌
†
技
術
庁
長
官
の
確
認
（
同
法
第
四
十
　
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬

航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

物
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）

確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

血韮）　（垂㊤　　（9）　（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（王）

を
受
け
た
場
合
は
、
第
二
項
第
二
号
ハ
の

放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示

　
　
　
　
　
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

第
二
銀

星
三
条

第
二
十
五
条

第
四
条

第
五
鱗

雲
六
条

第
七
条

第
八
条

第
九
条

下
十
条

第
十
二
条

二
八
七



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
蒸
準
を
定
め
る
暫
示

○
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送

　
基
準
を
定
め
る
告
示

繰
禦
製
辮
浄
雷
雲
〕

改
正
　
昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
四
日
運
輸
省
告
示
第
五
一
四
号

　
航
卿
工
法
儒
櫓
行
規
則
　
（
昭
和
一
一
十
七
年
揮
仙
給
闘
省
A
皿
鱗
叩
五
山
i
論
ハ
自
写
）
　
伸
弟
｝
臼
九
十
四

条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送

基
準
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
出
口
示

（
用
語
）

第
「
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和

　
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
Q
以
下
「
規
購
」
と
い
う
Q
）
に
お
い
て

　
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
専
用
積
載
篇
と
は
、
航
空
機
が
一
の
荷
送
人
に
よ

　
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
輸
送
す
る
物
件
の
積
込
み
及
び
取
廻
し
が
荷
送
人

　
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

3
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
コ
ン
テ
ナ
偏
と
は
、
輸
送
途
中
に
お
い
て
輸
送
す

　
る
物
件
三
体
の
積
替
え
を
要
せ
ず
に
輸
送
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
輸
送
器
具

　
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐
え
る
横
…
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に

二
八
八

　
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
並
び
に
航
空
機
内
に
固
定
す
る
た

　
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

（
輸
送
許
容
放
射
性
物
質
等
）

第
二
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
本
文
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性

　
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
…
　
自
然
発
火
性
の
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等

　
ニ
　
フ
ィ
ル
タ
を
用
い
て
内
部
の
気
体
の
ろ
過
を
行
う
構
造
の
容
器
、
機
械

　
　
的
冷
却
装
置
を
罵
い
て
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
を
行
う
構
造
の
容
器
そ
の

　
　
他
輸
送
中
特
別
な
操
作
を
行
う
必
要
の
あ
る
構
造
の
容
器
に
収
納
す
る
こ

　
　
と
が
必
要
な
放
鮒
性
物
質
等

　
三
　
規
羅
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
個
の
B
M
型
輸
送
物
と
し
た
場

　
　
合
に
、
連
続
換
気
を
行
う
必
要
の
あ
る
放
射
性
物
質
等

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
放
射
性
物
質
等
）

第
三
条
　
規
則
第
百
九
乎
四
条
第
二
項
第
一
一
号
イ
本
文
の
此
口
示
で
定
め
る
放
射

　
性
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
と
す
る
Q

　
一
　
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
空
容
器
」
と
い
う
」

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

　
　
　
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密

　
　
　
度
（
以
下
「
許
容
表
面
密
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
Q



い　ア 放ア
放ル 躬ル
射フ 性フ
性　ア 物ア
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放 放
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平一 平十
方万 方万
セ分 セ分
ン　の ン　の
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メ　マ メ　マ

［イ 1イ
ト　ク ト　ク

ノレ　ロ ノレ　ロ

キ キ

ユ ユ
り リ

i ｝

毎 毎

　
二
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
薩
密
度
の
百
倍
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
最
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
　
と
。

　
へ
　
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
し
た
際
に
付
さ
れ
た
双
極
又
は
そ
の
際
に
行

　
　
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
（
空
容
器
を
除
く
。
）
　
で
あ

　
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
放
射
性
汚
染
物
」

　
と
い
う
。
）

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
轟
轟
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
が
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
別
表
第
一
か
ら

　
　
別
表
第
六
ま
で
の
第
一
楓
…
に
掲
げ
る
放
麟
性
物
質
の
種
類
叉
は
区
分
に

　
　
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
甕
該
各
表
の
第
三
欄
（
別
表
第
五
に
あ
っ
て
は
、
第

　
　
二
欄
）
に
掲
げ
る
数
量
の
一
万
分
の
｝
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
専
用
積
載
で
輸
送
す
る
こ
と
Q

　
二
　
通
常
の
輸
送
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え

　
　
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
景
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
　
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
十

　
　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ト
　
量
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
四
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
ω
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て

　
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
躬
性
物
質
等
と
す

　
る
。
た
だ
し
、
爆
発
性
の
放
射
性
物
質
等
、
自
然
発
火
性
の
放
射
性
物
質
等

　
で
あ
っ
て
液
体
状
の
も
の
以
外
の
も
の
並
び
に
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ
ラ
ン
ニ
一
工
五
の
量

　
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。

　
一
　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
墨
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も

　
　
の

イ別る放物容
形基射質易

外放準性等に 放

接射に物又散 射
す性適質は逸る物合等力し

性

直質すでプな
物

方等るあセい 質
体しもつル固のとのてに体

ｭい（　’密状

等
の

なう以次封の
区

く
3
下
に
さ
放
　
　
「
覚
れ
射
と

分

も　　特げた性

当に質に第別
該応の掲六表 放

各じ重げま第
¥　’量るで一
ﾌぞ又放のか

射
能

贈れは射第ら の

二ぞ区性一別 量

欄れ分物欄衷

え
九



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

一
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

に
掲
げ
る
数
羅
（
以

で
あ
る
こ
と
。

下
「
缶
値
」
と
い
う
。
）

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
千
分
目
一

衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

長
さ
の
幅
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

体

あ
る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
衝

撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
頗
げ
試
験
）

を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
繍
熱
試

験
を
行
っ
た
場
齢
に
溶
融
又
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

に
水
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
鳳
里

が
、
○
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
…
を

超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

別
表
第
～
か
ら
別
表

第
六
ま
で
の
第
｝
欄

に
掲
げ
る
放
射
性
物

質
の
種
類
又
は
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

固

特
別
三
三
M
射
性
物
暫
ハ
等
以
外
の
も
の

当
該
各
表
の
第
三
欄
（
別
表
第
五
に
あ
っ

て
は
、
第
二
欄
）
に

掲
げ
る
数
量
（
以
下

「
彪
値
し
と
い
う
。
）

の
千
分
の
一

究
O

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
○
・
一
キ
ュ
リ
ー
未
満
の
も
の

千
キ
ュ
リ
ー

体
液

水
帖
好
ト

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
○
・
一
キ
ユ
リ
～
以
上
一
キ
ユ
リ
…
未
満
の
も
の

百
キ
ュ
リ
ー

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
一
キ
ュ
リ
ー
以
上
の
も
の

一
キ
ユ
リ
i

そ
の
他
の
も
の

言
値
の
一
万
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

一一

¥
キ
ュ
リ
ー

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
値
の
千
分
の
一

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

碗
値
の
千
分
2

二
　
時
計
等
の
機
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
前

　
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
一
飼

　
　
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
　
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え

　
　
な
い
こ
と
。



放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

体
固

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
値
の
菖
分
の
一

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

亀
値
の
百
分
璽

体
液

ト
リ
チ
ウ
ム
水

そ
の
他
の
も
の

亀
債
の
千
分
2

ト
リ
チ
ウ
ム

二
十
キ
ユ
リ
…

体
気

特
別
形
放
討
性
物
質
等

順
順
の
千
分
2

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

亀
値
の
千
分
2

　
　
ロ
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

　
　
　
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が

　
　
　
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
機
器
等
を
構
成
す
る
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ

　
　
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

　
　
も
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
イ
　
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
等
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

　
　
p
　
不
活
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
董
の
限
度
）

第
五
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
一
　
号
イ
働
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
鍛
と
す
る
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
承

A2
値

A1
値

（
放
射
性
輪
…
三
物
の
基
準
）

第
六
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸

　
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
次
の
と
お
9
と
す
る
。

　
一
　
L
型
輸
送
物

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
易
に
、
か
っ
、
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
輸
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

　
　
　
き

　
　
　
亀
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
　
こ
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
そ

　
　
　
れ
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は
り
付
け

　
　
　
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
　
　
と
。

　
　
へ
　
表
面
の
放
耐
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
薗
密
度
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
一
一
　
A
型
輸
送
物

　
　
イ
　
前
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
二
及
び
へ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、

　
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
十

　
　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
輪



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
進
－
を
定
め
る
告
示

　
ハ
　
放
射
姓
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射
性

　
　
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の

　
　
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
ユ
　
別
記
第
二
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
G
ゆ
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
④
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
疇
を
超
え
な
い
こ

　
　
　
と
。

三
　
B
M
型
輸
送
物

　
イ
　
前
号
イ
、
口
及
び
ハ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
三
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
仁
D
　
前
号
二
②
の
基
準

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
亀
田
（
漏
え
い
す

　
　
　
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
　
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
値
と
す
る
。
）

　
　
　
の
百
万
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
鋤
　
表
面
の
漏
度
が
日
陰
に
お
い
て
汽
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て
輸
送

　
　
　
す
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ

　
　
　
ど
が
で
き
る
表
面
（
そ
の
直
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸

　
　
　
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て
八
十
二

　
　
　
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ω
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
癒
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え

二
九
二

　
　
　
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
別
記
第
四
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
表
藤
か
ら
一
戸
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率

　
　
　
が
千
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
働
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
亀
値
（
漏
え
い
す

　
　
　
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
倉
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
値
と
す
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
つ
い
て
は
、
　
一
万
キ
ュ
リ
…
と
す
る
。
）

　
　
　
を
超
え
な
い
こ
と
〇

四
　
B
U
型
輸
送
物

　
イ
　
第
二
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
五
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
号

　
　
p
ω
、
㈹
、
偶
及
び
翰
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
　
別
記
第
六
に
定
め
る
条
件
の
下
に
戴
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
Q

　
　
ω
　
繭
号
ハ
ω
の
基
進
－

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
貴
が
亀
値
（
漏
え
い
す

　
　
　
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
値
と
す
る
。
）

　
　
　
の
千
分
の
～
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ニ
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の

　
　
ろ
過
量
は
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。



　
　
ホ
　
最
高
使
用
圧
力
（
放
躬
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の

　
　
　
特
別
な
措
置
を
と
ら
な
い
場
合
に
当
該
放
射
性
輸
送
物
内
に
生
ず
る
気

　
　
　
体
の
最
大
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
キ
ロ
グ

　
　
　
ラ
ム
毎
平
方
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
の
確
認
）

第
七
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
又
は
こ
の
規
定
に
よ
る
確
認

　
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
関
係
書
士
を
提
出
さ
せ
、
当

　
該
書
薗
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
阪
の
適
当
と
認
め
る
者
が
作
成

　
　
し
た
、
前
条
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
及
び
第

　
　
十
条
第
一
項
各
号
の
一
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
面
又

　
　
は
同
項
各
号
の
一
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
面
の
提
出

　
　
が
あ
っ
た
場
合

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
擶

　
　
定
す
る
者
に
よ
り
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に

　
　
適
合
す
る
旨
の
確
認
が
な
さ
れ
る
場
合

　
三
　
放
射
性
物
質
等
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め

　
　
る
外
圏
の
法
令
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

（
本
邦
外
輸
送
の
場
合
等
に
お
け
る
特
例
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
）

第
八
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て

　
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
第
十
条
第
一
項
に
規
定

　
す
る
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
物
質
）

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

第
九
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
二
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告

　
示
で
定
め
る
も
の
は
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

　
ニ
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
及
び
こ
れ
ら
の

　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
叉
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
ニ
一
工
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
｝
の
量
又
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
ハ
の
董
の
A
碧
訂
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
放
射
性
一
物
質
ハ

　
ニ
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
　
含
む
。
）

（
核
分
裂
性
輸
送
物
の
要
件
等
）

第
十
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
二
の
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
第

　
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
一
二
種
核
分
裂
性

　
輸
送
物
の
三
種
と
し
、
そ
の
要
件
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で

　
あ
っ
て
別
記
第
一
一
第
一
号
に
定
め
る
条
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
甲

　
条
件
」
と
い
う
。
）
　
の
下
に
置
い
た
も
の
及
び
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と

　
岡
一
の
も
の
で
あ
っ
て
鋼
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
条

　
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乙
条
件
」
と
い
う
。
）
　
の
下
に
置
い
た
も

　
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
任
意
の
配
列
方
法
で
任
意
の
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し

　
た
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

二
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
　
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ

二
九
蕊



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
る
こ
と
。

　
　
イ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
詞
一
の
も
の
で
あ
っ
て
甲
条
件
の
下
に
羅

　
　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制

　
　
　
限
縮
数
の
五
倍
に
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
ロ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
嗣
一
の
も
の
で
あ
っ
て
乙
条
件
の
下
に
潰

　
　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制

　
　
　
限
綱
数
の
二
倍
に
栴
落
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
三
　
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
。

　
　
イ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
綱
｝
の
も
の
で
あ
っ
て
甲
条
件
の
下
に
置

　
　
　
い
た
も
の
を
、
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
鋼

　
　
　
限
工
数
に
等
し
い
個
数
並
べ
た
集
積
と
し
、
当
該
集
積
を
二
組
近
接
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
ロ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
乙
条
件
の
下
に
置

　
　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制

　
　
　
限
欄
数
に
等
し
い
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

2
　
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
規
則
第
再
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に

　
よ
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
、
か
つ
、
第
｝
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、

　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

第
十
一
条
　
削
　
除

（
輪
…
送
の
安
全
の
確
認
）

第
十
二
条
　
規
則
曲
直
九
十
囮
条
第
二
項
第
一
　
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、

一
撃
四

　
嘉
該
放
射
性
輸
送
物
が
運
輸
大
臣
が
詣
定
す
る
者
に
よ
り
輸
送
さ
れ
る
と
き

　
父
は
本
邦
外
か
ら
本
邦
内
へ
若
し
く
は
本
邦
外
の
間
を
輸
送
さ
れ
る
と
き
は
、

　
積
載
前
に
当
該
輪
…
送
が
こ
の
撫
口
示
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

　
を
証
す
る
書
面
を
提
出
さ
せ
、
当
該
書
面
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ

　
と
が
で
き
る
Q

（
取
扱
場
所
）

第
十
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
叉
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
は
、
関
係
者

　
以
外
の
者
が
通
常
立
入
る
場
厳
で
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

（
積
載
方
法
）

第
十
四
条
　
放
射
盤
輸
送
物
事
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
（
こ
の
条
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
「
放
射
性
拝
送
物
等
」

　
と
い
う
。
）
　
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り
放
射
性

　
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
放
射
性
輸
送
物
事
は
、
旅
客
、
航
空
機
乗
組
員
又
は
客
室
乗
務
員
が
通
常

　
使
用
す
る
区
画
に
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
臨
界
の
防
止
）

第
十
五
条
　
核
燃
料
物
質
の
輸
送
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達

　
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
混
載
制
限
）

第
十
六
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
を

　
超
え
る
放
射
性
輸
送
平
等
は
、
熱
を
除
表
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
特
別



　
の
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
く

2
　
放
射
性
輸
送
物
上
は
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
腐
蝕
性
液
体
、
引
火
性
液

　
体
そ
の
他
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
な
輸
送
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
と

混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
射
線
量
率
等
）

第
十
七
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
放
射
線
量

　
率
は
、
表
颪
に
お
い
て
二
郷
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら

　
」
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な

　
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の

　
放
射
能
面
密
度
は
、
許
容
表
面
密
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
十
八
条
　
放
射
性
輸
送
物
（
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム

　
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種

　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
も
の
を
除
く
Q
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
及
び
放
射
瀧
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指

　
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位

　
　
で
表
し
た
値
。
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂

　
　
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
翰
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
掴
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

二
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
　
ソ
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
樹
性
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を

　
　
合
計
し
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
性
輪
忌
物
が
収
納
さ
れ
て

　
　
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き

　
　
い
値
と
す
る
。

3
　
薦
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
最
大
断
面
積
が
百
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
屠
積
載

　
で
輸
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
｝
メ
…
ト
ル

　
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
晴
単
位
で
表
し
た

　
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ

　
ぞ
れ
、
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
も
っ
て
当
該
コ
ソ

　
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二 五 一 一
十 平 平 平
平 方 方 方
方
メ でで f
…
　
ト

、じ 、じ 、じ

ル を を 以

を 超 超 下
超 え え の
え

、 、

場
、

二 五 合

百 十 平

平 平 ：方

方
メ

方
メ で

直
I
　
L
ギ

ル
ノレ ノレ 以
以 以 下

下 下 の

の の 場
場 場 合

合 合

十
九

六 三 一

（
積
載
限
度
等
）

第
十
九
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
一
の
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数

　
は
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
一
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い

一
詳
論



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輪
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
輸

　
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
輸

　
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
こ

　
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
　
及

　
　
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
が

　
　
二
百
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
第
二
種
核
分
裂
性
輪
…
惜
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
…
贈
物
に
つ
い
て
、

　
　
五
十
を
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
年
限
鰯
数
で
除
し
て
得
た
値
の
合

　
　
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
二
十
条
　
放
射
性
輸
送
二
等
（
L
型
輸
送
物
乞
は
L
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
取
扱
方
法
そ
の
他

　
輸
送
に
麗
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い

　
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
B
麗
型
輸
…
送
物
の
輸
送
条
件
）

第
二
十
【
条
　
B
M
型
輸
送
貸
料
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ソ

　
テ
ナ
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
貨
物
機
（
現
に
旅
客
が
搭
乗
し
て
い
な
い
航

　
空
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
　
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
簸
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
貨

　
物
機
に
積
込
み
、
叉
は
貨
物
機
か
ら
取
卸
す
場
合
は
、
放
射
性
物
質
の
取
扱

　
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
を
立
会
わ
せ
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の

一
死
六

　
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
項
の
立
会
い
は
放
射
線
灘
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
て
行
わ
せ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
の
輸
送
条
件
）

第
二
十
二
条
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、

　
そ
の
表
断
の
温
度
が
五
十
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
お
か
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
Q

（
標
識
又
は
表
示
）

第
二
十
三
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
量
は
放
射
性
輪
…
二
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

　
標
識
又
は
表
示
を
嗣
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、
又
は
行
わ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

一
　
L
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性

「
放
射
性
」
の
文

放
射
性
輸
送
物

輸
送
物
を
除
く
。
）

字
又
は
刃
》
－

の
表
面

O
一
〇
》
0
8
【
－

＜
じ
弓
」
の
文
字
の

表
示

一一

j
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の

第
一
類
白
標
識

放
射
性
輸
送
物

放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送

（
第
…
号
様
式
）

の
重
藤
の
二
箇

物
を
除
く
。
）
　
又
は
第
一
種

所

核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が

○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超

え
な
い
も
の



三
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送

第
二
類
黄
皇
紀

放
射
性
輸
送
物

物

（
第
二
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇

イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外

所

の
放
封
性
輸
送
物
叉
は
第

山
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で

あ
っ
て
、
表
面
の
最
大
放

射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ

レ
ム
毎
時
を
超
え
五
十
ミ

リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
輪
送
指
数
が
一
を

超
え
な
い
も
の

ロ
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送

物
で
あ
っ
て
、
表
面
の
最

大
放
射
線
量
率
が
五
十
ミ

リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を

超
え
な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
輸
送
物

輪
…
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送

（
第
三
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇

物

所

属
　
　
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

第
｝
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

げ
る
放
射
性
輸
送
物
の
み
が

（
第
一
号
様
式
）

側
両

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

六
　
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

げ
る
放
射
性
輸
送
物
以
外
の

（
第
二
号
様
式
）

側
面

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

七

以てれ 一ナ　が分放
外　’て放 をで収裂射
の前い射 超あ納性性
も二る性 えつさ輸輸
の号コ輪 なて　れ送送

にン送 い　’て物物
掲テ物 も輸いを（
げナが の送る除盛
るで収 指　コく三
もあ納
ﾌつさ

数　ソ　。種
ｪ　テ）核

（第
第三
三類
号黄
様標
式識
）

側コ
面ン

テ

ナ

の

四

2
　
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輪
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
　
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
叉
は
「
男
O
ピ
び
ピ
○
》
U
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
二
　
A
型
輸
送
物
「
A
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
〈
℃
閃
〉
し
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
「
B
型
」
の
文
字
又
は
百
く
℃
国

　
　
　
じ
ご
」
の
文
字

4
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容
器

　
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
耐
水
姓
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性

　
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な

一　

緕
ｵ



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
放
樹
性
輸
送
料
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
四
側
藤
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
の
基
準
）

第
二
十
四
条
　
放
射
性
汚
染
物
（
表
面
の
最
大
放
射
線
型
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ

　
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
及
び

　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を

　
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
汚
染
物
の
表
面
か
ら
一
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位

　
　
で
表
し
た
値

　
二
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
工
芸
積
が
百
平

　
　
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に

　
　
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
汚
染
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て

　
　
得
た
値
又
は
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
戸
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お

　
　
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、
次
の
表

　
　
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表

　
　
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

一
平
方
メ
…
ト
ル
を
超
え
、
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

一
死
八

五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
　
六

ニ
セ
平
方
メ
…
ト
ル
を
超
え
、
酉
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
　
十
九

3
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
十
二
に

　
掲
げ
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
籔
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

一
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
第
一
類
白
標
識

放
射
性
汚
染
物

表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が

（
第
一
号
様
式
）

の
表
醐
の
二
箇

○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
．
を
紹
岨

所

え
な
い
も
の

一一

@
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
二
類
黄
漂
識

放
射
性
汚
染
物

表
面
の
最
大
放
射
線
黛
率
が

（
第
二
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇

○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超

所

え
五
十
・
ミ
リ
レ
ム
毎
時
M
以
下

で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数

が
一
を
超
え
な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
汚
染
物

汚
染
物
以
外
の
放
送
射
性
汚
染

（
第
三
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇

物

所

四
　
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
一
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

汚
染
物
又
は
空
容
羅
の
み
が

（
第
一
号
様
式
）

側
面

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

五
　
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

第
二
類
題
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四



．、

六

以て’れ えつさげ
外　’て放 なてれる
の蔚い射 い　’て放
も二る性 も輸い射
の号コ　汚 の送る性

にソ染 指コ汚
掲テ物 数ソ染
げナが がテ物
るで収 一ナ　が

もあ納 をで収
のつ　さ 超あ納

（第 （
第三 第

三類 二

号黄 善

様標 様

式識 式

） ）

側コ 側
面　ソ 麟

テ

ナ

の

四

4
　
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
　
又
は

　
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
導
用
積
載
」
の

　
文
字
又
は
「
男
α
び
い
　
い
O
》
】
）
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
空
容
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

6
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
放
射
性
汚
染
物
以

　
外
の
物
件
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

7
　
｝
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い

　
る
も
の
を
除
く
。
）
　
及
び
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
輸
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該
値
と
嗣
一
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
輪
送

　
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輪
送
指
数
の
合
計
は
、
二
百
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

8
　
第
十
四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
…
規
定
は
、
空
容
器
を
輸
送
す
る

　
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
…
項
及
び
第
十
七

　
条
中
「
放
射
性
輪
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
第
十
四
条
．
第
二

　
項
及
び
第
十
六
条
中
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
又
は
空

　
容
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

9
　
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及

　
び
第
二
十
条
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
輸
送
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
七
条
及
び
第

　
十
九
条
第
一
畑
中
「
放
鋤
性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
、

　
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
条
中
「
放
射
性
輸
送
物
等
し
と

　
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ソ

　
テ
ナ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
　
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
は
、
そ
の
日
時
及
び
経
路
が
、
当

　
該
放
射
性
物
質
等
の
安
全
な
輸
送
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
エ
号
イ
の
承
認
）

第
二
十
五
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
承
認
は
、
次
に
掲
げ

　
る
要
件
に
適
合
す
る
寮
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
当
該
放
射
性
物
質
等
を
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物

　
　
又
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
輪
劃
す
る
こ
と
が
著
し
く
函
難
で
あ
る
こ
と
。

　
一
一
　
安
全
な
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

　
・
た
め
当
該
輸
送
が
安
全
上
支
障
が
な
い
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
輸
送
物
の
最
大
放
射
線
量
ゆ
竿
は
、
表
面

二
九
九



舷
空
機
に
よ
る
放
射
姓
物
質
等
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輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
に
お
い
て
千
ミ
リ
レ
ム
毎
蒔
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル
離

　
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
別
措
置
）

第
二
十
六
条
　
第
十
七
条
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
輸
送
す
る
こ
と
が

　
著
し
く
嗣
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

　
措
罎
を
と
り
、
か
つ
、
運
輪
…
大
臣
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
輸
送
し

　
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

　
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
Q

（
特
別
措
概
等
に
係
る
標
識
）

第
二
十
七
条
　
第
二
十
煮
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輪
…
送
物
父
は
放

　
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
専
用

　
積
載
で
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
窮
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
表
面
の
一
一
箇
醗
（
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側

　
面
）
に
第
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
、
　
「
専
用
積
載
」
の
文
字
又
は
「
閃
O
門
い

　
び
O
》
∪
」
　
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
　
附
　
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
昭
勅
五
十
三
年
｝
月
～
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
十
膿
　
　
　
　
　
感
り

　
　
町
　
　
　
　
日
【

　
こ
の
告
示
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
｝
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
　
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
巳
（
昭

和
五
十
四
年
「
月
四
臼
）
か
ら
施
行
す
る
。

き
O
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一
δ

別表第霊（第3条、第4条関係）

　種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

第　　　一 欄 第　　二　　欄 第　　　三　　　欄

原 特別形放射性物質等で 特別形放射性物質等以

子
番

放射性物質の種類
ある場合の数量

iA1値）
外の放射性物質等であ

髀鼾№ﾌ数量（A2値）
号 単位　Ci 単位　Ci

1 3H 気体状のも 1，000 1，000

の、放射線

発光塗料で
あるもの、

隅体に吸収
された形状

のもの、ト

リチウム水

であるもの

工 3H （その他のもの） 20 20

4 7Be 300 300

6 14C LOOO 100

9 18F 20 20

11 22Na 8 8

王1 24Na 5 5

12 28Mg 6 6

i4 31Si 100 100

王5 32P 30 30

16 35S LOOO 300

17 36CI 300 30

17 38CI 10 10

18 37Ar 1，000 1，000

ユ8 41Ar
（非圧縮状熊）　20｛（圧縮状態）　1 20

P

19 42K 10 10

20 45Ca 1，000 40

20 47Ca 20 20

21 46Sc 8 8

21 47Sc 200 200

21 48Sc 5 5

23 48V 6 6

24 51Cr 600 600

25 駆Mn 5 5
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49 114那夏捻 30 20

49 115加1嚢 100 100

50 113Sn 60 60

50 125Sn 10 10

51 122Sb 30 30

5ユ 124Sb 5 5

51 125Sb 40 30

52 125那Te 1，000 100

52 127肌Te 300 40

52 127Te 300 300

52 1塞拠Te 30 30

52 1¢9Te 100 100

52 13撰Te エ0 ！0

52 132Te 7 7

53 1251 LOOO 70

53 1261 40 ；0

53 1291 LOOO 2

53 1311 40 10

53 1認正 7 7

53 1331 30 30

53 1341 8 8

53 1351 10 10

54 13抑Xe
（非圧縮状態）　100｛（圧縮状’態）　　ω 100

P0

54 133Xe ｛欝i欝LoOl 1，000

@　　5

54 135Xe
（非圧三縮状態）　70｛（圧縮状態）　　2 70

@2

55 131Cs 1，000 LOOO

55 134皿Cs 1，000 1，000

55 134Cs 10 10

55 135Cs 1，000 100

55 136Cs 7 7

55 137Cs 30 20

56 131Ba 40 40

56 133Ba 40 10

56 140Ba 20 20

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

〇
四



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

〇
五

・。

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
擬

・。

Q
・
。
慧
鷲
・
。
…
麗
饗
・
。
－
。
－
。
姻
畿
・
。
鵬
・
。
伽
・
。
謝
謂
・
。
－
Q
㎜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
　
　
　
限
　
L
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
　
　
　
L
　
　
　
　
　
L
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱗
醜
酵
鰐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
期
間
　
里
腹
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
滅
時
の
物
減
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
一
k
　
　
一
撒
羅
驚
灘
灘
軸
凱
鷺
賄
羅
線
溶
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

7
　
8
　
8
　
8
　
8
　
9
　
9
　
0
　
0
　
1
　
1
　
2
　
2
　
2
　
　
　
3
　
　
　
3
　
　
　
　
3
　
3
　
4
　
4
　
5
　
6
　
6
　
7
　
8
　
8
　
9
　
9
　
0
　
1
　
2
　
3
　
4
5
　
5
　
5
　
5
　
5
　
5
　
5
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
　
　
6
　
　
　
6
　
　
　
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
6
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7



0
　
0
　
0
　
し
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
1
　
5
　
5
　
0
　
4
　
6
　
1
　
7
　
2
1
0
4
1
0
な
1
2
2
0
4
0
1
0
1
2
1
1
0
2
0
3
0
3
0
2
0
3
4
2
0
2
0
2
0
8
2
2
0
4
3
ザ
　
　
　
一
　
　
　
ザ
　
　
　
搬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
　
　
　
　
　
　
刈
　
　
　
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
S
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
t
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
◎
W
W
距
醗
磁
㏄
舵
0
回
目
h
h
h
R
R
叩
川
幅
舳
細
細
臼
取
盲
目
口
偏
到
％
偽
川
州
川
猟
恥
蹟
翫
鵬
餅
燭
餅
娚
獅
鷹
瓢
珊
蜘
麗
餅
勘
鵬
柳
窟
塒
搦
梯
㎜
柳
柳
鵬
鋤
蹴
蹴
脳
㎜
㎜
聯
即
脚
珈
㎜
蹴
蹴

4
　
4
　
5
　
5
　
5
　
6
　
6
　
6
　
6
　
7
　
7
　
7
　
8
　
8
　
8
　
8
　
9
　
9
　
9
　
9
　
0
　
0
　
0
　
1
　
1
　
1
　
1
　
2
　
2
　
3
　
3
　
3
　
3
　
4
　
5
　
6
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
7
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
密
示

三
〇
六



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

き
七

艀
ポ
’
艀
び
4
酬
酔
晒
鵬
帆
m
帆
留
晒
㎜
囲
艀
艀
但
酬
㌍
一
跡
　
　
勧
　
　
　
“
罰
瓢
罫
翻
∵
繊
徽
鋼
凶
瓢
鎚
鰻
繊
　
鞭
　
圃

0
　
6
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
6
　
3
　
0
　
し
　
G
　
　
し
　
　
0
　
2
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
し
　
　
し
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
0
5
　
　
1
1
0
0
1
2
0
　
　
　
0
0
な
一
　
な
　
2
　
　
1
0
1
0
3
玉
0
1
0
1
0
2
0
な
　
な
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
ω
　
　
　
　
、
　
　
　
、
椒
　
鞭
　
　
　
　
　
　
　
　
撫
撫
　
　
耀

8
　
8
　
8
　
8
　
9
　
9
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
　
0
　
　
1
　
1
　
1
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
　
2
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
9
　
9
　
9
　
9
　
9
　
9
　
　
9
　
　
9
　
9
　
9
　
9
　
9
　
9
　
9
　
9
　
9
　
9
　
　
9
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
9



92 ・（欝窟） 制限なし 制限なし

93 お7Np 5 5×10略

93 239Np 200 200

94 238Pu 3 3×10－3

94 お9Pu 2 2×王0｝3

94 240Pu 2 2×10－3

94 241PU 1，000 1×10－1

94 242P“ 3 3×10－3

95 24王Am 8 8XlO弓

95 243Am 8 8×10階3

96 242Cm 200 2×10－1

96 蹴Cm 9 9×10　3

96 244Cm 10 工×10－2

96 245C盈 6 6×10－3

96 勿6C拠 6 6×10－3

97 249BR 1，000 1

98 249Cf 2 2×10－3

98 鰯Cf 7 7×10－3

98 252Cf 2 gx10－3

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
疏
口
示

別表第2（第3条、第4条関係）

　種類が明らかであって一種類であり、かつ、男rl表策1に掲げる放射性物質以外の放射

　性物質の場合の数量の限疫

第　一　　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形放射性物質等で 特別形放射性物質等以

ある場合の数量 外の放射性物質等であ
区　　　　　分

（A、値） る場合の数量（A2値）

単位　Ci 単位　C1

1　放出する放射線が一

種類の場合（2に該当

する場合を除く。）

イ　アルファ線を放出

する放射性物質の場

き
八
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三
〇
九

2

口

！、

（1）半減期が千日未 1，000（原子番号が82以 3（原：子番号が82以上

満である場合 上のものである場合は、 のものである場合は、

2） 2×10鴨3）

（2）半減期が千臼以 50（原子番号カミ82以上 5×　10一2（原子番号力三

上百万年以下であ のものである場合は、 82以上のものである

る場合 2） 場合は、2×10－3）

（3）半減期が百万年 1，000 3

を超える場合

ベータ線を放出す 半減期が千日未満であ

る放射性物質の場合 る場合は3（原子番号

α）最大エネルギー LOOO が82以上のものである

が0．5MeV未満 場合は、2×10－3）、

である場合 半減期が千日以上百万

②　最大エネルギー 300 年以下である場合は

が0，5MeV以上 5×10－2（漂子番号が

1MeV未満であ 82以上のものである摺

る場禽 合は、2×10－3）、半

（3｝最大エネルギー 100 減期が百万年を超える

が1MeV以上 場合は3

1．5MeV未満で
ある場合

幡　最大エネルギー 30

が1．5MeV以上

2MeV未満であ
る場舎

樹　最大エネルギー 10

が2MeV以上で
ある場合

　ガンマ線を放出す

髟厲ﾋ性物質の場合

昇（1脚を超えるものにあっては、1，000） 知・の第三欄に譲る数量のうちいずれか

小さいもの

エックス線を放出 1，000（原子番号が56 半減期が千国未満であ

する放射性物質の場 以上のものである場合 る場合は3（原子番号
合 は、200） が82以上のものである

場合は、2×10－3）、

半滅期が千日以上百万

年以下である場合は

5×10－2（原子番号が

82以上のものである場

合は、2×王0｝3）、半

減期が百万年を超える

場合は3

放出する放射線が一 親核種及び娘核種に対 親核種及び娘核種に対



種類であり、当該放射 する1の第一欄の区分 する1の第一欄の区分

性物質が原子核の崩壊 に応じてそれぞれ第二 に応じてそれぞれ第三

連鎖を生ずるもの（以 欄に掲げる数量のうち 欄に掲げる数量のうち

下「親核種」という。） 最小のもの 最小のもの

であって、その半減期

がその原子核の崩壊に

よって生ずる放射性物

質（以下「娘核種」と

いう。）の半減期より

も長く、　かつ、　娘核種

の半減期が十臼以内で

ある歯軸

3　放出する放射線が：二 それぞれの放射線に対 それ，それの放射線に対

種類以上の場合（4に する1の第一欄の区分 する1の第一欄の区：分

該当する場合を除く。） に応じてそれぞれ第二 に応じてそれぞれ第三

欄に掲げる数量のうち 欄に掲げる数蟻のうち

最小のもの 最小のもの

4　放出する放射線が二 それぞれの放射線に係 それぞれの放射線に係

種類以上あり、当該放 る親核種及び娘核種に る親核種及び娘核種に

射性物質の半減期が娘 対する1の第～欄の区 対する1の第一欄の区

核種の半減期よりも長 分に応じてそれぞれ第 分に応じてそれぞれ聡

く、かつ、娘核種の半 二欄に掲げる数個のう 三欄に掲げる数量のう

減期が十日以内の場合 ち最小のもの ち最小のもの

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

備考　「は、当該放射性物質が1キュリーの場合において、当該放射性物質から

　　1メートル離れた位鍛における最大放射線量率をレントゲン毎時で表した値

　　を示す。

別表第3（第3条、第4条関係）

　種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性物質の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　二　　欄 第　三　欄

区　　　　　分

特別形放射性物質等で

?る場合の数量

iA1値）

@　　　単位　Ci

特別形放射性物質等以

Oの放射性物質等であ

髀鼾№ﾌ数量（A2値）

@　　　単位　Ci

原：子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれていない場合
10 4×10一1

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれている場合
2 2×10－3

o
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別表第4（第3条、第4条関係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部が明らかでない旅射性物質の場合叉は種

　類の一部が明らかであって種類別の数貴の全部が明らかでない放射性物質の場合の数

　量の限度

第　　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形放射性物質等で 特別形放射性物質等以

区　　　　　分
ある場合の数量

iA1値）

外の放射性物質等であ

髀鼾№ﾌ数量（A2値）

単位　Ci 単位　Ci

1　アルファ線を放出す

る放射性物質が含まれ 2 2×10－3

ている場合

2　アルファ線を放出す

る放鮒性物質が含まれ

ﾄいない場合（3に該
2 4×10”1

薮する場合を除く。）

3　核分裂生成物である

場合（1に該当する場 10 4×10－1

合を除く。）

別表第5（第3条、第4条関係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又は一部が明らかであ

　る放射性物質の場合（別表第6に該当する場食を除く。）の数量の限度

第　　　一　　欄 第　　二　　欄

区　　　　　　　分
数　　　　　　貴

@　　　　　単位　Ci

放射性物質の種類の全部又は一部が 次の算式を満たすX1，　X2，…，Xn

明らかであって種類別の数量の一部 及びyの数量
が明らかでない場合 逗＋聖＋＿＋独＋x＿1

XI　X2　　　　Xn　Y

放射性物質の種類及び種類別の数量 次の算式を満たすX1，　X2，…，Xn

の全部が明らかである場合 の数量

逸＋聖＋…＋髄一1
XI　X2　　　　Xn

備考　X1，　X2……，　Xn　は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数



量（キュリー）を、XI，X2，，……，　XnはそれぞれXb　x2，……，　xΩに係る

各放射性物質に対する別表第1又は別表第2に掲げる数猛（キコ・リー）を、y

は種類又は種類別の数量が明らかでない放射性物質の数f弓：（キュリー）を、Y

は、yに係る放射性物質の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類

に対する別表第1又は別表第2に掲をデる数量（キュリー）のうち最小のものを、

yに係る放射性物質の種類の全翻父は一翻が明らかでない場合にあってはyに
係る放射性物質に対する別表第3に掲げる数量（キュリー）を示す。

別表第6（第3条、第4条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等

　しい放射性物質の場舎の数鍛の限度

第　　一　欄 嬉　　二　　欄 第　三　欄

特別形放射性物質等で 特別形放射｛生物質等以

ある場合の数最 外の放射性物質等であ
区　　　　　分

（A1鱒） る場合の数量（A2値）

単位　Ci 単位　Cl

その系列のすべての難事 親核種に対する別表繁 親核種に対する別表第

性物質（親核種を除く。） 1又は別表第2の第二 1又は星表雛2の第二ll三

の半減期が幸臣を超えず、 欄に掲げる数量 欄に掲げる数llを

かつ、親核種の半減期よ

りも短い場合

その系列の娘核種のうち、 次の算式を満たすxP 次の算式を満たすx1，

その半減期が十日を超え、 x2，…，　Xnの数量 x・，…，Xnの数最

又は親核種の半減期より

熬ｷいものがある場合

聖＋逸＋＿＋XI　　X2 Xl　　　X2一十一牽…十

wI　X2
Xn一　罵　1

wn

蓋
P
＿
1
X
a

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
…
送
基

を
定
め
る
告
示

備考　X1．X2，……．　Xnはその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性物質の

　　数燈（キュリー）を、X1，X2……，　Xnはそれぞれxp　x2，……，　Xnに係

　　る各放射性物質に対する別表第1．父は別表第2に掲げる数壇（キュリー）を示

　　すQ



別
記
第
一
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
　
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
澱
き
、
　
｝
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
闘
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
菰
セ
ソ

　
　
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
参
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
〇
二
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
漁
る
よ
う
に
瞬

　
　
潔
し
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
…
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
霞
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
上
端
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
出
聯
爾
の
商
一
径
～
が
こ
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
コ
…
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四五

加
熱
試
験

供
試
物
を
猷
度
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
問
羅
く
こ
と
。

　
せ
き

浸
漬
試
験

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
承

　
　
イ
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
Q
）

　
　
　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で

　
　
　
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筈

　
　
　
働
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
㈲
　
温
痩
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
漫
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
　
間
蹟
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
國
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
　
　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

　
　
　
α
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
Q

　
　
　
②
　
温
度
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
㈹
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
Q

別
記
第
二
（
第
六
条
、
第
手
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
条
　
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
け
る
こ
と
Q

p
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

ω
　
そ
の
重
臣
が
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
漆
喰
の
も
の
に
あ
っ
て
は
…
・

　
　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
置
千
・
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
キ
ロ
グ

　
　
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
｝

　
　
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ

　
　
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕪
三



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
出
口
示

　
　
　
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
　
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
㈹
　
そ
の
重
鍛
の
五
倍
に
樒
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
漉
投
影
面
積
に
○
・

　
　
　
コ
ニ
キ
p
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
侮
に
相

　
　
　
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
膝
撃
四
周
間
加
え

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
耐
　
重
礒
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
蔽
径
が
三
・
ニ
セ
ン
チ
メ
…
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
｝
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

一一

t
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
G
D

　
　
及
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
Q
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
二
借
以

　
　
上
の
燈
の
放
躬
性
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
傭
え

　
　
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い

　
　
材
の
内
側
に
あ
る
も
の
又
は
当
該
収
納
し
、
若
し
く
は
包
装
す
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
放
射
性
物
質
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お

　
　
い
て
も
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い

　
　
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
。

笠
懸

　
　
　
②
　
前
号
口
㈹
に
規
定
す
る
捧
を
～
・
七
メ
f
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
　
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ
Q
D
及

　
　
　
び
②
の
条
件
の
下
に
遣
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
六
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
…
　
別
記
第
二
第
｝
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環

　
　
境
に
｝
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
繁
六
条
、
第
十
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
｝
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
温
度
八
百
度
の
環
境
に
一
エ
十
分
間
置
く
こ
と
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葺

　
三
　
深
さ
十
置
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
階
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
四
　
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

　
備
考
　
第
｝
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
六
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。



　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
六
条
関
係
）
B
U
係
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
置
く

　
　
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
湿
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
｝
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
暫
バ
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

三
盃



　　纒曾糧≦≧2嘱ゆ鋸羨藁蕊蟹糞e藻掴灘繕細製愈ゆ細旨

第1号様式（第23条，第24条関係）

第一類白標識

爵、

畠⑭畠

畠

、’隻

繁、　劉
＼ミ〃

1州（

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、叉は包

　　装されている放射性物質等の名称及び放射能を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を劇ることが

　　できる。

　　5　色彩は、次衷によるものとする。

部　　　　　分 色　　　　彩

上　半　部　の　地 白

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　　部　　の　地 白

文　　　　　　　　字 ’、、、

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　線 黒



第2号様式（第23条，第24条闘係）

第二類黄標識

　
　
　
〆
逸

　
　
、

　
㍉

癒
＼

禽㊧畠

畠

　
①
…

敬
C

、

㌦

㌧

＼
、 論楽黛韓／

　
、

〃
　
　
　
翼
醒

薗
㏄

　
酬

飛
τ

・
　
臼　
O

遭
ρ

　
隔
．

脇
郎
．

　
了

＼》／

凝剰鰹2楡。藩蕪攣§蟹勘e籔剤嵩鯉うN製愈ゆ細旨

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納さ

　　　れ、又は包装されている放射性物質等の名称、放射能及び輸

　　送指数を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すことQ

　　4　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を回ることが

　　　できる。

　　5　色彩は、次表によるものとするQ

部　　　　　分 色 彩

上　半　部　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　部　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふ　ち　の　内側の線 黒

区　　　分　　　線 黒

禰津



　　擬創懸ソ邦ゆ怒識襲§箪雛e無鮒講羅州胃偲｝輔田旨

第3号様式（第23条，第24条，第27条関係）

第三類黄標識

爵、

　　轡　　　、　　　’《

畠㊥禽

蕊

　
側

艘
C

2
’

　
　
、

帳
㌦

＼ 煮。κ鉱。τ1磯1

艘　納　麟
CO村了【圓丁5

　数射語1”　　　　　　　◎ユリ』ご∵”
　AC71VぽY＿　　　　　　　　　　．．『『q♪紺臨

癩　題　戚　a
7舜A配5PO霞7削OEX

＼ミク／

ll目く

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納さ

　　　れ、叉は包装されている放射性物質等の名称、放射能及び輸

　　　送指数を記入すること。

　　3　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　　邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を削ることが

　　　できる。

　　4　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　　彩

上　半　　部　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　部　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふ　ち　の　内側の　線 黒

区　　　　分　　　線 黒



第4号様式（第23条関係）

三葉マーク

　
　
ゆ
　
よ

ζ
畠

lo2
　　　2ハ2

糧翻魍羅楡。鉛茜麺§蟹鋤Q蟹掴灘繕細製趣Q超巨1旨

注　1　Zは、0．2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は、黒とする。

1劇ぜ



　　罎測魍翌％ゆ繕羨輩§鼠鞭e蟹細樽捲拙製£｝輔a睡

第5号様式（第23条，窮24条関係）

コンテナ標識

苧
。
．
．
へ

、
！
、

畠⑧愈

畠

＼＼繍／／
　　　　　　＼／

嗣0

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとするQ

　　2　Zは、0．5セγチメートル以上とする。

　　3　本邦内のみを輸送されるものにあっては英譲の部分を、本

　　邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を嗣ることが

　　できる。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部 分 色 彩

地 白

三 葉 マ 一　　ク 黒

文 宇
ノ」、、

ふ ち の 部　分 白

ふち の内測の線 黒



○運輸省航空局長通達（その1）

放
射
性
物
質
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
の
輸
送
規
購
（
航
空
局
長
通
達
1
そ
の
一
）

殿

運輸省航空局長

空航第　74　号
昭和53年2月18日

放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について

　このたび運輸省は、航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号。以下「規劉」とい㌔）

第194条の放射性物質の輸送基準に係る部分を昭和52年運輸省令第35号により改正する

とともに、新たに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輸省

告示第587号。以Fr告示」という。）を定め、いずれも本年1月1日から実施されて

いますQ

　今回の規剛の改［E及び告示の制定（以下「改正等」という。）は、　「放射性物質等の

輸送に関する安全基準（昭和50年1月2照付け原子力委員会決定）」に基づく昭和52年

8月放射線審議会答申「放射性物質又は放射性物質によって汚染された物の輸送に関す

る基準（放射線障害の防止に醐する技術的基準に関する部分）の改正について」を受け

てなされたものであり、「IAEA（圏際原子力機関）放射性物質安全輸送規則（1973年

版）」　（以下「IAEA　73年版規則」という。）に準拠しています。（なお、「IATA

（国際航空運送協会）輸送制限品規則第玉9版（以下「IArA　R．A．R．」という。）も

IAEA　73年版規則に準拠しています。）

　また、今回の改正等は、科学技術庁所管の諸規則（原子炉の設置、運転等に関する規

則、核燃料物質の加工の事業に関する規則等）並びに運輸省所管の放射性物質等車両運

搬規鋼及び危険物船舶運送及び貯蔵規則の改正と併せて行われていますので、これらの

規則についても十分留意して下さい。

　今回の改正等は、従前の規定に比べ、むしろ全面改正とも言えるものであり、その施

行にあたっては、下記に従って運用することといたしましたので、この旨関係者に周知

徹底方よろしくお願いいたします。

記

1　規則等の概要

α）輪送物の基準

　　イ　放射性輸送物を放射線被ばく防止の観点からL型、A型、　BM型及びBU型の

　　　4種類に区分することとし、



　　　危険性の極めて少ない放射性物質等を輸送する場合には　　　　　　　L型

　　　一定最を超えない放射能を有する放射性物質等を輸送する場合には　　　A型

　　　一定母を超える放射能を有する放射性物質等を輸送する場合には

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BM型又はBU型

　　として輸送しなければならないこととした。　（規則第ig4条第2項第2号イ、

　　告示第2条及び第4条から第6条まで）

　ロ　核分裂性輸送物を臨界防止の観点からその臨界に達する危険性の程度に応じ、

　　第1種核分裂性輸送物、第2種核分裂性輸送物及び第3種核分裂性輸送物の3種

　　類に区分し、そのいずれかの形態で輸送しなければならないこととした。

　　　　　　　　　　　　（規網第194条第2項第2号二、告示第9条及び第10条）

②　輸送の基準

　イ　放射性輸送物及びそれを収納したコンテナについて、それらの表面から一定の

　　距離における最大放射線量率及び臨界に達する危険性の両方を考慮して一定の指

　　数（輸送捲数）を定めることとした。　　　　　　　　　　　　（告示第i8条）

　ロ　放射性輸送物及びそれを収納した3ソテナには、それらの表面の放射線量率及

　　び臨界の危険性に応じ、特定のラベル若しくは表示を付し、父は行わなければな

　　らないこととした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（告示第23条）

　ハ　輸送の基準として、放射性輸送物又はそれを収納したコンテナは移動、転倒等

　　のないように積載すること、旅客等が豊春使用する区画には積載しないこと等輸

　　送方法として遵守すべき事項を定めることとした。

　　　　　　　　　　　　（告示篤13条から第17条まで及び第2G条から第22条まで）

　ニ　一の航空機に積載する放射性輸送物及び放射盤輸送物が収納されているコンテ

　　ナの輸送指数の合計並びに放射性輸送物が収納されている一のコンテナの輸送指

　　数が一定数を超えないようにしなければならないこととした。　（告示第ig条）

（3）輸送物及び輸送の確認

　　BM型輸送物、　BU型輸送物及び核分裂性輸送物を輸送しようとするときは、放

　射性輸送物としての安全性について、積載前に運輸大臣の確認を受けなければなら

　ないとするほか、BM型輸送物及びBU型輸送物並びに第三種核分裂性輸送物につ

　いては、個々の輸送の安全性についても運輸大臣の確認を受けさせることとした。

　　　（規則第194条第2項第2号ハ、二及びホ、告示第7条、第8条、第11条及び

　　　　第12条）

（4）そ　の　他

　　放射性物質等のうちいわゆる空容器、放射性汚染物等を容器に収納又は包装する

　ことなしに輸送する場合の技術基準を設けるほか、技術基準の一部に従うことが著

　しく嗣難な場合における技術基準の特例に関する規定を設ける等所要の規定を置く

　こととした。　　　　　　　　（告示第1条、第3条及び第24条から第27条まで）

放
射
性
物
質
及
び
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　　　注　（）は規則及び告示における参照すべき箇所を示した。

2　規則等の施行に伴う主たる条項の解釈及び取扱い

（玉）告示第13条（取扱場所）関係

　　　「関係者以外の者」とは、旅客その他の妾該積卸し作業に係わりのない者をいう

　　ものとする。

（2＞告示第16条（混載制限）関係

　　　「混載」とは、同一の貨物室に放射嫉輸送物慾を積載することをいうものとする

　が、この場合貨物室の広狭は問わない。

　　　「その他放射性物質の安全な輸送を損なうおそれのある物件」とは、可燃性液体

　等をいうものとする。

（3）告示第20条（取扱方法等を記載した書類の携行）関係

　　　「輸送に関し留意すべき事項」には、当該放射性輸送物等に収納されている放射

　姓物質等の名称（二種以上の放射性物質等が収納されている場合にあっては、その

　主たるものの名称）及び放射能（キュリー単位で表わすこと。）が含まれるものと

　する。

団　告示第21条（BM型輸送物の輸送条件）関係

　　　第2項の「放射性物質の取扱いに関し専門的知識を有する春」とは、次のいずれ

　かに該当する者（核燃料物質の取扱いに関しては、困に該当する者を除く。）とす

　　る。

　（イ）核原料物質、核燃料物質及び際子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166

　　号。以ド「原子炉等規捌法」という。）第41条の原子炉主任妓術春免状を有する

　　者及び原子炉主任技術者試験筆記試験合格者

　回　原子炉等健側法第22条の3の核燃料取扱主任老免状を有する者

　（・→放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167

　　　号。以下「放射線障害防止法」という。）第35条の第一種放射線取扱主任者免状

　　　を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに一年以上の経験を有する者

　｛→　放射線障害防IL譜第35条の第2種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、核燃料

　　物質の取扱いに2年以上の経験を有する者

　㈱　放射線瞳害防宜法第35条の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱

　　主任者免状を有する者

　8　放芽｝性物質の取扱いに関し、9）から㈹までに掲げる者（核燃料物質の取扱いに

　　関しては、（イ）から（エ）までに掲げる者）と同等以上の知識及び経験を有すると認め

　　　られる者

（5＞告示第23条（仕込又は表示）関係

　　表示しなければならない第1項の心中第1号の「放射性」叉は「RAD　I　O－

　　ACTWE」の文字、第3項第2号の「A型」又は「TYPE　A」の文字及び同項



　第3号の「B型」又は「TYPE　Bj　の文字並びに同須第1号の総重最を表示する

　場合にあっては、それらの文字又は数字の各々を原則として黒色で白地の上に1㎝

　角以上の大きさとなるよう表示しなければならない。

（6｝被ばく防止のための措置

　イ　放射性輸送物等の輸送に従事する者（以下r輸送従づ旛」というσ）の放射線

　　被ばくを一般人並みの年0．5レム以下とするため、これらの放射性輸送物等を輸

　　送する航空会社は、1年匿にあっては（注）1及び2の要領に従い選定した路線

　　に関し（注）4の要領に従い選定した月について、また2年目以降にあっては毎

　　年1年目に選定された路線及び月につき統計をとり、その統計から、次の式によ

　　り輸送従事者の年澗被ばく門口（Ry）を路線ごとに算出し記録するとともに、遅

　　滞なく運輸省航空局技術部運航課あて報告しなければならない。

　　　なお、事業計画の変更等に伴い上記の調査対象路線叉は調査対象月に変更が生

　　じた場合には、以後その変更した路線及び月について上記の要領に従って算1｝二い

　　報告すること。

・・唄2・…（一輸送従事者が一か月間に乗務する便数（Fm））・（穫織蓬響）

　　　　　・（一便当たりの放射性物質の輸送指数の合計　　（T））・（讐濡舗室ま銘蹴）

×（一便当たりの平均飛行時間）×2

　　　　　1か月当たりの一輪送従事者の平均飛行時間
謂12（月）×
　　　　　　　　1便当たりの平均飛行時間

　　当該路線の1か月当たDの放射性物質輸送に係る全便数
×

　　　　　1か月当たDの当該路線に就航する全優数

　当該路線の一便当たりの平均飛行蒔間×当該路線の1か月当たりの輸送

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数の合計
×

×

（輸齢翻均直曝＋輸送物の麺から饗噛癖）2

当該路線の1か月当たりの放射性物質輸送に係る全便数

　　　（・備送枷彫一物・壱）2

×　2

（注）1・箪出の基礎となる路線は、放射性物質等の輸送が行われている路線のうち、

　　　過去の輸送実績を勘案して最もこれらの物質等の輸送頻度の高い3路線を選

　　　心すること。
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五

　　2．長距離国際線（片道3晧間以上の路線をいうものとする。）で放射性輪送

　　　物を輸送する航空会社にあっては、（注）1の3路線のすべてが長距離国際

　　　線となる場合には最も輸送頻度の高い長距離国際線2路線及び長目離国際線

　　　以外の路線1路線を、上記3路線のすべてが長距離国際線以外の路線となる

　　場合には最も輸送頻度の高い長艶離国際線1路線及び長距離國際線以外の路

　　　線2路線を選定すること。

　　3．各路線については、運航乗務員、客室乗務員のそれぞれについて算出する

　　　こと。この場合、上記式中の補正係数（k）は、運航乗務員については操縦

　　　室までの距離を、客室乗務員については客室までの距離を用いて筑出するこ

　　　と。

　　4．算出の基礎となる月に、当該路線の放射性物質等の輸送頻度を勘案して1

　　　年のうち平均的な輸送の行われる月を選定すること。

ロ　輸送従事者及び旅客の被ばくを防止するため、輸送指数を算出することとされ

ている放射性輸送物、放射性汚染物等を輸送する場合には、これらのものを航空

機客室及び操縦室の隔壁又は床痛から次表に掲げる距離以上の距離をおいて積載

　すること。

　　　　　　（互ATA　R．　A．　R．　PART　2A　section　正0　ユ0．9参照）

輸送指数の合計

　0．1－

　1．1－

　2．重一

　3．1－

　4．1－

　5．1－

　6．1－

　7．1－

　8．1－

　9，1－

10．1－

11．1－

12．1－

13，1－

14．1－

15．1－

16、1－

17，1－

18．1一

工．0

2．0

3．0

4，0

5．0

6．0

7．0

8．0

9．0

　　　　10．0

　　　　工1．0

　　　　12．0

　　　　13．0

　　　　14．0

　　　　15．0

　　　　工6．0

　　　　17．0

　　　　18．0

　　　　20．0

20．1　－　25．0

最小許容
距離＠）

0
0
0
5
0
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0

3
5
7
8
0
1
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
6
9

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

輸送指数の舎計

25．1－

30．1－

35，工一

40，1－

45．1－

50．1－

60．1－

70．1－

80，1－

90．1－

100．1－

110．1－

120．1－

130，1－

140，1－

150，1－

160．1－

170．1－

180．1一

30
35
40
45
50
60
70
80
90

　　　　100

　　　　110
　　　　120
　　　　130
　　　　140
　　　　150
　　　　160

　　　　170
　　　　180

　　　　190
190．1－200

最小許容
距離＠）

0
0
5
0
5
5
5
5
0
0
5
0
0
0
5
0
5
0
5
5

2
5
7
0
2
6
0
4
8
1
4
7
0
3
5
8
0
3
5
7

3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Z
7
7
7
＆
8
，
8
8



3　運輸大臣の確認に係る取扱い

α）放射性輸送物の確認

　　イ　運輸大距は規期第194条第2項第2号ハ又は二の規定による確認（以下「放射

　　性輸送物の確認」という。）を行う場合には、次のD～iのに掲げる場合を除き、

　　積載前に発送時検査を行うものとする。

　　　D核分裂性輸送物にあっては、告示第7条第1号の書面の鍵鐵があり、かつ、

　　　輸送しようとする者が別紙要領により発送時検査を実施する場合

　　　iD核分裂性輸送物以外の放射性輸送物にあっては、告示第7条第2号の確認が

　　　なされる場合

　　　恥放鶏牲物質等が本邦以外の地において運輸大臣が適当と認める外国の法令に

　　　基づき放射性輸送物とされる場合

　　P　放射性輸送物の確認を受けようとする者は、輸送のつど、別記箪1の放射性輸

　　送物確認申請書詑載要領に従い作成した様式第1の申請書を提出し、確認を受け

　　　ること。なお、A型第1種、第2種核分裂性輸送物については、輸送が繰返し縄

　　種の容器を用いて零種の核燃料物質を収納して行われる場合には、一年ごとに一

　　廉して確認を受けることができる。

　　ハ　放射性輸送物の確認を申請しようとする者は、輪留を開始しようとする日の原

　　　則として1か月繭までに当該串請欝を2通航空局技術部運航課に提撮すること。

（2）放射性輸送物の輸送の確認

　　イ　運輸大臣は規則第194条第2項第2号ホの確認（以ド「放射性輸送物の輸送の

　　確認」という。）を行う場合には、次のD及びiDに掲げる場合を除き、輸送lll∫に積載

　　時検査を行うものとする。

　　　i）放射性輸送物が運輸大臣の指定する者により輸送される場合。この場合、当

　　　該指定を受けようとする者は、別記第2の放射性輸送物輸送切合定申請書記載

　　　要領に従い作成した様式第2の申請書を2通航空局技術部運航課に提黙するこ

　　　　と。

　　　iD放射性輸送物が本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輪送される場合。

　　口　放射性輸送物の輸送の確認を受けようとする者は、様式第3の申請書に、当該

　　輸送の安全性を証する別記第3の輸送計画書記載要領に従い作成した嫌式第4の

　　輸送計画書を添付して申請すること。

　ハ　放射性論証物の輸送の確認を申請しようとする者は、輸送を無始しょうとする

　　　日の原則として3週間前までに当該申請書及び輸送計画書を各々2通航空局技術

　　部運航課に提出すること。
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別紙　核分裂性輸送物発送時検査要領

検査項臼 検査対象 検　　査　　方　　法 合　　　格　　　基　　　難

BM　BU 核燃料物質等を収納した状態で放躬性輸送物の外観を 傷、割れ、塗装及び形状に異常がなく、ふた、バルブ開日部が完全に密聾
外　観　検　査 A 饒視で検壷する。 されていること。

BM　BU 空容器を品り．．ヒげた状態における外観を検査する。 1貿．．1二げ装丁に異常のないこと。

昂　」瞑げ検煮
A

BM　BU 放射性輸送物の総重1昌1を検査する。 申講需に記載された重量以ドであること。
重　縫　検　査

A

BM　BU スミや法により放射性輸送物の加州汚染驚度を検査す アルファ線を放目する核燃料物質等にあってはKr5μCi／cη1以ド、アルフ
表面汚染密痩検壷

A る。 ア線を放繊しない核燃料物質等にあっては10　4μCi／σ㎡以ドであること。

BM　BU 核燃料物質等を収納した状態におけるr線線量蔀及び 放射線縫潔が表麟で200mrem／hr、　I　mの距離においてlOmrem／hr
放射線鍛率検査

A 【．歯性配線線曲率を→卸一ベイメrタ等で検査するQ 以Fであること。

BM　BU バスケット、中性チ吸収材等の存裡、形状等を目視に 変形・破損等の異常がないこと。

未臨界検査 A より検在する。

①　収納物の舛観、飼数等を検査する。 牢請書に記載された設計条件を満足し、かつ、外観に異常がないこと。

②　使用済燃料については、運転記録等により放射能 申請諏こ記載された設計条件を満足することD

BM　BU
強度、ウラγ1乗：llt、濃縮度、燃焼度、発熱猜、冷却

収納物検査 日数等を検査する。

A ③　新燃料については、1貢｛ill、濃縮度等を確認する。 串請、斐｝に記載された品川条件を満足すること。

1ゆ　燃料以外の冷却材等の収納物についてもその存在 申請｝重｝に記載された設計条件を満足すること。

及び｛1｝：等を検査する。

卜分に平衡に達した状態で82℃　（専用積載でない場合は50℃）以ドで
温度1則楚検査 BM　BU 放射性輸送物の表晦の温度を測建する。

あること。

ヘリウムリークテスト、加圧漏洩試験父は真空1試験等 漏洩率が申請曾に記載された値以ドであること。

気圏漏洩検資 B磁　BU によO漏洩率を検査する。，

圧力測建検査 BM　BU 圧力ξ｛等により放射性輸送物の内旺を検査する。 申講ll茎に記載された設謎条件を満足し、．．卜分に平衡状態に達していること。

　注．　BM、　B冒、　A：BM型輸送物、　BU型輸送物及びA型輸送物を示す。

鎖蕪遡鼻甑曝賛）覇姦遡§謹之2κo》｝逗藤胸耳ミ桑～蕊註e綴掴…鋸認（損寒畷ミ蝋類遡一申el） 朗騨



様式第マ

運　輸　大　距　　殿

放射性輸送物確認申請書

申請者の氏
名又は名称

住　　　所

連　絡　先

年　　月 日

　下記の放射性輸送物（以下「輪送物」という。）について、航空法施行規則（昭和27

年運輸省令第56号。以．ド「規則」という。）策194条第2項第2号に基づく輸送物の確

認をしていただきたいので、「放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸

送規糊について」（昭和53年2月18日付け空航第74号。以ド「通達一iという。）に従い

申請いたします。

記

1．輸送物の作成者の氏名父は名称及び住所

2．輸送容器の型式又は名称

3．輸送物の種類等

4．輸送物の概要

5．輸送物が規則及び「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」（昭和52

年運輸省告示第587号）に定める技術上の基準に適合することの説明

6．収納している放射性物質等の仕様

（1｝名　称

②核　種

（3｝重　量

（4）物理的、化学的性質

㈲　放射能強度（二種以上の放射性物質等が収納されている場合にあっては、その種

　類ごとの値及び合計値）

（6）核燃料物質にあっては、その他濃縮度、冷却日数、発熱量等の仕様に関する事項

（7）容器への収納方法

7　輸送制限個数及び輸送物の配列方法

＆　輸送物の輸送指数
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9．輸送時における取扱上の注意事項

10　輸送予定年月日

11　その他の特記事項

12通達記3（1）イの発送時検査を受ける場合には、当該検査を希望する場所及び露時

13通達記3（1）イの発送時検査の免除を希望する場合には、通達記3（1＞イD～llDのい

　ずれに該当するかの説明

九



様式第2

放射性輸送物輸送者指定申請書

運輸　大　臣　　殿

申請者の氏
名又は名称

住　　　所

連　絡　先

年　　月 日

　航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輪省皆示第587号）

第12条に規定する運輸大謹が指定する者として捲定していただきたく、「放射性物質及

び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について」（昭和53年2月ユ8β付げ空

航第74号）に従い申請いたします。

記

し　航空運送事業者としての免許又は許可を受けた饅付け及び当該免許又は許肖∫の番号

2．航空運送事業の概要

3．放射性物質輸送の実績（過表3年間）並びに当該輸送に係る輸送物の事故歴の有無

及び事故歴がある場合にあってはその事故の概要

4・放射性輸送物輸送管理体制

5・その他側記すべき事項
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様式第3

放射性輸送物輸送確認申講書

運　輸　大　臣　　殿

申請者の氏
名又は名称

住　　　所

連　絡　先

年　　月　　日

　別添の輸送計画書に記載する放射性輸送物の輸送につき、航空法施行規則（昭和27年

運輸省皿山56号）第194条第2項第2号に基づく放射性輸送物の輸送の安全性の確認を

していただきたく、「放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制に

ついて」（昭和53年2月18日付け空航第74号。以下「通達」という。）に従い下記のと

おり申聴いたします。

己帰言
η

1．通達記3②イの積載時検査を受ける場合には、当該検査を希望する場所及び日時

2．通達記3（2｝イの積載時検査の免除を希望する場合には通達記3（2）イD又はii）のい

ずれに該当するかの説明



様式第4

別　添　　　　　　　　　　輸　　送　　計　　画　　書

1．輸送の目的

2．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所

3．輸送人の氏名又は名称及び住所

4．予定輸送経路及び日時等

　（1＞出発空港名及び鵬発日時

　②　到着空港名及び到着日時

　（3）経由空港名及び経由琢時

（4）その他

5．輪目しようとする放射性輸送物（以下「輸送物」という。）

〈1｝輸送物の個数

　（2）輸送容器の型式叉は名称

　（3＞輸送物の種類等

　（4）輸送物の概要

　（5｝収納している放射性物質等の仕様

　　　　名称、核種、重量、物理的化学的性質、放射能強度、濃縮度、冷却臼数、

　　　　発熱量、容器への収納方法

（6）輸送物の輸送制限個数及び配列方法

（7）輸送物の表面及び表面から1メートルの距離における放射線最率

　（8）　輸送物の輸送指数

（91輸送物の表面からの平均熱放出率（ワット毎平方メートル単位で表わす。）

　qO｝輸送物の作成者の氏名又は名称及び往所

6、コンテナで輸送する場合

（1）コンテナの収納者の氏名又は名称及び住所

　（2）　コンテナの名称叉は型式及び主要諸元（長さ、編、高さ、重量、適合規格等）

　（3）　コソアナに収納する輸送物の個数、コンテナへの収納方法及び輸送容器の名称又

　　は型式

　（4）輸送物を収納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）の表面及び表面か

　　ら1メートルの距離における放射線董率

　（5｝　コンテナの輸送指数

㈲　コンテナの放射能面密度

　（7＞　コンテナの鰯数

　（8｝　コンテナの外観図
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7　航空機及び航空機への積載方法

（11航空機の概要

（2＞専用積載の場合にあってはその旨

（3＞航空機への積載方法及び固縛方法

鶴　輸送物を積載した航空機の表面及び表面から1メートルの距離における最大放射

　　線最率

㈲　積載した輸送物等の輸送揖数の合計値

8．輸送実施体制

（1｝輸送責任者及び輸送実施者の氏名等

（2｝貨物搭載要領

（3＞事故時の措置

9．その他



別記第¶ 放射性輸送物確認申請書記載要領

（唖紙・大…晦糊格酬・番・・、囎・け…．　　　繁
（2）・の隔送容器・型式又・名称」…輸送容器（脳容器」・…）設計辮結

　において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番号並びに「核燃料物質等の　質
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及
　運搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12月8日付け52安局第405号）　び

鷹づ・科学擁庁肝力安瀬長・行・囎録・繊翻・有す・齢こはそ・驚

　番号を記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物
（3）3の「輸送物の種類等」は、薮該輸送物が規購第194条第2項第2号本文及び告示　質
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　第2条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明及び下記の例に従い規則　よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　第194条第2項簗2号イ及び二に規定する種類を記載することb　　　　　　　　　　て

　　　例　・型輸送物（第・鰍分離輸送物）　　　　　麹
（4｝4のr輸送物の概要」は、①容器の材料、構造、②鍮送物の主要諸元（長さ、幅、　さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ
　高さ、総重最）、③容器の設計者名、製造者名、所有者名等を記載するとともに、荷　た

姿を示す無雑・灘・僻す…．　　　　　　律
（・）・研輸送物襯貝扱び「航空機は轍囲物欝備送脳1萌め・舗　霧

　（昭和52年運輸省告示第587号）に定める技術上の基準に適合することの説明」には、送
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規
　安全解析書を別紙として添付すること。ただし、過去に安全解析書が添付された輸送　継

物胴一の輸送物（型式及び種類並びに1臨される放射性物欝の三脚び数量力洞蔵

一で・・も・を…）・俄す・場合に・・当該麟の齢性・こつ・・騨・と・鴛

　まとめ記載することにより当該安全解析書の添付にかえることができる。　　　　　　　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通
⑥　6の「収納している放景性物質等の仕様」は、実際に輸送する放射性物質等のデ～　達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　タを記載することQ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ
（7＞　6，（1＞の「名称」には、当該放射性物質等の化学式についても記載すること。　　　　の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ
（8）　6．（4）の「物理的、化学的性質」には、当該放射性物質等が特男ll彩に該当するか否か

　及び気体、液体、嗣体のいずれであるかについても記載すること。

（91　11の「その他の特記事項」には、申講の時点でわかる範囲で放射性物質等の用途、

　発着地等を簡単に記載すること。

　　　例1　「○○発電所の○○炉用の燃料を舶嚇するため、○○から○○加工工場へ

　　　　　輸送する。」

　　　例2　「医療用大器照射線源とするため、○○事業所から○○病院まで輸送する。」

照



別記第2 放射性輸送物輸送者指定申請書記載要領
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（1）用紙の大きさは、段本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

（21代理申請の場含にあっては、申講者欄には本人たる撰定を受けようとする者の氏名

　又は名称及び住所も明記することQ

（3）2の「航空運送事業の概要」には、①資本金、②当該航空運送事業のための事務所

　その他の三1躁；所の名称及び所在地、③就航路線の起点寄航地及び終点並びにそれら相

　互間の顕離、④使用航空機の総数並びに各航空機の型式、国籍記号及び登録記号、⑤

　運航回数、⑥整備の施設及び運航管理の施設の概要、⑦航空従寮者の資格別の数及び

　運航管理者の数、⑧旅客及び貨物の年間輸送実績及びそのうち臼本発着の実績（過去

　5年闘）を記載すること。

㈲　3のヂ事故の概要」は、事故の日時、場所、事故の態様、被ばく者の数、事故の原

　困について記載すること。

（5）4の「放射性輸送物輸送管理体覇」は、放射性輸送物の輸送に係る施設の整備及び

　管理の状況、社内各部門閻等の通常時及び緊急時における連絡体制について記載する

　こと。

（6）5の「その他の特記すべき事項」には、近々の放射性物質等の輸送予定等を記載す

　ること。

五



別記第3 輸送計画書記載要領

1．用紙の大きさは、β本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

2・　1の「輪送の目的」は、輸送する放射性物質等の罵途、発着地等を簡潔に記載する

　こと。

　　　　例1　「○○発電所の○○炉用の燃料を加工するため、○○から○○加＝1：工場

　　　　　　へ輸送する。」

　　　　例2　「医療用大量照射淵源とするため、○○事業所から○○病院まで輪送す

　　　　　　る。」

3．4の（1）から（3）の「毘発日時」、「到着日時」、「経由日時」は日本時間で記載する

　こと。

4．4の（2）及び（3＞の「到着空港名」、「経由空港名」には予定される代替空港名も記載

　することQ

5．当該輪送物につき、放射盤輸送物安全基準適合確認書等の写：しを添付する場合は、

　5の働（ただし輸送物の主要諸元に関する記述及び荷姿を示す写真又は説明國の添付

　を除く。）、（5）及び⑯についてはこれを省略することができる。

6．　5の②から鱒については、輸送物ごとに記載すること。

7　5の②の「輸送容器の型式父は名称」は、輸送容器（以下「容器」という。）設計

　者等において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番号並びに「核燃料物質

　等の運搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12月8臼付け52安局第405

　号）に基づき科学技術庁原子力安全局長の行う容器登録の登録番号を有する場合には

　その番号を記載すること。

8．　5の（3｝の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規則第194条第2項第2号本文及び

　密示第2条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明及び下記の例に従い

　規則第194条第2項第2号イ及び二に規定する種類を記載すること。

　　　　例　　○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）

9．5の（4）の「輸送物の概要」は①容器の材料、構造、②輸送物の主要諸元（長さ、幅、

　高さ、総重量）、③容器の設計春名、製造者名、所有者名田を記載するとともに、荷

　姿を示す写真又は説明図を添付すること。

王0　5の｛5）の「収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輸送する放射性物質等の

　データを記載することD

11　5の㈲の「収納している放射性物質等の仕様」のうち、「名称」には化学式も、

　「物理的化学的性質」には特別形かどうか、気体、固体のいずれであるかも記載する

　こと0

12　6のドコソテナで輸送する場合」の記載事項（（7）を除く。）については、輸送物を

　収納するコンテナごとに記載すること。
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13．6の（8）の「コンテナの概観図」は三面図及び鳥鰍図によることとし、かつ、告示第

　23条に規定する標識又は表示が付され、又は行われていることを明示しうるものであ

　ること。

14．7の（1）の「航空機の概要」は、航空機の型式、並びに国籍記号及び登録記号、旅客

　機、貨物機（現に旅客が搭乗していない航空機をいう。）の別等を記載すること。

15．7の（3）の「航空機への積載方法及び固縛方法」は、積載位置（告示第14条第2項の

　旅客等が通常使用する区域への積載禁止、告示第16条の混載制限及び通達記2（6X口1の

　積載距離制限の遵守状況がわかる航空機貨物室の見取図を添付すること。）及び移動、

　転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損われないようにするための固縛方法等

　の措践並びに核燃料物質にあっては臨界防止のための措遣及びBM型輸送物及びBU

　型輪送物にあってはその表面の温度が50度を超えないようにするための措麗について

　記載すること。

玉6．8の（2＞の「貨物搭載要領」には、BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されている

　コンテナを輸送する場合にあっては、立会う専門家の氏名並びに放射線測定器及び保

　護具の携行状況についても記載すること。

貫　8の（3｝の「il敬時の措鐙」は、事故時の応急措置、連絡体罰等を記載すること。

七



○運輸省航空局通達（その2）

放射性輸送物輸送確認申請春各位

空　航　第531号
昭和53年7月　2G華ヨ

運輸省航空局技術部運航課長

　　　　　　　　　　放射性輸送物輸送確認串講書に添付する

　　　　　　　　　　「輸送計画書」の記載裏項等について

　航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56号）（以下「規則」という。　〉第194条第

2項第2号に基づく放射性輸送物の輸送の安全性の確認（以下「放射性輸送物輸送確認」

という。）のための放射性輸送物輸送確認申請書に添付する輸送計画書には、下記に示

す瑛項、説明等を記載して下さい。

　航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輪省告示第587号）

（以下「告示」という。）第20条の取扱方法等を記載した書類には、放射性輸送物輸

送確認に係る場合にあっては、別添1に示す璽項を記載して下さい。また、輸送計画書

8（3）事故時の措置は、別添2に示す措置を実施することとし、記載して下さい。

　なお、放射性輸送物輸送確認は、輸送人、及び、荷送人又は荷受人の連名にて申請し

て下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送の自的

　　輸送する放射性物質等の用途、発着地等。

　　緊急性の有無。緊急性を有する場合にはその説明。

2．荷送人及び荷受人の氏名叉は名称及び佐所

3．輸送人の氏名叉は名称及び住1所

4．予定輸送経路及び臼時傾く日時は臼本時間で記入すること。｝

　（1）　出発空港名及び繊発五時

　②　到着空港名及び到着碍時並びに代替空港名

　（3）経由空港名及び経由日時並びに代替空港名

　（4）その他、飛行経路（日本國内の部分については詳しく記入すること。）所要時間

　　等。

5．輸送しようとする放射性輸送物（以下「輸送物」という。）（②～a㊤については輸

　送物ごとに記入すること。）

　（1）輸送物の悩数。

　（2）輸送容器の型式又は名称b
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九

　　輸送容器（以下「容器」というG）設計者等において用いられる容器の型式又は

　名称及び容器の製造番号、並びに「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について

　（通達）」（昭和52年12月8廉付け52安局第405号）に基づき科学技術庁原子力

　安全局長の行う容器登録の登録番号を麿する場合にはその番号を記載すること。

（3）輸送物の種類等

　a．当該輸送物が規則第194条第2項第2号本文及び告示第2条に定める輸送許容

　　放射性物質等に該当することの説明。

　　　（繋響論敵魚蝋硯を添付する場鱗略するこ）

　b．輸送物の種類

　　　規則第194条第2項第2号イ及び二に規定する種類を下記の例に従い記載する

　　こと。

　　　例　○型輸送物（第○種核分裂性輸送物1

（4）　輸送物の概要

　a．容器の材料及び構造

　b．輸送物の主要諸元（長さ、幅、高さ、総用脚）

　C，容器の設計者名、製造高名、所有者名O

　d・荷姿を示す写真又は説明図

　　　荷姿を示す写真又は説明図は、告示第23条に規定する標識叉は表示が付し又は

　　行われていることを明示しうるものであり、かつ、次の説明を加えること。

　　　標識叉は裏示の種類。標識又は表示の箇所及び数。

　　　「専用積載」、総重量、「A型」、「B型」等の表示に該当又は不該当の説明。

　　　該当する表示については、それぞれの表示方法。

（灘欝ζ無難細書等の写しを添付す翻は諏び。につ）

（5）収納している放油性物質の仕様（実際に輪送する放射性物質等のデータを記載す

　ること。）

　　名称（化学式も記載すること。）核種、重量、物理的化学的性質（特別形放射性

　物質等であるかどうか、気体・液体・固体のいずれであるかの記載を含むこと。〉、

　放射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量、容器への収納方法。

（灘軽物懸適合確認書温しを添付一合は’翻ること）

（6）輸送物の輸送制限個数及び配列方法

　　配列方法は、臨界計算時の配列の制限叉は特定の一列方法を記載すること。

（7）輸送物の表面及び表面から1メートルの距離における放射線量率

　　最大放出線量率をミリレム毎時単位で記載すること。



　（8＞輸送物の輸送指数

　　　算定過程は7（4）に記載すること。

（9）輪転物の表面からの平均熱放出率　　　　　　　　　　　　放
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　射
　　　ワット毎平方メートル単位で記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸
⑬　輸送物の作成看の氏名叉は名称及び住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送

（祭響物購灘譜の乳を添鵬合蛸略すること）籔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確
6　コンテナで輸送する場合〔⑦を除き輸送物を収納するコンテナごとに記載することG＞認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申
ω野テナの収納都氏名又は名称及び住所　　　　　　　　　　請

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　（2）　コンテナの名称又は型式及び主要諸元（長さ、輻、高さ、重量、適合規格等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　・ンテナの名椒・型式…ソテナ・製儲・番号髄緻するこ・・　響

　　　コンテナの重機は規格上の最大重景（コンテナ自重＋積載物重量）及びコンテナ　す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　自重を記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遂　（3）コンテナに収納する輸送物の燭数、コンテナへの収納方法及び輸送容器の名称又
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計
　　は型式。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書
　（4）輸送物を収納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）の表面及び表面か　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　ら1メートルの距離における放射線量率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い

　　　最大放射線塗率をミリレム毎時単位で記載すること。測定方法又は算定方法の説　て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明も詑聾すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空
　（5）　コンテナ輸送指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通
　　　輪送指数のみを記載し、算定過程等は7（4）に記載すること。　　　　　　　　　　達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　（6）　コンテナの放射能面密度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ
　　　α線放出の有無、及びコンテナの表面の放射性物質の放射能面密度をμCi／（㎡単　璽

　　位で記載すること。測定方法又は算定方法の説明も記載すること。　　　　　　　　じ

　（7）　コンテナの綱数

　　　当該航空煽に積載する放射性輸送物を収納したコンテナの部数。

⑧　コンテナの外観図

　　　三面図、及び写真叉は導通図により、告示第23条に規定する標識又は表示が付し

　　叉は行われていることを明示し、かつ、次の説明を加えること。

　　　標識又は表示の種類Q標識父は表示の箇所及び数。

　　　「専用積載j等の表示、及びコンテナ標識に、それぞれ該当するかどうかの説明。

　　該当するものについては、それぞれの表示方法Q

7・航空機及び航空機への積載方法　　　　　　　　　　　　茜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　（1）航空機の概要

　　　航空機の型式、国籍及び登録記号、旅客機又は貨物機の別、旅客の搭乗の有無等

　　を記載すること。（葦囲及び登録記号については串請時点に確定しない場合は省略
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　することができる。　｝

②　専用積載の場合にあってはその獲

　　専嗣積載の場合には、当該航空機が一の荷送人により専用されることの説明、及

　び積込み及び取卸しが被曝防止の観点からを含め、荷送人又は荷受人の按示により

　行われることの説明。

（3）航空機への積載方法及び固縛方法

a　積載方法の説明

　の輸送物の積載方法及び固縛方法を決定する際に考慮した、飛行中輪送物積載

　　場所に作用する加速度及び非常着陸時に作用する加速度の説明Q

　　　飛行中に作用する加速度としては、耐空性審杳要領（米国連邦航空規則

　　FAR　Part　1及び23～35に準拠）に規定する運動荷重及び突風荷重に対

　　応ずるものとし、非常着陸時に作用する加速度としては、耐空性審査要領の非

　　常着陸状態の項に規帰する慣性力が作用するものとすることQ非常着陸時に作

　　扮する加速度は、耐空類別が飛行機輸送丁である飛行機にあっては、通常次の

　　値となる。

　　　　」ニ　　プヲ　　　　2．Og　　　　　　　　　　　前　　プァ　　　　9，Gg

　　　　側方　1．5g　　　下方　4．5g
　iD　Dの荷重による放射性輸送物識の移動、転倒、転落等の可能性、又は移動、

　　転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれる可能性についての説明。

　卿輸送中、1｝を考慮した混載物識の荷重により輸送物の安全性が損なわれる可

　　能性についての説閣。

　iv）放射性輸送物等の積載場所の説明。（説明図を添付すること。）

　V）放射性回送物等の輸送指数（算定過程は7（4）に記載すること。）

　　及び航空機客室の内面又は操縦室の隔壁若しくは床面からの距離の説明。（説

　　明器を添付すること。　）

b・臨界の防止

　D核燃料物質の輸送であるかどうかの説明Q

　lD核燃料物質の輸送の場合には次の措置の説明

　　　　積載された核分裂性輸送物の配列方法。

　　　　輸送物内への水の浸入に対する臨界防止措遣。

　　　　中性子吸収材又は中性子減速材の効力のそう失に対する臨界防止措置。

　　　　輸送爆睡における放射性収納物の配列の変化、叉は輸送物からの漏えいに

　　　　よって生ずる放射性収納物の配列の変化に対する臨界防止措置。

　　　　輸送物相互又は放射性収納物柑互の接近に対する臨界防生措置。

　　　　輸送物の水中又は雪中への浸漬に対する臨界防止措置。

　　　　温度変化に対する臨界煽止措置。



　
　
（

＆　輸送責任者及び輸送実施者の氏名等

（1）輸送責任港及び輸送実施者の琉名等

　　　当該輸送（日本國内での積込み取卸しを含む。　｝に係る実施責任者及び実施に当

　たる春の氏名等を記載すること。

（2）貨物搭載要領

　　a・取扱場所

　　　　　輸送容器又は密封装置の形状の変化に対する臨界防慮措置。

　　　　　その他、臨界に達する可能性の評価。

　c．混載劇限

　　D表面からの平均熱放出率。

　　　　混載物の有無。

　　　　表面からの平均熱放出率が15W／㎡を超えており、混載物が有する場合は、

　　　熱を除去する装置の設置文はその他の特別な措置の説明。

　　の　火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、引火性液体、可燃性液体等の放射性輸送物

　　　の安全な輸送を損うおそれのある物件との混載の有無。

　　　　申請時点で混載物を明らかにすることが困難な場合は、混載關限を遵守

　　　（細めにとら購轟時囎会社内の㈱囎を謝る）

　d　BM型輸送物及びBU型輸送物の輸送物表面の温度に対する措置（BM型輸送

　　物叉は3U型輸送物に該当する場合に記載すること。　）

　　の　輸送物確認の際の通常時試験後の輸送物表面の温度。

　　の輸送中、輸送物表面の温度が50℃を超えないことの説明、又は輸送物周囲の

　　　空隙の状態、カバー、又は上積みの有無、隣接する他の貨物の積上げ高さ及び

　　　天井との距離等の積載方法の説明Q

（4）積載した輸送物等の輸送指数の合計値

　a．輸送指数の算定

　　　告示第18条に従って、放射性輸送聞及び放射性輸送物が収納されているコンテ

　　ナの輸送指数を算定した過程、又は輪送指数を定める必要がないことの説明を記

　　載すること。

　　　コンテナの最大断面積を記載する必要がある場合は、最大断蔵積となるコンテ

　　ナの断面のとり方についても説明を加えること。

　b　当該航空機に積載する輸送指数の合計値、その箪式及びその他告示第19条によ

　　り必要となる説明。

1離農驚灘雛轟灘難論）
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一二

l

　　　（日本国内での積込み取舞し等についてのみ記載すること。）

　　　積込み取卸し等の取扱場所、方法等の説明Q

　b．BM型輸送物等の場合の専門家の立証・。

　　　（3M型輸送物等を日本国内で積込み又は取卸す場合についてのみ記載するこ

　　と。＞

　　P積込み、取卸しの際に立会わせる専門的知識を有する者の氏名、所属、資格

　　　及び必要な場合には経験。

　　iP立会時に携行する放射線灘定器の名称、検出できる放射線、及び検出範囲並

　　　びに立会い時に携行する保護具。

　c．取扱方法等を記載した謁類

　　　取扱方法等を記載した書類の名称を記載し、書類の写しを添付すること。書類

　　には別添1に示す事項が記載されていること。

（3）事故時の措置

　　別個2に示すように、輸送前に、事故処理の要領を定め、事故処理のための体制

　を整えておくこと。

　　輸送計顧書には次の事項を記載することQ

a．衷故処理のための体制の準備

　の　輸送中、放射性輸送物等の破損又は漏えい事故（以下「放射性輸送物等の破

　　堀川の事故」という。）が発生した場合に、当該機が空港到着後速やかに検査、

　　除染等を実施するため、並びに、輸送中当該航空機に、墜落等の消火話動若し

　　くは救難活動を必要とする航空機事故（以下「航空機の重大事故」という。）

　　又は航空機の重大事故その他消火活動若しくは救難活動を必要とするおそれの

　　ある状態（以下「緊急状態」という。）が発生した場合に、消火猛動及び救難

　　活動に適切な助言を与え、検査、除染等を実施するための放射線専門家の配備

　　状況の説明Q

　　　放射線専門家の氏名、所属、連絡先、資格等並びに担当空港及び担当地域。

　　　事故処理の際必要となる計測機器、並びに除染及びしゃへいのための器具の

　　準備状況の説明。

　iD輸送前に、嶺該機が放射性輪送物等を積載している旨の連絡が行われる航空

　　会社の一本国内の関係地方支所Q

　　　わが国の航空会社により輸送される場合には、輸送前に連絡が行われる国外

　　の関係支所についても記載すること。

b　事故処理要領

　の　事故等が発生した場合、その処理のための指揮系統。

　lD放射性輸送物等の破損等の事故の場合の措置。

　㈱放射性輸送物等を輸送中の航空機の重大事故又は緊急状態が発生したことを



　　　知った場合の連絡等の措置。

　　　M　放射性輸送物等を輸送中の航空機の重大事故時の措置Q

　　　V｝以上の措置の航空会被関係部署及び支所並びに配備した放射線

　　　専門家への周知状況の説明。

9．そ　の　他

　　その他特記すべき事項、参考となる事項があれば記載する。

別添て

　　　　　　「取扱方法等を記載した書類」の記載事項

　「取扱方法等を記載した書類」には以下の事項を記載することQ

（1）輸送物の種類、内容その他輸送物に関する事項

　9・

（2）輸送物の取扱方法

　　取扱い上注意すべき事項がある場合には、それを記載すること。

（3）輸送の方法その他輸送中に留意すべき事項

a．輸送物の種類

b　収納されている放射性物質等の名称

。．収納されている放射性物質等の数景

d．輸送容器の型式又は名称

e．輸送物の表諏及び表面から1メートル離れた位置における最大放射線鍛率

f．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所

　　その他の必要事項

　a　航空機内の積：載場所

　b　積込み地点及び取卸し地点

　C　放射性物質等の性状、物理的化学的性質等

　d　その他の必要事項

（4）事故が発生した場合の措置

　a　輸送中、放射性輸送山南の破損等が発見された場合の措置

　　D放射性輸送物等の破損等を引き起こした事故等により被害を受けた者がいる場

　　　合は、その者を救助し、瘍目、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをする。

　　iD破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁止とする。

　　醐破損等の発生した放射性輸送物等の近くにいた春を確認し、空港到着後汚染検

　　　査等を受けるよう指示する。

　　iv）飛行中にあっては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措置をとるQ

　　VI航空会社内関係部署及び必要な場合には航空管舗機関に対し、空港到着後実施

　　　する検査、除染等の準備を行うよう通報する。

　　vD放射性物質が付着した衣服又はそのおそれのある衣服はプラスチッヒクバッグの

放
射
性
輸
送
物
輸
送
確
認
申
請
書
に
添
付
す
る
輸
送
凱
訂
画
書
に
つ
い
て
（
航
空
局
通
達
i
そ
の
二
）

三
四
四



放
射
性
輸
送
物
輸
送
確
掬
恥
申
講
書
に
添
付
す
る
輸
送
計
画
書
に
つ
い
て
（
航
空
局
通
達
…
そ
の
二
）

「
甦
五

　　中に入為る。

b　輸送中、航空機が、墜落等の航空機事故のおそれのある事態、消火猛動、救難活

動を必要とするおそれのある事態等の緊急状態に陥った場合の措置

　D航空交通管制機関に対し、放射性輸送物等を積載している旨通報する。

　の航空会社内関係部署に通報し、地上での措置又はそれに必要な準備を行わせる。

別添2

　　　　　　　　　　放射性輸送物等を輪畠中の事故時の措置

　放射性輸送物等を輸送中に、事故等が発生した場合には、次の措麗を実施することQ

また、これらの措置を速やかに実施できるよう輸送前に必要な準備をしておくこと。

（1）舷空機内での放射性輸送物等の破損等の事故

a。地上の塩故対応体欄の準備

　i）荷送人若しくは荷受人、又は甑空会社は、放射性輸送物等の輸送中、航空機内

　　で放射性輸送物等の破損等の事故が発生した場合に、当該機が空港到着後速やか

　　に、放射性物質により汚染した港及び、放射線により被ばくした者並びにそれら

　　のおそれ，のある者の適切な管理及び検査、機体の汚染状況の検査並びに除染を実

　　施できるよう、輸送醜に放射線専門家を手配し連絡先を明らかにしておく。また、

　　必要となる計測機器及び除染のための器具を準備しておくQ

　lD　D項の手配及び準備は影該航空機の出発空港、経由する空港、到着空港及び代

　　替空港のうち日本国内にあるものについて行うこと。

　m）航空会社は、輸送前に、その関係地方支所（出発地、経由地、到着地、代替空

　港所在地及び飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送物等を積載

　　している旨連絡をしておく。

　　ただし、外国航空会社にあっては、その関係地方支瞬のうち日本蛸脚にあるも

　　のについてのみ連絡をしておけばよいQ

b　事故晴の機内での措蹟

　輪送中、航空機内で放射性輸送物等の破損等が発見された場合には、次の措置を

実施する。

　P放射性輸送物等の破損等を引き起こした箏故等により被審を受けた者がいる場

　合は、その者を救助し、傷Q、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをする。

　の破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁止とする。

　m破損等の発生した放射性輸送物等の近くにいた者を確認し、空港到着後汚染検

　査等を受けるよう指示する。

　iv｝飛行中にあっては、機長は必要に応じ緊憩着陸等の措遣をとるQ

　V）航空会社内関係部署及び必要な場合には航空管舗機関に対し、空港到着後実施

　する検登、除染等の準備を行うよう通報する。



　　Vn放射性物質が付着した衣服又はそのおそれのある衣服はプラスチック・パック

　　　の中に入れる。

　C．空港到着後の措置

　　P放射性輸送物等の破損等の事故の通報を受けた航空会社等は、itドMの措置

　　　を実施するため、当該機の着陸空港に放射線専門家を派遣する。

　　繭）放射性物質により汚染した者及び放射線により被ばくした者並びにそれらのお

　　　それのある春に対し、放射線専門家により適切な管理及び検青を行う。

　　頭｝放射線専門家により、速やかに機体の汚染状況を検査する。

　　M汚染された機体、装備晶、場所等はすべて、放射線専門家により可及的速やか

　　　に、そして再使用される前に除染する。

　　V）必要に応じ事故後定期的に汚染した場所の検杳を行う。

　　vi）事故報告書を作成し、航空局技術部運航課に提出する。報告書には、事故の原

　　　因、事故に際し講じた措置、事故の状況及び事故に関係する事実の評価に有用で

　　　あり事故防止5こは事故措置の改善に役立つようなその他の関連データを記載する。

②　航空機の重大事思及び緊急状態

　a．地上の事故対応体中の準備

　　の　荷送人若しくは荷受人、又は航空会社は、当該放射性輸送物等の輸送中、当該

　　　航空機に航空機の璽大事彊弩は緊急状態が発生した場合に、救助活動、消火活動

　　　等に対し適切な助言を与え、1放射性物質により汚染した者及び放射線により被ば

　　　くした者並びにそれらのおそれのある者の適切な管理及び検査を行い、機体叉は

　　　事故現場等の汚染状況を検査し除染を行うことができるよう、輸送前に放射線専

　　　門家を手配し連絡先を明らかにしておく。また、必要となる計測機器並びに除染

　　　及びしゃへいのための器具を準備しておくQ

　　iD　D項の手甲及び準備は、当該航空機の飛行経路（代替空港への飛行経路を含む）

　　　のうち日本国内の部分について行うこと。

　　iiD　航空会社は、輸送前に、その関係地方支所（出発地、経由地、到着地、代替空

　　　港所在地及び飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送物等を積載

　　　している旨連絡をしておく。

　　　　ただし、外国航空会社にあっては、その関係地方支所のうちB本圏内にあるも

　　　のについてのみ連絡をしておけばよい。

　b　緊急状態発生時の機内での措麗

　　　放射性輪送物等を輸送中の航空機が緊急状態に陥った場合は次の措置を実施する。

　　D　航空交通管制機関に対し放射性輸送物等を積載している旨通報する。

　　ii）航空会社内関係部署に通報し、地上での措麗又はそれ，に必要な準備を行わせる。

　c　緊急状態発生時及び航空機の重大事故時の連絡

　　　航空会社等は、放射性輸送物等を輸送中の航空機に航空機の重大事故又は緊急状
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態が発生したことを知った場合は次の措置を実施する。

　の　航空局技術部運航課及び関係地方空港事：務所に対し、当該機が放射性輸送物を

　　積載している旨通報するQ

　iD　航空機の重：大事故が空港外で発生した場合には、闘係救難援助機関に対し、当

　　該機が放射性輸送物等を積載している旨通報する。

　㈱　放射線専門家と連絡をとり必要に応じ事故現場等へ派遣するとともに、消火活

　　動、救難活動、事故処理等の薇で必要な措置があれば、直ちに、1）項及びID項の

　　機関等に対し通報する。

d．事故後の地上での措置

　D　事故現場では放射線専門家により、次の措置を実施する。

　　○　救難活動、消火活動等に適切な助言を与える。

　　○　放射性物質により汚染した考、及び放射線により被ばくした巻、並びにそれ

　　　らのおそれのある者に対し適切な管理及び検査を行うQ

　　O　機体、事故現場等の汚染状況を検査する。

　　○　すべての汚染された機体、事故現場等を可及的速やかに、そして再使用する

　　　前に除染する。

　iD　事故後必要に応じ寒期的に汚染した場所の検査を行うQ

　iii）緊急状態又は事故についての報告書を作成し航空局技術部運航課に提出する。

　　報告書には、放射性輸送物等に関し、事故等の状況、講じた措置、及び事故等の

　　評価に有用であり、以後の事故防止又は事故措難の改善に役立つようなその他の

　　関連データを記載すること。
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○運輸省航空局通達（その3）

放射性輸送物確認申請春　各位

空　航　第530号
昭和53年7月　18日

運輸省航空局技術部運航諜長

　　　放射性輸送物確認串請譲に添付する「安全解析書」の記載事項等について

　航空法施行規則（昭和27年運輸省曲目56号）第董94条第2項第2号に基づく放製性

輸送物の確認のための放射性輸送物確認申請書に添付する安全解析書には下記に示す事

項、説明等を記載して下さい。

　ただし、2－2～2－4は核分裂性輸送物の場合のみ、3－1～4－7はBM型輸送

物又はBU型輸送物の場合のみ、4－8～4－11はBM型輸送物の場合のみ4－12～4

d7はBU型輸送物の場合のみ、並びに2－4イ～ハ及び3－2ロ～トは該当するもの

についてのみ記載して下さいQ

　また、放射性輸送物確認申請に当たり、「放射性物質及び放射性物質によって汚染さ

れた物件の輸送規制について」（昭稀53隼2月18日付下航第74号）記3（1）イ（1）に該

当するため運輸大駆による発送時検査の免除を希望する場合は、輸送しようとする者が

実施する発送時検査について、日時、場灰及び詳しい内容を放射性輸送物確認申請書に

記載して下さい。

　なお、下記で「告示」とは「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭

和52年運輸省告示第587号）をいいますQ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1・輸　送　物

　1－i　輸送容器の型式又は名称

　1－2　収納する放射性物質等の名称

　1－3　収納する放射性物質等の重量及び放射能強度

2，核分裂性輸送物

　2－1　核分裂性輸送物に該当又は不該当であることの説明（告示第9条〉

　　　　　　核分裂性物質を含む場合には、それらの核種及び量。

　　　　　　天然ウラン又は劣化ウランである場合にはその旨。

　　　　　　核分裂性物質を含まない場合には、収納する放射性物質等に含まれる核種

　　　　　　の説明。

　2－2　甲条件（告示　別記第2）

　　　　イ、水の吹きつけ試験
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　一

ｼ
九

　　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　　水の吹きつけ強さ、吹きつけ時間、吹きつけの方向、及び吹きつけの均一

　　　　性の説明。

　　　P　自由落下試験

　　　　実験、解析思いずれの証明方法によったかの説明。

　　　　試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説

　　　　明。

　　　　輸送物重鍛（kg）及び落下高さ（m）Q

　　　　最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。

　　　　試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明。

　　　ハ　圧縮試験

　　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明◎

　　　　試験蔚の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説明。

　　　　輸送鰻重景（kg）、輸送物の鉛置投影双海（e㎡）及び加えた荷重（kg）の

　　　　説明。

　　　　　荷重を加えた時間及び、撫えた荷璽の均一性の説明。

　　　二．貫通試験

　　　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　　試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む〉、又は計算条件等の説明。

　　　　供試物を置いてある試験台の説明。特に試験台は試験中動きにくく、試験

　　　　台上面は固くてなめらかな水平面であることの説明Q

　　　　　試験に用いる棒の説明Q特に、重量、直径、先端の形状及び強度の説明Q

　　　　落下方法、落下高さの説明Q

　　　　輸送物の最も弱い部分に落下させていることの説明。

2－3　乙条件（告示、別記第4）

　　　イ　落下試験1

　　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　　落下高さ。

　　　　最大破損を及ぼすように落下させていることの説明Q

　　　　試験台の説明Q特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明。

　　　・　落下試験巨

　　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　　試験台の説明。特に試験台上面はなめらかな水平面であり、垂直に固定さ



　　れた直径15㎝、長さ20㎝の軟鋼丸捧の上端面であることの説明。

　　落下高さ。

　　最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。

　落下試険1及び落下試験昼は、次の耐火試験で輸送物が最大の破損を受ける

　ような順序で行われていることの説明。

ハ　耐火試験

　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　温度及び試験時間。

　　加熱停止後の冷却についての説明。

2－4

　　　イ．

　　　　　甲条件の下に置いたものを、任意の配列方法で任意の個数積載しても臨界

　　　　　に達しないことの説明Q

　　　　　乙条件の下に博いたものを、任意の配列方法で任意の欄数積載しても臨界

　　　　　に達しないことの説明。

　　　ロ，第二種核分裂性輸送物の場合

　　　　輸送制限個数。

　　　　　甲条件の下に置いたものを、任意の配列方法で輸送制限偶数の5倍の欄数

　　　　積載しても臨界に達しないことの説明。

　　　　　乙条件の下に置いたものを任意の配列方法で輸送制限倒数の2倍の僧数積

　　　　載しても臨界に達しないことの説明。

　　　ハ．第三種核分裂性輸送物の場合

　　　　輸送舗限欄数。

　　　　　甲条件の下に置いたものを、特定の配列方法で輸送制限傭数に等しい欄数

　　　　並べた集積とし、これを二組接近させても臨界に達しないことの説明。

　　　　特定の配列方法の説明。

　　　　乙条件の下に置いたものを、任意の配列方法で輸送制限僧数に等しい個数

　　　　積載しても臨界に達しないことの説明。

3．BM型輸送物又はBU型輸送物

　3－1　特別形放射性物質等であるかどうかの記載。（告示第4条及び別記第一）

　　輸送物を形成する材料の燃焼の有無、及び燃えた場合はその後の処置の説明。添

二　浸漬試験

　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　試験前の供試物の状態、叉は計算条件等の説明Q

　　浸二種さ、浸漬時間等浸漬方法の説明。

　核分裂性輸送物の分類（告示第10条）

　　第一種核分裂性輸送物の場合
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三
惑

　　　特鋼形放射性物質等である場合には、固体状の放鮒性物質等又はカプセルに

　　密封された放射性物質等のいずれであるかの説明及び以下の説明Q

　　　イ．外接する直方体のうち最小のものの寸法。

　　　ロ。以下のハ～トの試験に用いる供試物の説明。

　　　ハ　衝撃試験

　　　　試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明。

　　　　落下高さ。

　　　　供試物の損壊の状態。

　　　二．打撃試験

　　　　　試験に旧いた、供試物を置く鉛板の説明。特に、厚さ及び表面の状態。

　　　　　衝撃力の強さ。

　　　　　鋼製丸棒の寸法及び打撃方法。

　　　　　打撃が最大の破損を及ぼすように行われていることの説明。

　　　　供試物の損壊の状態Q

　　　ホ．蘭げ試験

　　　　輸送物の寸法及び曲げ試験を行う必要性の説明。

　　　　　曲げ試験が必要な場合には、跨げ試験に関する以下の裏項。

　　　　　供試物の水平面への固定方法。

　　　　衝撃力の強さ。

　　　　使用する鋼製丸棒の寸法。特に平端面の直径及びその角の半径。

　　　　　打撃が最大の破損を及ぼすように行われていることの説明Q

　　　　　供試物の損壌の状態。

　　へ．加熱試験

　　　　試験方法の説明。特に温度及び試験時間。

　　　　　供試物の溶融又は分散の状態。

　　　ト．浸漬試験

　　　　固体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除く。）の場合。

　　　　試験方法の説明。水中への浸漬時間又は期間、水の温度、空気中への放置

　　　　期間、空気の温度及び湿度、並びにそれらの試験の順序。

　　　　　水中への放射性物質の漏えい量及びその測走方法。

　　　　　カプセルに封入された放射性物質等の場合。

　　　　試験方法の説明。水中への浸漬時間、水の温度、空気中への放置期間、空

　　　　　気の温度、及びそれらの試験の順序。

　　　　　水中への放射性物質の漏えい量及びその測走方法。

3－2　A玉値引はA2値の決定（告示別表第一～鋼表第六）

　　イ．A1尚又はA2値の決定方法が、告示別褒第一～鋼褒第六のいずれによるか



　　の説明。

口．告示別表第一による場合

　　核種。特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　A1値又はA2値

　　告示別表第＝二による場合

　　核種。特別形放射樵物質等であるかどうかの別σ

　　A1値叉はA2値及びその決定過程の説明。崩壊形式、半減期、粒子エネル

　　ギー、娘核種、娘核種の半減期、「のうち必要なものを記載すること。

二．告示別表第三による場合

　　原子番号82以上の放射性物質が含まれているかどうか、及びその説明。

　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　A1値又はA2値

ホ・告示別表第四による場合

　　種類が明らかな核種及びその崩壊形式。

　　α線を放出する放衆性物質の脊無。

　　核分裂生成物であるかどうかの別。

　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　A1値又はA2値

　　　へ．告示別表第五による場合

　　　　　放射性物質の種類及び種類別の数景の全部が明らかであるかどうかの別。

　　　　　種類が明らかな核種及び種類別の数量（Cl）

　　　　　個々の核種等に対する男ij表第一、別表第二、又は別表第三のうち該当する

　　　　　ものに掲げる数鍛（Cil及びその決定過程。

　　　　　別表第五中の算式を講たすX！、X2……Xn及び該当する場合にはy及び

　　　　　その算式。

　　　　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　　　ト．告示別表第六による場合

　　　　　親核種。親核種の半滅期。崩壊系列G系列中半減期が最大の娘核種及びそ

　　　　　の半減期。

　　　　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　　　　上記口、ハ、又はへと同じ要領でA1値又はA2値及びその決定過程の説明。

　3－3　BM型輸送物又はBU型輸送物であるかどうかの説明く告示第5条）

　　　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　　　放射性物質等の放射能の量及びA1値叉はA2値。

4．BM型輸送二又はBU型輸送物の技術上の基準への適合性

　4－1　輸送物に外接する直方体のうち最小のものの三辺の長さ
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釜

4－2　取扱いの容易性、安全性

　　　イ．輸送物の総重量

　　　　総重量が50kg以下のものは手で、5醜gを超えるものは機械的手段により

　　　　　安全に取扱えるものであるかどうかの説明。

　　　ロ．輸送物の吊上げ用具は、急激な吊上げに対しても耐えうるものであるかど

　　　　　うかの説明。

　　　ハ・吊上げ用具と間違えられるおそれのある付属物等が取り外されている、み

　　　　　だりに利用できない状態である、又は、間違って禺上げても吊上げ用具と

　　　　　して必要な程度以上に安全な構造であるかどうかの説明。

　　　ユ、輪並物の外野の状態。特に雨水がたまりにくく、除染が容易であり、かつ

　　　　　突出物のない構造であるかどうかの説明。

　　　ホ・輸送中、輸送物に取り付けられる装撮の有無、及び有する場合には、それ

　　　　　らの輸送物の安全性に対する影響。

　　　へ・その飽、取扱いの容易性、安全性について特記すべき事項Q

4－3　輸送料の亀裂、破損等の可能性

　　　イ・輸送中予想される温度変化の輸送容器の材質に対する影響。

　　　ロ・輸送中予想される加速及び振動の輸送容器に対する影響。

　　　　　振動については、ボルト、ナットその他の締具のゆるみを紡ぐための措

　　　　　縫製を記載する。

　　　ハ・輸送容器の材質と材質、又は材質と放射性収納物との間の物理的、又は化

　　　　　学的な作用。

　　　二・密封装置の締具の説明。特に、輸送中偶然又は輸送物の内圧により開く可

　　　　　能性の検討。輸送中に予想される温度及び内圧により密封装置に働く応力。

　　　ホ・密封装鷹が輸送容器から取り外せる場合には、輸送容器から独立した締具

　　　　　で確実に閉ざすことができるかどうかの説明。

　　　へ．圧力逃がし弁以外で放射性収納物が外に出る可能性のある弁の禽無。輸送

　　　　　容器がそのような弁を有する場合には、誤操作による漏れの可能性、及び

　　　　　漏れを防ぐ保護具の説明。

　　　ト・放射線しゃへい体が輸送容器から取り外せるかどうかの説明。取り外せる

　　　　場合にはその締具の説明。

4－4　開i封に対する措置

　　　　みだりに開封されないための措置。

　　　　　開封された場合に、それが明らかであるかどうかの説明。

4－5　表面の放射性物質の放射能面密度

　　　　　α線放出の有無。

　　　　輸送物表面の放粥性物質の放射能面密度（μCi踊｝、及びその測定方法



4－6

4－7

4－8

　又は算定方法。

最大放射線量率

　輸送物表面及び表面から1メートル離れた位麗における最大放射線量率

　（ミリレム／時）、及びその測定方法叉は箕走方法。

輸送物中に収納叉は包装されている書類及び物毎の説瞬。

告示別記第三の条件

イ
ー
ロ

ノ、　．

ホ．

水の吹きつけ試験

自由落下試験

圧縮試験　　　　　　2－2　甲条件の記載要領に従って記載すること。

貫通試験

環境試験

実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

試験萌の供試物の状態、文は計算条件等の説明。

試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間Q

4－9　銭示別記第三の条件の下に置いた場合の輸送物の状態。

イ
・
口

ノ、　，

表面の最大放射線量率（ミリレム／時）、及びその灘走方法又は算定方法。

放射性物質のi時間当たりの漏えい鍛（Cl＞及びその測定方法又は箪定

方法、並びにA2値。

日蔭での表面の温度（℃）、及びその灘定方法認は算定方法。

当該輸送物を専用積載で輸送する予定の有無。

表面の放射性物質の放射能面密度。α線放出の有無Q

輸送物表面の放射性物質の放射能闘密度（μCiノ蜜）、及びその測定方法

又は舞定方法。

4－10

　　イ・落下試験1

　　・．落下試験且

　　ハ．耐火試験

　　二．浸漬試験

　　ホ．環境試験

告示別記第四の条件

2－3　乙条件の記載要領に従って記載すること。
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　　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　　試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間0

4－11　告示鋼記第四の条件の下に置いた場合の輸送物の状態。　　　　　　　　　　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四　　　イ　表面から1メートル離れた位置における最：大放射線量率（ミリレム／時〉

　　　　及びその瀦定方法又は算定方法。

　　　ロ　放射性物質の1週間当たりの漏えい量（Cil及びその測定方法又は算定
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　　　　方法並びにA2値。

4－12　告示別記第五の条件

クリプトン85にあっては、その旨の記載。

イ．水の吹きつけ試験

ロ・自由落下試験

ハ．圧縮試験　　　　　　2－2　甲条件の記載要領に従って記載すること。

二．貫通試験

ホ．環境試験

　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　試験方法の説明Q特に試験温度及び放置時間。

4－13　告示別記第査の条件の下に鍛いた場合の輸送物の状態。

イ
ロ

表面の最大放射線割田（ミリレム／時）、及びその測定方法叉は算定方法Q

放射性物質の1時間当たりの漏えい量（Ci）及びその測定方法父は算走方

法、並びにA2値G

日蔭での表面の温度（℃）、及びその測定方法又は算定方法。

当該輸送量を専絹積載で輸送する予定の有無。α線放出の脊無Q

輪上物表面の放射性物質の放射能薗密度（μCi漁曲、及びその測定方法

又は算定方法。

4－14　告示別記第六の条件

　　　イ．落下試験1

　　　・．落下試験且

　　　ハ．耐火試験　　　　　　2－3　乙条件の記載要領に従って記載することQ

　　　二。浸濱試験

　　　ホ．環境試験

　　　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　　　試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間。

4一焉　告示鋼記第六の条件の下に置いた場合の輸送物の状態

　　　イ．表面から1メートル離れた位羅における最大放射線燈率（ミリレム／時）

　　　　　及びその測走方法又は算定方法Q

　　　ロ．放射性物質の1週間当たりの漏えい量（Ci＞及びその測定方法又は算定方

　　　　　法並びにA2値0

4－16　内部の気体のろ過又は放射性物質等の冷却のための装置、構造等及び特別な

　　　操作の有無。有する場合にはその説開。

4－17最高使用圧力（ヒg・毛㎡）及びその測定方法又は算定方法。



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

晶
律智

癖
百二

題
宙
舘
〕

最
終
姦
淫
　
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
六
号

（
毯
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
漂
子
力
基
本
法
（
紹
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利
用
が

　
平
和
の
昌
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
題
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
こ

　
と
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を

　
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及

　
び
運
転
等
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

　
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
国
際
規

　
制
物
資
の
使
用
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
故
届
）

第
六
十
三
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
春
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

　
る
巻
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
嗣
じ
。
）
　
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
老
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
に
つ
い

　
て
盗
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

　
旨
を
警
察
宮
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
六

（
危
険
時
の
措
置
）

第
六
十
四
条
　
製
錬
事
業
者
、
繍
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
巻
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
裏
業
者
及
び
使
用
者
（
以
峯
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業

　
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
老

　
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
叉
は
原
子
炉
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の

　
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
又
は
漂
子
炉
に
よ
る
災

　
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
危
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
萌
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
宮
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
二
叉
は
運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
場
合
に

　
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の

　
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
製
錬
施
設
、
撫
工
施
設
、
原
子
炉
施

　
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
の
使
用
の
停
止
、
核
燃
料
物
質
の
所
在
場

　
所
の
変
更
そ
の
他
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
製
錬
事
業
者
　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
（
第
五
十
八
条
の

二
に
規
定
す
る
廃
棄
（
以
下
「
事
業
所
外
廃
棄
」
と
い
う
。
）
　
に
係
る
場

合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
第
五
十
九
条
の
蒼
蒼
～
項
に
規
定
す
る

運
搬
及
び
船
舶
叉
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と

い
う
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）



　
二
　
加
工
事
業
者
、
再
処
理
事
業
春
及
び
使
用
巻
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
核

　
　
燃
料
物
質
の
保
管
又
は
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
　
内
閣
総
理
大
臣
（
事
業

　
　
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
叉
は
運
輸
大
臣
）

　
三
　
原
子
炉
設
置
者
　
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の
区
分

　
　
に
応
じ
、
．
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
締
（
事
業
所
外

　
　
廃
棄
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
　
学
舎
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

　
四
　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
　
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外
廃
棄
に
係
る
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内

　
　
閣
総
理
大
距
又
は
運
輸
大
臣
）

（
立
入
換
査
等
）

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
暑
等
の
区
分

　
（
核
原
料
物
暫
　
使
用
者
並
び
に
国
際
規
欄
物
資
使
用
者
及
び
第
六
十
｝
条
の

　
三
第
一
項
各
号
の
～
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
轟
該
各
号
に
規
定
す
る
者

　
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内

　
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

　
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

　
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
．
っ
て
は
、
警
察
職
員
）

　
に
、
製
錬
事
業
考
、
茄
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航

　
者
、
再
処
理
事
業
春
、
使
罵
巻
、
核
原
料
物
質
使
用
者
又
は
国
際
規
簡
物
資

　
使
用
者
若
し
く
は
第
六
十
｝
条
の
三
纂
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
凍
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所

　
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
舶
）
に
立

　
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係

　
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
り
、
核
原

　
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
・
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
鍵
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
七
十
八
条
　
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
者
は
、
　
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
十
　
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
岡
条
第
三
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
八
十
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
六
　
第
六
十
八
条
第
一
曲
弾
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し

　
　
く
は
垂
込
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳

　
　
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

三
五
七



核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
間
す
る
規
則

　
○
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
　
　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

桒
i
封
総
ﾗ
細
峡
舶
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
湖
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
　
年
法
律
第
否
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
第
｝
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃

料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
概
に
関
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
暁
に
お
け
る
措
鐙
に

　
　
　
関
す
る
規
則

1
　
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
糊
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
軍
費
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
Q
）
第
六
十
四
条
第
一

　
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
錬
喫
業
者
、
撫
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
春
、
外

　
麟
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
「
事
業
者
等
」

　
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
工
場
又
は
事

　
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
の
運
搬
中
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質

　
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料

　
物
質
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
父
は
発
生
し
た
場
合
に
お

　
い
て
は
、
塵
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
第
鴛
十
九
条
の
二
第
一

　
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
。
）
を
講

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌

　
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
簸
－
、
軽
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機

｝
垂
八

　
　
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が
起

　
　
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
、

　
　
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
官
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ

　
　
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
圏
に
は
な
わ
張
り
、
標

　
　
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
晃
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
　
以
外
．
の
春
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近
に

　
　
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の
広

　
　
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
虫
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
難
訓
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

　
　
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
｝
条
第
五
号
に
規
定
す
る
従

　
事
者
の
う
ち
男
子
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
お

　
け
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、
書
置
第
十
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
長
官
の
定
め
る
放
射
線
髭
と
す
る
。

　
ω
　
核
燃
料
物
質
等
事
業
所
外
運
搬
告
示
第
二
十
四
条
（
緊
急
作
業
に
係

　
　
　
る
許
容
被
ば
く
線
量
）
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放
射
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位
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等
の
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図　放射性同位元緊等の運搬に関する墓本体系

放射性同位元素等の運搬

内の所業事は場工

外の所業事は場工

陸上輸送 簡易運搬

科学技術庁原子力安全局

轍τ犠
簡易運搬、車両運搬の

経路、日時等の届出等

　経路、

同
同

　一H　　方法一運　局

航空輸送

上
上

日時等の届出等一一海上保安庁管区海上保安本部

（注）危階羅・つ・昭ま｛ 事業所内運搬一科学技術庁

運輪省自動車局、鉄道監督局

　　　　　　　｝

都道府県公安委員会

運輪雀航空局

事業所タト運搬一一一一科学技術庁、　運輸雀

｝・秘・て…

臼1｛（1



蝋目

騒　放射性同位元繁等の輸送に関する規制法令

（府省令〉 （告　示）

放射線を放出する同位元素の数量等を定める告示
k35年科学技術庁告示第22号）

放射性岡位晃素等による放射線障害の防．lkに
ﾖする法律施行規即
i　3　5年総遣1府令第5　6号）

指定機構確認機関等に関する規則
i55薙総理府令第61帰）

鞭鵬整澱差聴講難雛題蚕芝欝薯抜穂上の基準に係る細目等を定める告示（55年科学技術庁告示第9号）

放射性同位元雍等茸：［両運搬規員lj

i52年運輸省令第33号） 放射性同位元素又は放射性岡位元素によって汚染さ
黷ｽ物の工場又嫁箏業断における運搬等に関する按
p上¢基準に係る細幽間を定める告示
i56年科学技術庁告示纂10場）

　　　　放射線障害防止法

厲ﾋ性瞬位元凹凹による放射線障警の防．i｝二に

ﾖする法律
i32年法捧第167号）

指定運搬方法確認機関に関する省令
i56年運輸省令第24彗）

放射触澗位元素等の運搬の届出等に関する総
摯{令
i　5　6年条歪≧至出府令嗣3　0　事≡｝）

放琳性同位死素等の事業所外運搬に係る危険
桙ﾉおける措殿に関する規則
i　5　6無運輸雀二四2　2母）

、

船舶安全法（8年法律第11帰〉
山面物船舶運送及び贈蕨規則
（32惹奉唱運輪雀色第30号）

船舶による放射性物質等の運送基準の細翻等を定め
る告示
（　5　2年運輸省告示第585墾｝〉

船舶による危険物の運送蕊準等を定める齋示
（　5　4年運輸省告オ≒第549号）

航　　　空　　　法　（27葬法律第23P3） 航説法施行規脳
i　2　7有三運輸二二第5　6　う≡｝〉

航塞機による放射性物質等の輸送基雛を定める告示
i　5　2年運輸雀蟹示第587号）



（
A
　
陸
上
輸
送
関
係
法
令
）
A
の
…
　
工
場
又
は
嘉
業
所
内
の
還
搬
関
係

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔
ｺ
和
ご
一
十
二
年
詣
ハ
月
十
日
法
律
紬
第
一
白
⊥
ハ
十
七
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
五
年
五
月
一
九
日
法
律
第
五
二
号

（
羅
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
躬
性
嗣
位
元
素
の
使
絹
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
絹
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
屠
的
と
す

　
る
。

（
運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
春
は
、
放
射
性
岡
位
元
素
又
は

　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
工
場
又
は
事
業
所
（
硬
用
者

　
に
あ
っ
て
は
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
、
機
器
設
置
施
設
又
は
廃
棄
施
設
を
設

　
鐙
し
た
工
場
又
は
事
業
所
、
販
売
尊
老
に
あ
っ
て
は
詰
替
施
設
、
貯
蔵
施
設

　
又
は
廃
棄
施
設
を
設
発
し
た
販
売
所
、
廃
棄
業
者
に
あ
っ
て
は
廃
棄
物
詰
替

　
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
又
は
廃
棄
施
設
を
設
置
し
た
廃
棄
事
業
所
を
い
う
。

　
以
下
周
じ
。
）
に
紅
い
て
運
搬
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る

　
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
放
射
線
障
害
の
防
比
の
た
め
に
必
饗
な
措
羅
を
講

　
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
警
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
放
射
性
周
位
元
素
又
は

　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が
岡
項

　
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
早
馬
港
、
販
売

　
業
者
又
は
廃
棄
業
者
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
の

　
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
危
険
時
の
措
概
）

第
三
十
三
条
　
使
用
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
岡
位
元
素
若
し
く
は
放

　
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
干
は
放
射
線
発
生
装
置
に
麗
し
、

　
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
障
害
の
お

　
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
総
理
府
令
（
放
射
性
嗣
位
元
素
又
は
放
射
挫
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に

　
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
。

　
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
筋
目
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁
長
官
（
放

　
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
凹
溜
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）

　
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
。
次
項
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
論
盆



放
射
性
同
乾
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
径
一
（
抄
）

　
い
て
岡
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に

　
対
し
、
放
射
性
岡
位
元
素
叉
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
放
射

　
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

（
報
告
微
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、

　
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
曹
一
項
、
第
二
項
及
び

　
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
簗
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安

　
委
三
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
筆
録
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限

　
度
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
、
販

　
売
業
巻
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者

　
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輪
…
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度

　
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
機
構
確
認

　
機
関
、
揺
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機

　
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は

　
指
定
早
撮
方
法
確
認
機
関
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬

　
方
法
確
認
機
関
）
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

第
四
十
三
条
の
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員

三
六
四

　
会
は
、
こ
の
法
律
（
運
輸
大
語
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
｝
項
、
第
二

　
項
及
び
簗
四
項
並
び
に
第
一
二
十
…
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道
府

　
県
公
安
委
貫
会
に
あ
っ
て
は
、
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に

　
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
（
科
学
技
術
庁
長
宜
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査

　
官
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
警
察
職
員
）
に
、
使
用
者
、
販
売

　
業
者
若
し
く
は
廃
棄
業
者
叉
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
春
の

　
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
春
の
帳
簿
、
書
類

　
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
春
に
質
間
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た

　
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
春
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

　
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
潜
は
、
　
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
三
十
一
工
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
購
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
春
は
、
　
一
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
三
　
第
十
二
条
の
五
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
～
項
、
第
十
六
条
第
～
項
、

　
　
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く



　
は
第
七
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た

　
者

四
　
　
第
十
四
条
、
　
筆
叩
十
五
条
第
二
項
、
　
第
十
轟
ハ
条
柵
弟
二
項
、
　
第
十
七
条
第
二

　
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
四
項
叉
は
第
十
九
条
第
三
項

　
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、
　
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
四
十
二
条
第
｝
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
驚
の
報
告
を
し
た
者

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
鮒
線
障
害
の
防
比
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

巽
五



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

〔
鄭
痺
銚
歎
豊
舘
〕

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
　
昭
和
五
一
パ
年
近
月
一
詣
ハ
日
総
㎜
埋
｛
肘
A
¶
第
＝
一
一
隔
写

（
運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
法
王
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る

　
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
イ
放
射
性
両
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
喜
憂
物
に
含
ま
れ
る

　
　
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
が
長
官
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に

　
　
直
る
Q
）
で
あ
っ
て
放
射
性
同
位
元
素
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
延
そ

　
　
の
他
の
長
富
の
定
め
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た

　
　
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
ロ
　
放
射
性
嗣
位
黙
黙
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等

　
　
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承

　
　
認
を
受
け
た
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
綴
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場

　
　
合

二
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
位
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
六

　
ロ
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
ハ
　
運
搬
・
甲
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

　
　
き
れ
つ
・
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

一二

@
放
射
性
同
位
一
兀
素
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に

　
よ
り
岡
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
を
容
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射

　
性
詞
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬

　
物
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
を
積
載
し
文
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
放

　
射
性
周
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
　
「
車
両
等
」
と
い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位

　
鐙
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
最
率
を
超

　
え
な
い
よ
う
に
し
、
か
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度

　
が
最
大
許
容
表
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
運
搬
物
の
車
両
等
へ
の
置
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、

　
転
高
等
に
よ
り
運
搬
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

五
　
運
搬
物
は
、
問
一
の
車
両
等
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い

　
こ
と
。

六
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
入
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
さ
れ

　
る
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
9
を
制
限
す
る
こ
と
。

七
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
甕
該
車
両
を
濫
行
さ
せ
る

　
こ
と
Q

八
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
取
り
扱
い
に
関
し
棚
轟
の
知
識
及
び
経
験
を
有



　
　
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ

　
　
せ
る
こ
と

　
九
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
車
両
等
で
あ
っ
て
、
反
復
使

　
　
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
…
械
に
よ
る
積
込
み
及
び

　
　
取
錦
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も

　
　
の
の
う
ち
、
穽
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
映
じ
。
）
に
収
納

　
　
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す

　
　
る
車
両
等
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
　
放
射
線
作
業
従
事
者
以
外
の
老
で
あ
っ
て
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る

　
　
も
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
長
官
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
量
を
超
え
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
こ
と
Q

2
　
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ

　
と
が
著
し
く
圏
難
な
と
き
は
、
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と

　
を
も
　
て
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
薗
か
ら
　
一
メ
ー
ト

　
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
徳
の
定
め
る
放
射

　
線
量
率
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
Q

4
　
第
一
項
の
規
定
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
を
使
絹
施
設
、
詰
替
施
設
、
廃

　
棄
物
詰
替
施
設
、
貯
蔵
施
設
、
機
器
設
羅
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
又
は
廃

　
棄
施
設
内
で
運
搬
す
る
場
合
そ
の
他
運
搬
す
る
時
間
が
極
め
て
短
く
、
か
つ
、

　
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
0

5
　
使
用
春
、
販
売
業
者
父
は
廃
棄
業
者
は
、
運
搬
物
の
運
搬
に
関
し
、
第
十

　
八
条
の
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
ま
で
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規

　
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で

　
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
｝
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運

　
晒
物
を
事
業
所
等
の
区
域
内
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
危
険
時
の
措
概
）

第
二
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
沖
浜
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
｝
　
放
射
線
施
設
又
は
放
射
性
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に

　
　
延
焼
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る

　
　
と
と
も
に
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

　
　
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場

　
　
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
施
設

　
　
の
内
部
に
い
る
者
、
放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
襲
撃
は
こ
れ
ら

　
　
の
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
四
放
射
性
醐
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ

　
　
の
ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
闘
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

｝
塩
引



放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必

　
　
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
わ
張
り
、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
入
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関

　
　
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
遣
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、
か
ん

　
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す
る

　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
嚢
の
被
ば
く
放
射
線
量
は
、
で
き

　
る
限
り
少
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
男
子
の
放
射
線
作
業
従

　
事
春
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
三
号
（
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
第
一
項

　
及
び
第
三
項
に
お
い
て
与
奪
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
第
三

　
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
絹
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の

　
十
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
技
術
庁
長
官
が
定
め
る
許
容
被
ば

　
　
　
の

　
く
線
見
突
で
放
射
線
に
よ
る
被
ば
く
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
～
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
～
　
法
喜
三
十
一
二
条
殿
｝
項
の
事
態
が
生
じ
た
局
時
及
び
場
所
並
び
に
療
霞

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
叉
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
遣
の
内
容

4
　
前
項
の
届
出
は
、
三
下
届
出
に
係
る
事
業
所
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ

　
る
場
合
に
は
、
水
戸
原
子
力
褻
務
所
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
三
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
、
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
看
か
ら
運
搬

美
八

　
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直

　
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
措
置
を
十
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
の
盗
雪
気
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
一
一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
〇

　
三
　
放
射
線
作
業
従
事
春
に
つ
い
て
最
大
許
容
被
ば
く
線
量
又
は
最
大
許
容

　
炉
集
積
緊
緊
を
、
心
癖
線
作
業
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
管
理
区
域
に
業

・
、
一
審
上
立
ち
入
る
も
の
（
一
蒔
的
に
立
ち
入
る
春
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
第

　
　
十
五
条
第
＝
…
号
の
許
容
被
ば
く
線
量
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ

　
　
る
被
ば
く
が
あ
っ
た
と
き
。

　
四
　
前
三
号
の
ほ
か
、
放
射
線
障
書
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の

　
　
あ
る
と
き
。

2
　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
春
は
、
放
射
線
施
設
を
廃
止
し
た
と
き

　
は
、
放
射
性
爵
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
の
講
じ
た
借
置
を
三
十

　
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
検
嶽
官
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
瞬
十
【
条
　
法
蔵
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
放
射
線
検
査
官
の
身
分
を
示
す

　
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
ω
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
人
等
を
定
め
る
件
（
科
学
技
術

　
　
　
庁
告
示
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
三
条

　
　
②
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
二
条



放
射
性
購
位
尤
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

藷
ハ
九

様式第二＝十二（第41条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表

ト…………一一・2・・チ・一・ルー一一一一一一一…一一ヨ

第 号

放動線検査官身分証明書

名
名
霞

　
　
月

　
　
年

職
氏
生

上記の春は、放射線検査寳である

ことを証明する。

年 月　　日交付

科学技術庁長官

T
i
…
…
一
・
・
一
・
・
…
－
…

裏

　　　　　　放射性飼位元素等による放射線障害の防止に関する法律抜すい

第43の2　　科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律

　（運輪大阪にあっては第18条の2第1項、第2項及び第4項並びに第33条

　第1項及び第4項の規定、都道府県公安委員会にあっては第18条の2第6項

　の規定）の施行に必要な限度で、その職員（科学技術庁長密にあっては放射

　線検査官、都道府県公安委員会にあっては警察職員）に、使用者、販売業者

　若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の薯務飯又は工場

　若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査さ

　せ、関係者に質問させ、叉は検査のため必要な最小限度において、放景性同

　位元素若しくは放射性詞位元素によって汚染された物を収玄させることがで

　きる。

2　前項の規定により立入検査を行う職員は、その，身分を示す証明書を携帯し、

　かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3　第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな

　らない。

第55条次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

　七　第43条の2第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨

　　げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述

　　をした者



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
止
口
示
（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所

　
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に

　
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@
　
〔
昭
和
藁
血
十
一
ハ
二
五
月
々
十
⊥
ハ
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
号
〕

　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
瞳
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
放

射
性
職
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は

事
業
所
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
下
上
の
基
準
に
係
る
綱
目
等
を
定
め
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
霞
か
ら
適
用
す
る
。

（
用
語
）

第
「
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
譜
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
矯
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
）

第
二
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
縷
度
は
、
　
一
グ

　
ラ
ム
当
た
n
ソ
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
　
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に

　
係
る
細
自
等
を
定
め
る
告
示
（
紹
和
五
十
五
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
）

毛
O

　
　
第
三
条
第
～
号
に
定
め
る
親
値
の
～
万
分
の
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
十
八
条
第
～
項
第
一
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
放
射
線
障
害
の
防
止

　
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
岡
位
元
素
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏

　
　
え
い
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
繭
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
薩
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る

承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
　
規
剣
第
十
八
条
第
一
早
追
｝
号
ロ
に
規
定
す
る
承
認
の
申
請
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
注
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、

　
　
形
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
診
た
つ
て
講
ず
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

（
運
搬
物
及
び
車
両
等
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
率
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
〃
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ
ム

　
　
毎
時



　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率

　
　
に
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
三
　
車
両
の
表
磁
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
に
お
け
る
放
射
線
最
率
に
つ
い
て
は
、
平
縁

　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
麟
町

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
紘
綴
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い

　
　
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
五
　

コ
ン
テ
ナ
の
表
颪
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ

　
　
ム
毎
時

　
六
　

コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
蔦
星

　
　
率
に
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
L
T
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
圃
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
一
一
　
古
陶
圧
ガ
ス
取
締
法
　
（
昭
和
｝
一
十
論
ハ
島
ヰ
法
律
晶
第
一
二
臼
四
口
写
）
　
第
一
一
条
に
粗
脚

　
　
定
す
る
高
籏
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
漉
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
最
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
安
全
な

　
　
運
搬
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
標
識
は
、
別
記
に

　
掲
げ
る
標
識
と
す
る
。

（
運
搬
に
従
事
す
る
者
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
量
）

第
七
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
の
長
富
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
量

　
は
、
　
一
年
間
に
つ
き
一
・
五
レ
ム
と
す
る
。
た
だ
し
、
皮
ふ
の
み
に
対
す
る

　
被
ば
く
に
つ
い
て
は
、
三
レ
ム
と
す
る
。

（
特
鋼
措
躍
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
八
条
　
規
m
則
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
春
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
一
二
　
運
搬
物
の
表
面
並
び
に
表
薗
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
及
び
ニ
メ

　
　
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

九八七六五
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

運
搬
に
使
用
す
る
車
両
等
の
仕
様

運
搬
の
日
時
及
び
経
路

運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
叉
は
事
業
所
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
墓
準
に
係
る
細
霞
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

　
毛
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放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
衛
上
の
基
準
に
係
る
細
昌
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

　
十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
放
粥
線
障
審
の
防
止
の

　
　
た
め
に
講
ず
る
措
置

（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
放
射
線
鼠
率
）

第
九
条
　
規
則
第
十
八
条
第
二
項
後
段
の
長
宮
の
定
め
る
放
射
線
景
率
は
、
次

　
の
と
お
り
と
す
る
Q

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
千
ミ
リ
レ
ム
毎

　
　
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
貴
率

　
　
に
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

毛
識

男嘩言己　（第6条関係　）

1　’は、0．5セγチメートル以上とするQ

2　nは、0．2セγチメートル以上とする。

3　車両に取り付ける標識については、その

各辺は、15セアチメートル以上とする。

4　色彩は、次表によること。
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A
の
二
　
工
場
又
は
纂
業
所
外
の
還
搬
関
係

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
一
二
十
一
一
年
謁
ハ
【
月
十
R
【
法
律
　
軌
隠
撮
⊥
ハ
十
一
七
口
写
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
置
　
昭
和
五
五
年
五
月
一
九
B
法
律
第
五
二
号

（
闘
的
）

第
「
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
鼻
柱
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
購
法
嗣
位
元
素
の
使
用
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

　
る
。（

運
搬
に
関
す
る
確
認
等
）

第
十
八
条
の
二
　
使
用
春
、
販
売
業
春
及
び
廃
棄
翌
春
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か

　
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
春
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
二
条
及
び
窮

　
三
十
三
条
に
お
い
て
「
使
用
春
等
」
と
い
う
。
）
は
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は

　
放
射
性
詞
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

　
い
て
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
叉
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）

　
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
壼
・
、
自
動
蜜
・

　
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措
置
を

　
除
き
、
運
輸
省
令
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
Q
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従

放
射
性
客
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
つ
て
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
嗣
位
元
素
に
よ

　
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る

　
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
者
等
は
、
そ

　
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が
帯
鋼
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い

　
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
科
学
技
術
庁
長
窟
又
は
運
輸
大

　
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
理

　
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
容

　
器
（
第
四
十
～
条
の
十
に
お
い
て
「
承
認
容
器
漏
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

　
第
一
項
目
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
容
器
に
関
す
る
基
準
は
、
満
た
さ
れ
た
も

　
の
と
す
る
。

4
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
衛
庁
長
宮
又
は
運
輸
大
臣
は
、
放
射

　
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
鍛
に
関

　
す
る
借
置
が
同
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

　
使
屠
者
等
に
対
し
、
運
搬
の
食
止
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必

　
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同

　
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
剣
線
障
害
を
防
止
し
て
公
共
の

　
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

　
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
馬
春
等
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

毛
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放
鮒
性
圓
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
放
射
性
霊
位
元
素
叉
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬

　
す
る
旨
を
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

6
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に

　
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
搬
の
日

　
時
、
経
路
そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
三
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運

　
搬
す
る
場
合
に
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て

　
（
前
項
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）
運
搬
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

8
　
警
察
官
は
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
放
射
性
嗣
位
元
素

　
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防

　
止
し
て
公
共
の
安
金
を
図
る
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
当
該
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
停
止
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
者
に
対
し
、

　
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
鴛
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と

　
こ
ろ
に
従
っ
て
（
第
六
項
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）

　
運
搬
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
、
又
は
放
愚
線
障
害
を
防
止
す

　
る
た
め
、
前
三
項
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
隈
度
で
経
路
の
変
更
そ
の
他
の

　
適
轟
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

9
　
前
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
嚴
）

三
茜

雲
三
十
三
条
　
事
解
老
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放

　
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
要
は
放
射
線
発
生
装
着
に
関
し
、

　
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
障
害
の
お

　
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
総
理
府
令
（
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
工
場
父
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
父
は
航
空
機
に

　
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総
理
尉
令
父
は
運
輸
省
令
。

　
第
三
項
に
お
い
て
嗣
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁
長
宮
（
放

　
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）

　
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
科
学
技
術
庁
長
三
又
は
運
輸
大
臣
Q
次
項
に
お

　
い
て
混
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
「
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
三
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に

　
対
し
、
放
射
性
岡
三
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
放
射

　
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

　
で
き
る
Q



　
　
第
五
章
　
指
定
機
構
確
認
機
関
等

（
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
三
十
九
条
　
科
学
技
衛
庁
長
官
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
機
醗
…
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
第
十

　
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
機
構
確
認
（
第
十
二
条

　
の
四
第
二
．
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
に
機
構
確
認
が
さ

　
れ
た
旨
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

2
　
櫓
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
機
横
確
認
を
行
お
う
と
す
る
春
の
申
講
に
よ
り
行
う
。

3
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
を
受
け

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
　
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
、
罰
金

　
　
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

　
　
と
が
な
く
な
っ
た
臼
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

　
二
　
第
四
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
り
消

　
　
し
の
窪
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

　
三
　
法
人
で
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
が

　
　
あ
る
も
の

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
申
請
が
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
的
能

　
力
そ
の
他
の
事
項
に
算
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け

　
れ
ば
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
機
構
確
認
の
義
務
等
）

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
建
（
抄
）

第
四
十
条
　
指
定
機
講
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
ら

　
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
機
構
確
認

　
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
う
と
き
は
、
総
理
府
令
で
定
め

　
る
資
格
を
有
す
る
春
に
こ
れ
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
）

第
四
十
［
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
工
確
認
の
業
務
に
関
す
る
規
定

　
（
以
下
「
業
務
規
定
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
認
可
を
受

　
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す

　
る
。

2
　
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

3
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
業
務
規
定
が
機
構
確
認
の

　
公
正
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関

　
に
対
し
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
の
体
廃
止
）

第
四
十
一
条
の
二
　
指
定
機
構
確
認
機
蘭
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
許
可
を
受

　
け
な
け
れ
ば
、
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止

　
し
て
は
な
ら
な
い
Q

（
事
業
計
画
の
認
可
等
）

第
四
十
｝
条
の
三
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
及
び

　
収
支
予
算
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
陰
の

　
属
す
る
慕
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
科

　
学
技
術
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

　
毛
五



放
射
性
周
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
警
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

2
　
指
定
機
講
確
認
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事

　
業
年
度
の
事
業
報
皆
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
科
学
技
術
庁
長
官
に

　
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
機
構
確
認
貴
の
選
任
及
び
解
任
）

第
四
十
【
条
の
四
　
第
四
牽
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
確
認
を
実
施
す
る

　
春
（
次
項
に
お
い
て
「
機
溝
確
認
員
」
と
い
う
。
）
の
選
任
は
、
科
学
技
術

　
庁
長
窟
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
Q

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
機
構
確
認
農
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に

　
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
業
務
規
定
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
そ
の
職
務
を

　
行
う
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
機
甲
確
認
機
鯛
に
対
し
、

　
当
該
機
構
確
認
員
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
Q

（
捲
定
機
構
確
認
機
闘
の
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
四
十
【
条
の
五
　
指
定
機
構
確
認
機
甲
の
役
員
又
は
職
員
で
機
構
確
認
の
業

　
務
に
従
事
す
る
も
の
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他

　
の
罰
期
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な

　
す
。（

指
定
の
取
消
し
等
）

鵠夘

ｧ隅

¥
一
条
の
｛
ハ
　
　
科
学
技
加
侮
ゆ
月
長
官
は
、
　
掲
佃
中
に
機
樺
俗
確
靭
聴
機
閾
四
一
か
第
冨
一
↓
i
九

　
条
第
一
二
項
第
　
号
又
は
第
｝
二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定

　
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
指
定
機
講
確
認
機
関
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

　
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
叉
は
六
月
を
超
え
な
い
範

毛
六

　
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

　
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
三
十
九
条
第
四
項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

　
　
き
。

　
こ
　
第
四
十
条
、
第
四
十
…
条
の
こ
又
は
第
四
十
一
条
の
～
二
の
規
定
に
長
軸

　
　
し
た
と
き
。

　
三
　
第
四
十
　
条
第
　
項
の
認
可
を
受
け
た
業
務
規
定
に
よ
ら
な
い
で
機
構

　
　
確
認
を
行
っ
た
と
き
。

　
四
　
第
四
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命

　
　
令
に
違
反
し
た
と
き
。

　
五
　
第
四
十
一
条
の
二
十
第
一
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
四
十
「
条
の
七
　
指
定
機
講
確
認
機
関
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
機
構
確
認
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
を
記

　
憎
し
た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
科
学
技
術
庁
長
官
に
よ
る
機
携
確
認
）

第
四
十
一
条
の
八
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
機
構
確
認
を
行
わ
な
い
も

　
の
と
す
る
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
が
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定

　
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
休
止
し

　
た
と
き
、
第
四
十
一
条
の
六
繁
二
項
の
規
定
に
よ
り
旛
賃
機
濫
…
確
認
機
関
に

　
対
し
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
　
部
の
陣
止
を
命
じ
た
と
き
、
又



　
は
指
定
機
講
確
認
機
関
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
機
構
確
認
の
業
務
の

　
全
部
若
し
く
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
必

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら

　
行
う
も
の
と
す
る
。

3
　
科
学
技
術
庁
長
官
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し

　
く
は
㎝
部
を
自
ら
行
う
場
合
、
指
定
機
講
確
認
機
関
が
第
四
十
｝
条
の
二
の

　
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
廃

　
止
す
る
場
合
又
は
第
四
十
　
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
携
定
機
構
確
認
機
関
の

　
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
機
構
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
そ
の
他

　
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
四
十
【
条
の
十
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
撫
定
す
る
春
（
以
下
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
第
十
八
条
の
一
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確

　
認
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運

　
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認
に
隈
る
σ
次
項
及
び
第
三
項
並

　
び
に
第
四
十
五
条
の
一
　
第
六
号
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第

　
一
号
に
お
い
て
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
い
う
。
）
を

　
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り

　
行
う
。

3
　
第
一
謡
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
一
条
の

放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
正
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
八
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
鍛
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

　
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
構
確
認
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指

　
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
、
　
「
機
構
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に

　
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
、
第
四
十
一
条
の
四
中
「
機
構
確
認
員
」
と

　
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
貫
し
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
蘭
の
指
定
等
）

第
四
十
【
条
の
十
一
　
運
輸
大
臣
は
、
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
そ
の
指
定
す
る
春
（
以
下
「
転
転
運
搬
方
法
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、

　
第
十
八
条
の
こ
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌

　
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
尚
に
よ
る
運
澱
に
係
る
確
認
（
運
搬
す
る
物
に

　
係
る
確
認
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
運
搬
雀
令
で
定
め
る
も
の

　
（
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
二
第
六
号
、
第
四
十
九
条
第
一
項

　
及
び
第
五
十
六
条
第
一
号
に
お
い
て
「
運
搬
方
法
確
認
し
と
い
う
。
）
を
行

　
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
撰
定
は
、
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
σ

3
　
第
＝
一
十
九
条
第
一
工
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
一
条
の

　
八
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
溝
確
認
機
関
」
と
あ
る
の
は

　
「
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
」
と
、
「
科
学
技
術
庁
長
宮
扁
と
あ
る
の
は
「
運

　
輪
大
臣
」
と
、
　
「
総
理
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
運
輸
蜜
令
」
と
、
　
織
機
溝

　
確
認
篇
と
あ
る
の
は
「
運
搬
方
法
確
認
」
と
、
第
四
十
一
条
の
四
中
「
機
構

　
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
方
法
確
認
艮
扁
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

毛
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放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
鮒
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
父
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、

　
こ
の
法
律
（
運
輸
大
野
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
こ
第
　
項
、
第
二
項
及
び

　
第
四
項
並
び
に
第
コ
一
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安

　
委
艮
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限

　
度
で
、
総
理
府
八
－
－
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
、
販

　
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄
業
者
叉
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
潜

　
に
対
し
、
報
籍
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
父
は
運
輸
大
盤
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
隈
度

　
で
、
総
理
崎
令
文
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
機
構
確
認

　
機
関
、
指
定
険
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機

　
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定
三
富
機
関
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は

　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬

　
方
法
確
認
機
関
）
に
対
し
、
餓
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

第
四
十
三
条
の
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
父
は
都
道
府
県
公
安
委
員

　
会
は
、
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
巴
＝
項
、
第
二

　
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
｝
二
十
｝
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
鄙
道
府

　
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
第
十
八
条
の
盤
景
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に

　
必
要
な
蛙
軍
で
、
そ
の
職
員
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査

　
官
、
翻
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
警
察
職
員
）
に
、
使
用
者
、
販
売

　
業
者
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
着
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
の

　
二
二
所
産
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類

毛
八

　
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た

　
め
必
要
な
最
小
照
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
眞
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
講
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

　
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
の
三
　
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
隠
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

　
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、
指
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、

　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は

　
指
定
講
習
機
麗
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関

　
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
澱
方
法
確
認
機
関
）
の
事
務

　
所
に
立
ち
入
り
、
嶺
該
機
関
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ

　
せ
、
又
は
関
係
春
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
Q

2
　
前
条
第
；
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に

　
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
　
｝
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
一
二
十
三
条
第
｝
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
三
条
の
三
　
籠
四
十
　
条
の
六
第
二
項
（
第
四
十
「
条
の
九
第
三
項
、

　
第
四
十
　
条
の
十
第
一
二
項
、
第
四
十
　
条
の
十
⊥
第
一
二
項
、
第
四
十
一
条
の



　
十
八
及
び
第
四
十
一
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
座
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為

　
を
し
た
重
点
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、

　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
押
扇
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
の
役
員
又

　
は
職
員
は
、
　
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
二
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
西
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

　
三
　
第
十
二
条
の
五
、
第
十
一
二
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、

　
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
｝
項
、
第
十
八
条
の
工
高
一
項
若
し
く

　
　
は
第
七
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た

　
而
四
　
　
第
十
醐
四
条
、
　
第
十
五
条
第
一
一
項
、
　
第
十
山
ハ
緊
急
一
一
項
、
　
鮪
弟
十
七
条
蛸
辮
　
一

　
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
四
項
又
は
第
十
九
条
繁
三
項

　
　
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
春

　
四
の
二
　
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
同

　
　
雷
斧
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て

　
　
放
射
性
嗣
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運

　
　
搬
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
　
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
四
十
二
条
第
一
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

第
五
十
六
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
遇
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

　
指
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
撫
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
摺
定
運

　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
…
定
講
習
機
関
の
役
員
又
は
職
員

は
、
十
万
門
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
四
十
一
条
の
二
（
第
四
十
一
条
の
九
第
芝
項
、
第
四
十
｝
条
の
十
第

　
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
八
及
び
第
四
十

　
一
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受

　
け
な
い
で
機
構
確
認
、
施
設
検
査
及
び
定
期
検
査
、
承
認
容
器
に
よ
る
運

　
搬
物
に
係
る
確
認
若
し
く
は
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
、
試
験
事
務
又
は
講

　
習
及
び
研
修
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
。

二
　
第
四
十
一
条
の
七
（
第
四
十
一
条
の
九
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
第

　
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
～
第
三
項
、
第
四
十
　
条
の
十
八
及
び
第
四
ナ

　
一
条
の
十
九
第
～
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

　
反
し
て
醸
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の

　
記
載
を
し
、
又
は
帳
溝
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

三
　
第
四
十
二
条
第
二
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

四
　
第
四
十
三
条
の
三
島
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒

　
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若

　
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

　
ω
　
障
害
防
止
法
施
行
規
則
第
十
八
条

　
②
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
第
二
十
九
条

毛
九



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
蟹
線
障
害
の
防
血
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

k
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
臼
政
令
第
二
五
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
昭
和
五
六
年
五
月
蓋
日
政
令
堕
六
七
号

　
（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
　
法
事
ナ
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

　
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
圃
位
元
素
又
は

放
射
牲
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
し
て
総
理
府
令
（
鉄
道
・
軌

　
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
唐
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
係
る
確
認

　
（
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認
を
除
く
。
）
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運

　
輸
省
令
）
で
定
め
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

築
＋
七
条
の
工
前
条
の
規
定
は
、
法
第
＋
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
政

　
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
手
数
料
）

第
＋
九
条
法
第
囚
＋
九
条
笙
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額

　
は
、
次
の
爽
の
と
お
り
と
す
る
。

叉
O

手
数
料
を
納
付
す
べ
　
き
者

金
　
額

7
　
法
諺
十
八
条
の
三
思
二
項
の
科
学
技
術
庁
長
官
の
　
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ
　
承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
用
に
よ
り
放
射
性
　
同
位
元
素
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
　
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
者

十
八
万
円

十
万
円

二
万
円
九
万
円

9
　
法
第
ナ
八
条
の
二
第
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
　
す
る
者

二
万
九
千
円



O
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日
訟
鴨
㎜
埋
誤
記
A
馴
第
五
山
1
山
ハ
ロ
η
〕

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
死
　
　
昭
和
五
六
年
五
月
～
轟
ハ
日
総
理
府
A
η
第
一
二
一
m
写

（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
二
　
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の

　
基
準
（
車
両
運
搬
（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
鉄
道
、
軌
道
、
索
…
道
、
無
軌

　
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
爾
に
よ
る
運
搬
を
い
う
。
以
下
通
じ
。
）
に
よ

　
り
運
撮
す
る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
九
ま

　
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
Q

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
）

第
十
八
条
の
三
　
放
射
性
同
位
元
素
等
（
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
が
科
学
技

　
術
庁
長
宮
の
定
め
る
値
に
満
た
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
第
十
八
条
の
十
ま

　
で
に
お
い
て
同
じ
G
）
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同

　
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

　
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も

　
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

　
一
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に

　
　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
し
て
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
も
の
　
L
型

　
　
輸
送
物

　
二
　
科
学
技
術
庁
長
富
の
定
め
る
量
を
超
え
な
い
壷
の
放
射
能
を
有
す
る
放

　
　
射
性
霊
位
元
素
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
前
号

　
　
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
◎
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
科
学
技
術
庁
長
宮
の
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す

　
　
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
詞
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
　
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
蟹
型
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸

　
　
送
物

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
及
び

　
B
U
型
輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
七
ま
で
に
規
定
す
る

　
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
四
　
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

　
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
Q

　
三
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
庄
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き

　
　
れ
つ
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
開
封

　
　
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
…
ル
の
は

　
　
り
付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
五
　
表
面
の
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
六
　
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
密
度

　
　
（
以
下
「
許
容
表
藏
密
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

放
封
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
封
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

乗
一



放
射
性
周
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
（
A
型
輸
送
物
に
係
る
披
主
上
の
基
準
）

第
十
八
灸
の
五
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

　
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
定
め
る
基
準

　
二
　
表
面
の
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
画

　
　
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ
ム
毎

　
　
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
晶
晶
（
放
射
性

　
　
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も

　
　
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
四
　
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の

　
　
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
放
射
性
岡
位
元
素
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
の
放
射
線
琶
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
六
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
　
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
前
条
第
四
号
ロ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
科
学
技
術
庁
長

　
　
　
官
の
定
め
る
最
を
超
え
な
い
こ
と
。

篇
天
二

　
　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
五
十
度
（
専
用
積
載
（
鉄
道
、
軌
道

　
　
　
若
し
く
は
無
軌
条
電
童
・
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
又
は
軽
車
澗

　
　
　
が
　
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
撮
す
る
物
の
積
込
み

　
　
　
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載

　
　
　
の
方
法
を
い
う
Q
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
運
搬
す
る
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
表
面
（
そ
の

　
　
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
近

　
　
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て
八
十
一
　
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
表
記
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な
い
こ

　
　
　
と
Q

　
三
　
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件

　
　
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
Q

　
　
イ
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
千
ミ

　
　
　
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
Q

　
　
ロ
　
放
射
性
嗣
位
元
素
の
㎝
塾
長
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
科
学
技
術
庁
長

　
　
　
官
の
定
め
る
蚤
を
超
え
な
い
こ
と
◎

　
（
B
M
型
輪
…
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
七
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
第
十
八
条
の
五
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
　
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
条
第
二
号
イ
か
ら
こ
ま
で
に
定
め

　
　
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。



　
三
　
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件

　
　
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
前
条
第
三
号
イ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
星
が
科
学
技
術
庁
長

　
　
　
官
の
定
め
る
貴
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
四
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
過
叉
は
放
射
性
同
位
元
素
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
五
　
最
高
使
用
圧
力
（
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
　
別
な
措
置
を
採
ら
な
い
場
合
に
当
該
放
射
性
輸
送
物
言
に
生
じ
る
気
体
の

　
　
最
大
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

　
　
平
方
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
放
射
性
周
位
元
素
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
）

第
十
八
条
の
八
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
は
、

　
第
幸
八
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
放
射

　
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
放
射
性
周
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、

　
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
倉
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
の
十

　
　
第
五
号
に
お
い
て
「
空
容
器
」
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な
い
こ

　
　
　
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
条
の
九

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
二
　
内
部
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
の
百
倍
を
超
え

　
　
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
表
爾
の
放
射
線
黛
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
晴
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
へ
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
旧
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
　
を
運
搬
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
識
又
は
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
表
示
等
が

　
　
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
Q

二
　
放
射
性
同
位
一
7
6
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
空
容
器
を
除
く
。
）
で

　
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
当
該
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
含
ま
れ
る
放
射

　
　
性
同
位
元
素
の
濃
度
が
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
値
を
超
え
な
い
こ

　
　
と
G

　
ハ
　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
Q

　
二
　
通
常
の
運
搬
状
態
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
が
容
易
に
飛
散
し
、

　
又
は
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
Q

　
ホ
　
表
面
の
放
射
線
蚤
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表

　
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ

　
　
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
へ
　
表
函
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
許
容
表
徳
密
度
を
超
え
な
い
こ

　
と
。

　
卜
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
Q

（
特
別
措
澱
に
よ
る
運
搬
）

　
　
　
　
　
第
十
八
条
の
三
又
は
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と

三
八
三



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

　
な
措
置
を
採
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全

　
上
支
障
が
な
い
旨
の
科
学
技
衛
庁
王
宮
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら

　
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
当
該
運
搬
す
る
物
の
放
射
線
鐙
率
は
、
表
面
に
お
い
て
千
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を

　
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
愛
読
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ

　
ム
毎
蒔
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
簡
易
運
搬
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
十
　
蕩
蕩
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の

　
基
準
（
簡
易
運
搬
（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
車
両
運
搬
以
外
の
運

　
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
十
八
条
の
　
二
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も

　
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
Q

　
　
　
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の
八
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ

　
　
る
放
射
性
同
位
元
素
等
（
以
下
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）
を
積
載
し
、
又

　
　
は
収
納
し
た
運
搬
機
械
論
は
器
具
（
簡
易
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以

　
　
下
「
運
搬
機
器
」
と
い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ

　
　
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
最
率
が
そ
れ
ぞ
れ
二
頁
ミ
リ
レ
ム
毎
時
及
び
十

　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
運
搬
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

　
　
じ
。
）
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、

　
　
転
落
等
に
よ
り
運
搬
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
Q

　
三
　
運
搬
物
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
危
険
物

乗
㎎

　
と
混
載
し
な
い
こ
と
。

四
　
二
以
上
の
運
撮
物
（
そ
の
表
面
の
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎

　
時
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
一
の
運

　
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
放
射
線
障
害
の

　
防
歪
の
た
め
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
積
載

　
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
二
二
を
制
限
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
空
容
器
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

　
岡
じ
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
轟
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
春
は
、
山
隠
物
の
取
扱
方
法
、
事

　
　
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項

　
　
を
記
載
し
た
書
面
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
消
火
器
、
放
射
線
澗
定
器
、

　
　
保
護
具
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
器
具
、
装
置
等
を

　
　
携
行
す
る
こ
と
。

　
ハ
　
人
の
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
は
、
運
搬
物
置
は
運
搬
機
器
を

　
　
置
き
、
又
は
運
搬
物
の
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ

　
　
と
。
た
だ
し
、
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

　
　
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
B
M
型
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ

　
と
。

　
イ
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者
又

　
　
は
こ
れ
と
岡
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
岡
行
さ
せ
、
及
び
積

　
　
込
み
、
取
卸
し
等
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元
素



　
　
等
の
放
射
線
管
…
埋
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ

　
　
　
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
管
理
そ
の
他
放
射

　
　
　
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
保
安

　
　
　
の
た
め
に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
p
　
交
通
が
混
雑
す
る
時
間
及
び
経
路
を
避
け
る
こ
と
。

　
七
　
運
搬
物
に
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
識
の

　
　
取
付
け
又
は
表
示
を
す
る
こ
と
Q

　
八
　
放
射
線
作
業
従
事
妻
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
最
大
許
容
集
積
線
量
及
び

　
　
最
大
許
容
被
ば
く
線
最
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
九
放
射
線
作
業
従
事
者
以
外
の
春
で
あ
っ
て
放
射
性
同
位
元
素
等
の
簡
易

　
　
運
搬
に
従
事
す
る
も
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め

　
　
る
許
容
被
ば
く
線
量
を
趨
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
十
八
条
の
十
の
二
　
令
第
十
七
条
の
総
理
麻
令
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素

　
等
は
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等

　
（
第
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
八
条
の
十
の
三
　
法
第
十
八
条
の
二
曹
二
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬
に
関
す

　
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
老
は
、
別
記
様
式
第
十
の
七
に
よ
る
確
認
申
請

　
霞
に
、
次
の
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
長
官
に
提
険
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
す
る
放
射
性
詞
位
元
素
等
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
前
号
の
放
射
性
同
位
元
素
等
を
収
納
す
る
容
器
（
以
下
こ
の
条
及
び

　
　
第
十
八
条
の
十
一
に
お
い
て
「
容
器
」
と
い
う
G
）
の
構
造
、
材
質
及
び

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
製
作
の
方
法
（
以
下
「
容
器
の
設
計
」
と
い
う
Q
）
並
び
に
当
該
放
射
性

　
　
同
位
元
素
等
を
当
該
容
器
に
収
納
し
た
場
合
の
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
性

　
　
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

　
㎎
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す

　
　
説
明
書

　
五
　
放
射
性
輸
送
物
の
発
送
前
の
点
検
に
関
す
る
説
明
書

　
六
　
簡
易
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
方
法
及
び
そ
の
安
全

　
　
挫
に
間
す
る
説
明
書

2
　
法
華
十
八
条
の
こ
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
容
器
を
使
用
し
て
放
射
性
同

　
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
書

　
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
σ

（
運
搬
確
靭
騨
証
の
交
付
）

第
十
八
条
の
十
の
囲
　
長
官
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認

　
を
し
た
と
き
は
、
運
搬
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
容
器
承
認
の
申
請
）

第
十
八
粂
の
十
一
　
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、

　
別
記
様
式
第
十
の
二
に
よ
る
容
器
承
認
申
請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
容
器
で
運
搬
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
封
性
同

　
　
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
容
器
の
蟹
田
、
材
質
及
び
製
作
の
方
法
（
次
号
に
お
い
て
「
容
器
の
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
五



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
計
扁
と
い
う
。
）
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ

　
　
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
当
該
容
器
に
収
納
し
た
場
合
の
放
射
性
輸
送
物
の

　
　
安
全
性
に
関
す
る
説
明
書

　
一
二
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

3
　
容
器
の
う
ち
、
容
器
の
一
部
を
分
離
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
に
つ
、
い
て
は
、
当
該
容
器
の
各
部
ご
と
に
第
～
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
三
号
の
説
明
書
は
、
当
該
申
請
に
係

　
る
容
器
の
一
部
に
係
る
説
明
書
と
す
る
も
の
と
す
る
Q

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
法
第
三
十
三
条
第
＝
狽
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
線
施
設
叉
は
放
射
性
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に

　
　
延
焼
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
吐
に
努
め
る

　
　
と
と
も
に
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

　
　
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
捲
痒
し
た
場

　
　
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
施
設

　
　
の
内
部
に
い
る
港
、
放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら

　
　
の
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
老
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
ム
ロ
に
は
、
速
や
か
に
、
そ

｝
穴
六

　
の
ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、

　
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
翻
に
は
、

　
わ
張
り
、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

　
楽
典
以
外
の
春
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

関な必

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
概
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、
か
ん

　
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す
る

　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
放
射
線
量
は
、
で
き

　
る
限
り
少
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
男
子
の
放
射
線
作
業
従

　
事
者
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
三
号
（
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
第
一
項

　
及
び
第
コ
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
　
項
第
三

　
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の

　
十
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
技
術
庁
長
官
が
定
め
る
許
容
被
ぱ

　
　
　
の

　
く
線
国
警
で
放
射
線
に
よ
る
被
ば
く
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
｝
　
法
第
三
セ
一
二
条
第
｝
項
の
事
態
が
生
じ
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

4
　
前
項
の
届
出
は
、
轟
該
届
出
に
係
る
事
業
所
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ

　
る
場
合
に
は
、
水
戸
原
子
力
事
務
所
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
報
告
の
徴
収
）



第
三
十
九
条
　
使
m
用
者
、
販
売
業
老
、
廃
棄
業
老
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬

　
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直

　
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
措
観
を
十
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
二
　
放
射
性
同
位
元
素
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
コ
…
　
放
射
線
作
業
従
事
者
に
つ
い
て
最
大
許
容
媛
ば
く
華
華
又
は
最
大
許
容

　
　
集
積
線
簸
を
、
放
射
線
作
業
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
管
理
区
域
に
業

　
　
務
上
立
ち
入
る
も
の
（
…
時
的
に
立
ち
入
る
考
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
第

　
　
十
五
条
第
一
二
号
の
許
容
被
ば
く
線
量
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ

　
　
る
被
ば
く
が
あ
っ
た
と
き
。

　
四
　
萌
三
号
の
煮
か
、
放
射
線
障
書
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の

　
　
あ
る
と
き
Q

2
　
使
胴
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
放
射
線
施
設
を
廃
止
し
た
と
き

　
は
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
の
講
じ
た
借
用
を
一
二
↑

　
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
検
査
官
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
四
十
一
条
　
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
放
射
線
検
査
窟
の
身
分
を
示
す

　
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
幸
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

様式第二十二（第41条関係）

　ト…………一・一撒…申一………一一一一一一モ

〒
…
…
…
－
ー
ー
…
…
…
…

写
　
　
　
　
　
轟

自降

笛 号

貌射嫁検☆宮身分紐．削霞

職　　　名

氏　　　名

生年，｝臼

1‘．記の轟硅、放射縫襖査盲て．ある

ことを滅塔1嘘るり

　　fiL　　月　　ll受｛F

軽学挟爾li葦ヒ丁ゴで

難

夷

　　　　　鋪餌1・・撤凡素等による姻｝稼障’．彗の防ll、に閑†る法律披†い

第43の2　　桝学技術自長官剛遷翼長塁1父は福溢唐詩公安闇路会は，この謬．律

　（迷鴇汽憐監にあ’て」燭～」8舞＝9，2蓄～1項，篭～2畦≒及ひ第亀噴篭ひに篇～33築

　第1項及ひ第4項の峻建．櫛道清凱公震憂員会にありては臨旧藁の2第6項

　の峻定）の腕『∫に必要丘隈覆で、その職員〔軸学技術1｝長官にあ｝ては敏壁

　瞭嬢費宮．犀滋π鳳公安費陵会にあ，て雌賢察職員）に．使月橘，販売桑肴

　若しく幡廃縦蕪蕎父はこれらの轟から遷灘を委託された茜の事膀所父は1二鴇

　若しくは事薬瞬に彦ち人り．その沓の楼濁剛露顯モの催必要な物偉を検査さ

　せ、麗係畜に質問させ．父は襖査のため必藝な駁’1嶺度において，校射性擁

　僚元素看しくは敢射性伺位池窮によって汚優された物を服去させることがで

　さるσ

2　崩項の礎滝により立入横詮を行う職鳥は．その身分を承す護明葺を携婿し

　かつ、閃唱名の請求があるときは腎これを鍵承しなければ々らない窃

3　第1項に幌定する権隈に辱妃罪捜査のために認められたものと解してはな

　らない。

第55蚤次の各弩の・に該写する轟r＝．10川1似トの朋創こ魅する。

　し　第・輩3牽の2第1順の製冠による立入り、検査若しくは駅去を擁み辱妨

　　げ．若しくは慧選し．父に質問に対して陳述をせ’ボ、普しくは虚偽の礫述

　　をした～｝

　
　
ω
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
科
学
技
術

　
　
　
庁
告
示
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
三
条

　
　
ω
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
二
条

　
　
　
附
　
劉

　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
次
に
十

条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
十
ま
で
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
剣
（
抄
）

満
配



放
射
線
を
放
出
す
る
闘
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を

　
定
め
る
件
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
臼
科
学
技
術
庁
告
示
第
二
二
号
〕

　
　
　
　
最
終
一
改
正
　
　
昭
和
五
六
年
五
B
月
一
六
日
科
学
技
衛
庁
紘
q
一
穴
箪
工
ハ
ロ
写

（
緊
急
作
業
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
出
駕
）

第
十
二
条
　
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
緊
急
作
業
に
係
る
許
容
被

　
ば
く
線
最
は
、
垂
垂
レ
ム
と
す
る
。

（
粒
子
束
密
度
）

第
十
穴
条
　
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
放
射
線
景
に
つ

　
い
て
は
、
そ
の
放
射
線
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
表
第
五
の
左
の

　
欄
に
掲
げ
る
中
性
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
さ
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
雲
表
の
右
の

　
欄
に
掲
げ
る
粒
子
フ
ル
エ
ン
ス
が
マ
・
・
リ
レ
ム
の
放
射
線
量
に
桐
当
す
る
も

　
の
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
部
被
ば
く
の
場
合
に
お
け
る
被
ば
く
蚤
の
計
算
）

第
十
八
条
　
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
に
よ

　
る
被
ば
く
が
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
を
呼
吸
し
、
又
は
液
体
状
の
放

　
射
性
同
位
元
素
等
を
飲
用
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
六

　
条
各
号
に
規
定
す
る
濃
度
の
空
気
叉
は
水
を
呼
吸
し
、
又
は
飲
用
す
る
こ
と

　
が
一
週
間
に
つ
き
百
ミ
リ
レ
ム
の
放
射
線
鐙
率
の
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ

　
と
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
被
ば
く
最
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
Q

三
八
八

（
診
療
上
の
鼓
ば
く
の
除
外
等
）

第
十
九
条
　
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規

　
定
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
量
又
は
被
ば
く
放
射
線
量
を
算
出
す
る
場
舎
に
は
、

　
冨
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線

　
に
よ
る
被
ば
く
を
含
め
、
か
つ
、
診
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
及
び
自
然

　
放
射
線
に
よ
る
破
ば
く
を
除
く
も
の
と
し
、
空
気
中
又
は
水
中
の
放
射
性
同

　
位
元
素
の
濃
度
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
空
気
又
は
水
の
な
か
に
自
然
に

　
含
ま
れ
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
を
除
く
も
の
と
す
る
。

別表第五（第16条関係）
　1ミリレムに相当する粒子フルエンス

鰻設訂ス
　936，000

　864，000

　792，000

　828，000

　864，0GO

　972，GOO
1，008，000

　172，800

　50，400
　30，600
　25，2GG
　25，200
　24，480
　24，480
　23，400
　21，960
　20，160
　18，360
　12，960
　　7，920

　　5，760

　　5．040

中性子エネルギー
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淋
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甜
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軋
Z
訊

備考　該当値がないときは，
　　法によって計算する。

内そう



○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所

　
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基

　
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
網
蚕
業
魅
碑
童
舞
杁
智

馬
取
終
改
正
　
　
昭
和
五
山
ハ
年
三
門
月
一
轟
ハ
巳
科
学
技
伽
侮
煮
出
舅
が
第
七
昇
・

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
絹
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
正
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
価
す
る
技
術
上
の
基
準
の
適
用
さ
れ
な
い

放
射
性
同
位
元
素
等
の
濃
度
）

第
二
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
間
位
元
素
の
濃
度
は
、

　
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ρ
キ
ュ
リ
ー
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
Q

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
三
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放

　
射
性
嗣
位
元
素
等
と
し
て
長
官
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

　
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
嗣
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
す

　
る
。
た
だ
し
、
爆
発
性
又
は
自
然
発
火
性
の
放
射
日
岡
位
元
素
等
を
除
く
。

一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る

も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

体

容
易
に
散
逸
し
な
い
圏
体
状
の
放
正
客
同

位
元
素
蟹
守
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
劃
封
さ
れ
た

放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特

別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も
一

　
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

　
あ
る
こ
と
。

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

　
長
さ
の
輻
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

　
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
あ
っ
て
は
、

　
衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
臨
げ
試
験
）

　
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
加
熱
試

　
験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ

　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

　
に
水
中
へ
の
放
射
性
同
位
元
素
の
漏
え

　
い
蚤
が
、
○
・
〇
五
マ
イ
ク
P
キ
ュ
リ

　
…
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

放
射
能
の
最

別
表
第
～
か
ら
別
表

第
六
ま
で
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
放
射
性
同

位
元
素
の
種
類
又
は

区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
表
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
数
量

（
以
下
門
A
値
し
と

い
う
Q
）
の
千
分
の

　

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
圖
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
翻
す
る
技
衛
上
の
基
準
に
係
る
細
覆
等
を
定
め
る
告
示

災
九



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
闘
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
鏑
等
を
定
め
る
告
示

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の

別
表
第
　
か
ら
別
表

第
六
ま
で
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
放
射
性
同

固

位
元
素
の
種
類
又
は
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

そ
れ
当
該
各
表
の
第

三
欄
（
別
表
第
五
に

あ
っ
て
は
、
第
二
欄
）

に
掲
げ
る
数
量
（
以

下
「
曳
値
」
と
い
㌔
）

の
千
分
の
一

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
〇
二

千
キ
ュ
リ
ー

水

キ
ユ
リ
…
未
満
の
も
の

体

ム
ウ
チ
リ

の
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
○
ム
キ
ユ
リ
以
上
一
キ
ュ
リ
ー
未
満
の
も

百
キ
ュ
リ
ー

液

ト

｝

　
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
一
キ
ユ
リ
！
以
上
の
も
の

一
キ
ュ
リ
ー

そ
の
他
の
も
の

施
値
の
一
万
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

二
十
キ
ュ
リ
ー

体

そ
の
他

特
別
形
放
射
性
岡
位
元
素
等

へ
値
の
千
分
の
一

気

の
も
の

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以

理
値
の
三
分
の
一

外
の
も
の

荒
O

二
　
時
計
等
の
機
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
　
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
　
欄

　
　
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
挫
同
位
元
素
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上

　
　
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超

　
　
え
な
い
こ
と

放
射
牲
岡
位
元
素
等
の
区
分

放
射
能
の
量

体
固

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等

ん
値
の
百
分
の
一

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の

施
値
の
百
分
の
一

体
液

ト
リ
チ
ウ
ム
水

そ
の
他
の
も
の

跳
値
の
千
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

二
十
キ
ュ
リ
ー

士
気

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等

馬
値
の
千
分
の
｛

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の

定
値
の
千
分
の
一

　
　
ロ
　
幕
吏
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

　
　
　
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
蚤
率
が

　
　
　
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
量
の
限
度
）

第
四
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
重
一
項
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
次
の



表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分
に
応
じ
、

の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
間
表

特
別
形
放
鮒
性
同
位
元
素
等

特
溺
形
放
射
性
嗣
位
元
素
等
以
外
の
も
の

A2　A1

値値

（
許
容
表
面
密
度
）

第
五
条
　
規
則
第
十
八
条
の
四
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
密
度
は
、
次
の
褒
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

　
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

性　ア 同　ア

同　ル 位ル
位　フ 元　フ

元　ア 素　ア

素線 線
を を

放 放
出 出

し す
な る

い 放
放 景
射 性

毎一 毎十
平万 平万
方分 方分
セ　の セ　の

ソ　一 ソ　ー
チ　マ チ　マ
メ　イ メ　イ

［　ク 韮　ク

ト　ロ ト　ロ

ル　キ ル　キ

ユ ユ
り リ

1 モ

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
六
条
　
規
則
第
十
八
条
の
五
第
四
号
の
長
宮
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る

　
　
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
二
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
雑
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
七
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係

　
る
一
毅
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
三
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
○

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
八
条
　
規
則
簗
十
八
条
の
六
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
B
瓢
型
輸
送
物
に
係

　
る
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
四
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
九
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
二
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
施
主
の
百

　
万
分
の
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
三
号
口
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
一
三
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
　
一
万
キ
ュ
リ
ー
と
す
る
◎

3
　
漏
え
い
す
る
放
窮
性
同
位
元
素
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合

　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
親
譲
は
、
非
圧
縮
状

　
態
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
　
般
の
試
験
条
件
）

第
十
条
　
規
則
第
十
八
条
の
七
第
一
　
号
の
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係

　
る
一
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輪
…
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
「
条
　
規
則
第
十
八
条
の
七
第
三
号
の
長
考
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に

　
係
る
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
十
二
条
　
規
則
第
十
八
条
の
七
第
三
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
親
値
の

　
千
分
の
　
と
す
る
。

2
　
第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
量
に
つ
い
て
．
準
用
す
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
潮
位
元
素
の
濃
度
）

第
十
三
条
　
規
鋼
第
十
八
条
の
八
第
二
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
値
は
、
　
　
グ
ラ

　
ム
当
た
り
碗
値
の
　
万
分
の
一
と
す
る
。

（
危
険
物
）

放
射
性
嗣
位
元
素
又
は
放
射
性
嗣
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
霞
等
を
定
め
る
告
示

尭
　



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
幌
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

　
　
　
外
に
お
け
る
運
搬
に
間
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

第
十
四
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
三
号
の
長
宮
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
　

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
一
　
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
列
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
顯
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
放
射
性
間
位
元
素
等
の
安
全
な

　
　
運
搬
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

、
（
運
搬
物
の
個
数
の
制
限
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運
搬
物

　
を
一
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
運

　
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
指
数
（
運

　
搬
物
の
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
を
、
、
、
リ

　
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
の
最
大
値
を
い
う
Q
以
下
同
じ
。
）
を
合
計
し

　
た
値
が
五
十
以
下
と
な
る
よ
う
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個

　
数
を
制
限
す
る
も
の
と
す
る
Q

（
標
識
又
は
表
示
）

第
十
六
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
取
付
け
又
は

　
表
示
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
鳳

一
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
町
の
中
欄

　
に
掲
げ
る
標
識
又
は
衰
示
を
、
そ
れ
ぞ
れ
詞
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に

　
取
り
付
け
、
又
は
行
う
こ
と
。

二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
鮮
明

　
に
表
示
し
て
お
く
こ
と
。

　
イ
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
蚤

　
ロ
　
A
型
輪
…
三
物
　
　
「
A
型
」
の
文
字

一
　
L
型
輸
送
物

「
放
射
性
」
の

放
射
性
輸
送

交
字
の
表
示

物
の
表
醐

二
　
　
L
型
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輪
…
送

第
一
類
白
標

放
射
性
輸
送

物
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
の
放
射
線

識
（
別
記
第

物
の
表
面
の

量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超

七
に
掲
げ
る

二
箇
所

え
な
い
も
の

も
の
）

一エ

@
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
そ
の

第
二
類
黄
標

放
射
性
輸
送

表
面
の
放
射
線
朝
鮮
率
が
○
・
五
ミ
リ

識
（
別
記
第

物
の
表
面
の

レ
ム
毎
隠
を
超
え
五
〇
ミ
リ
レ
ム
｛
母

八
に
掲
げ
る

二
箇
所

時
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
輸
送

も
の
）

指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輪
…
忌
物

第
三
類
黄
標

放
射
性
輸
送

以
外
の
放
射
性
輸
送
物

識
（
別
記
第

物
の
裏
蕨
の

九
に
掲
げ
る

二
箇
所

も
の
）



　
　
ハ
　
B
簾
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
　
　
「
B
型
」
の
交
宇

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輪
…
送
物
に
は
、
遇
該
放
射
性
輸
送
物
の
容

　
　
器
の
耐
火
性
及
び
鮒
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性
及
び

　
　
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
別
記
第
ナ
に
掲
げ
る
も
の
）
を
明
確
に

　
　
表
示
す
る
こ
と
。

（
従
事
港
以
外
の
春
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
量
）

第
十
七
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
量

　
は
、
　
一
年
間
に
つ
き
一
・
五
レ
ム
と
す
る
。
た
だ
し
、
皮
ふ
の
み
に
対
す
る

　
被
ば
く
に
つ
い
て
は
、
三
レ
ム
と
す
る
。

2
　
前
項
の
許
容
被
ば
く
線
量
に
つ
い
て
は
、
従
事
者
の
被
ば
く
す
る
放
射
線

　
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
A
口
に
は
、
別
表
第
七
の
左
の
欄
に
掲
げ
る
中
性
子
エ

　
ネ
ル
ギ
ー
の
強
さ
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
の
欄
に
掲
げ
る
粒
子
フ

　
ル
エ
ン
ス
が
マ
ミ
リ
レ
ム
の
放
射
線
量
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
計
算
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
Q

3
　
第
一
項
の
許
容
被
ば
く
線
量
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
百
万
電
子
ボ
ル
ト

　
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ヅ
ク
ス
線
に
よ
る
被
ば
く
を

　
含
め
、
か
つ
、
診
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
及
び
自
然
放
射
線
に
よ
る
被

　
ば
く
を
除
く
も
の
と
す
る
。

放
射
性
問
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
披
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

発
蕊



星表第1（第3条醜係）

　種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性同位元素の場合の数量の限度

第 一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

原
子
番
号

放射性同位元素の種類

特別形放射性同佼元素
凾ﾅある場合の数量
iA1値）

@　　　　単位　Ci

特別形放射性同位元素
刪ﾈ外の放射性局位元
f等である場合の数量
iA2値）
@　　　　単位　Ci

1 3H 気体状のもの、 1，000 1，000
放射線発光塗料
であるもの、固
体に吸収された
形状のもの、ト
リチウム水であ
るもの

1 3K （その他のもの） 20 20
4 7Be 300 300
6 1些C 1，000 100
9 18F 20 20

11 22Na 8 8

11 2贋a
5 5

12 28Mg 6 6

14 31Si 100 100
15 32P 30 30
16 35S 1，000 300
17 36C董 300 30
17 38Cl 10 10
18 37Ar 1，000 1，000
18 篠1Ar

　（非圧縮状態）　20｛（臨状態）　、 20
@1

19 42K 10 10
20 45Ca 1，000 40
20 47Ca 2Q 20
21 46Sc 8 8

21 47Sc 200 200
21 弼Sc 5 5

23 娼V 6 6

24 51Cr 600 600
25 52M：n 5 5

25 5塩Mn 20 20

25 56Mn 5 5

26 52Fe 6 6

26 55Fe LOOO LOOO

放
射
性
闘
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
披
術
上
の
基
準
に
係
る
緬
霞
等
を
定
め
る
止
p
示

究
四



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
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別表第2（第3条関係）

　種類が萌らかであって、一種類であり、かつ、別表第1に掲げる放射性同位元素以外

　の放射性同位元素の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特別形放射性問位元素 特別形放射性同位元素
等である場合の数量 等以外の放射性嗣位元

区　　　　　　　分 （A！値） 素等である場合の数量
（A2値）

単位　Cl 単位　Cl

圭．放出する放射線が一種類の

場合（2に該当する場合を除

ｭ。）

C　アルファ線を放画する放

射性同位元素の場舎

（1）半減期が千日未満であ 1，GGO（原子番号が 3（原子番号が82以上

る場合 82以上のものである場 のものである場合は、

合は、2） 2×10『3）

（2）半減期が千霞以上百万 50（原子番号が82以 5×10『2（原子番号が

年以下である場合 上のものである場合は、 82以上のものである場

2） 合は、2×10『3）

（3）半減期が百万年を超え 1，000 3

る場合

ロ　ベータ線を放出する放慰 半減期が千日未満である

性周位元素の場合 場合は3（原子番号が

（1）　最：大エネルギーが0，5 1，000 82以上のものである場

MeV未溝である場合 合は、2×10－3）、半

（2）　最：大エネルギーが0，5 300 減期が千濁以上百万年以

MeV以上1MeV未講で 下である場合は5×10『受

ある場合 （原子番号が82以上の

③最大エネルギーが1 1GO ものである場合は、2×

MeV以上1．5MeV未満 10－3）、半減期が百万

である場舎 年を超える場合は3

（4）　　最大エネノレキご一力｛1．5 30

MeV以上2MeV未満で
ある場合

（5＞　最：大エネルギーが2 1G

MeV以上である場合

ハ　ガンマ線を放出する放射
97（1，000を超えるも 9アと・の第三欄に掲げる

性同位元素の場合 のにあっては、1，000） 数量のうちいずれか小さ

いもの

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
盤
國
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
闘
等
を
定
め
る
皆
示

四
〇
〇



放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
隅
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
欝
等
を
定
め
る
告
示

ニ　エックス線を放出する放 1．00G（原子番号が 半減期が千臼未満である
射性同位元素の場合

56以上のものである場 場合は3（漂子番号が

合は、2GO） 　　¶W2以上のものである場
合ζま、　2　×　1　e一3　）　、　半

減期が千日以上百万年以

下である場合は5×10喫

（漂子番号が82以上の

ものである場合は、2×

10㎜3）、半減期が百万

年を超える場合は3

2．放出する放射線が一種類で 親核種及び娘核種に対す 親核種及び娘核種に対す

あり、当該放射｛生物位元素が る1の第一欄の区分に応 る1の第一欄の区分に応

原子核の崩壊連鎖を生ずるも じてそれぞれ第二欄に掲 じてそれぞれ第三欄に掲

の（以下「親核種」という。） げる数量のうち最小のも げる数量のうち最小のも

であって、その半減期がその の の

原子核の崩壊によって生ずる

放射性同位元素（以下ヂ娘核

種」という。）の半減期より

も長く、かつ、娘核種の半減

期が十日以内である場合

3．放出する放射線が二種類以 それぞれの放射線に対す それぞれの放酎線に対す

上の場合（4に該当する場合 る1の第一欄の区分に応 る1の第　欄の区分に応

を除く。） じてそれぞれ第二欄に掲 じてそれぞれ第三欄に掲

げる数量のうち最小のも げる数量のうち最小のも

の の

4．放出する放射線が二種類以 それぞれの放射線に係る それぞれの放射線に係る

上あり、当該放射性嗣位元素 親核種及び娘核種に対す 親核種及び娘核種に対す

の半減期が娘核種の半減期よ る1の第一欄の区分に応 る1の第一欄の区分に応

りも長く、かつ、娘核種の半 じてそれぞれ第二欄に掲 じてそれぞれ第三欄に掲

減期が十厩以内の場合 げる数量のうち最小のも げる数量のうち最小のも

の の

　　　備考　rは、当該放射性同位元素が1キュリーの場合において、当該放射性同位元素か

　　　　　　ら1メートル離れた位置における最大放射線量率をレントゲン毎時で表した値を

岩　　　　示す。



別表第3（第3条関係）

　種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性同位元素の場合の数鑑の限度

第　　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特別形放射性周位元素 特別形放射性同位元素
等である場合の数量 等以外の放射性岡位元

帥　　　　　　　分 （A葦値） 素等である場合の数量
（A窪値）

単位　Ci 単位　Ci

原子番号82以上の放射性問
10

　　　臓4×10

位元素が含まれていない場合

原子番号82以上の放射性同
2

　　　　一32×10

位元素が含まれている場合

別表第4（第3条関係ウ

　種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部が明らかでない放射性岡位元素の場合又

　は種類の一部が明らかであって種類別の数量の全部が萌らかでない放射性同位元素

　の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特別形放射｛生同位元素 特別形放射性同位元素
等である場合の数量 等以外の放射性同位元

区　　　　　　　分 （Ai値） 素等である場合の数量
（A2値）

単位　Ci 単位　Ci

1．アルファ線を放出する放

射性同位元素が含まれてい 2 2×1G”3

る場合

2．アルファ線を放出する放

射性同位元素が含まれてい
2 4×10－1

ない場合（3に該当する場

合を除く。）

3．核分裂生成物である場合
10 4×10－1

（1に該当する場合を除く。）

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
弼
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
掻
等
を
定
め
る
告
示

照
O



放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
～
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
撮
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
綱
演
等
を
定
め
る
止
口
示

別表第5（第3条髄係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又は一部が明らかであ

　る放射性岡位元素の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄

区　　　　　　　　　分 数　　　　　　　量
@　　　　　　　　単位　C至

放射性同位元素の種類の全部又は一部が

ｾらかであって種類別の数量の一部が明

轤ｩでない場合

次の算式を満たすx1，x2，…，　Xn及びy

ﾌ数量亙＋逸．＿＋h誤司　　　XI　X2　　　　Xn　Y

放樹性同位元素の種類及び種類鋼の数量

ﾌ全部が明らかである場合

次の算式を満たすX王，X2，…，　Xnの数量

@　　　　血÷逗＋＿＿＋逃足1　　　　　×1　×2　　　　Xn

備考　X三，X2，…，　Xnは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性同位元素の数

　　量（キュリー）を、Xユ，X2，…，　Xnはそれぞれx1，x2，…，　Xn　に係

　　る各放鮒性同位元素に対する別山田1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）を、

　　yは種類又は種類別の数量が明らかでない放射性同位元素の数量（キュリー）を、

　　Yは，yに係る放射性同位元素の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類

　　に対する別表第1又は別観測2に掲げる数量（キュリー）のうち最小のものを、y

　　に係る放酎性同位元素の種類の全部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係

　　る放射性同位元素に対する別表第3に掲げる数量（キュリー）を示す。

四
〇



別表第6（第3条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等

　しい放射性同位元素の場合の数貴の限度

第　　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特別形放射性岡位元素等 特別形放射｛生同位元素等
である場合の数量 以外の放射性同位元素等

区　　　　　　　　分 （A1値） である場合の数量
（A2値）

単位　Cl 単位　Ci

その系列のすべての放射性 親核種に対する別表第1 親核種に対する別表第1

同位元素（親核種を除く。） 又は別表第2．の第二欄に 又は鋼表第2の第三欄に

の半減期が十日を超えず、， 掲げる数景 掲げる数量

かつ、親核種の半減期より

も短い場合

その系列の娘核種のうち、 次の算式を満たすx1， 次の算式を満たすx1，

その半減期が十日を超え、 勘，…・Xnの数量 x2，…，　Xnの数量

又は親核種の半減期よりも 血＋逗＋＿独＿1 血＋聖＋＿独＿1
長いものがある場合 XI　X2　　Xn XI　X2　　Xn・

備考　Xま，X2，…，　Xnはその源子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性岡位元素

　　の数貴（キュリー）を、Xl，X2，…，XnはそれぞれxDx2，…，Xnに

　　係る各放射性同位元素に対する別表第1又は鋼表第2に掲げる数量（キュリー）を

　　示す。

放
射
性
周
位
元
素
又
は
放
射
性
周
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
瀾
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
自
等
を
定
め
る
告
示

四
〇
四



別表第ア（第21条関係）

　1ミリレムに相当する粒子フルエンス

放
射
性
詞
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
闘
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
圏
等
を
定
め
る
告
示

中性子エネルギー

0．025eV

　O．1eV

　　leV

　10eV
　100eV

　　lKeV

　10KeV
　100KeV

　500KeV

　　lMeV

　　2MeV
　　3瓢eV

　　sMeV

　工OMeV

　20MeV
　50MeV
　100MeV
　200魏IeV

　500MeV
1，000MeV

2，000MeV

3，GOOMeV

粒子フルエソス（簸／c㎡）

　936，000

　864，000

　792，000

　828，000

　864，000

　972，000

1，008，000

　172，800

　50，400

　30，600

　25，200

　25，200

　24，480

　24，480

　23，400

　21，960

　20，160

　18，360

　12，960

　　7，920

　　5，760

　　5，040

備考　該当値がないときは、内そう法によって計算する。

四
〇
五



　
　
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
固
等
を
定
め
る
告
示

別
記
第
一
（
第
三
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供

　
　
試
物
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
牛
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下

　
　
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

放
射
性
同
位
元
素
文
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
資
き
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
捧
の
平
均
面
で
打

　
っ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
樺
は
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ソ

　
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
角
の
半
径
が
O
・
一
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
ル
の
も
の
と
す
る
。

三
　
曲
げ
試
験

　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
　
が
出
る
よ
う
に
固

　
醜
し
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
　
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
繭
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒
は
、

　
そ
の
翠
帳
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の

　
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

四
　
加
熱
試
験

　
　
供
試
物
を
温
度
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
せ
き

五
　
浸
潰
試
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
〇
六

イ
　
固
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を

　
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ

　
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
潰
さ
せ
る
こ
と
。

　
②
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
㈲
　
温
度
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
ω
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
蒔
間
漫
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試

　
　
　
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
Q

　
　
ω
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
温
度
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
③
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
二
（
第
六
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
条
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
鍛
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
Q

　
　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
　
ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
千
キ
p
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
｝
・

　
　
　
　
ニ
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
キ
ロ
グ

　
　
　
　
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
一

　
　
　
　
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ

　
　
　
　
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一
万
五
千
キ
p
グ
ラ
ム
を
超



　
　
　
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
棚
蓋
す
る
荷
重
又
は
鐙
薩
投
影
面
積
に
○
。

　
　
　
＝
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相

　
　
　
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
十
四
時
間
加
え

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
㈹
　
雷
置
慨
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
＝
　
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
一
メ
ー
ト
ル
の
古
阿
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い

　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次

　
　
の
ω
及
び
②
　
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
輸
送

　
　
物
に
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
量

　
　
の
二
倍
以
上
の
量
の
放
射
性
同
位
元
素
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
吸
収
材
を
備
え
て
い
る
放
射
性
輪
送
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放

　
　
射
線
し
ゃ
へ
い
材
の
内
側
に
あ
る
も
の
叉
は
当
該
収
納
若
し
く
は
包
装

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ
と
と

　
　
し
た
場
合
に
お
い
て
も
表
面
の
最
大
放
射
線
還
曲
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎

　
　
時
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
前
号
画
趣
に
規
定
す
る
棒
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い

　
　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ

　
　
　
ω
及
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

溺
記
第
三
（
第
七
条
関
係
）
B
M
型
輪
…
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
｝
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環

　
　
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
八
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
帯
封
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
五
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
…
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
　
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
Q

　
二
　
温
度
八
頁
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
｝
二
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
四
　
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
建
議
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
Q

　
備
考
　
第
へ
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
十
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
別
記
第
二
第
｝
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
問
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
闘
等
を
定
め
る
告
示

照
〇
七



　
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

　
　
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
十
一
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
｝
　
別
記
第
四
第
｛
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
頗
序
で
置
く

　
　
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
Q

四
〇
八



別記第七（第十六条関係）

第一類白標識

　
　
　
〆

　
　
へ

　
．
㍉縞

澄

幽⑮細

蟹
＼
． 講論》／

　AC↑ivlTY．．．．　一．．、CU則£S　　拶

　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　客掻
　　　　　　　　　　、・｝
　　　　　　　　　　“

＼》／
　　　　　P　　　F

注　1　三葉マークは、別記第十のとおりとする。

　　2　奴納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、又は包装

　　　されている放射性同位元素等の名称及び放射能を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内においてのみ運搬されるものにあっては、英語の部分

　　　を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によること。

部　　　　分 色　　　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分　線 黒

繕鞍遡暎週；尺懸臥楚繕姦遡喧趨IR懸ま2％○トノ緯課掬虞喫撃eH黙以楚錦蝋湊e
《ま2箕ね｝o潮懸ま2認軸。螺縷唄e欄羅慧懸ゆ麗団雛顛霞倉ゆ馴旨

掻0ぜ



麟譲趨薩熱尺蘇以楚麟姦逮匝油尺懸≧2％oト・関課掬虞翼蕊eH黙鰍楚蹄鰍霞e
《12箕むゆ躍翰羅認粥ゆ蝋罎一月e欄掛乏2瞳｝Q羅凹紳細｛賀倉ゆ鱒ロ睡 劉0

別記第八（第牽六条関係）

第二類黄標識

　
　
＼

　
㌦

㌦

㌔
・
．
＼

》
＼

論㊥盒

畠

＼
　　　　　！o
　　　　　答．
　　　　　　，4
　　　　　　　＼　　　　　　　ノ

撫概燃1／／
　囎　送　褥　数
TRANSPORT　iNDεX

　　　　　　　　　　“

＼ミ／／

／
、

注　1　三葉マークは、別記第十のとおりとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、

　　　又は包装されている放射性同位元素等の名称、放射能及・び輸送

　　　掻数を記入すること。

　　3　放全能は、キュリー単位で裏すこと。

　　4　本邦内においてのみ運搬されるものにあっては、英語の部分

　　　を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によること。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

蝿半田の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 臼

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒



別記第九（第十六条関係）

第三類黄標識

＼．・留

　　碁，

・
／

注　1　三葉マークは、別記第十のとおりとする。

　　2　破納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、

　　　又は包装されている放射性同位元素等の名称、放射能及び輸送

　　　指数を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内においてのみ運搬されるものにあっては、英語の部分

　　　を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によること。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒

麟齢翠鷹罎IR蘇以慧超蕪翅眠油R懸2妬。＞鷺嶽鞠虞喫辞eH黙以楚瀞糠湊e
式去2翼匁ゆ塑蝕上2認幅ゆ螂擢明e糊繕ま2迷｝o暴畷沸掴製倉｝o釦1旨

経1｝



鎖蕪遡匝週1R懸以楚麟蕪躍匝週iR蘇起％○》関藤掬虞契藩eH闘以楚綿蝋蔭e
《足箕匁ゆ嘲攣麦2認極Q鰹羅唄e堀磐2懸ゆ麗磁恥姻製倉燭巨1倭

朋記第十（第十六条関係）

三葉マーク

ピ60．

恥

10Z
　　　　　　覧

　　　　2Z

　
　
。
＼
⊥

O
o
総
臨

注　1　Zは、0．2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は黒とする。
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放
射
性
間
位
元
素
等
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
放

　
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

　
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例

　
に
よ
る
。

　
　
　
第
【
；
単
　
指
定
機
構
確
認
機
闘

（
指
定
の
区
分
）

第
二
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
は
、
放
射
性
同
紘
元
山
等
に
よ
る
放
射

　
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
湘
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十

　
九
号
）
第
｝
条
の
二
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
種
類
の
区

　
分
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
三
十
九
条
第
一
，
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定

　
を
受
け
よ
う
と
す
る
岩
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書
を
科
学

　
技
術
庁
斎
宮
（
以
下
「
長
宮
扁
と
い
う
Q
）
に
十
二
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
揚
定
機
講
確
認
機
醜
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
○
指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
五
十
五
年
十
～
月
十
八
β
m
総
理
噛
　
府
　
A
羽
　
第
山
田
L
T
｝
号
〕

　
　
　
　
　
町
販
終
改
壁
止
　
　
昭
和
五
山
照
年
五
【
月
一
糊
膏
日
総
理
府
令
第
一
二
二
鱒
万

　
　
　
第
；
畢
　
嚢
虫

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
間
す
る
法
律
（
以
下
「
法
し
と
い
う
。
）

　
一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
着
の
氏
名

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
三
　
行
お
う
と
す
る
機
構
確
認
の
区
分

　
四
　
機
構
確
認
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
定
款
又
は
審
～
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
抄
本

　
二
　
・
甲
講
の
属
を
含
む
事
業
年
度
の
薩
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
自
録

　
　
及
び
貸
借
対
照
表

　
三
　
申
請
の
臼
を
含
む
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書

　
　
及
び
収
支
予
算
書

　
四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
髭

　
　
イ
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
p
　
機
構
確
認
に
用
い
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
の
種
類
及
び
数

　
　
ハ
　
機
橿
確
認
員
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
二
　
主
任
機
構
確
認
員
（
機
構
確
認
員
の
う
ち
、
他
の
機
構
確
認
員
を
指

　
　
　
揮
し
、
及
び
申
請
に
係
る
機
構
確
認
の
業
務
を
統
括
管
理
す
る
春
を
い

　
　
　
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名

　
　
ホ
　
機
雛
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務

　
　
　
の
種
類
及
び
概
要

（
指
定
の
基
準
）

第
四
条
　
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
的
能
力
そ
の
他

　
の
事
項
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ

四
ご
蝿



指
定
機
欝
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
、
そ
の
役
員
（
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
社
員
を

　
含
む
G
）
の
構
成
が
機
構
確
認
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

　
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
主
任
機
構
確
認
員
が
置
か
れ
る
こ
と
Q

　
イ
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
潜
免
状
を
取
得
し
た
後
二
年
以
上
放
射
線

　
　
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
巻

　
p
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
一
一
年
法
律
第
一
一
十
六
号
）
に
よ
る
大
学

　
　
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含

　
　
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三

　
　
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
以
下
詞
じ
。
）

　
　
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
十
年
以
上

　
　
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
ハ
　
機
構
確
認
員
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
騨
験
を
有
す
る
者

　
こ
　
そ
の
他
放
射
線
管
理
に
関
し
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
岡
等
以

　
　
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

竃
　
機
構
確
認
員
の
数
が
申
請
に
係
る
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必

　
要
な
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
申
講
に
係
る
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
書
類
及
び
数
の

　
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
が
あ
る
こ
と
。

五
　
機
構
確
認
の
業
務
を
的
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基

　
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
機
構
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を

　
行
う
こ
と
に
よ
り
機
嫌
確
認
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ

四
一
四

　
　
る
こ
と
。

　
七
　
そ
の
指
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
申
請
に
係
る
機
構
確
認
の
的
確
か

　
　
つ
円
滑
な
実
施
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

（
指
定
機
構
確
認
構
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
猪
定
機
構
確
認
機
関
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
機
構
確
認

　
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

　
き
は
、
・
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
｝
　
変
更
後
の
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
機
構
確
認

　
　
の
業
務
を
行
う
審
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地

　
二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
…
二
　
変
更
の
理
由

2
　
揃
定
機
梅
…
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
を
新
設
し
、

　
叉
は
廃
止
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

　
を
長
宮
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

　
一
　
薮
無
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
に
お
い
て
機
構
確
認
の
業

　
　
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
新
設
叉
は
廃
止
の
理
由

（
機
構
確
認
員
の
資
格
）

第
六
条
　
法
第
四
十
条
第
二
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
呈
す
る
老
と
す
る
。

　
一
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者
。



　
二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の

　
　
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従

　
　
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令

　
　
第
一
二
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
理

　
　
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
五
年
以
上
放
射
線
管
理

　
　
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
四
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
高
等
学
校
　
お
い
て

　
　
理
科
系
統
の
蕉
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
長
官
が
定
め
る
放

　
　
射
線
研
修
を
修
了
し
た
も
の

　
五
　
そ
の
他
放
射
線
管
理
に
関
し
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識

　
　
及
び
経
験
を
有
す
る
者

（
業
務
期
定
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
　
指
定
機
構
確
認
機
閣
は
、
法
螺
四
十
一
条
第
一
項
蔚
段
の
規
定
に

　
よ
り
業
務
規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

　
申
請
書
に
当
該
業
務
規
定
を
添
え
て
、
こ
れ
を
長
官
に
提
嵐
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
の
記
載
事
項
）

第
八
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

　
り
と
す
る
。

　
｝
　
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二三

機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
劉
（
抄
）

八七六五四
機
構
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

機
膿
…
確
認
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

機
構
確
認
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

機
構
確
認
に
呈
す
る
軍
国
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
機
構
確
認
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
業
務
規
定
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
九
条
　
指
定
機
構
確
認
機
蘭
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

　
り
業
務
規
定
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
た
串
請
書
を
長
官
に
提
碧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
変
更
の
理
由

（
機
構
確
認
員
の
選
任
）

第
十
条
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
～
条
の
無
謬
｝
項
の
規
定
に

　
よ
り
機
構
確
認
員
の
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
選
任
し
よ

　
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
・
甲
請
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
十
【
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
嶺
該
機

　
構
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
機
構
確
認

　
結
果
報
告
譲
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
主
任
機
構
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞

　
な
く
、
選
任
し
た
主
任
機
構
確
認
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
報
告
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
蓋



　
　
指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
鎌
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

　
解
任
し
た
機
横
確
認
員
の
罠
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
報
告
書
を
長

　
官
に
提
繊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
鰻
簿
）

第
十
二
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
事

　
項
を
記
鐵
し
た
帳
簿
を
作
成
し
、
記
載
の
賃
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
　
　
機
構
確
認
を
受
け
た
春
の
馬
名
筆
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
販
売
所

　
　
（
表
示
の
有
効
期
間
の
更
親
に
つ
い
て
の
機
構
確
認
を
受
け
た
港
に
係
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
工
場
又
は
事
業
所
を
含
む
Q
）
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
機
構
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
岡
位
元
素
装
備
機
器
の
種
類
及
び

　
　
製
造
番
号
並
び
に
当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
放
景
線
障
害
防
止

　
　
機
構
に
係
る
設
計
の
承
認
の
年
月
日
及
び
番
号

　
三
　
機
織
確
認
を
行
っ
た
年
月
屠

　
四
　
表
示
に
記
載
さ
れ
た
機
構
確
認
の
番
号

　
五
　
機
購
確
認
を
行
っ
た
機
構
確
認
員
の
氏
名

　
六
　
そ
の
他
機
構
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
機
購
確
認
の
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
て
粂
の
二
の
規
定
に
よ
り
機

　
構
確
認
の
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書
を
長
官
に
提
鵠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
機
構
確
認
の
業
務
の
範
翻

四
エ
ハ

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
比
し
よ
う
と

　
　
す
る
年
．
月
琴

　
三
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

　
　
つ
て
は
、
そ
の
期
間

　
四
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と

　
　
す
る
理
由

（
機
構
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
吸
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
～
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す

　
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
機
構
確
認
の
業
務
を
長
官
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
に
関
す
る
葦
鹿
及
び
書
類
を
長
官
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
三
　
そ
の
他
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
公
示
）

第
十
五
条
　
長
官
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
の
右
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
宮
報
で
出
口
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一
　
法
第
一
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

一
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

よ
る
指
定
を
し
た
と
き
。

二
　
指
定
を
し
た
年
月
臼

三
　
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
構
確
認
の
区
分

二
　
法
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ

　
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事

る
許
可
を
し
た
と
き
。

務
所
の
所
在
地

二
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
臼

三
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
機
購
確
認
の
業
務
の
範
懸

四
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

～二

@
法
第
四
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規

一
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
と
き
。

二
　
指
定
を
取
り
消
し
た
隼
月
ヨ

四
　
　
法
第
四
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規

一
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

定
に
よ
り
指
定
を
取
消
し
、
又
は
機

二
　
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
血
を
命
じ
た
年
月
日

構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

三
　
機
購
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
惇
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
停
止
を
命
じ
た
機
構
確
認
の
業
務

部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

の
範
圏
及
び
そ
の
期
間

五
　
法
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
の
規

一
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
し
た
無
月
日

定
に
よ
り
長
官
が
機
構
確
い
豹
⑳
の
叢
小
務

二
　
行
う
も
の
と
す
る
機
購
確
認
の
業
務
の
範
囲
及
び
そ
の
期
間

の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の

と
す
る
と
き
◎

六
　
法
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
の
規

一
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
年
月
日

定
に
よ
り
長
官
が
自
ら
行
っ
て
い
た

二
　
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
機
構
確
認
の
業
務
の
範
囲

機
欝
猶
確
酬
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
◎

撫
定
機
構
確
認
機
関
等
に
蘭
す
る
規
則
（
抄
）

聖
七



指
定
機
構
確
認
機
朋
閃
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
第
四
童
　
指
…
定
運
搬
物
確
認
機
関

（
論
定
の
区
分
）

第
二
十
「
条
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も

　
の
と
す
る
。

　
一
　
二
万
千
キ
ュ
リ
ー
を
超
え
る
放
射
性
岡
位
元
素
の
運
搬
物
に
係
る
確
認

　
二
　
二
万
千
キ
ユ
リ
；
以
下
の
放
射
性
膝
位
元
素
の
運
澱
物
に
係
る
確
認

（
業
務
規
定
の
詑
載
事
項
）

第
エ
十
二
条
　
法
認
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一

　
条
第
二
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
Q

八七六五四三二～
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
臼
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

運
撮
物
に
係
る
確
認
の
実
施
の
方
法
に
闘
す
る
事
項

運
搬
確
認
証
の
交
付
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
に
係
る
確
認
に
蘭
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
報
告
）

第
二
十
三
条
　
掲
定
着
品
物
確
認
機
闘
は
、
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
と

　
き
は
、
当
該
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
鋼
記
様

　
式
第
三
に
よ
る
運
搬
物
確
認
結
果
報
告
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第

里
八

　
二
号
に
規
定
す
る
主
任
運
搬
物
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

　
選
任
し
た
主
任
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
報
告
書
を
長

　
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

3
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞

　
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
報

　
告
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
鳳
十
四
条
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
囲
は
、
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
と

　
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
作
成
し
、
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保

　
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
受
け
た
者
の
賃
名
説
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
輸
送
物
の
種
類
、
収
納

　
　
す
る
放
射
性
飼
位
元
素
等
の
種
類
及
び
数
蚤
並
び
に
容
器
の
承
認
の
年
月

　
　
日
及
び
番
号

　
三
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
の
昌
的

　
　
及
び
運
綴
予
定
期
醸

　
四
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
五
　
運
搬
確
認
証
の
番
三
ぢ

　
六
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名

　
七
　
そ
の
他
運
搬
具
に
係
る
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
準
絹
）

第
こ
十
五
条
　
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
三
条

　
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す



る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
雲
叢
確
認
機
蘭
扁
と

あ
る
の
は
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
、
「
機
構
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
運

搬
物
に
係
る
確
認
」
と
、
　
「
機
構
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
員
」

と
、
　
「
主
任
機
構
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
主
任
運
搬
物
確
認
員
」
と
、
第

三
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条

の
十
第
二
項
」
と
、
第
四
条
中
「
法
第
三
十
九
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
目
お
い
て
準
用
す
る
聖
子
三
十
九
条
第
四
項
」
と
、

第
六
狂
歌
「
法
難
四
十
条
第
二
更
し
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第
二
項
」
と
、
第
七
王
国
「
法
規
四

十
一
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
前
段
」
と
、
第
九
条
中
「
法
第
四
十
｝

条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
｝
項
後
段
」
と
、
第
十
条
中
「
法
第
四
十
一
条
の

四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
一
条
の
四
第
　
項
」
と
、
第
十
三
条
中
「
法
第
四
十
一
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

一
条
の
一
こ
と
、
第
十
四
条
中
「
法
第
四
十
｝
条
の
八
第
三
項
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
八

第
三
項
」
と
、
第
十
五
条
の
表
中
「
法
第
三
十
九
条
第
㎜
項
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
　
項
」
と
、
　
「
法
第
四
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
四
十
～
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
二
し

と
、
　
「
法
第
四
十
一
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
六
第
一
項
」
と
、
　
「
法
第
四

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
闘
す
る
規
則
（
秒
）

　
十
一
条
の
六
第
二
項
し
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
法
門
四
十
～
条
の
六
第
二
項
」
と
、
　
「
法
第
四
十
　
条
の
八
第

　
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
三
筆
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

　
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
七
童
　
雑
則

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
証
明
書
）

第
四
十
二
条
　
法
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三

　
条
の
二
曹
二
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
る

　
も
の
と
す
る
。

里
九



別記様式第三（第23条関係）
整　理　番　弩（注1）

　　　　　　　　運　　搬　　物　　確　　認　　結　　果　　報　　告　　書

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

@　科学技術庁長官　　　　　　　殿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定運搬物確認機関の名称

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　㊧

w定機構確認機関等に関する規則第23条第1項の規定により次のとおり報告します。

氏名又は名称
運搬物に係る確認を受

ｯた者
住　　　　駈 電話番号（　　　　　　）

使粥者等の区
ｪ　（注2）

ミ罫　　業　　飯　　等 名　　　　称

所　在　地 電話番号（　　　　　　）

運　　搬　　の　　目　　的（注3）

運　　搬　　予　　定　　時　　期

放財性輸送物の名称（注4）

放
射
牲
翰
送
物

匪躬性輸送物の種類（注5）

収納する放射樹罷位元素等の
嵭ﾞ及び数量

容器の承認の年月日及び番号

運搬物に際る確認を行った年月臼

運搬物に係る確認を行った遅掻物確認
ｯの氏名

運　撮　確　　認　証　　の　番　号

注1　「整理番号」この欄には、詑載しないこと∂

　2　「使絹嵩等の区分」使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された齎の別を記載

　　　すること。

　3　「運搬の睦的」当該運搬に孫る出発地及び醤的地の事業所等の名称及び所在地を併せて記載すること。

　4　ヂ．放射性輸送物の名称」放酎性輸送物の通称を詫載すること。

　5　「放躰性輸送物の種類」B瓢型輸送物又はBU型輸送物の溺を罷載することσ

　備考　この用紙の大ぎさは、日本工業規格B4とすること。

指
定
機
溝
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

四
二
〇



指
定
索
溝
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

別記様式第6（第42条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　（第　1　面）

←……・…………・・……………・・…12センチメートル……………・………・・…・・…一→

第 号

立入検査職員身分証明書

恩
名
日

　
　
月

　
　
年

下
一
生

　上記の表は、放射性岡岬：元素等による

放甲線障害の防止に関する法律第43条の

3第1項の規定により立入検査をする職

員であることを証明する。

年　　月　　日交付

科学技術庁長官画

↑

ム
＼
ム
ー
＼
添
N
ギ
》
．
◎
つ

・
一
Ψ

（第　2　面）

　　　放窮性詞位元素等による放射線障審の防止に関する法律堕すい

第43条の3　科学技術庁長官又は運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その

　職員に、詣定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確

　認機関、指定試験機関又は指定講習機関（科学技術庁長官にあっては指定運搬方法

　確認機関以外の機関、運輸大臣にあっては指定運澱方法確認機関）の事務所に立ち

　入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ

　ることができるQ

2　前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第43条の2（第1項略）

2　前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、

　関係者の請求があるときは、これを堤示しなければならないσ

（第　3　面）

璽

3　第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないQ

第56条　次の名号の一に該当するときは、その違反行為をした指定機構確認機関、指

　定検査機関、指定運搬物確認機闘、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定

　講習機関の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。

　（4）第43条の3第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌

　　避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　
@
〔
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
十
七
日
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
〕

　
最
終
改
正
　
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
運
輸
省
令
第
二
十
六
号
改
正

（
趣
旨
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動

　
車
及
び
軽
車
両
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合

　
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
楽
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
放
射
性
輸
送
物
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に

　
　
擁
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
汽
十
六
号
Q
以
下

　
　
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸

　
　
畠
物
を
い
う
。

　
二
　
車
両
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、

　
　
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
｝

　
三
　
コ
ン
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ

　
　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
　
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
　
ち
、
非
朋
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

　
四
　
専
用
積
載
　
車
両
が
一
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬

　
　
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て

　
　
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

（
取
扱
場
所
）

第
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
定
め

　
る
L
型
輸
送
物
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の

　
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取

　
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置

　
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
Q

（
積
載
方
法
等
）

第
四
条
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
こ
の
条
、
次
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て

　
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と
い
う
。
）
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
は
、
放
射
性
輸

　
縞
物
の
安
全
性
が
二
一
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り

　
放
射
性
輪
…
型
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。



3
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
積
載

　
し
て
は
な
ら
な
い
Q

（
混
載
糊
限
）

榊
弟
五
条
　
表
哩
圓
か
ら
の
平
均
歓
酬
放
山
出
率
が
十
・
五
ワ
ッ
ト
毎
平
山
力
メ
…
ト
ル
を
超

　
え
る
放
射
性
輪
離
物
等
は
、
熱
を
除
去
す
る
跡
職
の
設
置
そ
の
他
の
特
別
な

　
措
麗
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
の
車
両
に
混
載
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
澱
年
法
律
第
頁
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
璽
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
占
卜
圧
ガ
ス
へ
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
焦
－
法
律
晶
第
二
百
四
号
）
笛
〃
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
…
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
引
火

　
　
点
が
五
十
度
（
専
用
積
載
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
以
下
の
も

　
　
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
酸
の
含
有
景
が
体
積
百
分
率

　
　
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
な
運
搬
を
損

　
　
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
質

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
耐
画
線
且
璽
率
等
）

第
六
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
放
射
線
壁
率

　
は
、
表
面
に
お
い
て
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
蒔
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
諭
か
ら
一

　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

放
射
性
岡
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

2
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
間
位
元

　
素
の
放
射
能
面
密
度
は
、
施
行
規
則
第
十
八
条
の
四
第
六
号
に
定
め
る
許
容

　
表
面
密
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
七
条
　
輪
…
託
物
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

　
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下
「
総
理
府

　
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
（
以
下
「
核
燃

　
料
輪
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第

　
九
条
並
び
に
第
十
七
条
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
岡
じ
。
）
及
び
輸
送

　
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
る
も
の

　
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を

　
超
え
な
い
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
第
八
条
に
規
定
す
る
核
分
裂
牲
輪

　
送
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
愛
…
送
物
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
同
条
に
規
定
す
る

　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
二
種
核
分
裂
牲
輸
送
物
し
と
い
う
。
）

　
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い

　
う
。
）
以
外
の
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

　
ソ
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
｝
　
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
嶺
該
輪
…
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
－
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
掛
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
戯
絵
冠
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ

　
　
つ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
燗
数
（
総
理
府

㎎
量



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
令
第
十
条
第
一
号
に
定
め
る
輸
送
制
限
綱
数
を
い
う
。
）
で
五
十
を
除
し

　
　
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
輪
…
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
収
納
さ
れ
た
輪
…
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ

　
　
つ
て
は
、
．
墨
筆
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輪
送
物
以
外
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大

　
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
用
積
載
で
運
搬

　
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
墨
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
．
ン
テ
ナ
の
最
大
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
も
つ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸

　
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二 五 一 　
十 平 平 平
平 方 方 方
方 メ メ メ

メ ； 1 ；

i ト ト ト

ト ノレ ノレ ノレ

ル を を 以
を 超 超 下

超 え え の
え

、 、

場
、

二 五 合

百 十 平
平 平 方
方 方 メ

メ メ 1

1 1 ト

ト ト ノレ

ノレ ノレ 以
以 以 下
下 下 の

の の 場
場 場 合

A A口 口

十 六 三 一
九

（
標
識
又
は
表
示
）

第
八
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
山
送
物
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

　
表
の
中
脳
に
掲
げ
る
標
識
又
は
表
示
を
黒
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、

又
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

四
二
四

一
　
L
型
輸
送
物

「
放
射
性
」
の
交

放
射
性
輸
送

字
の
表
示

物
の
表
面

二
　
L
型
輸
送
物
以
外
の
放
射
性

第
　
類
白
標
識

放
射
性
輸
送

輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面
の
最

（
第
一
号
様
式
）

物
の
表
面
の

大
放
射
線
貴
率
が
○
・
五
ミ
リ

二
箇
所

レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

三
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
翰
送

幽
表
面
の
最
大
放
射
線
鳳
里
率
が
○

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
面
の

●
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
五

二
箇
所

十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超
え

な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
輪
送

送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

五
　
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に

第
　
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
事
は
こ

（
第
一
号
様
式
）

四
側
面

れ
ら
の
放
M
射
片
輪
欄
送
〃
物
及
び
核

燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第

七
十
二
号
。
以
下
「
運
搬
規
則
」

と
い
う
Q
）
第
九
条
第
一
項
の



表
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に

掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
の
み
が

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

山ハ

@
　
放
射
二
輪
欄
送
物
…
が
」
収
納
｝
さ
れ

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
第
一
二
種
核

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ

一

て
、
前
号
に
褐
げ
る
も
の
以
外

の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送

指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

七
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、

（
第
三
号
様
式
）

四
側
面

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

も
の

2
　
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
衷
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
籔
翫
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
総
重
量
が
鴛
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
二
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
A
型
輪
当
物

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
劉

　
　
「
A
型
」
の
文
字

　
三
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
一
二
第
～
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物

　
　
（
以
下
「
B
磁
型
輪
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
岡
号
に
定
め
る
B
U
型
翰

　
　
送
物
（
以
下
「
B
U
型
護
送
物
」
と
い
う
。
）
　
「
B
型
」
の
交
宇

4
　
B
瓢
型
輪
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容
器

　
又
は
包
装
の
酎
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
長
雨
に
、
耐
火
性

　
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
…
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

5
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
九
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
　
の
車
両
に
積
載
す

　
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
　

　
両
と
み
な
す
。

（
車
両
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
十
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
車
両
に
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
放
射
線
量
率

　
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
嘉
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え

　
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
車
澗
の
表
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
　
最
大
放
射
線
量
率
が

　
　
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
．

四
一
　
五



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
二
　
車
両
の
前
面
、
後
面
及
び
西
側
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
置
　
最
大
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ
ム
毎
聴

　
三
　
車
両
に
よ
る
運
搬
に
従
事
す
る
者
が
通
常
乗
車
す
る
場
所
　
最
大
放
魁

　
　
線
量
率
が
ニ
ミ
リ
レ
ム
」
毎
時

（
車
両
に
係
る
標
識
）

第
十
｝
条
　
放
射
性
輪
送
辞
等
（
L
型
輸
送
物
及
び
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納

　
さ
れ
て
・
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
こ
の
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
を
積
載
し
た
車
両
に
は
、
車
両
標
識
（
第
六
号
様
式
）
を
そ
の
両
側

　
面
及
び
後
面
（
鉄
道
、
紙
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、
両
側
面
に
限
る
。
）

　
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
開
放
型
の
車
両

　
で
放
射
性
輪
長
物
（
L
型
・
輸
送
物
を
除
く
。
）
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
積
載
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
に
付
さ
れ
た
標
識
が
運
搬
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と
き
は
、
当

　
該
標
識
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
専
用
積
載
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項

　
の
車
両
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
た
と
き
は
、
第
八
条
第
二

　
項
又
拡
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
Q

3
　
夜
間
に
お
い
て
は
、
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
併
用
軌
道
、
無
軌
条

　
電
董
－
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
の
前
部
及
び
後
部
（
軽
車
両
に
あ
っ
て
は
、
後

　
部
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
赤
色
燈
を
付
け
、
そ
れ
を
点
燈
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
わ

（
連
結
鰯
限
）

四
三
ハ

第
十
二
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
第
五

　
条
第
二
項
第
　
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も

　
の
に
あ
っ
て
は
、
引
火
点
が
二
十
五
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
積
載
し

　
た
車
両
と
三
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
ボ
ギ
…
車
　
両
は
、
二
両
と
み
な
す
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
放
射
性
輪
送

　
物
忘
又
は
運
搬
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積

　
詳
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
十
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
種

　
類
、
壁
、
取
扱
方
法
そ
の
他
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発

　
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。（

交
替
運
転
者
等
）

第
十
四
条
　
放
射
性
輪
写
物
等
を
自
動
車
に
よ
り
長
距
離
に
わ
た
り
、
又
は
夜

　
間
に
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
転
者
が
疲
労
等
に
よ
り
安
全
な
運
転
を

　
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
交
替
す
る
た
め
の
運

　
長
者
の
配
置
そ
の
他
当
該
自
動
車
の
安
全
な
運
転
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
見
張
人
）

第
十
五
条
　
放
射
性
輸
送
警
醒
を
積
載
し
た
併
用
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
率

　
の
車
両
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
道
路
そ
の
他
一
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容

　
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和



　
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
言
言
や
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を

　
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、
見
張
人
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
た
だ

　
し
、
　
コ
ン
テ
ナ
叉
は
非
囎
放
型
の
車
両
に
施
錠
等
の
措
置
。
か
な
さ
れ
て
お
り
、

　
そ
の
た
め
関
係
巻
以
外
の
者
が
当
該
放
射
性
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い

　
場
合
を
除
く
。

（
B
雛
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
措
遣
）

第
十
六
条
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ

　
ナ
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運

　
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
性
同
位
元
素
の
取
扱
い
に
平
し
専
門
的
知
識
を
有

　
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
遇
該
放
射
性
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を

　
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輪
…
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
空
容
器
等
の
運
搬
）

第
十
七
条
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
八
第
一
号
に
定
め
る
空
容
器
（
以
下
「
空

　
容
器
篇
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
二
号
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ

　
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
い
う
Q
）
を
放
射
性
輸
送

　
物
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ

　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
汚
染
物
（
総
理
府
令
第
十
二
条
第
二
号
に
定
め
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

　
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
汚
染
物
扁
と
い
う
。
）
及
び
放
射
性
汚
染

　
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
お
い
て

　
詞
じ
。
）
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輪
送

放
射
性
同
位
元
素
等
車
海
運
搬
規
劉

　
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・

　
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
汚
染
物
及
び
当
該
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
且
里
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値

　
二
　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー

　
　
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ

　
　
れ
て
い
る
汚
染
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
又
は
当

　
　
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
～
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射

　
　
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
　
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
　
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

一
皿
一
方
メ
ー
ト
ル
ロ
以
下
の
旧
賜
A
口

一

一
平
方
メ
…
ト
ル
を
超
え
、
五
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
場
合

三

五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

六

二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
　
菖
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

十
九

4
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
憂
の
中
欄
に

　
掲
げ
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

四
二
七



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

一
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
一
類
自
標
識

放
射
性
汚
染

表
面
の
最
大
放
射
線
韮
山
が
○

（
第
「
号
様
式
）

物
の
表
面
の

・
五
ミ
リ
レ
ム
聖
餐
を
超
え
な

二
箇
所

い
も
の

二
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
汚
染

表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
輸
送
指
数
が
　
を
超
え

な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
褐
げ
る
放
射
性
汚

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
汚
染

染
物
…
以
外
の
放
射
性
湧
一
染
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

四
　
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚

第
一
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

染
物
若
し
く
は
空
容
器
又
は
こ

（
第
一
号
様
式
）

四
側
面

れ
ら
の
も
の
及
び
総
理
府
令
第

十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
空
容

器
若
し
く
は
運
搬
規
則
第
十
八

条
鹸
弟
四
項
一
の
表
静
弟
一
号
に
掲
げ

る
核
燃
料
汚
染
物
の
み
が
収
納

さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

五
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

磐
λ

六

も前て 超の
の：言い放 えで

号る射 なあ
にコ性 い　り

掲ソ汚 も　’

げテ染 の輸
るナ物 送

もでが 指

のあ収 数

以つ納 が

外てさ 一
の　’れ を

（第
第三
三皇
号黄
様標
式識
）

四コ
側ソ
面テ

ナ

の

5
　
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
Q
）
又
は

　
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
空
容
器
叉
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
／
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
γ
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
γ
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

7
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
汚
染
物
以
外
の
物

　
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

8
　
放
射
性
汚
染
物
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以

　
下
「
放
射
性
汚
染
物
等
」
と
い
う
。
）
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
「
の
車

　
両
に
積
載
す
る
汚
染
物
（
コ
γ
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

　
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輪
送
無
数
の
合
計
又
は
当
該

　
値
と
同
一
の
車
両
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も

　
の
を
除
く
。
）
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の

　
合
計
は
、
五
牽
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ



　
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
　
両
と
み
な
す
。

9
　
放
射
性
汚
染
三
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
輸
送
物
（
L

　
型
輸
送
物
及
び
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
L
型
輸
送
物
を

　
除
く
。
）
若
し
く
は
汚
染
物
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
を
積
載
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

10

@
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
空
容
器
を
運
搬
す
る

　
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
放
射
性
輸

　
送
物
扁
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
　
「
放
射
性
輸
送
相
等
」
と
あ
る
の
は

　
「
空
容
器
又
は
空
容
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
読
み
替
え
る
も

　
の
と
す
る
。

11

@
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
や
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
及

　
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
運
搬
す
る

　
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
放
射
性
輸

　
送
物
し
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
、
　
「
放
射
性
輸
送
特
等
」
と
あ

　
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
等
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
五
項
」

　
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
第
六
項
」
と
、
第
十
　
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第

　
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
第
五
項
し
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
Q

（
特
別
措
置
等
）

第
十
八
条
　
第
六
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
～
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
会
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
　
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
従

　
つ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
園
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い

　
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き

　
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

2
　
施
行
規
劉
第
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受

　
け
て
放
射
性
九
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

　
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
安
全
上
支

　
障
が
な
い
旨
の
運
輪
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
國
二
元
素
顔
、
放
射
性
輸
送
物
等
又
は
放

　
射
性
汚
染
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
専
用
積
載
で
運
搬
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
ず
、
ま
た
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
そ
れ
ら
の
表
面
の
二
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側
面
）
に
第

　
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
、
　
「
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
運
搬
の
安
全
の
確
認
）

第
十
九
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
十
七
条
の
放
射
線
障

　
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同

　
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
し
て
運
輸
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
B

　
M
型
輪
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等

　
と
す
る
。

第
二
十
条
　
法
第
十
八
条
の
二
審
二
項
の
運
輪
…
大
臣
の
確
認
（
以
下
「
運
搬
の

四
二
九



　
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
安
全
の
確
認
」
と
い
う
Q
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
搬
前
に
、
運
搬

　
に
関
す
る
計
画
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
【
条
　
運
輸
大
臣
は
、
運
搬
の
安
全
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
証

　
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
微
収
）

第
一
【
十
二
条
　
使
鞍
置
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
一
二
十

　
三
条
第
三
項
目
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
に
届
出
を
行
う
場
合
を
除
き
、
放
射

　
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
筈
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ

　
つ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
Q
）
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が

　
あ
る
と
き
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
が
紛
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
薩
ち

　
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
B
以
内
に
運
輸
大
臣
に
報
告

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
一

　
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
使
用
者
等
に

　
対
し
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
報
告

　
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
寸
　
　
　
弓

　
　
　
研
　
　
貝

（
施
行
期
日
）

王
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
核
燃
料
物
質
以
外
の
放
射
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ

　
れ
て
い
る
放
射
性
輪
送
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
賓
令
に
よ
る
改
正
後
の
放
射
性

四
霊
δ

　
物
質
等
車
両
運
搬
規
劉
（
以
下
「
新
規
則
〕
と
い
う
。
）
第
四
条
か
ら
第
七

　
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
放
射
性
輸

　
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
昭
和
五
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
従
前
の
放
射
性
輸
送
物

　
と
し
て
の
披
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭

　
和
五
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
八
条
の
規
定
は
適
用

　
し
な
い
。

4
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
鍛
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
等
に
つ
い
て

　
は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
十
U
　
　
　
感

　
　
　
擢
円
　
　
日
パ

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年

法
律
第
八
十
六
号
）
附
鋤
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
目
（
昭
和

五
十
四
年
一
月
四
徳
）
か
ら
施
行
す
る
Q

　
　
　
寸
　
　
　
弓

　
　
　
留
　
　
目
貝

　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



第1号様式（第8条、第17条関係）

第一類白標識

　
　
〆

　
へ

　
㌧

♂
「
・

！、

_

畠⑱畠

畠

轟◎・識α・鞠

収　　納　　物

CON7ENTS．＿．．

放　　射　　艇

ACTIVITY

＼
．

’
．

／

「「＝D三』冨二「「．

．．CURI駕S

　　、心

／

　／　、
雲

・評

／

／
　／
／

麟憲翠置油尺懸沸腰繧購麺躍置

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとするQ

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、又は包装

　　　されている放射性隅位元素等の名称及び放射能を記入することQ

　　3　放躬能は、キュリー栄位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、漂識中の英語の部

　　　分を醜ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　宇 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒

酬1



鎖蕪墾匠週1尺蘇締醤隆鰯選躍置

第2号様式（第8条、第17条関係）

第二類黄標識

＼・’％

　・蒼，

墨illll

法　1　三葉マークは、第4轡様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、

　　　又は包装されている放射性岡位元素等の名称、放射能及び輸送

　　　揚数を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと0

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　　分を劇ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部、　　　分 色　　　彩

上半都の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒



第3号様式（第8条、第17条、第18条関係）

第三類黄標識

＼．・％

　　尊，

・
／

覇羨…翠醒油尺夕潮遜緩鰯覇鰯蔽

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、

　　　又は包装されている放射性同位元素等の名称、放躬能及び輪送

　　指数を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　　分を削ることができる◎

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒

堅麟



　　柘蕪螺匝熱R蘇締憐膣姻鐘曝認

第4号様式（第8条関係）

三葉マーク

ピ60．

10Z

2Z

恥

　
　
。
＼
⊥

o
o
義
鶴

注　1　Zは、0．2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は黒とする。

馴蟄



第5号様式（第8条、第17条蘭係）

コンテナ標識

ぐ
．
・
＼

渇
／
）

畠⑱畠

畠

軸譲墨麗蟄R蘇沸楓擢賊懸繋置

注1三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　君は、0．5センチメートル以上とする。

　　3　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　分を削ることができる。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

地 自

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

塾
旨

酬浜



越鞍遡置遡ぼ懸雛騰区塑覇鰯舐 窪畔

第6号様式（第11条関係）

車両標識

』＼

　＼
　＼

＼
　　＼
　　　あ
　　　　c

c
．
＼

、

畠㊥血

畠

放　　射　　性

　この車両に
近づかないこと

＼
　＼
　　＼　　　＼　　　＼

＼
＼　　．／

／
　／

／

／

／

レ

注　1

　　2

　　3

三葉マークは、第4号様式によるものとする。

Zは、0，5センチメートル以上とする。

色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

地 白

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 白

　ふちの内側の線
P

黒



○
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

〔
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
運
輸
省
令
第
二
十
四
号
〕

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
雀
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
否
六
十
七

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
の
区
分
）

第
二
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
振
定
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も
の

　
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
達
す
る
法
律
施
行

　
　
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
嗣
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

　
　
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
　
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
の
運

　
　
搬
に
係
る
確
認

　
二
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
の

　
　
運
搬
に
係
る
確
認

（
運
搬
方
法
確
認
の
鱗
麗
囲
）

第
三
条
　
法
第
四
十
　
条
の
十
一
第
～
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
確
認
は
、
承

　
認
容
器
に
よ
る
運
澱
（
運
輸
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
承
認
し
た
穰
載
方
法
に
よ

　
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
確
認
と
す
る
。

指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

（
指
定
の
申
請
）

第
四
条
　
指
定
運
撮
方
法
確
認
機
関
の
指
…
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

　
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
σ

　
　
　
名
称
、
住
所
及
び
代
表
着
の
氏
名

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
三
　
行
お
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
匿
分

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
臼

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
抄
本

　
二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目

　
　
録
及
び
貸
借
対
「
照
表

　
三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
嘉
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画

　
　
及
び
収
支
予
算
書

　
四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

　
　
イ
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
ロ
　
連
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
用
い
る
主
要
な
機
器
（
以
下
「
運
搬
方
法

　
　
　
確
認
用
機
器
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
数

　
　
ハ
　
運
搬
方
法
確
認
員
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
二
　
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
（
運
搬
方
法
確
認
の
実
施
を
統
括
す
る
運
鍛

　
　
　
方
法
確
認
員
を
い
う
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

　
　
ホ
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

書
モ



　
　
　
指
定
運
鍛
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

（
捲
定
の
基
準
）

第
五
条
　
法
第
四
十
｝
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条

　
第
四
項
の
運
輪
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
Q

　
一
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ

　
　
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
又
は
社
員
の
構
成
が
運
鍛
方

　
　
法
確
認
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
〇

　
二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
が
置
か
れ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
潜
で
、
当
該
免
状
を
取

　
　
　
得
し
た
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

　
　
　
も
の

　
　
口
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学

　
　
　
（
擬
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含

　
　
　
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三

　
　
　
十
六
年
・
勅
令
第
六
十
｝
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
　
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の

　
　
　
後
十
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
　
ハ
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
　
二
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験

　
　
　
を
有
す
る
者

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
数
が
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要

　
　
な
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
種
類
及
び
数
の
運
搬
方

㎎
三
八

　
　
法
確
認
用
機
器
が
あ
る
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
　
車
両
に
よ
る
運
搬
（
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措
置
を
除
く
。
）
の
調
査

　
　
研
究
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
六
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
的
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理

　
　
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
七
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
業

　
　
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
運
搬
方
法
確
認
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
の
な
い

　
　
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
八
　
そ
の
指
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
搬
方
法
確
認
の
的
確
か
つ
円
滑

　
　
な
実
施
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
名
称
等
の
変
更
等
の
届
出
）

第
六
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
運
巌

　
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
を
変
更
し
よ
う

　
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
運

　
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
B

　
三
　
変
更
の
理
由

2
　
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
を

　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

　
一
　
親
饗
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地



二
新
設
し
・
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
に
お
い
て
運
澱
方
法
確
認

　
　
の
業
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
一
二
　
新
設
又
は
廃
止
の
理
由

（
運
搬
方
法
確
認
面
貝
の
資
格
甲
）

第
七
条
　
法
第
四
十
～
条
の
十
～
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
主
四
十
条
第

　
一
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

　
す
る
者
と
す
る
。

　
一
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者

　
二
　
学
〔
校
溜
教
畜
口
法
に
よ
る
大
学
又
は
古
同
等
山
愚
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の

　
　
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
老
で
、
そ
の
後
一
一
年
以
上
放
射
線
管
理

　
　
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
　
二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令

　
　
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
理

　
　
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
五
年
以
上
放

　
　
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
四
　
そ
の
手
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
者

（
業
務
規
定
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
　
条
の
十
一
第
三
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
定
の
認

　
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
業
務

　
規
定
を
添
え
て
、
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
指
定
運
撮
方
法
確
認
機
蘭
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
お

指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
三
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
定
の
変

　
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
、
変
更

　
し
ょ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣

　
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
条
　
法
論
四
十
　
条
の
十
　
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
　
条

　
第
二
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と

　
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
の
方
法
に
関
す
る
事
項

　
二
　
手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
醗
置
に
醸
す
る
事
項

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

　
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
闘
し
必
要

　
　
な
事
項

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
［
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
～
第
三
項
に

　
お
い
て
準
罵
す
る
法
第
四
十
　
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確
認
の
業

　
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
正
若
し
く
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

　
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
範
囲

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
．
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
年
月
臼

猿
島



　
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
　
部
を
休
生
し
よ
う
と
す
る
場
合

　
　
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
理
由

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
・
甲
請
）

第
十
二
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
ハ
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
　
条
の
三
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計

　
画
及
び
収
支
予
算
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し

　
た
申
請
書
に
当
該
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
添
え
て
、
運
輸
大
臣
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
＝
丁
粂
　
指
…
定
運
搬
方
法
確
｝
認
櫟
瀦
関
は
、
法
箪
田
野
－
†
　
条
の
十
一
箪
が
三
項
ハ
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
粂
の
三
第
～
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計

　
画
又
は
収
支
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ

　
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
運
搬
方
法
確
認
員
の
選
任
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
～
条
の
十
一
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
四
賀
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確

　
認
員
の
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
運
搬
方
法
確
認
員
に
選

　
任
・
し
ょ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
を

　
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
十
五
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵠
O

次
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
こ
れ
を
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位

　
元
索
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

　
の
種
類
及
び
数
量

三
　
放
射
性
輸
送
物
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
蔵
一
項
に
定
め
る
放
射
性

　
輸
送
物
を
い
う
。
）
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

九八七六五四
第
三
条
の
運
指
…
大
臣
の
承
認
の
番
号

運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
経
路
及
び
年
月
日

運
搬
方
法
確
認
を
実
施
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名

運
搬
方
法
確
蜘
㎜
の
方
法

そ
の
他
運
搬
方
法
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
六
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
　
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次

　
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
運
巌
方
法
確
認
の
業
務
を
運
輪
大
臣
に
引
き
畿
ぐ
こ
と
。

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
演
芸
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ

　
　
と
。

　
三
　
そ
の
他
運
輸
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
報
告
）



第
十
七
条
　
指
定
運
澱
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

　
嚢
該
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
次
の
事
項
を
記
載

　
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
及
び
数

　
　
墨

　
三
　
放
射
性
輪
…
送
物
の
種
類
及
び
承
魏
瞼
容
器
の
番
号

　
四
　
第
一
二
条
の
運
輪
…
大
臣
の
承
認
の
番
号

　
五
　
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
経
路
及
び
年
月
日

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き

　
は
、
遅
滞
な
く
、
選
任
し
た
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
履
歴
を
記

　
載
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

3
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、

　
遅
滞
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載

　
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

4
　
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
の
施
行
に
必
要
な

　
限
度
で
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
蘭
か
ら
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
証
明
書
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
人
検
査
を
行
う
職

　
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す

　
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
無
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

四
里



指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

四
暇
二

〈表）別記様式（第十八条関係）

号番

放射性同位元素等による放射線障魯の防止に

関する法律の規定により指革運搬方法確認機

関に対する立入検厳を行う職貧の身分三明霞

発行
限り有効

日
　
R
【

月
月
臣

　
　
　
大

年
年
輪

　
　
　
運

官職
氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雫　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廟　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　　噛　　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　　蝉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫　　騨　　雫　　　　　　　　　　　　　　　　曽　，　　，　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　■　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　醒　　　■　　　　　　　　　　一　　イ　　　■　　　　　　　　　一　　　　醒　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　一　　　■　　　　　　P　　　一　　　　　一　　　　一　　　　”　　「　　　｝　　　，　｝　　　　一｝　　，一

八・五センチメートル

〔饗）

2
　
酵
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

　
行
う
職
鎮
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証

　
明
需
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
看
の

　
講
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
礎
示

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

3
　
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
牽
三
条
の
～
二
　
科
学
技
術
庁
長
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
又
は
運
織
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
貫
に
、
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
指
定
機
構
確
認
機
関
、
櫓
定
検
査
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
関
、
揃
定
遡
搬
物
確
認
機
関
、
指
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
還
搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
関
「
又
は
指
定
講
習
凱
慨
…
渕
（
科
学
技
箭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

　
庁
長
宜
に
あ
っ
て
は
指
定
還
搬
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
確
認
機
関
以
外
の
機
関
、
運
翰
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
に
あ
っ
て
は
婚
定
運
搬
方
法
確
認
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
関
）
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
機
関
の
轍
簿
、
譲
類
そ
の
他
必
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

2
　
蔚
条
繁
二
項
及
び
第
三
項
の
境
定
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
は
、
龍
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　　　　　　　　　　　，　　　騨　　　　　　　　　　繭　　　”　　　　　　　　　■　　　　■　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　，　　　一　　　　　憎　　　P　　　　一　　　幅　　　■　　　　■　　一　　　　　一　一　　　　一

第
κ
卜
六
条
　
次
の
各
弩
の
一
に
該
当

　
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

　
た
櫓
定
機
構
確
認
機
関
、
撮
定
穣
査

　
機
関
、
指
定
運
澱
物
羅
認
機
関
、
指

　
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
播
定
試
鹸

　
機
関
父
は
指
定
講
習
機
関
の
役
段
又

　
は
職
貫
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
四
　
第
西
野
　
二
条
の
三
第
一
項
の
規

　
　
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
模
査

　
　
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

　
　
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
礫
述
を

　
　
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
饒
の
顔
述
を

　
　
し
た
と
き
Q

八・五センチメートル

轟
l
l
l
六
・
五
聖
γ
チ
メ
ー
ト
ル

ー
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ー
I
1
1
▼

婁
1幽ハ

E
五
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル
　
一
　
み
ハ
・
デ
几
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル

ー



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
等
の
舗
定
等
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
f
そ
の
｝
）

四
四

○運輪省鉄道監督局長、自動車局畏通達（その1）

殿

　　　鉄保第　155号
　　　鉄運第　162号
　　　自車第1255号

昭和53年12月28日

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

核燃料物質等車両運搬規則、放射性同位元素等車両

運搬規則等の鑑定等について（依命通達）

　先般の「原子力基本法等の一部を改正する法律」（昭和53年法律第86号）により

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年法律第166

号。以下「原子炉等規制法」という。）が改正され、核燃料物質等の車両による運搬に

ついても、その規舗体系が変更されました。その主な改正点は、下記1のとおりです。

　今般、この改正を受けて、核燃料物質等の車両による運搬に関する規調基準を定める

「核燃料物質等車両運搬規員1」（昭和53年運輸省令第72号）が新たに制定され、従来

の「放射性物質等車両運搬規劉」（昭和52年運輸雀令第33号）及び「放射性物質等

車両運搬規則の細目を定める告示」（昭和52年運輸省告示第586号）は、それぞれ、

一部改正により放射性同位元素等の車澗による運搬に関する規制基準を定める「放射性

同位元素等車両運搬規貝旧及び「放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示」

とされたので通知します。

　これらの省令及び告示は昭和5婆年1月4日から施行されますが、その施行に当たっ

ては下記2のとおり取扱うこととするので、この旨関係者に周知徹底方お願いしますQ

また、これらの省令の主な条項の解釈、その他実施細鼠は別途通知します。

　なお、これらの省令及び告示の制定等に闘連して別紙のとおり関係法令の舗定書が行

われているので念のため年し添えます。

　また、「放射性物質等車両運搬規則に仙・て（依命通達）」　（昭和46年11月8日付



け鉄保第61号、鉄運第186号、自車第601号）、　ヂ放射性物質等車両運搬規則等

の制定等について（依命逓達）」（昭和52年12月22日付け鉄保第134号、鉄運

第95号、自車第1265号）及び「放射性物質等車両運搬規則について（依命通達）」

（昭和52年12月22日・付け鉄保第135号、鉄運第96号、自車第1266号）は、

昭和54年三月4日限り廃止します。

己湘誉
口

1．　原子炉等規鰯法の主な改正点

（1｝核燃料物質によって汚染された物が新たに規制対象に加わったこと。

（2）降場又は事業所の外における核燃料物質等の連搬については、運筆主体の如何に

　　かかわらず、輪送物は科学技術庁長官の定める技術基準に、輸送方法は運輸大臣の

　　定める技術董準によることとされたこと。（工場又は事業所の内における運搬につ

　　いては、当該事業所の所管大臣の定める技術基準による。）

　（3）科学技術庁長官又は運輸大臣の定める核燃料物質等を運搬しようとする場合には、

　　その輸送物又は輸送方法が謙徳基準に適合していることについて、それぞれ、科学

　技術庁長宕又は運輸大臣の確認が必要とされたことQ

（4）運輸大臣についても、原子炉設置老、加工事業者等の原子力関係事業者に対し、

　　報告の徴収及び事業所への立入検査ができることとされたこと。

2．運搬の安全の確認等

（1〕原子炉等仁心陶工59条の2第2項に規定する運輸大臣¢）確認

　　核燃料物質等車両運搬規則第20条に規定する核燃料物質等の車両による運搬に

　　ついては、　「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等

　　に関する政令」（昭和53年政令第396号）の附則第5条の規定により昭和54

　年3月5日以後に開始されるものについて、追って定めるところにより事前に確認

　　申請を行うこと。

②　一定の輸送物の運搬に係る届出

　　核燃料物質等車両運搬規則及び放射性同位元素等車両運搬規則の実効を贈るため、

　核燃料物質等車両運搬柱廊第9条第3項に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸

　　送物若しくは岡規則第8条第1項に規定する第3種核分裂性輸送物を車衝により運

　搬する場合（昭和54年3月5日以後運輸大臣の運搬の安全の確認を受ける場合を

　除く。）又は放粥性岡位元素等車両運搬規則第3条に規定するBM型輸送物若しくは

　　BU型輸送物を車両により運序する場合には、従来どおり、追って定めるところに

　　よりその旨を事前に届罰すること。
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別　紙

1．原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に齢する政令

　（昭和53年12月22日政令第396号）

2，核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における借置に関する規則（昭和53年

　12月28錫運輸省令第68号）

3．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規糊に関する法律の規定に基づく立入検査を

　する職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（昭和53年12月28日

　運輸省令第69男・）

4．自動車運送事業等運輸規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令（昭

　騨53年12月28日運輸省令第74号）

5．核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年12月

　28日総理府令第57号）

6．核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する披術上の基準に係る細軽

　等を定める告示（昭和53年12月、28日科学技術庁告示簾11号）

7．核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令（昭和53年12月28日総理府令

　第48号）

8，危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸

　省令第71号）

9．航空法施行規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸省令第75号）

10．航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示の一部を改正する告示（昭和

　53年12月28日運輸省告示弟679号）
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○運輸省鉄道監督局長、自動車局長通達（その2〕

殿

鉄保第　59号
鉄運第　70号
自安第116号

昭和56年5月18日

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政

省令の改正等について（依命通達）

　「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」

（昭和55年法律第52号）の施行等に伴い、「放射性同位元素等による放射線障害の

防止に関する法律施行令」（昭和35年政令第259号）、「放射性同位元素等車両運

搬規則」（昭和52年運輸省令第33号）及び「核燃料物質等軍両運搬規則」（昭和

53年運輸省令第72号）が～部改正され、昭和56年5月18日から施行されますが、

その施行に幽たっては下記のとおり取扱うこととしたので通知します。なお、関係者に

対する周知徹薮方お願いします。

　また、これらの政省令の改正に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行われてい

るので念のため申し添えます。
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己曇ロ

1．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167

号）第18条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を

除く。）

　　BM型輸送物又はBU型輪送物を運搬しようとする場合（昭和56年7月17日以

降のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行うこと。
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2　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166

号〉第59条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を

除く。）

　　「核燃料物質等車両運搬規欄の一部を改正する省令」（昭和56年運輸省令第27

号）により当該確認を新たに要する核燃料物質等の運搬をしょうとする場合（昭和56

年7月17日以降のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申

請を行うこと。

a　関係通達を次のとおり改正又は廃止する。

　G）　「核燃料物質等車両運鍛規則、放射性同位元素等車両運搬規劉等の制定等につい

　　て（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第155号、鉄運第162号、

　　蓋車第1255号）の一部を次のとおり改正する。

　　（D　記2（2）を次のとおり改める。

　　　　　　　削除

　　（il）（1）の改正にかかわらず、昭和56年7月16日までに行われる核燃料物質等又

　　　は放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合にお

　　　いて、改正前の記2（2）中「第3条」を「第8条第3項」に読み替えるものとする。

（2＞　「核燃料物質等車両運搬規期について（依命通達）」〈日和53年亙2月28艮

　　付け鉄保第156号、鉄運第163号、自車第1256号）及び「放射性同位元素

　　等車両運搬規則につV・て（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄口受157

　　号、鉄還第164号、自車第1257号）を廃止する。

　（3）（2）の廃止にかかわらず、昭和56年7月16日までに行われる核燃料物質等又は

　　放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合において、

　　廃止前の「放射性同位元素等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12

　　月28霞付け鉄心第157号、鉄運第164号、自車第1257号）を次表のとお

　　り読替えるものとする。
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○運輸省鉄道監督局長、自動車局長通違（その3）

殿

　　　鉄保第　71号

　　　鉄運第　60号
　　　自安第117号

昭和56年5月18日

改正　 鉄保第103号
　　　鉄運第　92号

　　　自軍第158号

昭和56年7月17日

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性

同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について

（依命通達）

　今般、核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号）の主な条項の解釈

及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規瑚に関する法律（昭和32年

法律第166号）第59条の2第2項に規定する確認の申請、核燃料物質等車両運搬規

則第22条に規定する運輸大臣の指定の申請及び同高下19条の承認申請についての実

施細員については別添1「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、放射性

同位元素等車澗運搬規則（昭和52年運輸省令第33号）の主な条項の解釈及び取扱い

並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167

号〉第18条の2第2項に規定する確認の申請及び放射性詞位元素等車両運搬規則第18

条の承認申請についての実施細罠については別添2「放射性同位元素等車両運搬規則関

係取扱要領」のとおり、それぞれ定め、昭和56年7月17日以後の運搬について適用

することとしたので通知します。なお、関係者に対する周知徹底方お願いします。

別添1　（略）　（160ページ参照）
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別添2

　　　　　　　　　放射性同位：元素等車緬運搬規興関係取扱要領

三．目　　的

　　本要領は、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和52年運輸省令第33号。以下

　「規則」という。）の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射

線障害の防止に関する法律（鞍懸32年法律第167号。　「以下「放射線障害防止法」

　という。〉第18条の2第2項に規定する確認の申講、規則第18条の承認申請（以

　下「特別措置運搬承認申請」という。　〉及び指定運搬方法確認機関に関する省令第3

　条の承認（以下「積載方法確認」という。〉の申請等について実施細目を定め、もつ

　て、これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを二輪とする。

2．規則中の主な条項の解釈及び取扱い

　（1＞第3条、第4条第3項、第15条関係

　　　「関係巻以外の者」は、旅客、通行人等をいうものとする。

　（2）第8条関係

　　　第1項の「放射性」の文字、第3項の総重曹、「A型」の文字及び「B型」の文

　　字は、原則として1平方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。

　　また、　「放射性」の交字には「L型」の交字を追加して表示してもよい。

　（3）第1G条関係

　　運搬に従事する者に対する放射線被ばく線量：が、一般人と同様、0．5レム毎年以

　　下となるよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大放射線量率

　　は2ミリレム毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、A型輸

　　送物、BM型輸送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従

　　題する奢ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを1年間保管すること。

　　ω　放射性同位元素等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内

　　　ベッド等にいた時間

　　（P）　ボケツト線量計、フイルムバッジ等による潰1定結果

　（4）第11条第3項関係

　　　前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び上方3GOメートルの

　　距離から点燈を確認できるものであること。

　（5）第13条関係

　　　携行する書類は、収納又は包装された放射性同位元素等の主な核種の名称及び放

　　射能強度についても記載されたものであること。

　　　また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説

　　明すること。



　（6）　第14条関係

　　　放射性輸送翌翌の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して運行

　　の安全を確保するための規定である。本規定の実施に当たっては、次によること。

　ω　BM型輸送物又はB琴型輸送物を運搬する場合にあっては、「危険物の規制に

　　　関する規則」（昭和34年総理府令第55号）第47条の2の規定に準ずること。

　　（口）放象性輸送物等を運搬する場合には、昭和54年12月27日付け労働省燈芯

　　　第642号「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」に準拠すること。

　　　　なお、放射性輪送梅等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、

　　　かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。

　（7）第16条第2項関係

　　　「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

　　儲）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第

　　　166号。以下「原子炉等規制法」という。）第4至条に規定する原子炉主任技

　　　愚老免状を有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者

　（ロ）原子炉等規制法第22条の3に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者

　　の　放射線障害防止法第35条に規定する第1種放射線取扱主任者免状叉は第2種

　　　放射線取扱主任者免状を有する者

　　←）放射性同位元素の取扱いに関し、ωからのまでに掲げる者と同等以上の知識及

　　　び経験を有すると認められる者

3．放射性輸送物の運搬の確認申講等

　　規則第19条に規定する放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、次の要領で

　放射線障害防止法第18条の2第2項に規定する運輸大臣の確認を受けること（放象

線障害防止法第41条の11に規定する指定運搬方法確認機関に係るものを除く。）。

（1）第1号様式による放射性輸送物運搬確認申請書並びに罰表第1の第1欄に掲げる

　　記載事項について、同表の第2欄の記載要領等に従って記載した運搬に関する計画

　　書及びその添付書類正副2通を提出すること。

　　　この場合において、当該申請書等は別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、それ

　　ぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

　（2）申請書等の記載事項のうち、予定運澱日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記

　　載内容を変更しようとする場合には、変更の理由、内容を明らかにし、その旨を遅

　　滞なく届け出ること。

　　　また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を1年聞保管する

　　こと。

4　特別措置運搬承認申請

　　規則第18条の規定に基づき、放射性同位元素等、放射性輪送物ヌ．は放射性汚染物
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を運搬しようとする場合は、第2号様式による特別措置運搬承認申請書本交並びに別

表第1の第1欄に掲げる記載事項について同表の第2欄の記載要領等に従って記載し

た承認申請書及びその添付書類正副2通を提出すること。

　この場合において、当該承認申請書等は、別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

　なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らか

にし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

　また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を1年間保管するこ

と。

5．積載方法承認の申請等

（1）申請

　　　積載方法承認を受けようとする者は、別表第2の第1欄に掲げる記載事項につい

　　て同表の第2欄の記載要領等に従って記載した申請書及び別表第3の第2欄の記載

　　要領等に従って記載した同表の第1欄に掲げる添付書類正副2通を提出すること。

　　　この場合において、当該申請書等は、別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、そ

　　れぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

　　　なお、放射性同位元素等による放窮線障害の防止に関する法律施行規則（昭和35

　　年総理府令第56号）第18条の11第3項に規定する容器については、一括して

　　申請することができる。

　（2）承認の基準

　　　積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合しているものについて行うものと

　　する。

　α）運搬中、移動、転倒、転落等により放射性輪回物の安全性が損なわれないよう

　　　に保たれていること。

　（ロ）同一積載方法により繰り返し実施できるものであること。

　の　放封線障害防止法第18条の2第2項に基づく運輸大臣の確認を受けたもので

　　　あること。

　（→　前各号のほか運搬の安全上支障を及ぼすことのないこと。

（3）承認証の交付

　　　積載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証を交付するものと

　　する。

　　　なお、当該承認にあたっては、必要に応じ積載方法等に関し条件を付すことがで

　　きる。

㈲変更届

　　　積載方法承認を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、



30日以内にその旨を運輸大臣：に届け出ること。

　また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合には、積載方法が変更前

と同等であることを明らかにし、その旨を届け出ること。

励表第1　運搬計画等記載事項等

記　載　事　項

1．運搬の目的

2．当該規定に従って運搬するこ

　とが著しく困難な規定及びその

　理由並びに安全な運搬を確保す

　るために特に講ずる措置（承認

　申請のみ）

3，荷送人及び荷受人の氏名又は

　名称及び住所

4．運送人の氏名又は名称及び住

　所

5．予定運搬日時

6．予定運搬経路

　（1＞発地、着地、経路及び距離

（2＞その他

7．運搬しようとする放射性輪送

物

（1）放射性輸送物の型式又は名

　称及び主要諸元

②　放射性輸送物の種類

（3）収納（包装）する放射性転

記　載　　要　領　等

O運搬する放射性同位元素等の用途、発

着地等を簡略に記載すること。

o法人にあっては、その代表者の氏名を

　付記することQ

。法人にあっては、その代表者の琉名を

　付記すること。

o（2＞については、必要に応じ、道路名又

　は路線名、通過地点、区間距離、キロ

　程、所要時間、通過予定時刻、点検、

運転者の交替予定等を記載し、運行経

　路図を添付すること。

o承認申請の場合には、（2）及び（4＞を除き、

　「放射性輸送物」とあるのは「放射性

　周位元素等、放射性輸送物又は放射性

　汚染物」と読み替えて記載すること。

o（1）の主要諸元は、長さ、編、高さ、重

　量等を記載すること。

Q（2）については、A、　BM、　BU型輸送

物のように記載すること。

o（3）については、放射性輸送物ごとに記

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
三
）

四
五



放
射
性
贈
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
簡
長
通
達
一
そ
の
三
）

四
五

　位元素等の名称、数量、放射

　能強度、性状及び収納（包装）

　方法

（4）放封性輸送物の輸送制限倒

　数及び配列方法（核分裂性輸

　送物のみ）

（5＞放射性輸送物の放射線量率

（6）放射性輸送物の輸送指数

（7）放射性輸送物の個数

（8＞原子力委員会決定804項

　への該当の有無及びその事由

（9）放射性輸送物の基準遍合状

況

qQ　放射性輸送物取扱上の注意

　　事項

⑪　放射性輸送物の外観騒及び

　　構造図

＆　コンテナの概要

（1＞　コンテナの名称又は型式及

　び主要諸元

②収納する放射性輸送物の型

　式又は名称、個数及びコンテ

　ナへの収納方法

載し、性状については物理的、化学的

状態を記載すること。

○（5）については、その位置を付記又は図

示すること。

o（8）については、、昭和50年1月原子力

　委員会決定「放射性物質等の輸送に関

する安全基準」804項aからfまで

について記載すること。

Q（9＞については、科学技術庁長宮の運搬

　確認証の番号及び輸送容器の登録番号

　を記載し。当該確認証の写を添付する

　こと。

　科学技術庁長：官の運搬確認申請中の

　ものにあっては、その旨並びに申請書

の臼付及び番号を記載すること。

o㈱の外観図は、三面図及び鳥観騒によ

　ること。

o承認申請の場合には、（2）の「放射性輸

送物」を「放射性嗣位元素等、放射｛生

霊送受又は放射性汚染物」と読み替え

　て記載すること。

o（1＞の主要諸元については、長さ、輻、

　高さ、重量、適合規格等を記載するこ

　と。

○（2）については、コンテナごとに記載す

　ること。



⑧　コンテナの放射線量率

（4）コンテナの輸送指数

（5）コンテナの個数

（6）　コンテナの外観図

9．車両及び積載方法

　（1）車両の概要

（2）車両の外観図並びに積載方

　法及び固定方法

（3）車両の放射線量率

　（4）車両に積載する放射性輪送

　　物及びコγテナの型式又は名

　　称、個数並びに輸送指数及び

　　その合計値

10　運搬実施体制

　（1）運搬責任者、運搬実施者、

　　運搬従事者及び同行する専門

　　家

（2）放射線管理要領

。（3）については、その位置を付記又は図

示すること。

o（6＞については、三面図及び鳥観取によ

　ること。

O（1）については、鉄道：、軌道、索道又は

　無軌条電車により運搬する場合は当該

運搬に使用する車両の許容積載量及び

有蓋、無蓋の別を、自動車により運搬

する場合は当該運搬に使用する自動車

の車名、型式、登録番号及び最大積載

量を記載すること。

o（2）については、三面図により示すもの

　とし、積載位置、固定等に使用する用

具、固定等の方法、標識の貼付、他の

積載物等が明確にわかるように示すこ

　と。

o（3）については、その位置を付記又は図

示すること。

o（4）については、車両ごとに記載するこ

　と。

o（1肛おいて運澱口任者については、運

搬の実務上の責任者であって必要な際

　に連絡のとれる者の氏名と連絡先を、

運搬実施者については実際に運搬に従

事する者（運搬従事者）の統轄者の氏

名を、運澱従事老についてはその人数

　を、同行する専門家についてはその氏

名、所属、資格等を記載すること。

o（2）については車両、放射性輪当物、コ

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
三
）

翌
朝



放
射
性
問
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
…
そ
の
｝
二
）

（3）運搬要領

（4）蕎役作業要領

（5）事故時の措置

1ユ．その他

　ソテナ等の放射線量率の管理、放射線

量：率、測定機器、保：護具等について記

載すること。

o（3）については、運撮時における駐車要

　領、踏切通過要領、梯団時の隊列によ

　る運行体制等を記載すること。

o（4）については、荷役時における作業要

領、安全対策、使用する機器又は用具

の種類等について記載すること。

o（5）については、事故時の応急措置、連

絡先等を記載すること。

o運搬従事者に尉する教育訓練内容その

他必要な事項を記載すること。

備考用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできる
　　ものとする。ただし、この大きさによることが函難なものについては、

　　折りたたんだ状態でこの大きさとすること。

四
五
五



別表第2

記　載　奉　項

1．申請書本：文

2　運綴しょうとする放射性輸送

物の基準適合状況

a　承認を受けようとする積載方

法

（1）名称

（2）外観図

③　固縛に使用する用具、架台

等

（4）運搬に係る車両

（5）悪露作業

記　載　要　領　等

。申請書本交の様式は第3号・様式による

　こと。

　また、申請巻が法人である場合にあっ

　ては、その代表者の氏名を付記するこ

　と。

Q科学下口庁長官の容器承認の番号を記

載すること。

o図面により固定方法、積載位置等を明

確に示すこと。なお、必要に応じて部

　下図を添付すること。

o主要な箇所には寸法を記入すること。

Q固縛に使用されるワイヤ、緊締金具、

　架台等の名称及び記号等を記載するこ

　と。

・鉄道、軌道、索道又は無軌条電車によ

　り運搬する場合は車両の許容積載鼠及

　び有蓋、無蓋の別を、自動車により運澱

　する場含は車名、型式、登録番号を記

載すること。

o固縛作業の手順の詳細を明確に記載す

　ること。

O下口作業において、使用するクレーン

等機械、器具の内容及び固縛作業に従

事する者に対し按示すべき事項を記載

すること。

備考用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできる
　　ものとすること。ただし、この大きさによることが困難なものについ

　　ては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。
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射
性
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両
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則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
毒
・
局
長
通
達
一
そ
の
三
）
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五
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放
射
性
岡
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
馬
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
…
そ
の
三
）

窒
七

別蓑第3

添　付　書　類

1．車両に関する説明

a　予定される運搬に関する説明

a　強度計算書

4．同一積載方法が繰り返し実施

　できることの説明

5．承認容器について

α　その他

記　載　要　領　等

。運搬に使用される牽両の主要諸元、車

　両性能及び積載方法の審査に必要な箇

所の構造、装置の内容について説明す

　ること。

o予定される運搬に関し、速度、勾配、

最小回転半径、運行の距離等について

　説明すること。

O予定される運搬等において、運搬容器

が容易に移動、転倒、転落等を起こさ

　ないことを説明すること。

o同一の積載方法が繰り返し実施できる

　ことを具体的に説明すること。この場

　合、積付けに使用される機器、架台等

　の劣化についても言及すること。

Q承認容器の主要諸元、外観図及び承認

　を受けたことを証する書面を添付する

　こと。

Qその飽必要な事項がある場合はその書

面を添付すること。

溺表第4　申請先

区 分

（1）当該運搬が日本國有鉄道の鉄道によ

　つてなされる場合

②　当該運搬が日本国有鉄道以外の鉄道、

　軌道、索道又は無軌条電車によってな

　される場合

（3）　当該運搬が自動車i又は軽車両によつ

　てなされる場合

所 管 課

鉄．道監督局圏口留道部保安課

鉄道監督局罠営鉄道部運転車海課

自動車局整備部保安課



第1号様式（確認申請書）

放射性輪送物運搬確認申請書

コ
ー
ー
ー
ー
1
一

一
　
　
　
、

一
金
り

．
の
は
。

㎜
定
を
と

「
所
紙
こ

…
、
印
い

一
は
入
な

一
に
収
し

コ

一
本
の
印

一
正
額
消

扁

運　輸　大　臣 殿

文書番号

昭和　　年　　月

届出者の琉名

又は名称
住　　　　所

斑　絡　先

艮

　別添の運搬計画書に記載する放射性輸送物の運搬につき、放射性同位元素等

による放射線障害の防1とに関する法律第18条の2第2項の確認をして戴きた

く申請いたします。

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
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関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
三
）

四
五
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第2号様式（承認申請書）

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
三
）

運　輸　大　臣

特別措置運搬承認申請書

殿

文書番号

昭称　　年　　月　　日

申請者の氏名

又は名称
住　　　　所

連　絡　先

⑳

　放射性同位元素等車両運搬規則第18条第1項の規定に基づき、下記の放射

性間位元素等の運搬について承認して戴きたく申請いたします。

記

備考　申請交中「第18条第1項」は、当該承認申請が規則第18条第2

　　項に基づく場合は「第18条第2項」と、第18条第1項及び第2項
　　に基づく場合は「第18条第1項及び第2項」と書き換えること。
　　　また、申請者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名を付

　　記すること。

四
五
九



第3号様式（積載方洗承認申請書）

運　輸　大　臣

積載方法承認申請書

殿

文書番号

昭和　年　　月　　日

申請者の氏名

又は名称
住　　　所

悩　絡　先

指定運搬方法確認機関に関する省令第3条の規定に基づき、下記の積載方法

について承認して戴きたく申請いたします。

己姜
両

放
射
性
國
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
白
帆
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
一
二
）

四
六
〇



○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

’

〔
翻
纏
素
餐
鞠
尋
霜
〕

（
応
急
の
措
置
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
丘
に
関
す
る
法
律

　
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
暑
。
以
下
「
法
」
と
い
う
G
）
第
三
十

　
　
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び

　
に
こ
れ
ら
の
煮
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
・
る
）

　
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
叉
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
樹
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

　
の
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と
い
う
。
）
中
、
そ
の
所
持
す
る
放
射

　
性
同
位
元
素
等
に
煙
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に

　
よ
り
、
謹
話
線
毒
言
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た

　
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
第
十
八
条
の

　
二
第
一
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
。
）

　
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○

　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く

一　
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
、
船
舶
若
し

く
は
航
空
機
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ

　
　
る
火
災
が
起
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も

　
　
に
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
消
防
署
若
し
く
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

　
　
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た

　
　
場
所
又
は
最
寄
り
の
海
上
保
安
庁
の
事
務
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近

　
　
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
◎

　
四
　
放
射
性
隅
位
元
素
等
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚

　
　
染
の
広
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
土
壇
性
岡
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要

　
　
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張

　
　
り
、
標
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
関
係
者
以
外
の
巻
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
催
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
Q

2
　
使
罵
者
等
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
し
や
へ

　
い
具
、
か
ん
子
叉
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
聞

　
を
短
く
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
呼
量
作
業
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
放
射
線

　
最
を
、
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

　
合
に
お
い
て
、
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
五
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

　
法
律
施
行
規
劉
（
昭
職
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
｝
条
第
　
号

　
に
規
定
す
る
放
射
線
作
業
従
事
巻
の
う
ち
男
子
の
藷
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る

放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

國
益



　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　
作
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、
同
令
第
二
十
九
条
第
二

　
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
と
す
る
G

（
届
出
）

第
こ
条
　
使
湧
者
等
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

　
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
運
輸
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
前
条
第
　
項
の
事
態
が
生
じ
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

（
報
告
徴
収
）

第
三
条
　
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輪
大
臣
は
、
法
第
一
二
十
三
条
第

　
｝
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
使
用
者
等
に
対
し
、

　
事
業
所
外
運
搬
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

　
　
附
　
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
｝
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

四
六
二



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防

　
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す

　
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

〔
灘
葺
鍬
讐
葺
甜
〕

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
ナ
七
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
　
項
の
規
定
に
よ
り
立
入

検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。
　
（
注
、
下
弓
の
と
お
り
）

附

則

O

懐）

爵号

放射性同位元素等による放購線障窪の防

止に関する法律第43条の2第1項の規建

により立入検査を行う職黄の身分著明霞

B生

B琵行

B騙り｛渤

R
　
　
月
　
　
月
ワ

職

名

　　年

　　年

遅輪大

屋
　
氏

こ
の
省
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
B
）
か
ら
施
行
す
る
Q

轟ハ

Z
γ
チ
ノ
ー
ト
ル

山門

Z
γ
チ
メ
ー
ト
ル

（裏｝

　
　
放
樹
逢
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
躬
線
障
害

　
　
の
防
出
に
関
す
る
法
律
抜
す
い

（
立
入
険
在
）

第
西
十
三
桑
の
二
　
科
学
技
術
庁
鎚
官
、
運
輪
大

　
臣
又
は
郷
遊
府
盤
公
安
委
舞
会
は
、
こ
の
法
雛

　
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
－
．
八
条
の
二
第
野

　
項
、
第
二
項
及
び
第
囚
項
蔓
び
に
第
三
卜
託
条

第
一
項
及
び
第
四
項
の
親
定
、
郷
道
府
県
公
安

委
員
金
に
あ
っ
て
は
第
十
八
粂
の
二
第
六
項
の

観
定
）
の
旛
行
に
必
要
な
隈
魔
で
、
そ
の
職
貫

　
（
餅
学
技
衛
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
散
射
線
検
査

官
、
品
道
瘤
県
公
安
委
貫
会
に
あ
っ
て
は
警
察

職
員
）
に
、
使
厨
者
．
藏
売
業
考
着
し
く
は
鹿

棄
婁
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
澱
を
委
託
さ

れ
た
港
の
導
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所

　
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
霞
顯
そ
の
他

必
要
な
物
件
を
検
庭
さ
せ
、
麗
係
者
に
質
問
さ

せ
、
又
は
検
査
の
た
め
必
要
な
三
等
隈
度
に
お

　
い
て
、
放
言
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放
鋤
性
肉

位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
眼
去
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
親
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
貫

　
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
蔑
萌
撮
を
携
藩
し
、
か

　
っ
、
関
係
者
の
講
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
五
条
　
次
の
各
弩
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、

十
万
円
以
下
の
罰
亀
に
魅
す
る
〇

七
　
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
建
に
よ
る

　
立
入
9
、
検
査
若
し
く
は
紋
表
を
拒
み
、
妨

　
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し

　
て
陳
述
を
せ
ず
、
着
し
く
は
慮
偽
の
瞭
述
を

　
し
た
考

八。五・ヒンチメートル

立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

四
六
三



放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
繊
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に

関
す
る
総
理
府
令

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔

ﾘ
軟
鉄
霧
粒
ハ
響

（
届
出
を
要
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
、
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
に
お
い

　
て
準
用
す
る
令
第
十
七
条
の
総
理
府
令
で
蝕
め
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放

　
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」

　
と
い
う
。
）
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
比
に
関
す

　
る
法
律
施
行
規
瑚
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の

　
三
第
　
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
。

（
届
出
の
手
続
）

第
二
条
　
放
射
性
霊
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
Q
）
第
十
八
条
の
二
軸
五
項
の
規
定
に
よ
る
放
射
性

　
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
を
し
ょ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
の
届

　
出
書
二
通
を
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公

　
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
前
項
の
届
出
は
、
運
搬
開
始
の
自
の
｝
趨
間
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

㈱
六
四

3
　
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
提
出
さ
れ
た
届
出
書
二
通

　
の
う
ち
一
通
に
届
出
を
受
理
し
た
旨
を
記
載
し
て
、
こ
れ
を
当
該
届
出
を
し

　
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
一
項
の
届
出
を
し
た
春
は
、
当
該
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ

　
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
稠
記
様
式
第
二
の
変
更
届
出
書
二
通
を
墨
該
届
出

　
を
し
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
第
三
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届
出
を
受

　
湿
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
Q

（
指
示
）

第
三
条
　
法
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

　
げ
る
も
の
と
す
る
Q

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
積
載
し
た
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

　
　
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。

　
　
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
速
度

　
二
　
伴
走
車
の
配
置

　
三
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
積
載
し
た
車
両
及
び
伴
走
車
そ
の
他
の
運
搬
に

　
　
岡
行
ず
る
車
両
の
車
列
の
編
成
並
び
に
当
該
車
山
を
構
成
す
る
車
両
相
互

　
　
間
の
距
離

　
四
　
駐
車
（
道
路
交
通
法
蓮
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い

　
　
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
岡
じ
。
）
場
所
及
び
駐
車
時
の
首
星

　
五
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
積
卸
し
又
は
一
時
保
管
を
す
る
場
所

　
六
　
見
張
人
の
配
置
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
等
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の

　
　
接
近
を
防
止
す
る
た
め
の
措
麗



　
七
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
璽
・
両
へ
の
積
載
方
法

　
八
　
警
察
機
関
へ
の
連
絡

　
九
　
前
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

　
　
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
届
出
書
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た

　
　
指
示
書
の
携
帯

　
十
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
取
扱
い
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
港
の

　
　
綱
行

　
十
　
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
中
の
交
通
事
故
、
放
射
性
同

　
　
位
元
素
等
の
盗
脳
弓
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事

　
　
項

2
　
法
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
前
条
第
一
項
の
届
出

　
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
が
別
記
様
式
第
三
の
掲
示
書
を
当
該
届
出
を
し
た

　
者
に
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
安
委
員
会
の
通
知
）

第
鎌
腹
　
第
二
条
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
幾
該
届
出
に

　
係
る
運
搬
が
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
速
や

　
か
に
、
当
該
他
の
公
安
委
員
会
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
日
時
及
び

　
経
銘
、
種
類
、
数
最
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
繭
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届

　
顔
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3
　
前
条
第
二
項
の
指
示
を
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
指
示
に
係
る
運
搬
が

　
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
他
の
公
安
委

　
員
会
に
甕
該
指
示
の
内
容
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎

（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

第
五
条
　
法
第
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
走
に
よ
る
検
査
は
、
第
二
条
第
三
項

　
（
同
条
第
五
頂
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付

　
さ
れ
た
倉
出
書
の
内
容
に
従
っ
て
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
書

　
が
交
付
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）
運
搬
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

　
か
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
六
条
　
法
第
四
十
二
条
第
…
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
法
第
十
八
条

　
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
属
出
を
し
た
使
用
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄

　
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
考
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る

　
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
状
況
及

　
び
当
該
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

　
事
故
の
状
況
と
す
る
。

　
　
十
コ
　
　
　
　
　
4

　
　
財
　
　
　
　
日
以

　
こ
の
府
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
…
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
臼
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

放
射
性
岡
位
元
素
等
の
運
嶽
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

異
五



別記様式第乍　（第2条関係）

00公安委員会殿

※整理番号
※受理年月日

放射性同位元素等運搬届出書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　臼

　　　　　　　　　　　　　　　　使絹巻等の区分（注1）

　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称

　　　　　　　　　　卜　　及び代表者の氏名）　　　愈

　　　　　　　　　　　　連絡担当者　　　電話番号

運　　　搬　　　日　　　時
年　　　　月　　　　日　　　時から
N　　　　月　　　　日　　　時まで

発　　　送　　　地（注2）

到　　　着　　　地（注2）

容器の種類及び個数
輸送物 放射性同位元素等の

ｼ称、数量及び』量
委託者又は　託者の氏名法人に
?っては、その名称）及び庄所（注3）

運搬同行責任者氏名
知識及び経験を有する者を同
sする場合は、その氏名
運　　巌　　経　　路（注4）

駐車、積卸し及び一時保管の
¥定場所並びにその予定時刻

放射性同位元素等積載車両及
ﾑ運転者　　　●

　1一

@　旦^番号
一重　　量 一も「漏 ﾊ　び

A送物｛間数
運転者氏名

積　　載　　方　　法（注5）

科学技術庁長官確認又は特別措置の承認の有
ｳ　　　　　　　（注6） 運　輸　大　臣

携行資器材の名称及び個数

運　　搬　　要　　領（注7）

警察機関への連絡要領
応　急　措　置　要　領

放
射
性
問
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

注　1　使用者、阪売業者、廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。

　　2　工場又は事業所の名称も併記すること。

　　3　届出者が使用巻、販売業養又は廃棄業者であり、かつ、自ら運搬する場合は、記載しないこと。

　　4　路線名、主要な経宙地点、通過予定時刻及び車爾、船船、鉄道等の運搬手段の刷を記載するこ

　　　と0

　　5　輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付すること。

　　6　法第18条の2第2項の科学技衛庁長官又は運輸大臣の確認の有無並びに放射性同位元素等によ

　　　る放射線障害の防止に関する法律旛行規則第18条の9及び放射性同位元素等車両運搬規則（昭和

　　　52年運輸省令第33号｝第18条第1項の特別描匿の承認の有無について記載すること。

　　7　車両の速度及び駐率、積簿し又は一時保管をする際に講じる見張人の配置等安全確保のための

　　　措羅について記載し、車列の編成及び車閥距離を記載した図面を添付すること。

備考　1　※印欄には、記載しないこと0

　　　2　用紙の大きさは、ヨ本エ榮規格A4とすること。

四
六
六



別記様式第2　（第2条関係）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

○○公安委員会殿

放射性同位元素等運搬変更届出書

住所

年　　月 日

氏名（法人にあっては、その名称
　　　　　　　　　　　　　⑳　　及び代表者の氏名）

　放樹性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第4項の規定により、

　　年　　月　　日付けで届け鐡た放射性同位元素等の運搬について、次のとおり

変更したので届け出ます。

変　更　の　内　容

変　更　の　理　由

備考　周紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第3　（第3条関係）

四
六
七

殿

放射性同位元素等運撮揚示書

第

年　　月
号
臼

公安委員会　圃

　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第6項の規定

により、別記1の放射性即位元素等の運搬について、別記2のとおり指示する。

別記肇

整　理　番　号

届　出　年　月　日

運搬予定年月日

溺記2



駄く

表放射性同位元藁等の運搬に関する法令の概要 昭和56年5月2？日
警察庁保安部公害課

法　　　　　　　律 政　　　　　　　　令 総　　　　理　　　　府　　　　令

放射性同位元素等の運搬の ○　届け出なければならない場合を定める。 ○　届出を要する放射性同位元素等を定める（第1条）

届出（第18条の2第5項） （第17条の2で準胴する第17条1 科学技術庁長窟の定める猛を超える放射能を有する放射性

放射線障害防止のための措置が特に必 同位元素等

要な総理府令で定める放射性同位元素等 ○　届出の手続について定める。（第2条）

届出書、変更届出書（別記様式第1、第2）

○　公安委員会の通知について定める。（第4条｝

公安委員会の指示（第18 ○　指示事項について定める。（第3条）
　　　，�ﾌ2第6項） 速度、伴走車の配置、駐車場所、見張人の配置、届出露四

日野寺、経路その他総理磨令 の携行、経験者の洞行その他交通事故、盗取等の防止上の

で定める事項 必要事項

○　指示の手続について定める。（第4条）

指示書（別記様式第3）

使用者等の遵守義務（第18

条の2第7項）

運搬に関する検査（第18条 ○　検査の方法について定めるQ（第5条）

の2第8項）（注） 届出書、指示書の内容に従って運搬されているかどうかについて

行う。

報告徴収（第42条第1項） ○　報告事項を走める。（第6条）

1　事業所外運搬の状況

2　事業所外運搬に関し、人の障害が発生し又は発生するおそ

れのある事故の状況

立入検査（第43条の2）

経　過　措　置 ○　届出の規定は法の施行のBから60臼を

経過する臼（7月】6日）までに行われる

運搬について適胆しないQ（附則第4条）

（注〕　法第18条の2第8項の規定は、放射性同位元素等を運搬する車両に対する警察官の惇比権、検査権、措置命令権を定めている。



図　放射性同位元紫等の運搬の届出等に関する作業磨

1　運搬属目関係（法嗣18条の2第5項

（出 発 地　） （通過・到着地）

。運搬届出書、変更届出書
ﾌ提出（法第18条の2V、政令
謔P7条の2、府令第2条｛阻＞＞

都道府県公安委員会（本部危験物担当課／

E受理

w
当
の
門
門
Q
指
示
慕
項
の
検
討
（
法
第
1
8
条
の
2
M
府
令
第
　
3
条
1
）
　
指
示
事
項

・通知（府傘第4条）

@　柵戸経路、種類、
@数蚤、届出巻、自動
@者登録番号等

鼈鼡ｨ一卿一一一一一一一幽一

都道府県公安委員会
@　（本部危険物担当課｝

@・　受　理

ﾙ儲騰た禍

運使

ﾀ用
�ﾒ
ﾏ’
�ﾌ
ｳ売
鼡ﾆ
ｽ者
ｪ’
@廃
@棄
@業
@者
@叉
@は

o運搬届墨書、変更届出書
@の交付（府令第2条田、V｝

・指示内容の通知（府

ﾟ第4条猛）
○指示譲の交付（法第18条

ﾌ2M府令第3条）

日時、経路、車両の速度、伴走車の
z麗、車列の編成、駐車場所及び駐
ﾔ時の措置、日田又は一時保管の場
梶A見張入、積載方法、警察への連
香A運搬届繊書舗の携帯、経験者の
u行、その他交通事故、盗取防止措
u等

本部麗係部門（交通、警備）

x　　　　察　　　　署

2　報告徴収関係（法第42条）

（出　　発　　地｝

都道府県公安委員会（本部危険物担当課）

轍告命令・喘聯6釦

　　報魯（撫・条）

者
着
巻
春

　
　
　
た

　
　
　
れ

　
業
業
さ

胴
　
　
託

　
売
棄
委

　
　
　
を

　
　
　
搬

使
販
廃
運

1　事業所外運搬の状況（運搬の安全
管理対策等）

2　人の障害が発生し叉は発生のおそ
れがある場合（盗取、所在不明、交
通事故、放射能の異常な漏えい、そ
の他｝

駄《



○放射性同位元素等運搬届出書の記載例〔別記様式第1　（第2条関係）〕

OO県公安委員会殿

・※整理番号

※受理年月賃

放射性圃位元素等運搬届出用

田和56年7月1G日

　　　　　　　　　使用蕎等の区分（注1）

　　　、　　　　　運搬を委託された者

　　　住所　東京都港区××○開白○番○号

　　　氏名（法人にあっては、その名称及び

　　　　　代表者の氏名）

　　　　　　　○○○運輸株式会社
　　　　　　　　代表取締役　○○○○　⑳

連絡担当者○○○○電話番号03－000－00GO

運　　　搬　　　日　　　時 昭和56年7月17日　13時から
ｺ和56年7月18日　16時まで

発　　　送　　　地（注2） 東京都文京区○○○　　　　○○○○協会

到　　　　達　　　　地（注2） 大阪府吹田市○○○　　　　○○○○病院

容器の種類及び個数 BU　輸｝　　　1咽
輸送物 　・　同位元素。の

ｼ称、数量及び重量
コノミノレトー一6　0　　3000キュ　リー　（Ci）　10g

委託者又は受託者の氏名
i法入にあっては、その名称及
ﾑ住所）　　　　　　（注3）

大阪府吹田甫○○○

@　　　　○○○○病院
@　　　　　　院長　○　○　○　○

運搬同行責任者氏　名 0　0　0　0
知識及び経験を有する者を同行
ｷる場合は、その氏名

○　　○　　○　　（）　　第　2種放身曲線取扱主任港

運　　　　　鍛　　　　　経　　　　　屋各　　（　注　4　） 別紙記載のとおり。

駐車、積卸し及び一時保管の予
闖齒兜ﾀびにその予定時刻

別紙記載のとおり。積卸しは行わない。

放射性同位元素等積載車両及び
^転者

自動車
o録番号

最大積載
d　　量

積載重量及び

A送物二二
運転巻氏名

品i1あ
P2－34

11t 1β00㎏
@　　1僧 ○○○○

積　　　　載　　　　　方　　　　法　（注三5　） トラックには、輸送物1個口積載し、ワイヤロー
vで固定し、輸送物上部にシートをかける。

確認又は特別措置の承認の有無
@　　　　　　　　（注6）

科学技術庁長官

運　　輸　大　臣

携行資器材の名称及び偶数 別紙記載のとおり。

運　　　　搬　　　　要　　　　領（注7　） 別紙記載のとおり。

警察機関への連絡要領 別紙記載のとおり。

応　急　措　置　　要　　領 別紙記載のとおり。

別記記載については核燃料物質等運鍛届出書を参照

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

四
七
〇



○放射性同位元素等運搬指示書例〔別記様式第2　（第3条関係）〕

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

鶴
七

　　　　　　　　　放射性同位元素等運搬詣示書

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　1　号

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和56年7月15日

@　○○運輸株式会社

@　　　代表取締役　○○○○殿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県公安委員会　魔

@放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第6項の規定

ﾉより、別記1の放射性同位元素等の運搬について、別記2のとおり指示する。

ﾊ記1

整　理　番　号 1

届　毘　年　月　臼 昭和56年7月1G理

運搬予定年月日 昭和56年7月17日

別記2

指　示　事　項
知識及び経験を有する者を同行させて運行させることQ

ｱの指示書及び先に交付した届出書を携帯すること。



図　放射性同位元素等の船舶運送関係法令と体系

放射性同位元素等の船舶運送

9

港　　則　　法

i運輸省所管）

船　舶　安　全　法

i運輸省所管）

障害防止法第33条（危
ｯ時の措置｝
i科学技術庁所管）

危険時措置規則

i運輸省令）

港則法施行規則

i運輸省令）

危険物船船運送
yび貯蔵規則
i運輸省令）

障害防止法施行規則
謔Q9条（危険時の措置）

i総理府令　）

（第91条の21）

放射性物質等

船舶運送告示

船舶局長通達
海　上　保　安　庁

行政指導文書

（
B

海
上
輸
送
関
係
法
令
）

四
七



○
船
舶
安
全
法
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

，
○
危
険
物
船
舶
運
送
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
危
険
物
船
舶
運
送
告
示

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
運
輸
省
船
舶
局
長
通
達
（
そ
の
σ

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の
一
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
岡
じ
Q

O
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の
二
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
港
　
則
　
法
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
A
口
に
同
じ
。

○
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

0
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬

　
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る

　
規
則

　
　
（
省
略
）
陵
上
輪
…
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を

　
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

　
　
（
省
略
）
陸
上
輪
送
の
場
合
に
岡
じ
。

船
舶
安
全
法
（
抄
）

鴎
七
三



○運輸省呼野局長通達（その2）

殿

　　　舶査第132号

昭和54年2月24日

運輸雀　　船　舶　局　長

　　　　　　放射性同位元素輸送物等に係る運輸大臣の安全確認について

　このたび運輸省は、危険物船舶運送及び貯蔵規劉（昭和32年運輸省令第30号G以

下「規則」という。）第91条の9第1項の規定に基づく放射性輸送物に係る口輪大臣

の安全確認に関し、放射性國位元素輸送物等（核分裂性輸送物以外の放射性輸送物をい

うQ以下「RI輸送物」という。　）について、当該審査を円滑に行うための措置として、

RI輸送物の設計承認及び輪送容器の登録等を行うこととしましたので貴職の御協力を

お願いします。

己言ロ

1．　RI輸送物の設計承認

　　B鍛型輸送物及びBU型輸送物について設計承認を受けて下さい。申請者は輸送容

器の設計者としますQ承認を受けた後に設計の変更をしょうとする場合も同様です。

（1）設計承認申講書及び設計変更承認串請書の様式及び記載事項は、それぞれ騎記1

　　及び別記2のとおりとします。

②規則に規定された基準に適合すると認められた設計叉は設計変更には、承認書を

　交付します。

2．輸送容器の登録

　　BM型輸送物の容器及びBU型輸送物の容器については、登録を受けて下さい。申

講者は、輸送容器の所有者とします。

　（1）輸送容器登録申請書の様式は溺記3のとおりとしますQ

②　輸送容器登録申請書の申請時期は、原則として、国内で新規に製作される容器に

　ついては、承認書の交付を受けた後、製作に着手する前とし、その他の容器につい

　　ては最初に使用する前とします。

（3）国内で新規に製作される容器については、設計承認の際に指示する検査項貿につ

　いて検査を行い、その結果を提出して下さい。

　　なお、当該検査については、当局において輸送容器登録申請書を審査のうえ、必

放
射
性
同
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）
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放
射
性
同
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
船
局
長
通
達
そ
の
二
）

　要に応じて製作時及び完成蒔に随時立会うことがありますQ

（4）承認された設計に従って製作されたと認められた輸送容器については、登鎌証を

　交付します。登録を受けた輸送容器は、その使用履歴を勘案のうえ、安全性が損な

　われるおそれがあると認められる場合は、登録の有効期間中であっても改善を求め

　　ることがあります。登録を受けた輪送容器には、登録後最：初に輪送に供する前に、

　別記4の様式による輪送容器登録票を取り付けて下さい。

3．輸送容器の定期的自主検査

　登録された輪送容器について、適宜、定期的自主検壷を登録後1年ごとに王回（年

聞使用回数が10回を超える場合は10回ごとに1圓）行い、その結果の記録を登録

証の有効期間中保存して下さい。

4．

5

輸送容器使用廃止届

登録証の交付を受けた輪送容器の使用を廃止した場合は、別記5の様式により輪送

容器使用廃止届を提出して下さい。

敷認書及び登録証の更新

承認書及び登録譲の更新手続きについては、別途お知らせします，，

照
七
滋



溺記曜

運輸省船舶局長殿

　　　　　　　　　　　　　　　　申請潜の氏名又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

　　　　　　　　　　RI輸送物設計承認申請書

文書番号

年　　月 日

④

昭和54年2月24日付け舶査第132号に基づき、下記輸送物の設計が危険物船舶

運送及び貯蔵規則に定める　　型輸送物の基準に適合する旨承認していただきたく関係

書類を添えて申講いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送物の型式又は名称

2、輸送物の説明

　（1）輸送容器の材料の種類

　（2）輸送物の総重量

（3）外形寸法

　（4）外観及び構造騒

（5）

　　イ　種　　類

　　ロ　重　　蚤

　　ノ、

　　二　性　　状

　　ホ　発熱等等

3，輸送指数
4
．

収納する放射性物質等の仕様

放射能強度（主要な核種ごとの笹及び合計値）

　　BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

　の説明

5．輸送物の取扱いに関する事項

　（1）輸送容器の取扱い及び保守の方法

　（2）輸送物の発送に先立ってとるべき措置

（3）輸送物を運搬する場合の積載方法等に関する事項

　（4）非常の場合に特別の措置が必要な輸送物にあってはその説明

6・輸送物の安全解析及び輸送容器の製作に関する事項

（溺α）2．（4）については、輸送物の荷姿を示す複写可能な説明図を添付すること。

　（2）用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

放
射
性
周
位
元
素
輪
…
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）
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鋼記2

放
麟
性
同
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）

運輸省　船舶局長　殿

申請老の氏名又は名称

住　　所

連絡先

　　　文書番号

年　　月　　日

㊥

　昭和　　年　　月

いて、下記の変更内容が、危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める　　型輸送物の基準に

適合する旨承認していただきたく関係書類を添えて申請いたします。

1
2
3
厘

R1輸送物設計変更承認申請書

日付け舶上口　　　号をもって承認を受けた輸送物の設計につ

記

既に交付された設計承認番号及び有効期限

輸送物の型式又は名称

変更内容

変更理由

（注）1　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

　2　変更内容は励紙をもって記すことができる。

四
老



別記3

運輸省船顯局長 殿

申請者の氏名又は名称

住　　所

連絡先

　　　文書番号

年　　月　　日

㊥

　　　　　　　　　　　　輸送容器登録申請書

　昭和54年2月24日付け舶査第132号に基づき、　　型輪送物の容器の登録を

していただきたく下記のとおり申請いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

輸送容器の型式又は名称

輸送容器の個数

輸送物の設計承認番号

輸送容器の検査予定及び検査計画書

駐）1．用紙の大きさは原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

　2．輸送容器の検定予定及び検査計画書は、国内で新規に製作する場合のみ記述する

　　こと。

　　　この場合別紙をもってすることができる。

放
射
性
同
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
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輸
大
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認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）
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別記4

放
剣
性
虚
位
元
素
輪
…
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）

　　　　　　　　　輸送容器登録票（記載例）

輸送容器登録番号　　　　　　　　　　　　　MSNO．B⑰一20

Serial　Number　of　Packaging

有効期限　　　　　　昭稲57年4月1日
Thig　Registration　shall　be　　　　　　Apr．1，　1982

va王id　tiH

輸送物の型式又は名称　　　　　　　　　　　　AB－2－C－IGOH

Type　and　Name　of　Packaging

設計承認番号　　　　　　　　　　J／30／B（①

Cornpetenも　Authority　Ident玉ficatiQn

Marks

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運輸省船舶局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船査第エ01号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director　Genera1，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ship　Bureau

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ministry　of　Transport

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ舐　1Q1－79／MS

霞
O

O
門

　　　　　　　　　　　　　　　10cm以上

備考

1．　昌立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。

2，輸送容器登録票は、本邦内においのみ運送されるものにあっては英誘の部分を、本

　邦外において運搬されるものにあっては日本語の部分を削ることができる。

塁
九



別記5

運輸省船舶局長殿

届出者の氏名又は名称

住　　所

連絡先

輸送容器の使用廃止届

　　文書番号

年　　月　　臼

㊥

　昭和54年2月24日付け船査第王32号に基づき、下記のとおり輸送容器の使用

を廃企することにつきお届けいたします。

1．輸送容器の型式叉は名称

2．輸送容器の登録番号

3．　廃止‘こ伴う措置

己躍言
ロ

放
射
性
同
位
元
素
輪
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
翻
局
長
通
達
そ
の
二
）

駐＞L　用紙の大きさは、原則としてヨ本工業規格A列4番とし、横書きとすること。
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図　放射牲同位元素等の航空機輸送関係法令と体系
（
C

放射性同位元素等の航空機輸送

航 空　　法

（運輸省所管）

障害防止法第33条
（危険時の措置）

（科学技術庁所管）

航空法施行規則

（運輸省令）

放射性物質等航空

輸送告示

障害防止法施行規
員聾第29条（危険時

の措置）（総理府令）

危険時措置規則

（運輸省令）

航空局長通達

航
空
輸
送
関
係
法
令
）

聚



　
航
空
法
（
抄
）

○
航
空
法
　
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
岡
じ
。

○
航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
嗣
じ
。

○
放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示

　
　
（
省
略
）
核
…
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輪
…
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
運
輸
省
航
空
局
長
通
達

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

　
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
間
じ
G

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
全

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
Q

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
わ
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を

　
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

　
　
（
省
略
）
陸
上
輪
…
送
の
場
合
に
岡
じ
。



m
　
関
連
法
令
及
び
定
義
等



○
薬
事
法
　
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晶
鯉
舞
晦
畔
孤
舖
＋
碧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
稗
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
七
号

（
屋
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
医
薬
贔
、
医
薬
部
外
晶
、
化
粧
晶
及
び
医
療
用
具
に

　
関
す
る
事
項
を
規
制
し
、
そ
の
適
正
を
は
か
る
こ
と
を
臼
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
で
門
医
薬
品
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

　
一
　
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
物

　
二
　
入
又
は
動
物
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

　
　
霞
的
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
器
具
器
械
（
歯
科
材
料
、
医
療
用
品

　
　
及
び
衛
生
用
品
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
を
除

　
　
く
。
）

　
三
　
人
叉
は
動
物
の
身
体
の
構
造
又
は
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
屋
的

　
　
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
器
具
器
械
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
及

　
　
び
化
粧
品
を
除
く
。
）

（
医
薬
贔
の
製
造
に
関
す
る
遵
守
事
項
）

第
十
六
条
　
厚
生
大
臣
は
、
生
物
学
的
製
剤
そ
の
他
そ
の
製
造
に
関
し
特
別
の

　
注
意
を
必
要
と
す
る
医
薬
晶
に
つ
い
て
、
厚
生
省
令
で
、
製
造
所
内
外
の
清

　
潔
保
持
、
作
業
記
録
の
作
成
そ
の
他
そ
の
医
薬
品
の
製
造
に
関
し
製
造
業
者

　
　
　
薬
事
法
（
抄
）

が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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放
射
性
医
薬
愚
製
造
規
則
（
抄
）

○
放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
へ
抄
）

〔
醐
遡
冠
緯
擬
闘
轡

最
終
改
正
　
昭
和
五
二
年
九
月
｝
臼
再
生
省
令
第
三
九
号

（
定
義
）

第
｛
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
昏
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
性
医
薬
贔
　
放
射
線
（
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
蚕

　
　
八
十
六
号
）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
を
放
出
す
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
別
表
第
　
に
掲
げ
る
も
の

　
二
　
放
射
性
物
質
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び

　
　
に
こ
れ
ら
の
含
有
物

　
三
　
管
理
区
域
　
外
部
放
射
線
の
放
射
線
量
が
厚
生
大
臣
が
定
め
る
許
容
線

　
　
量
を
こ
え
、
空
気
中
若
し
く
は
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
厚
生
大
闘

　
　
が
定
め
る
許
容
濃
度
を
こ
え
、
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
面
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
厚
生
大
臣
が
定
め
る
許
容
表
面
密
度

　
　
を
こ
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

　
四
　
放
射
線
作
業
従
事
者
　
放
射
性
物
質
「
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
、
管
理
又
は
こ
れ
に
附
随
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者

　
　
で
あ
っ
て
、
管
理
区
域
に
常
時
立
ち
入
る
も
の

　
五
　
管
理
区
域
随
時
立
入
者
　
管
理
区
域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
（
一
時
的

四
八
六

　
　
に
立
ち
入
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
放
射
線
作
業
従
事
者
以
外
の
も
の

（
製
造
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
）

第
二
条
　
製
造
業
者
は
、
作
業
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

6
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
の
運
搬
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
を

　
作
業
所
等
の
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
及
び
放
射
性
物
質
を
運
帯
す
る
時

　
間
が
き
わ
め
て
短
く
、
か
っ
、
放
射
線
障
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場

　
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

｝
　
運
搬
は
、
容
器
に
入
れ
て
行
な
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
容
器

　
の
外
に
あ
る
空
気
を
辱
一
5
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
は
、

　
気
密
な
構
造
の
容
器
に
入
れ
、
液
体
状
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
は
、
こ

　
ぼ
れ
に
く
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た
容
器

　
に
入
れ
る
こ
と
。

一一

@
容
器
（
容
器
を
こ
ん
包
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
ん
包
）
の
表
面
に
は
、

　
放
射
性
物
質
の
種
類
及
び
数
量
を
明
示
す
る
こ
と
。

三
　
液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
物
質
を
入
れ
た
容
器
で
、
き
れ
つ
、
破

　
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射
性

　
物
質
に
よ
る
汚
染
の
ひ
ろ
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
で
包
む

　
こ
と
。

　
　
放
射
性
物
質
を
入
れ
た
容
器
は
、
容
易
に
破
損
し
な
い
よ
う
に
借
置
す

　
る
こ
と
Q

　
　
放
射
性
物
質
を
入
れ
た
容
器
（
容
器
を
こ
ん
関
す
る
場
合
に
は
、
そ
の



こ
ん
包
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
薩
か
ら
一
メ
；
ト
ル
の
距

離
に
お
い
て
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
こ
え
ず
、
か
つ
、
容
器

の
表
面
の
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
こ
え
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
に
は
、
容
器
の
表
醐
の
放
躬
線
量
率
が

十
ミ
リ
レ
ム
毎
二
十
四
時
を
こ
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

放
置
性
医
薬
吊
製
造
規
則
（
抄
）

四
八
七



郵
便
法
（
抄
）

○
郵
便
法
　
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
二
日
法
律
飾
弟
百
山
ハ
十
　
五
　
　
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
π
焦
　
昭
判
和
五
ご
一
年
山
ハ
月
一
三
口
H
法
徳
碍
筆
川
七
一
号

（
こ
の
法
律
の
昌
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
郵
便
の
役
務
を
な
る
べ
く
安
い
料
金
で
、
あ
ま
ね
く
、

　
公
平
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
囲
的

　
と
す
る
。

（
郵
便
禁
制
品
）

第
十
四
条
　
左
の
物
は
、
こ
れ
を
郵
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
～
　
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
で
郵
政
大
臣
の
指
定
す

　
　
　
　
⇒

　
　
る
も
咳

　
二
　
毒
薬
、
劇
薬
、
毒
物
及
び
劇
物
（
官
公
署
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医

　
　
師
、
薬
剤
師
又
は
毒
劇
物
営
業
巻
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
生
き
た
病
源
体
及
び
生
き
た
病
源
体
を
含
有
し
、
又
は
生
き
た
病
源
体

　
　
が
附
着
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
物
（
官
公
署
、
細
菌
検
査
所
、
医
師
叉

　
　
は
獣
医
師
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

　
四
　
法
令
に
基
き
移
動
又
は
頒
布
を
禁
止
さ
れ
た
物

（
省
令
に
よ
る
差
出
の
禁
止
）

第
十
五
条
　
郵
政
大
臣
は
、
郵
便
の
業
務
に
従
事
す
る
者
又
は
他
の
郵
便
物
に

　
対
す
る
傷
害
叉
は
損
害
を
避
け
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
八

令
で
物
を
指
定
し
て
、
そ
の
物
を
郵
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
を
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
臼
D
　
昭
湘
二
十
二
年
逓
儒
省
告
示
第
三
百
八
十
号



○
昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号

　
　
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火

　
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

k
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
一
　
十
九
日
逓
信
省
告
承
第
三
百
八
十
四
号
〕

最
終
改
正
　
昭
恥
四
〇
年
二
月
｝
一
霞
郵
政
省
告
示
第
九
五
号

　
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物

は
左
の
通
り
と
し
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

　
昭
和
十
三
年
四
月
逓
信
省
告
示
第
九
百
八
十
一
号
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二

月
三
十
　
爲
限
9
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

　
九
　
放
射
性
物
質

　
　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

　
　
和
｝
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
核
燃
料

　
　
物
質
（
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府

　
　
令
第
八
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
容
器
に
入
れ
て
差
し
出
す
も
の

　
　
を
除
く
。
）
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
封
線
障
害
の
防
止
に
関

　
　
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

　
　
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
（
放
鮒
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

　
　
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）

　
　
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
に
入
れ
て
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）
　
四
八
九



昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
士
）

男
O

○
昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号

　
　
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ

　
と
が
で
き
る
国
等
）

〔
昭
和
五
十
年
十
二
月
十
二
日
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
二
年
九
月
二
九
日
郵
政
省
告
示
第
七
一
八
号

　
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等
は
、

お
り
と
し
、
昭
和
五
十
｝
年
一
月
｝
日
か
ら
施
行
す
る
。

次
の
と

番
　
　
号

国
　
　
名
　
　
・
　
地
　
　
域
　
　
名

六
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
濁

七
・
｝

グ
ア
ム
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
、
サ
モ
ア
及
び
米
領
ヴ
ァ
ー

ジ
ン
諸
島

七
・
二

信
託
統
治
の
下
に
あ
る
太
平
洋
の
地
域
（
ク
ワ
ジ
エ
レ
イ

ン
、
　
エ
ニ
ウ
ェ
ト
ク
及
び
マ
ジ
ュ
ロ
を
含
む
マ
ー
シ
ャ
．
ル

諸
島
、
　
ク
サ
イ
、
　
ポ
ナ
ベ
、
　
ト
ラ
ッ
ク
、
　
ウ
リ
ス
イ
、
　
ヤ

ッ
プ
及
び
パ
ラ
オ
を
含
む
カ
ロ
リ
ン
諸
島
並
び
に
サ
イ
パ

ソ
及
び
テ
ィ
ニ
ア
ソ
を
含
み
グ
ア
ム
を
除
く
マ
リ
ア
ナ
諸

七
・
三

一
〇

五五五五五五五五五五五五四四三三ニー一一一一
二二ニニニ：二二二ニー一一九三八ニー五四一一〇
●●”●。・・。●。 @　　 の・ニー一一六五三ニー三二　　　　　　　　三　一
一八六〇

島
）パ

ナ
マ
運
河
地
帯

オ
…
ス
ト
ラ
リ
ア
（
ロ

を
含
む
。
）

ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
（
島
）

オ
…
ス
ト
リ
ァ

．
．
、
　
、
レ
…
ン

／
　
　
！

ブ
…
タ
ソ

’
日
ロ
シ
ア

ブ
ル
ン
デ
ィ

大
韓
罠
国

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

エ
テ
ィ
オ
ピ
ア

ガ
ン
ビ
ア

英
国

ガ
…
ソ
ジ
ィ

ジ
ャ
…
ジ
イ

ア
ソ
テ
ィ
グ
ア

ア
セ
ソ
シ
ョ
ソ

ベ
リ
セ

プ
ル
ネ
イ
（
保
護
領
）

カ
イ
マ
ン

ギ
ル
パ
i
ト

ロ
ー
デ
シ
ア

セ
ソ
ト
・
ヘ
レ
ナ

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
（
シ
ョ

コ
ス
諸
島
及
び
ロ
ー
ド
・
ハ
ウ
島

ー
ト
ラ
ン
ド
島
を
含
む
。
）



五
二
二
一
八

五
四

六
四

六
六

七
〇

七
四

七
六

七
八

八
○

八
一

八
三

九
一

九
七一

〇
七

一
一
〇

一
一
三

一
一
四

「
一
八

一
二
〇

一
二
二
の
二

一
二
三

＝
一
四

一
一
…
八

＝
一
＝

｝
三
六

｝
三
七

テ
ユ
ヴ
ア
ル

グ
ァ
テ
マ
ラ

イ
ラ
γ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ジ
ャ
マ
イ
カ

ク
ウ
ェ
イ
ト

レ
ソ
ト

リ
ベ
リ
ア

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
注
1
）

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

マ
ラ
ウ
イ

メ
キ
シ
コ
（
注
2
）

ニ
ジ
エ
；
レ

　
　
　
　
ノ

ペ
ル
ー

ポ
ル
ト
ガ
ル

カ
タ
ル

エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国

セ
ネ
ガ
ル

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
丑
ハ
和
議
幽

ス
リ
・
ラ
ン
カ
共
和
国

ス
ウ
ェ
ー
デ
γ

ス
イ
ス
（
注
1
）

チ
ャ
ー
ド

ト
ー
ゴ
ー

ウ
ク
ラ
イ
ナ

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
△
耳
主
義
共
和
囲
［
連
邦

一
四
〇

一
四
四

　
四
五

ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

ザ
ソ
ビ
ア

（
注
1
）
別
配
達
と
し
た
も
の
に
限
る
。

（
注
2
）
名
あ
て
圏
の
原
子
ヵ
委
員
会
の
認
可
を
あ
ら
か
じ
め
必
要
と
す
る
。

備
考
　
番
［
号
欄
の
番
号
は
、
昭
稲
四
十
六
年
郵
政
小
月
止
P
示
第
九
〇
七
号
（
外

　
　
国
あ
て
通
常
郵
便
物
の
送
達
等
に
関
し
外
国
郵
政
庁
で
定
め
る
条
件
）

　
　
に
掲
げ
る
躍
名
・
地
域
名
の
整
理
番
号
と
問
じ
で
あ
る
。

昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等
）

四
九
一



原
子
力
基
本
法
（
抄
）

○
原
子
力
基
本
法
（
抄
）

改
正

〔
昭
和
三
十
年
十
二
月
十
九
日
法
律
　
　
第
｝
臼
八
十
山
ハ
号
〕

昭
和
四
二
年
七
月
二
〇
日
法
律
第
七
二
号

凹
隅
　
　
五
一
二
年
七
H
月
　
五
　
日
同
　
　
第
八
山
ハ
号

（
自
的
）

第
…
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
を
推
進
す
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
、
将
来
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
確
保
し
、
学
術
の
進
歩
と

　
産
業
の
振
興
と
を
図
り
、
も
っ
て
人
類
社
会
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
水
準
向

　
上
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
二
条
　
漂
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
、
平
和
の
農
的
に
限
り
、
安
全

　
の
確
保
を
旨
と
し
て
、
民
主
的
な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に
こ
れ
を
行
う
も

　
の
と
し
、
そ
の
成
果
を
公
開
し
、
進
ん
で
国
際
協
力
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
用
語
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の

　
と
す
る
。

　
　
　
「
原
子
力
」
と
は
、
原
子
核
変
換
の
過
程
に
お
い
て
原
子
核
か
ら
放
出

　
　
さ
れ
る
す
べ
て
の
種
類
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。

　
二
　
　
「
核
燃
料
物
質
」
と
は
、
ウ
ラ
ン
、
ト
リ
ウ
ム
等
原
子
核
分
裂
の
過
程

　
　
に
お
い
て
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
す
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
叙
で
定
め
る

四
九
二

　
　
も
の
を
い
う
。

　
三
　
　
「
核
原
料
物
質
」
と
は
、
ウ
ラ
ン
鉱
、
ト
リ
ウ
ム
鉱
そ
の
他
核
燃
料
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
質
の
原
料
と
な
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
獄
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
四
　
　
「
原
子
炉
」
と
濾
、
核
燃
料
物
質
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
装
置
を
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
う
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

　
五
　
　
「
放
射
線
」
と
は
、
電
磁
波
又
は
粒
子
線
り
う
ち
、
直
接
又
は
間
接
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
　
空
気
を
電
離
す
る
能
力
を
も
つ
も
の
で
、
政
徹
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
核
原
料
物
質
の
管
理
）

第
十
条
　
核
原
料
物
質
の
輸
入
、
輪
…
出
、
譲
渡
、
譲
受
及
び
精
錬
は
、
別
に
法

　
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
府
の
指
定
す
る
者
に
限
っ
て
こ
れ
を
行
わ

　
し
め
る
も
の
と
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
規
制
）

第
十
二
条
　
核
燃
料
物
質
を
生
産
し
、
輸
入
し
、
輸
崖
し
、
所
有
し
、
所
持
し
、

　
譲
渡
し
、
譲
り
受
け
、
使
用
し
、
又
は
輸
送
し
よ
う
と
す
る
蓉
は
、
溺
に
法

　
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
府
の
行
う
規
制
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
物
質
の
譲
渡
命
令
）

第
十
三
条
　
政
府
は
、
前
条
に
規
定
す
る
規
制
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
別
に

　
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
を
所
有
し
、
又
は
灰
持
す
る

　
春
に
対
し
、
譲
渡
先
及
び
髄
格
を
指
示
し
て
こ
れ
を
譲
渡
す
べ
き
こ
と
を
命

　
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
借
齪
）

第
二
十
条
　
放
射
線
に
よ
る
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た

　
め
、
放
射
性
物
質
及
び
放
射
線
発
生
装
置
に
係
る
製
造
、
販
売
、
使
用
、
測



定
等
に
対
す
る
規
制
そ
の
他
保
安
及
び
保
健
上
の
措
置
に
関
し
て
は
、

法
律
で
定
め
る
。

　
附
　
則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ω
　
核
燃
…
料
物
質
等
の
定
義
政
令
　
　
籠
二
条

ω
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
二
条

③
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
三
条

ω
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
四
条

別
に

原
子
力
基
本
法
（
抄
）

四
九
竺



核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、

○
核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及

　
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
二
年
牽
一
月
二
十
】
β

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
令
　
第
三
百
二
十
五
号

原
子
炉
及
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
前
三
号
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
核
原
料
物
質
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
三
号
の
核
原
料
物
質
は
、
ウ
ラ
ン
若
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ト
リ
ウ
ム
又
は
そ
の
化
合
物
を
含
む
物
質
で
核
燃
料
物
質
以
外
の
も
の
と

〕

皿
最
終
改
｝
止
　
　
昭
和
r
五
六
年
五
月
｝
五
日
政
令
笈
翔
～
論
ハ
山
ハ
辮
万

　
内
閣
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
の

規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
）

第
　
条
　
漂
子
力
基
本
法
第
三
条
第
二
号
の
核
燃
料
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
物

　
質
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
で

　
　
あ
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
ニ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
に

　
　
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
三
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
四
　
前
三
号
の
物
質
の
…
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃

　
　
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
五
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
を

　
　
こ
え
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
六
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
七
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物

　
す
る
。

（
原
子
炉
）

第
三
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
四
号
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
も
の

　
は
、
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
反

　
応
の
平
衡
状
態
を
中
性
子
源
を
用
い
る
こ
と
な
く
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
、

　
又
は
持
続
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
装
置
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
放
射
線
）

第
四
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
五
号
の
放
射
線
は
、
次
に
掲
げ
る
電
磁
波

　
又
は
粒
子
線
と
す
る
。

　
…
　
ア
ル
フ
ァ
線
、
重
陽
子
線
、
陽
子
線
そ
の
他
の
重
荷
電
粒
子
線
及
び
べ

　
　
ー
照
影

　
二
　
中
性
子
線

　
三
　
ガ
ン
マ
線
及
び
特
性
エ
ッ
ク
ス
線
（
応
益
電
子
捕
獲
に
伴
っ
て
発
生
す

　
　
る
特
性
工
。
ク
ス
線
に
限
る
。
）

　
四
　
百
万
電
子
ボ
ル
ト
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク

　
　
ス
線



　
　
○
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す

　
　
　
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晶
遭
士
薙
難
罫
嘉
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耐
改
正
　
　
昭
和
五
一
年
一
日
却
一
ぬ
ハ
日
法
律
第
一
…
鶏
写

（
爵
的
）

第
「
条
　
こ
の
法
律
は
、
放
鮒
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
的
基
準
策
定
上

　
の
基
本
方
針
を
明
確
に
し
、
か
っ
、
総
理
府
に
放
蟹
線
審
議
会
を
設
置
す
る

　
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
鮒
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
的
基
準
の
斉
一
を
図

　
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
」
と
は
、
ア
ル
フ
ァ
線
、
重
陽
子

　
線
、
陽
子
線
、
ベ
ー
タ
線
、
電
子
線
、
中
性
子
線
、
ガ
ン
マ
線
、
エ
ッ
ク
ス

　
線
そ
の
他
電
磁
波
又
は
粒
子
線
で
直
接
又
は
間
接
に
空
気
を
電
離
す
る
能
力

　
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

（
基
本
方
針
）

第
三
条
　
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
策
定
す
る
に
遇
っ
て

　
は
、
放
射
線
を
発
生
す
る
物
を
取
り
扱
う
従
業
員
及
び
一
般
国
民
の
受
け
る

　
放
射
線
の
線
鐙
を
こ
れ
ら
の
者
に
障
審
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
線
量
以
下

　
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
基
本
方
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
　
　
　
（
　
略
　
）

　
　
　
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

男
五



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
欄
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
　
　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
晶
鯉
町
薙
錆
鮪
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
六
号

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
原
子
力
篇
と
は
、
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第

　
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
を
い
う
。

5
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
製
錬
」
と
は
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

　
含
ま
れ
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
比
率
を
高
め
る
た
め
に
、
核
原
料
物
質

　
又
は
核
燃
料
物
質
を
化
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

6
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
加
工
」
と
は
、
核
燃
料
物
質
を
原
子
炉
に
燃
料
と

　
し
て
使
用
で
き
る
形
状
又
は
組
成
と
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
物
理
的
又
は
化

　
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
Q

7
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
再
処
理
」
と
は
、
原
子
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
し

　
た
核
燃
料
物
質
そ
の
他
原
子
核
分
裂
を
さ
せ
た
核
燃
料
物
質
（
以
下
「
使
用

　
済
燃
料
」
と
い
う
。
）
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
す
る

　
た
め
に
、
使
用
済
燃
料
を
化
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

8
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
際
規
制
物
資
」
と
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発

　
及
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
（
以
下
単
に
「
国
際
約
束
」

　
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
適
用
そ
の
他
の
規
制
を
受
け
る
核
原
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
六

　
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
原
子
炉
そ
の
他
の
資
材
又
は
設
備
を
い
う
。

9
　
前
項
の
国
際
規
制
物
資
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
告
示
す
る
。

　
　
　
（
　
略
　
）



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

　
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
瀦
一
二
十
二
年
⊥
ハ
月
十
日
法
律
第
｝
白
山
バ
ー
す
・
七
且
り
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
紹
和
四
七
年
六
月
八
日
法
律
第
置
七
号

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
」
と
は
、
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第

　
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
粥
性
同
位
元
素
」
と
は
、
り
ん
ご
　
十
二
、
コ
バ

　
ル
ト
六
十
等
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ

　
あ
の
含
有
物
（
機
器
に
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
む
。
）
で
政

　
ロ

　
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

3
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
嚇
性
同
位
元
素
装
備
機
器
」
と
は
、
硫
黄
計
そ

　
の
他
の
放
射
性
同
位
元
素
を
装
備
し
て
い
る
機
器
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を

　
い
う
。

4
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
発
生
装
置
」
と
は
、
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
、

　
シ
ン
ク
ロ
ト
ロ
ン
等
萄
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ

　
　
　
　
　
　
の

　
る
装
置
で
政
叙
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
　
ω
　
障
害
防
止
法
施
行
令
第
一
条

　
　
②
　
障
害
防
止
法
施
行
令
第
二
条

放
射
性
嗣
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

男
七



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
闘
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　
　
○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
巳
政
令
第
二
百
五
十
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
7
比
　
　
昭
和
五
論
ハ
年
五
日
〃
L
T
五
口
目
口
A
¶
晶
弟
｝
轟
ハ
七
口
写

（
放
射
性
同
位
元
素
）

第
一
条
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
同
位
元
素
は
、
放
射

　
線
を
放
出
す
る
岡
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物
（
機

　
器
に
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
む
。
）
で
、
放
射
線
を
放
出
す

　
る
同
位
元
素
の
数
景
及
び
濃
度
が
科
学
技
術
庁
長
官
が
定
め
る
豪
貴
及
び
濃

　
駆
を
こ
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

　
｝
　
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号

　
　
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
核
原
料
物
質

　
二
　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

　
　
定
す
る
医
薬
品

　
三
　
薬
事
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
用
具
で
、
科
学
技
術
庁
長
官

　
　
が
厚
生
大
臣
叉
は
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
に
装
備
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
。

　
四
　
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
九
条
第

　
　
一
項
に
規
定
す
る
日
本
工
業
規
格
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

　
　
特
別
の
表
示
を
附
さ
れ
た
鉱
工
業
品
又
は
放
射
線
障
害
の
防
止
に
蘭
し
て

　
　
こ
れ
と
同
等
に
安
全
と
認
め
ら
れ
る
鉱
工
業
贔
で
あ
っ
て
、
科
学
技
術
庁

　
　
長
官
が
指
定
す
る
も
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
自
発
光
性
の
塗
料

四
九
八

（
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
）

第
【
条
の
二

　
　
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
装
備
…
機

　
器
は
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
用
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
。
キ
ャ
ブ
チ
ャ
・
デ
ィ
テ

　
ク
タ
（
ニ
ッ
ケ
ル
六
三
を
装
備
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
放
射
線
発
生
装
置
）

第
二
条
　
法
器
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
放
射
線
発
生
装
置
は
、

　
次
に
掲
げ
る
装
置
（
そ
の
表
面
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
科
学
技
術
庁
長
官
が
定
薯
放
射
線
量
率
以
下
で

　
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

　
　
　
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン

　
　
　
　
　
　
　
ト

ニ　
　
シ
ン
ク
ロ
　
　
p
ソ

三　
　
シ
ン
ク
ロ
サ
イ
ク
ロ
ト
P
ン

　
　
薩
線
加
速
装
遣

四五　
　
べ
；
タ
ト
ロ
ソ

　
　
フ
ァ
ン
・
デ
・
グ
ラ
…
フ
型
加
速
装
置

六　
　
コ
ッ
ク
ク
p
フ
ト
・
ワ
ル
ト
ン
咄
翌
加
速
輔
表
直

撃　
　
そ
の
他
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ
る
装

八　
置
で
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
必
要
と
認
め
て
科
学
技
術
庁
長
官
が

　
　
の

　
指
貧
す
る
も
の
。

　
ω
　
放
射
線
を
放
出
す
る
近
位
元
素
等
の
数
量
を
定
め
る
件
第
一
条

　
②
　
放
射
線
を
放
噛
す
る
同
位
元
素
等
の
数
．
量
を
定
め
る
件
第
…
条
の
二

　
③
　
変
圧
器
型
加
速
装
置
（
昭
和
三
十
九
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号
）



○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等

　
を
定
め
る
件
（
抄
）

〔

旧
離
解
嚇
聾
恥
鯛
葺
豹
〕

偲
取
終
改
正
　
　
昭
　
和
五
山
ハ
年
五
月
十
－
論
ハ
R
回
科
学
技
術
出
月
危
口
一
爪
・
第
轟
ハ
ロ
写

　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
及
び
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る

放
射
線
障
害
の
防
正
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第

第
五
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号

（
放
射
線
を
放
出
す
る
岡
三
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
全
部
を
改
正
す

る
こ
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
｝
日
か
ら
適
用
す

る
。

（
放
射
線
を
放
出
す
る
涌
位
元
素
の
数
董
及
び
濃
度
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
幽
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る

　
同
位
元
素
の
数
鍛
及
び
濃
度
は
、
数
蚤
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

　
お
り
と
し
、
濃
度
に
つ
い
て
は
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
ー
毎
グ
ラ
ム

　
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
然
に
賦
存
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び

　
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物
で
固
体
状
の
も
の
に
係
る
濃
度
に
つ

　
い
て
は
、
○
・
○
一
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。

　
一
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
て
、
そ
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
詞
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量

二
　
放
射
線
を
放
出
す
る
岡
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

　
て
、
そ
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
種
類
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
蚤
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ

　
ら
の
数
髭

三
　
放
射
線
を
放
出
す
る
虚
位
元
素
で
密
封
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
百

　
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

数
　
　
　
量

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
九
十
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

○
・
一
マ
イ
ク
ロ

す
る
同
位
元
素
く
以
下
「
第
一
群
」
と
い
う
。
）

キ
ュ
リ
ー

物
理
的
半
減
期
が
三
十
日
を
こ
え
る
放
射
線
を
放

出
す
る
同
位
元
素
（
水
素
三
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
七
、

炭
素
十
四
、
　
い
お
う
三
十
五
、
鉄
五
十
五
、
鉄
五

一
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ

十
九
及
び
ス
ト
撰
ン
チ
ウ
ム
九
十
並
び
に
ア
ル
フ

リ
　
2
ー

ア
線
を
放
出
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
第
二
群
」

と
い
う
。
）

物
理
的
半
減
期
が
三
十
日
以
下
の
放
三
線
を
放
臓

す
る
同
位
元
素
（
ふ
つ
素
十
八
、
　
ク
ロ
ム
五
十
｝
、
　
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
十
一
及
び
タ
リ
ウ
ム
ニ
百
一
並
び
に
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
も
の
を
除

十
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
　
韮
蔭

位
九
九



放
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す
る
同
位
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素
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を
定
め
る
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